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僧と財とのあわい -無住の著作を手がかりとして -

1

は
じ
め
に

　

夫
麁
言
軟
語
ミ
ナ
第
一
義
ニ
帰
シ
、
治
生
産
業
シ
カ
シ
ナ
ガ
ラ
実
相
ニ
背
ズ
。
然
レ
バ
狂
言
綺
語
ノ
ア
ダ
ナ
ル
タ
ハ
ブ
レ
ヲ

縁
ト
シ
テ
、
仏
乗
ノ
妙
ナ
ル
道
ニ
入
シ
メ
、
世
間
浅
近
ノ
賎
キ
事
ヲ
譬
ト
シ
テ
、
勝
義
ノ
深
キ
理
ヲ
知
シ
メ
ン
ト
思
フ)1

(

。

　
『
沙
石
集
』
の
冒
頭
に
お
い
て
無
住
（
一
二
二
六
〜
一
三
一
二
）
は
、
麁
言
も
軟
語
も
究
極
の
真
理
に
帰
結
し
、
生
き
る
た
め
の
生

活
の
生
業
も
悉
く
真
実
の
姿
に
背
か
な
い
こ
と
を
示
す
。
狂
言
綺
語
の
戯
れ
を
縁
と
し
て
仏
乗
に
入
り
、
俗
世
間
の
賤
劣
な
事
柄
を
喩

え
と
し
な
が
ら
究
極
の
真
理
の
深
き
道
理
を
説
き
明
か
そ
う
と
し
て
お
り
、
和
歌
や
物
語
が
仏
道
修
行
の
助
縁
に
も
成
り
得
る
と
い
う

狂
言
綺
語
観
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
冒
頭
で
無
住
が
拠
り
所
と
し
た
「
治
生
産
業
シ
カ
シ
ナ
ガ
ラ
実
相
ニ
背
ズ
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
事
柄

を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
治
生
産
業
」と「
実
相
」と
が
、そ
の
ま
ま「
即
」で
繋
が
れ
る
以
前
に
、狂
言
綺
語
観
に
お
け
る「
縁
」

の
よ
う
な
何
か
が
介
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

僧
と
財
と
の
あ
わ
い
―
無
住
の
著
作
を
手
が
か
り
と
し
て
―

髙
橋　

秀
城
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僧
侶
に
と
っ
て
の
「
治
生
産
業
」
に
は
、
日
々
の
衣
食
を
得
る
た
め
に
乞
食
を
し
な
が
ら
諸
国
を
巡
り
歩
く
こ
と
や
、
寺
院
や
堂
塔

の
創
建
に
当
た
っ
て
金
品
を
得
る
た
め
の
勧
進
な
ど
の
行
為
も
含
ま
れ
よ
う
。
僧
侶
に
と
っ
て
俗
世
の
物
資
や
金
銭
を
獲
得
す
る
こ
と

が
、
仏
道
修
行
や
究
極
の
真
理
と
ど
こ
で
結
ば
れ
て
い
る
の
か
。
本
稿
で
は
、「
僧
」
と
「
財
」
と
の
あ
わ
い
に
注
目
し
、
特
に
無
住

の
著
作
を
中
心
と
し
な
が
ら
検
討
を
加
え
て
み
た
い)2

(

。

一

　

無
住
の
著
作
を
見
る
前
に
、ま
ず
僧
侶
に
と
っ
て
の
「
財
」
に
対
す
る
意
識
を
探
っ
て
み
た
い
。
幼
童
の
教
訓
書
で
あ
る
『
実
語
教
』

は
、
次
の
一
節
で
始
ま
っ
て
い
る
（
訓
読
・
傍
線
、
筆
者
。
以
下
、
同
じ
）。

　
　

山
高
故
不
貴
。
以
有
樹
為
貴
。（
山
高
き
が
故
に
貴
か
ら
ず
、
樹
あ
る
を
以
て
貴
し
と
為
す
。）

　
　

人
肥
故
不
貴
。
以
有
智
為
貴
。(

人
肥
え
た
る
が
故
に
貴
か
ら
ず
、
智
有
る
を
以
て
貴
し
と
為
す
。）

　
　

富
是
一
生
財
。
身
滅
即
共
滅
。（
富
は
是
一
生
の
財
、
身
滅
す
れ
ば
即
ち
共
に
滅
す
。）

　
　

智
是
萬
代
財
。
命
終
即
隨
行
。（
智
は
是
萬
代
の
財
、
命
終
は
れ
ば
即
ち
随
つ
て
行
く
。）)3

(

　

高
く
聳
え
る
山
々
は
美
し
く
、
生
活
の
豊
か
な
人
間
は
立
派
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
一
面
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
山
に
神
聖
な
樹

木
が
生
い
茂
り
、
人
間
に
豊
か
な
智
恵
が
備
わ
っ
て
い
て
こ
そ
、
真
に
崇
め
重
ん
ず
べ
き
存
在
と
な
る
。
物
事
の
価
値
を
、
程
度
に
よ

っ
て
の
み
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
本
質
を
熟
視
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
き
明
か
す
。
さ
ら
に
「
富
」（
財
宝
）
は 

身
体
と
と
も
に

滅
び
行
く
の
に
対
し
、「
智
」（
智
恵
）
は
命
終
の
後
も
随
い
行
く
と
続
く
。
今
生
に
お
け
る
「
富
」
と
は
、
例
え
ば
、『
大
集
経
』
の

偈
頌
に
「
妻
子
珍
寶
及
王
位　

臨
命
終
時
無
隨
者　

唯
戒
及
施
不
放
逸　

今
世
後
世
為
伴
侶
」)4

(

と
あ
る
よ
う
に
、
妻
子
や
珍
し
い
宝
、
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王
位
な
ど
、
現
世
で
価
値
が
あ
る
と
さ
れ
る
「
財
」
を
指
す
だ
ろ
う
。『
大
集
経
』
で
は
「
戒
律
」
と
「
布
施
」
を
伴
侶
と
す
べ
き
こ

と
を
説
く
が
、『
実
語
教
』
で
は
「
財
」
と
い
う
言
葉
を
「
一
生
の
財
」
と
「
萬
代
の
財
」
と
に
区
別
し
、
物
質
的
な
も
の
（
財
宝
・

肉
体
）
の
奧
に
備
わ
る
本
質
（
智
恵
・
心
）
を
蓄
え
る
こ
と
の
大
切
さ
を
諭
し
て
い
る
。

　
『
実
語
教
』
に
は
そ
の
他
の
箇
所
に
も
、「
倉
内
財
有
朽
。
身
内
才
無
朽
。」（
倉
の
内
の
財
は
朽
つ
る
こ
と
有
り
。
身
の
内
の
才
は
朽

つ
る
こ
と
無
し
。）、「
財
物
永
不
存
。
才
智
為
財
物
。」（
財
物
永
く
存
せ
ず
。
才
智
を
財
物
と
為
す
。）、「
雖
入
富
貴
家
。
為
無
財
人
者
。

猶
如
霜
下
花
。
雖
出
貧
賤
門
。
為
有
智
人
者
。
宛
如
泥
中
蓮
。」（
富
貴
の
家
に
入
る
と
い
へ
ど
も
、
財
無
き
人
と
為
ら
ば
、
な
ほ
霜
下

の
花
の
ご
と
く
、貧
賤
の
門
よ
り
出
づ
と
い
へ
ど
も
、智
有
る
人
と
為
ら
ば
、あ
た
か
も
泥
中
の
蓮
の
ご
と
し
。）と
見
え
る
。
外
面
の「
財

宝
」
と
内
面
の
「
才
智
」
と
を
比
べ
合
わ
せ
な
が
ら
、
繰
り
返
し
学
問
習
得
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
教
訓
は
、『
実
語
教
』
と
同
様
に
幼
童
誘
引
の
性
格
を
持
つ
『
童
子
教
』
に
お
い
て
も
、

　
　

綾
羅
錦
繍
者
。
全
非
冥
途
貯
。（
綾
羅
錦
繍
は
、
全
く
冥
途
の
貯
へ
に
非
ず
）。

　
　

黄
金
珠
玉
者
。
只
一
世
財
宝
。（
黄
金
珠
玉
は
、
只
一
世
の
財
宝
）。

　
　

栄
花
栄
耀
者
。
更
非
仏
道
資
。（
栄
花
栄
耀
は
、
更
に
仏
道
の
資
（
た
す
）
け
に
非
ず
）。)5

(

と
あ
る
よ
う
に
、
金
銀
財
宝
は
今
生
で
の
み
の
蓄
え
で
あ
り
、
名
声
地
位
は
仏
道
の
資
け
と
な
ら
な
い
こ
と
が
語
ら
れ
、
さ
ら
に
は
後

半
で
は
、

　
　

布
施
菩
提
粮
。
人
最
不
惜
財
。（
布
施
は
菩
提
の
粮
、
人
最
も
財
を
惜
し
ま
ざ
れ
。）

　
　

財
宝
菩
提
障
。
若
人
貧
窮
身
。（
財
宝
は
菩
提
の
障
り
、
若
し
人
貧
窮
の
身
に
て
、）

　
　

可
布
施
無
財
。
見
他
布
施
時
。（
布
施
す
べ
き
財
無
く
、
他
の
布
施
を
見
る
時
、）

　
　

可
生
随
喜
心
。（
随
喜
の
心
を
生
ず
べ
し
。）
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と
し
て
、
財
宝
は
煩
悩
を
断
ち
切
り
悟
る
た
め
の
妨
げ
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
惜
し
む
こ
と
な
く
布
施
を
行
う
こ
と
が
説
か
れ
る
。

　

こ
の
『
実
語
教
』『
童
子
教
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
弘
法
大
師
空
海
（
七
七
四
〜
八
三
五
）、
五
大
院
安
然
（
八
四
一
〜
八
八
九
〜
）
の
作

に
仮
託
さ
れ
る
が
定
か
で
は
な
い
。『
実
語
教
』
は
平
安
時
代
末
期
に
は
成
立
し
、
長
門
本
や
延
慶
本
『
平
家
物
語
』、
無
住
『
雑
談
集
』

等
に
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
鎌
倉
時
代
に
は
流
布
し
て
い
た
と
言
わ
れ
、
江
戸
時
代
か
ら
は
寺
子
屋
の
教
科
書
と
し
て
使
用
さ

れ
る
な
ど
、
子
供
た
ち
の
教
育
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
は
寺
院
内
で
の
僧
侶
教
育
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
室
町
時
代
末
期
の
史
料
に
は
、
真
言
僧
侶
が
必
ず
学
ぶ
べ
き

典
籍
と
し
て
以
下
の
典
籍
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

心
経　

錫
杖　

観
音
経　

寿
量
品　

提
婆
品　

阿
弥
陀
経　

舎
利
礼　

実
語
教　

童
子
教　

朗
詠
上
下　

論
語
十
巻　

孝
経　

琵
琶
引　

長
恨
歌　

大
学　

庭
訓　

御
式
條　

釈
氏
往
来　

秘
鍵　

即
身
義　

菩
提
心
論　

声
字
義　

吽
字
義　

三
教
指
帰
三
巻　

宝
鑰
三
巻　

要
文
三
帖　

二
教
論
上
下　

字
記
一
巻　

付
法
伝
二
巻　

金
剛
頂
開
題　

新
札　

遊
覚　

十
二
月
往
来　

新
猿
楽
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
『
連
々
令
稽
古
双
紙
以
下
之
事
』）)6

(

　

こ
こ
に
は
、「
幼
童
令
読
分
」
と
し
て
真
言
僧
侶
が
出
家
以
前
の
十
五
歳
の
春
ま
で
に
学
ぶ
べ
き
典
籍
と
し
て
、『
般
若
心
経
』
な
ど

の
経
典
類
や
、『
論
語
』
な
ど
の
中
国
典
籍
、『
庭
訓
往
来
』
な
ど
の
往
来
物
、『
般
若
心
経
秘
鍵
』
と
い
っ
た
空
海
の
著
作
な
ど
と
と

も
に
『
実
語
教
』『
童
子
教
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
法
要
に
お
い
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
経
典
や
、
真
言
教
学
必
読
の
書
が
列
挙
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
幼
童
た
ち
は
こ
れ
ら
の
典
籍
を
暗
誦
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。『
実
語
教
』『
童
子
教
』
の
教
え
も
僧
侶
の
基

礎
知
識
と
し
て
日
々
学
ん
で
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　

さ
て
、『
実
語
教
』
に
言
う
「
一
生
の
財
」
と
「
萬
代
の
財
」
は
、そ
の
ま
ま
「
世
財
」
と
「
聖
財
」
と
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

物
質
と
し
て
の
財
宝
は
現
世
の
み
の
仮
初
め
の
所
有
物
で
あ
り
、
日
々
の
修
学
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
才
智
は
来
世
に
つ
な
が
る
真
の
宝
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と
な
る
。
本
稿
で
は
「
財
」
に
着
目
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
現
世
に
お
け
る
無
常
や
因
果
の
理
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い

る
。
煩
悩
・
欲
望
を
生
ず
る
「
世
財
」
は
「
布
施
」
に
よ
っ
て
喜
捨
し
、
来
世
の
悟
り
に
向
か
っ
て
「
聖
財
」
を
友
と
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

二

　

八
宗
兼
学
の
僧
侶
と
し
て
知
ら
れ
る
無
住
に
は
、『
沙
石
集
』『
雑
談
集
』『
聖
財
集
』
な
ど
の
著
作
が
残
さ
れ
て
い
る
。
無
住
の
「
財
」

に
注
目
す
れ
ば
、『
聖
財
集
』
に
お
い
て
「
信
」「
戒
」「
慚
」「
愧
」「
多
聞
」「
智
恵
」「
捨
離
」
の
七
聖
財
を
論
じ
、
ま
た
『
雑
談
集
』

に
は
、
前
節
で
見
た
『
実
語
教
』
も
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
無
住
の
「
財
」
意
識
に
は
『
実
語
教
』『
童
子
教
』
に
見
ら
れ
た
よ

う
な
教
え
が
根
底
に
流
れ
て
い
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
よ
う
。

　

さ
ら
に
『
雑
談
集
』
に
お
い
て
、
自
ら
の
生
涯
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

・
愚
老
貧
家
ノ
因
縁
、
自
然
ニ
入C

リ
遁
世
門

B
ニ
及

C

ブ
五
十
年

B

ニ
。
如
説
修
行
、
有

A

ル
モ
志
無

A

シ
力
。
見
性
悟
道
、
亦
其
ノ
分

空
シ
ト
云
ヘ
ド
モ
、
久
大
乗
ノ
聖
教
ヲ
翫
デ
法
門
ノ
愛
楽
隔
生
ニ
モ
不

A

ル
可

A

カ
ラ
忘
ル
歟
。)7

(

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
三
）

・
只
世
間
無
沙
汰
ニ
シ
テ
、貧
ナ
ル
因
縁
、自
然
ニ
遁
世
ノ
媒
タ
ル
ニ
ヤ
。
遁
世
ノ
門
ニ
入
テ
、随
分
律
ヲ
学
ビ
、又
止
観
等
学
シ
キ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
（
巻
五
）

　

自
ら
の
出
家
原
因
を
、「
貧
家
」「
貧
」
な
る
が
故
の
、
生
き
る
た
め
の
所
業
と
し
て
い
る
。
貧
し
い
こ
と
を
「
因
縁
」「
媒
」
と
し

て
出
家
し
、
戒
律
と
智
恵
の
志
に
よ
っ
て
今
ま
で
仏
道
を
修
め
て
き
た
こ
と
を
述
懐
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
境
遇
の
無
住
に
と
っ
て
、「
一
生
の
財
」（
世
財
）と「
萬
代
の
財
」（
聖
財
）と
は
如
何
に
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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例
え
ば
『
沙
石
集
』
と
『
妻
鏡
』
を
比
較
し
て
み
る
な
ら
ば
、『
沙
石
集
』
に
は
「
財
（
ざ
い
・
た
か
ら
）」（
二
十
二
例
）、「
財
宝
」（
七

例
）、「
家
財
」（
五
例
）、「
資
財
」「
聖
財
」「
財
色
」（
各
三
例
）、「
世
財
」（
二
例
）、「
財
利
」「
財
産
」「
財
物
」（
各
一
例
）
と
い
う

よ
う
に
「
財
」
が
四
十
八
箇
所
に
表
れ
、『
妻
鏡
』
で
は
「
財
宝
」（
十
一
例
）、「
財
」（
四
例
）
と
あ
っ
て
十
五
箇
所
に
表
出
し
て
い
る
。

両
書
に
は
分
量
の
差
こ
そ
あ
る
も
の
の
、『
沙
石
集
』
に
は
「
財
」
と
い
う
言
葉
の
多
様
性
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、『
妻
鏡
』
は
「
財

宝
」
そ
の
も
の
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
『
妻
鏡
』
の
「
財
」
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、

　

此
の
身
の
為
に
、
生
あ
る
物
の
命
を
断
て
舌
に
味
ひ
、
猥
し
く
財
宝
を
貪
て
衣
食
の
計
と
す
。
夫
財
宝
は
甘
毒
に
似
た
り
。

彼
に
酔
て
仏
道
を
不
修
行
。
現
世
の
甘
露
は
、
後
生
の
鉄
丸
と
成
と
云
へ
り
。
愚
哉
、
一
旦
の
仮
の
身
を
養
は
ん
が
為
に
、
曠

劫
多
生
の
身
心
を
亡
さ
ん
と
す
る
こ
と
を
。)8

(

と
あ
る
よ
う
に
、
世
財
は
来
世
の
鉄
丸
で
あ
っ
て
、
今
生
に
お
け
る
財
宝
に
飢
渇
す
る
こ
と
の
愚
か
さ
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
別
の
箇

所
で
は
、「
財
宝
を
蓄
心
を
ば
積
聚
心
と
云
て
、
是
も
同
く
輪
廻
の
業
を
引
大
罪
也
。」
と
し
て
、
財
宝
を
貪
る
心
は
『
大
日
経
』
に
説

く
「
積
聚
心
」
の
煩
悩
、
輪
廻
の
業
と
な
る
大
罪
と
な
る
と
も
語
る
。『
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
る
「
財
宝
」
の
ほ
と
ん
ど
は
、
今
生
で
の

財
宝
（
一
生
の
財
）
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
世
財
に
執
着
す
る
こ
と
の
愚
か
さ
か
ら
脱
し
、
仏
道
を
希
求
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を

説
き
示
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
『
妻
鏡
』
の
「
財
」
の
用
例
の
中
で
、
次
の
一
文
は
特
に
注
目
さ
れ
よ
う
。

　

智
者
の
財
宝
と
者
、
本
よ
り
諸
法
に
自
性
無
故
に
、
深
く
貪
著
す
る
心
無
け
れ
ど
も
、
無
縁
の
者
を
羽
含
み
、
仏
法
を
興
業
し
、

生
身
を
助
け
、
仏
身
を
祈
ん
為
に
、
仮
り
に
財
宝
を
貯
た
る
は
、
愚
人
の
を
ろ
か
な
る
眼
に
は
在
家
に
等
し
け
れ
ど
も
、
智
者

の
賢
き
心
に
は
化
他
利
益
と
成
て
、
一
切
皆
仏
事
に
非
る
事
な
し
。
或
は
制
し
或
は
免
ぬ
。
皆
是
れ
大
聖
の
方
便
也
。
凡
そ
賢
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愚
の
境
、
能
々
可
存
知
者
也
。

　

無
住
が
語
る
に
は
、同
じ
財
宝
で
あ
っ
て
も「
智
者
の
財
宝
」と
い
う
も
の
が
あ
る
と
言
う
。そ
れ
は
、１
、無
縁
の
衆
生
を
慈
し
み
、２
、

仏
法
を
興
業
し
、
３
、
生
身
の
身
体
を
助
け
、
４
、
仏
を
祈
る
た
め
に
仮
に
財
宝
を
蓄
え
る
こ
と
だ
と
す
る
。
こ
れ
は
「
智
者
の
賢
き

心
」
に
よ
っ
て
こ
そ
、全
て
の
物
事
が
「
仏
事
」（
教
化
）
と
な
る
「
大
聖
の
方
便
」
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、同
じ
行
為
で
あ
っ
て
も
「
愚

か
な
心
」
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
後
生
へ
の
大
罪
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
才
智
あ
る
者
が
仏
法
興
隆
の
た

め
に
集
め
た
財
宝
は
「
聖
財
」
と
な
り
、
財
宝
の
み
に
執
着
す
る
者
に
と
っ
て
は
「
世
財
」
と
な
る
。
物
質
と
し
て
の
「
財
」
は
、
取

り
扱
う
者
の
智
恵
の
有
無
に
よ
っ
て
、
甘
毒
と
も
な
り
妙
薬
と
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
　

三　

　

僧
侶
は
「
聖
財
」
を
友
と
し
な
が
ら
も
、
や
は
り
仏
道
修
行
を
行
う
た
め
に
は
、
そ
の
基
と
な
る
僧
衣
や
食
べ
物
、
住
居
な
ど
の
資

縁
（
布
施
）
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。「
布
施
」
に
は
、
僧
侶
か
ら
貧
困
者
へ
の
施
し
や
、
世
俗
の
人
々
か
ら
寺
院
・
僧
侶
へ
の
寄
進

な
ど
物
資
を
与
え
る
「
財
施
」、
僧
侶
が
民
衆
に
教
え
を
説
き
示
す
「
法
施
」、
そ
し
て
人
々
の
怖
れ
を
取
り
除
く
「
無
畏
施
」
の
〈
三

施
〉
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
三
宝
（
仏
・
法
・
僧
）
へ
の
布
施
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
僧
の
修
行
に
必
要
な
最
低
限
の
衣
食
住

の
他
、
仏
に
捧
げ
る
硯
や
念
珠
な
ど
の
身
近
な
物)9

(

、
貴
族
か
ら
寺
院
へ
の
荘
園
の
寄
進
や
財
貨
な
ど
の
寄
付
な
ど
も
含
ま
れ
て
こ
よ
う
。

法
要
に
対
す
る
布
施
（
財
施
）
も
あ
り
、
僧
侶
は
説
法
（
法
施
）
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
衆
の
苦
し
み
を
取
り
去
る
こ
と
（
無
畏

施
）
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
『
沙
石
集
』
に
は
、
説
法
も
満
足
に
行
わ
ず
に
布
施
の
み
を
持
ち
去
る
と
い
う
僧
侶
の
話
が
見
え
る
。
例
え
ば
巻
六
「
説
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法
セ
ズ
シ
テ
布
施
取
タ
ル
事
」
に
は
、

　

△
鎌
倉
ニ
或
尼
公
、逆
修
シ
ケ
リ
。
説
経
ナ
ム
ド
モ
セ
ヌ
僧
ナ
レ
ド
モ
、モ
シ
希
望
ノ
心
モ
ア
リ
、色
代
ニ
請
用
セ
ヨ
ト
テ
、「
一

座
ノ
供
養
シ
給
ナ
ン
ヤ
」
ト
、
イ
ハ
セ
ケ
レ
バ
、
布
施
ノ
ホ
シ
サ
ニ
ヤ
、
無
左
右
領
状
シ
テ
ケ
リ
。

と
し
て
、
普
段
か
ら
説
教
を
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
布
施
の
欲
し
さ
に
法
要
を
承
諾
し
、
結
局
一
言
も
説
法
を
す
る
こ
と
な
く
布

施
だ
け
を
奪
い
取
っ
て
い
く
僧
侶
や
、

　

或
説
経
師
、俄
ニ
風
吹
テ
、折
紙
ヲ
柚
木
ノ
梢
ニ
吹
ア
ゲ
テ
ケ
レ
バ
、不
及
力
。
取
ニ
不
能
シ
テ
、「
委
事
ハ
、柚
木
ノ
ス
ヘ
ニ
候
」

ト
テ
、
ヲ
リ
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
猶
ヲ
ト
リ
テ
、
一
句
モ
不
申
シ
テ
布
施
取
リ
ケ
ル
心
、
人
ナ
ラ
ズ
コ
ソ
覚
レ
。

の
よ
う
に
、
自
ら
説
教
師
と
称
し
な
が
ら
も
、
風
に
吹
か
れ
て
梢
に
舞
い
上
が
っ
た
折
り
紙
（
手
控
え
）
を
気
に
も
と
め
ず
、
や
は
り

一
句
も
発
す
る
こ
と
な
く
布
施
だ
け
を
取
り
上
げ
る
僧
侶
な
ど
が
登
場
す
る
。『
沙
石
集
』
の
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て
「
信
施
」
の
問

題
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が)10

(

、
信
者
の
布
施
に
対
し
て
、
説
法
（
法
施
）
を
行
う
こ
と
な
く
、
施
物
（
財
施
）
の
み
を
受
け
取
っ
て
い
く

と
い
う
誑
惑
・
信
施
無
慚
の
僧
の
姿
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、こ
う
し
た「
世
財
」に
執
着
す
る
僧
侶
に
つ
い
て
、『
沙
石
集
』巻
六「
有
所
得
説
法
事
」で
は
、以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　

邪
命
説
法
ト
云
名
目
ハ
、
仏
蔵
経
ニ
出
タ
リ
。
有
所
得
ト
モ
イ
ヘ
リ
。
同
事
也
。
世
間
ノ
人
ハ
、
有
所
得
ト
云
ハ
、
布
施
ヲ

望
テ
ス
ル
説
法
ト
思
ヘ
リ
。
然
ニ
経
ノ
中
ニ
ハ
、
諸
法
実
相
ヲ
不
知
シ
テ
、
有
為
ノ
法
ヲ
説
テ
、
無
相
ノ
理
ヲ
不
説
ハ
、
邪
命

ノ
説
法
也
。
無
所
得
ノ
道
理
ヲ
不
説
故
ニ
、
有
所
得
ト
云
ヘ
リ
。
斯
ル
説
法
ハ
、
三
千
大
千
世
界
ノ
人
ノ
眼
ヲ
ク
ジ
〔
ル
〕
ヨ

リ
モ
罪
也
。
又
日
夜
ニ
十
悪
ヲ
造
ル
物
ヨ
リ
モ
重
キ
罪
也
。
十
悪
ヲ
造
ル
者
ヲ
バ
、
人
コ
レ
ヲ
師
ト
セ
ズ
。
其
身
共
隨
ト
云
ヘ

ド
モ
、
人
ヲ
引
テ
ヲ
ト
ス
事
ナ
シ
。
有
所
得
ノ
説
法
ハ
、
人
ヲ
シ
テ
生
死
ノ
業
ヲ
マ
シ
、
実
相
ノ
理
ニ
ト
ヲ
ザ
カ
ラ
〔
シ
〕
ム

ト
云
ヘ
リ
。
マ
シ
テ
布
施
ノ
希
望
ハ
名
利
ノ
為
ナ
リ
。
云
ニ
タ
ラ
ズ
。
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自
ら
の
生
活
の
た
め
に
説
法
を
し
、
諸
法
実
相
の
理
を
知
る
こ
と
な
く
、
説
法
の
際
に
現
象
界
の
有
為
法
ば
か
り
を
話
し
、
無
為
の

涅
槃
の
境
地
を
説
か
な
い
こ
と
を
邪
命
説
法
（
有
所
得
説
法
）
と
言
う
の
で
あ
っ
て
、ま
し
て
や
財
宝
や
名
誉
を
求
め
て
の
説
法
な
ど
、

言
う
ま
で
も
な
く
重
い
罪
と
な
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
先
に
見
た
信
施
無
慚
の
僧
な
ど
は
、
論
ず
る
ま
で
も
な
く
大
罪
を
犯
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

僧
侶
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
内
面
に
は
智
恵
な
く
、
む
し
ろ
「
一
生
の
財
」
に
執
着
し
て
い
る
。『
雑
談
集
』
に
、

　

又
愚
人
の
云
く
、智
者
と
云
ど
も
腹
を
立
て
財
を
貪
ぼ
る
心
あ
り
。寒
き
時
は
衣
を
求
め
、飢
た
る
時
は
食
を
願
ふ
。貪
欲
の
心
、

在
家
の
愚
人
に
少
し
も
替
り
目
無
し
と
云
へ
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
見
た
目
は
僧
侶
（
智
者
）
の
よ
う
な
姿
を
し
て
い
て
も
、
腹
を
立
て
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
世
財
（
一
生
の
財
）
を
欲

し
が
る
心
を
持
っ
て
い
る
。
衣
食
な
ど
を
貪
る
心
は
、
愚
人
と
少
し
も
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
。
こ
の
愚
人
の
問
い

に
対
し
て
、「
智
者
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

　

然
る
に
智
者
に
二
つ
の
品
あ
り
。
一
に
は
本
よ
り
無
道
心
の
者
の
名
聞
利
養
を
宗
と
し
て
、
今
生
一
期
栄
ん
為
在
家
愚
痴
の

族
を
誑
惑
し
、
財
宝
を
貪
ら
ん
が
為
に
仏
法
を
習
、
要
文
を
誦
連
て
智
者
の
名
を
施
し
、
不
浄
説
法
を
能
と
し
て
布
施
を
望

み
、
世
を
諛
ひ
、
自
ら
福
報
を
祈
て
、
難
行
苦
行
し
て
本
尊
に
祈
請
し
、
阿
練
若
に
独
住
し
て
賢
善
聖
人
の
相
を
示
せ
共
、
内

穢
虚
仮
不
真
実
の
行
、
本
性
大
欲
心
に
、
同
故
に
、
腹
を
立
、
財
を
貪
る
心
、
在
家
の
愚
人
よ
り
も
愚
か
な
り
と
す
。
清
浄
の

仏
法
を
垢
し
、
世
俗
の
不
浄
と
成
す
が
故
に
、
愚
人
よ
り
も
過
た
り
。
二
に
は
本
性
柔
軟
に
し
て
慈
悲
も
深
く
、
道
念
も
あ
る

族
、
生
死
の
一
大
事
を
歎
き
、
仏
道
に
進
み
、
知
識
を
訪
ひ
、
仏
教
に
隨
順
し
、
仏
の
制
戒
を
守
が
故
に
、
自
ら
損
し
他
を
損

し
、
今
生
を
損
し
後
世
を
損
る
事
、
不
可
有
。
知
識
百
化
と
て
、
智
者
の
瞋
恚
は
極
悪
の
族
心
を
恣
に
し
て
、
煩
悩
の
催
に
隨
ひ
、

魔
縁
の
勤
め
に
任
て
、
業
の
上
に
業
を
重
ね
、
悪
の
上
に
悪
を
加
る
事
を
悲
で
、
彼
を
對
治
せ
ん
が
為
に
方
便
し
て
誡
を
加
る
也
。
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仏
も
降
伏
の
相
と
て
、
明
王
部
乃
至
外
部
の
天
等
の
甲
冑
を
鎧
ひ
、
弓
箭
を
帯
し
て
、
瞋
恚
の
相
を
現
し
給
へ
る
是
也
。

　

無
住
に
よ
れ
ば
、「
智
者
」（
僧
侶
）
に
は
二
種
類
の
品
が
あ
る
と
言
う
。
一
つ
は
財
宝
を
貪
る
た
め
に
仏
法
を
習
い
、
要
文
を
誦
し

て
不
浄
説
法
を
行
い
布
施
を
望
む
者
。
こ
れ
は
世
俗
の
汚
れ
を
恥
じ
る
こ
と
も
な
く
「
在
家
の
愚
人
よ
り
も
愚
か
」
で
あ
る
と
言
う
。

そ
れ
に
対
し
て
も
う
一
つ
は
、
慈
悲
心
・
求
道
心
を
持
し
、
現
世
の
無
常
を
嘆
き
、
仏
道
に
励
ん
で
智
恵
を
磨
き
、
戒
律
を
保
つ
者
。

煩
悩
の
魔
を
滅
す
る
た
め
に
、
方
便
と
し
て
怒
り
の
相
を
表
し
て
い
る
智
者
だ
と
言
う
。

　

先
の
財
施
に
執
着
す
る
信
施
無
慚
の
僧
な
ど
は
、
ま
さ
に
前
者
の
智
者
（
皮
肉
を
込
め
て
）
と
な
る
だ
ろ
う
。
俗
世
間
を
捨
て
て
出

家
し
、
衣
を
ま
と
え
ば
僧
侶
と
な
る
が
、
よ
く
よ
く
見
る
と
「
俗
世
間
の
僧
侶
」
と
「
出
世
間
の
僧
侶
」
と
が
混
在
し
て
い
る
。
こ
れ

は
先
に
見
た
『
実
語
教
』
に
お
い
て
、「
財
」
に
「
一
生
の
財
」（
世
財
）
と
「
萬
代
の
財
」（
聖
財
）
が
あ
る
こ
と
と
共
通
し
て
い
る

と
言
え
よ
う
。『
実
語
教
』
冒
頭
の
「
山
」
の
比
喩
の
よ
う
に
、
僧
侶
の
姿
で
あ
る
だ
け
で
崇
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
大
事
な
こ
と
は
形
で
は
な
く
内
面
（
心
）
を
見
つ
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
僧
侶
の
智
恵
の
有
る
無
し
に
よ
っ
て
、
智
者
で

あ
る
か
愚
人
で
あ
る
か
が
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

お
わ
り
に

　

幼
童
の
頃
か
ら
「
財
宝
」
よ
り
も
「
才
智
」
の
重
要
性
を
説
く
の
は
、
そ
れ
だ
け
こ
の
世
の
財
宝
が
甘
毒
で
あ
り
、
功
罪
が
あ
る
こ

と
に
他
な
ら
な
い
。
僧
侶
に
と
っ
て
も
「
財
」
は
必
ず
し
も
悪
し
き
も
の
で
は
な
く
、
仏
者
と
し
て
の
智
恵
を
備
え
て
い
れ
ば
妙
薬
と

も
な
る
。
本
稿
で
は
、
無
住
の
著
作
を
中
心
に
、「
僧
」
と
「
財
」
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
俗
世
間
の
財
（
一

生
の
財
）
の
み
に
執
着
す
る
僧
侶
と
、
仏
法
興
隆
の
た
め
に
方
便
と
し
て
財
（
萬
代
の
財
）
を
求
め
る
僧
侶
と
で
は
大
き
な
隔
た
り
が
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あ
り
、
同
じ
財
施
で
あ
っ
て
も
「
世
財
」
と
「
聖
財
」
と
に
分
か
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。)11

(
　

仮
に
、
民
衆
か
ら
僧
侶
に
財
が
施
さ
れ
た
時
、
そ
の
僧
侶
が
俗
世
間
に
ま
み
れ
、
仏
と
結
ば
れ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
せ
っ
か
く

の
浄
財
も
世
財
へ
と
変
容
し
て
し
ま
う
。内
面
に
お
い
て
仏
の
世
界
に
住
し
て
い
る
時
、僧
侶
の
説
法
が
真
の
言
葉
と
な
り
、こ
こ
に「
法

施
」（
説
法
・
説
教
・
唱
導
）
と
「
財
施
」（
衣
服
・
飲
食
・
田
宅
・
珍
宝
）
の
相
互
関
係
に
よ
る
「
無
畏
施
」
が
生
じ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
僧
侶
の
心
の
置
き
所
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
中
身
の
な
い
外
面
だ
け
の
説
法
で
あ
っ
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
こ
に

無
畏
施
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
本
稿
で
は
「
財
」
に
着
目
し
た
が
、
こ
う
し
た
内
面
の
心
の
置
き
所
へ
の
問
い
か
け
は
、
冒
頭
の
狂
言
綺
語
観
と
も
密
接
に
繋

が
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。『
沙
石
集
』
巻
五
「
哀
傷
歌
ノ
事
」
に
、

　

和
歌
ヲ
綺
語
ト
云
ヘ
ル
事
ハ
、
ヨ
シ
ナ
キ
色
フ
シ
ニ
ヨ
セ
テ
、
ム
ナ
シ
キ
ヲ
思
ツ
ゞ
ケ
、
或
ハ
染
ノ
心
ニ
ヨ
リ
テ
、
思
ワ
ヌ

事
ヲ
思
ツ
ヾ
ケ
、
或
ハ
染
ノ
心
ニ
ヨ
リ
テ
、
思
ワ
ヌ
事
ヲ
モ
云
ヘ
ル
ハ
、
實
ニ
ト
ガ
タ
ル
ベ
シ
。
離
別
哀
傷
ノ
思
切
ナ
ル
ニ
ツ

キ
テ
、
心
ノ
中
ノ
思
ヲ
、
ア
リ
ノ
マ
ヽ
ニ
云
ノ
ベ
テ
、
萬
縁
ヲ
ワ
ス
レ
テ
、
此
事
ニ
心
ス
ミ
、
思
シ
ズ
カ
ナ
レ
バ
、
道
ニ
入
ル

方
便
ナ
ル
ベ
シ
。

と
あ
り
、
俗
世
間
の
妄
執
に
と
ら
わ
れ
た
心
で
の
み
詠
じ
た
和
歌
は
空
虚
な
も
の
と
な
る
が
、
無
常
な
る
自
然
の
移
ろ
い
を
観
じ
な
が

ら
、因
果
の
理
を
超
え
て
詠
じ
た
和
歌
は
仏
道
に
入
る
方
便
と
な
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。)12

(

「
財
」に
見
る「
世
財
」と「
聖
財
」の
よ
う
に
、

仏
の
世
界
に
住
し
、
智
恵
に
よ
っ
て
心
を
澄
ま
せ
た
時
、「
狂
言
綺
語
」
が
そ
の
ま
ま
「
陀
羅
尼
」
と
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。)13

(

　

貧
家
に
生
ま
れ
な
が
ら
出
家
し
、戒
律
を
持
し
た
無
住
で
は
あ
っ
た
が
、晩
年
は「
衣
鉢
・
道
具
之
外
、無
シC

資
財
ノ
畜

（
マ
ヽ
）B

。」と『
雑
談
集
』

に
見
え
る
よ
う
に
、
日
々
苦
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
そ
う
し
た
困
窮
し
た
中
に
あ
っ
て
も
、「
近
代
ノ
明
匠
ニ
、
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仏
法
ノ
大
綱
聞
クA

之
、
大
果
報
也
」
と
し
て
、
今
生
に
お
い
て
仏
法
に
巡
り
会
え
た
幸
せ
を
述
懐
し
て
い
る
の
は
、
生
涯
に
わ
た
っ

て
聖
財
を
友
と
し
た
無
住
だ
か
ら
こ
そ
の
真
心
の
発
露
と
言
え
よ
う
。

注 （
１
）
引
用
は
、
渡
邊
綱
也
校
注 

日
本
古
典
文
学
大
系
『
沙
石
集
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
一
年
五
月
）
に
拠
る
。

（
２
）
も
と
よ
り
「
仏
教
」
と
「
経
済
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
複
雑
な
も
の
が
あ
り
、あ
ら
ゆ
る
分
野
か
ら
の
検
討
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
本
稿
は
、

中
世
の
僧
侶
が
記
し
た
説
話
集
か
ら
の
検
討
と
い
う
、
さ
さ
や
か
な
試
み
で
あ
る
。

（
３
）
引
用
は
、『
続
群
書
類
従
』
第
三
十
二
輯
下
（
雑
部
）
所
収
の
も
の
に
拠
る
。

（
４
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
十
三
巻
所
収
の
も
の
に
拠
る
。
な
お
、こ
の
文
言
は
、『
栄
花
物
語
』『
太
平
記
』
等
の
古
典
文
学
作
品
に
も
語
ら
れ
て
お
り
、

ま
た
宥
快
（
一
三
五
四
〜
一
四
一
六
）
撰
と
さ
れ
る
『
大
日
経
疏
鈔
』
に
お
い
て
も
「
當
念
財
物 

文 

是
対
治
ノ
相
ヲ
委
釈
ス
ル
也
。
太
賢
釈
云
。

為
身
求
財
集
ム
悪
行
ヲ
。
財
ハ
隨
テ
命
ニ
捨
シ
悪
業
隨 

文 

経
ニ
云
。
妻
子
珍
宝
及
王
位
。
臨
命
終
時
不
隨
著
等 

文 

此
等
意
也
」
と
見
え
る
。
こ

こ
で
は
「
太
賢
釋
云
」
と
し
て
、
財
は
命
終
と
と
も
に
消
え
失
せ
る
が
、
自
身
の
為
の
財
宝
に
執
着
す
る
悪
行
（
悪
業
）
は
来
世
ま
で
も
付
き
従

っ
て
行
く
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

（
５
）
引
用
は
、『
続
群
書
類
従
』
第
三
十
二
輯
下
（
雑
部
）
所
収
の
も
の
に
拠
る
。

（
６
）
本
史
料
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ま
で
以
下
の
論
考
を
試
み
た
。
拙
稿
「
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
『
連
々
令
稽
古
双
紙
以
下
之
事
』
を
め
ぐ
っ
て
」（「
佛

教
文
学
」
第
三
十
一
号
、平
成
十
九
年
三
月
）、同
「
幼
童
の
稽
古
―
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
『
連
々
令
稽
古
双
紙
以
下
之
事
』
に
み
る
文
学
書
・

付
影
印
―
」（「
智
山
学
報
」
第
五
十
六
輯
、
平
成
十
九
年
三
月
）。
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（
７
）
引
用
は
、
山
田
昭
全
・
三
木
紀
人
編
『
雑
談
集
』（
三
弥
井
書
店
、
昭
和
四
十
八
年
九
月
）
に
拠
る
。

（
８
）
引
用
は
、
宮
坂
宥
勝
校
注 

日
本
古
典
文
学
大
系
『
仮
名
法
語
集
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
九
年
八
月
）
所
収
の
も
の
に
拠
る
。
な
お
『
妻
鏡
』

に
つ
い
て
は
、
渡
邉
信
和
氏
に
よ
っ
て
「『
妻
鏡
』
は
無
住
道
暁
の
著
述
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
無
住
道
暁
に
非
常
に
近
い
人
物
、
長
母
寺

か
桑
名
の
蓮
華
寺
に
お
け
る
無
住
道
暁
の
弟
子
、無
住
道
暁
と
交
流
の
あ
っ
た
親
し
い
人
物
の
著
述
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
説
か
れ
て
い
る
（
渡

邉
信
和
「『
妻
鏡
』
の
著
者
に
つ
い
て
の
私
見
―
無
住
道
暁
の
説
話
採
録
の
方
法
か
ら
見
た
―
」「
東
海
仏
教
」
二
十
五
号
、昭
和
五
十
五
年
五
月
）。

（
９
）
例
え
ば
、
和
歌
の
詞
書
か
ら
「
布
施
」
の
用
例
を
抜
き
出
せ
ば
、「
手
箱
」「
念
珠
」「
鏡
」「
装
束
」「
硯
」
等
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

・「
手
箱
を
布
施
に
し
た
り
け
る
を
」（『
金
葉
集
』
六
〇
一
）

　
　

・「
女
郎
花
の
枝
に
菩
提
子
の
念
珠
を
か
け
て
布
施
に
た
ま
は
す
」（『
続
古
今
集
』
八
〇
七
）

　
　

・「
講
師
中
納
言
律
師
た
ふ
と
く
し
け
れ
ば
に
は
か
に
お
ほ
き
な
る
鏡
を
加
布
施
に
し
け
る
に
」（『
散
木
奇
歌
集
』
一
四
一
六
）

　
　

・「
僧
の
布
施
に
わ
ら
は
べ
の
さ
う
ぞ
く
を
し
て
ま
ゐ
ら
す
る
に
」（『
頼
政
集
』
六
〇
七
）

　
　

・「
亡
者
の
小
手
箱
を
布
施
に
し
け
る
に
」（『
明
日
香
井
集
』
一
六
二
〇
）

　
　

・「
知
恩
寺
に
て
霜
月
六
日
、
重
衡
中
将
法
然
上
人
へ
受
戒
の
布
施
の
松
陰
と
云
ふ
硯
を
見
て
」（『
逍
遊
集
』
二
六
八
三
）

（
10
）
小
島
孝
之
氏
に
よ
る
「『
沙
石
集
』
の
説
話
と
そ
の
社
会
的
背
景
」（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
沙
石
集
』
小
学
館
、
平
成
十
三
年
七
月
）
に
お

い
て
、「『
沙
石
集
』
の
中
で
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
テ
ー
マ
の
一
つ
に
信
施
の
問
題
が
あ
る
。
即
ち
、
ろ
く
に
信
仰
心
も
な
い
僧
が
、
い

い
加
減
な
説
経
を
し
て
信
者
の
布
施
を
得
る
の
は
、
有
所
得
の
説
法
で
あ
っ
て
堕
地
獄
の
罪
に
当
る
と
い
う
発
言
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。」
と
説
か
れ
て
い
る
。

（
11
）
無
住
の
学
問
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
１
）
書
「
解
説
」
に
お
い
て
、「
無
住
の
学
識
の
中
心
を
な
す
も
の
は
、
宗
鏡
録
・
大
智
度
論
・
摩
訶
止

観
あ
た
り
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。」
と
説
か
れ
て
い
る
。
無
住
の
財
に
対
す
る
意
識
を
含
め
て
、
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
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ろ
う
。

（
12
）
同
様
の
言
葉
は
、『
沙
石
集
』
巻
五
「
学
生
ノ
歌
好
ミ
タ
ル
事
」
に
も
、「
凡
狂
言
綺
語
ニ
、和
歌
ヲ
入
ル
ヽ
事
ハ
、染
歌
ト
云
テ
、愛
情
ニ
ヒ
カ
レ
テ
、

ヨ
シ
ナ
キ
色
ニ
ソ
ミ
、空
ノ
詞
ノ
カ
ザ
ル
故
也
。
聖
教
ノ
理
ヲ
モ
ノ
ベ
、無
常
ノ
心
ヲ
モ
連
テ
、世
縁
俗
念
ヲ
ウ
ス
ク
シ
、名
利
情
執
ヲ
モ
ワ
ス
レ
、

風
葉
ヲ
ミ
テ
、
世
上
ノ
ア
ダ
ナ
ル
事
ヲ
シ
リ
、
雪
月
ヲ
詠
ジ
テ
、
心
中
ノ
潔
理
ヲ
モ
サ
ト
ラ
バ
、
仏
道
ニ
入
媒
チ
、
法
門
ヲ
サ
ト
ル
タ
ヨ
リ
ナ
ル

ベ
シ
。」
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
13
）『
沙
石
集
』巻
五「
和
歌
ノ
道
フ
カ
キ
理
ア
ル
事
」に
、「
和
歌
ノ
一
道
ヲ
思
ト
ク〔
ニ
〕、散
乱
麁
動
ノ
心
ヲ
ヤ
メ
、寂
然
静
閑
ナ
ル
徳
ア
リ
。
又
言
ス〔
ク
〕

ナ
ク
シ
テ
、
心
ヲ
フ
ク
メ
リ
。
惣
持
ノ
義
ア
ル
ベ
シ
。
惣
持
ト
云
ハ
、
即
陀
羅
尼
ナ
リ
。」
と
見
え
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　 

無
住
、
財
施
と
法
施
、
世
財
（
一
生
の
財
）
と
聖
財
（
萬
代
の
財
）、
智
恵
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は
じ
め
に

　

釈
尊
の
出
家
主
義
は
、
仏
教
の
根
本
的
な
理
念
と
し
て
、
様
々
な
時
代
・
地
域
を
通
底
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
。
執
着
を
滅
し
て

解
脱
を
得
る
た
め
、
仏
教
者
は
家
庭
や
社
会
か
ら
離
脱
す
る
。
し
か
し
出
世
間
性
を
突
き
詰
め
る
と
、
人
間
と
し
て
の
生
命
活
動
す
ら

困
難
と
な
る
。
釈
尊
が
厳
し
い
苦
行
の
す
え
、
ス
ジ
ャ
ー
タ
か
ら
乳
粥
の
供
養
を
受
け
て
存
命
し
、
苦
行
主
義
と
快
楽
主
義
の
ど
ち
ら

に
も
片
寄
ら
な
い
、
不
苦
不
楽
の
中
道
を
覚
っ
た
と
い
う
説
話
は
象
徴
的
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
理
念
と
し
て
は
社
会
か
ら
の
離
脱
を
標
榜
し
つ
つ
、
実
際
に
は
社
会
と
の
関
係
を
継
続
す
る
と
い
う
両
義
性
は
、
す
で
に
釈

尊
に
端
を
発
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
危
う
さ
を
内
在
す
る
が
故
に
、
仏
教
は
社
会
と
の
距
離
の
取
り
方
を
常
に
模

索
し
、
多
様
な
変
遷
を
繰
り
返
す
こ
と
と
な
る
。
要
す
る
に
、
同
じ
仏
教
で
あ
り
な
が
ら
、
社
会
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
強
く
志
向
す
る

も
の
と
、
逆
に
社
会
と
と
も
に
歩
む
こ
と
に
重
き
を
置
く
も
の
と
の
間
で
、
振
り
子
の
よ
う
に
揺
れ
動
き
、
多
様
な
思
想
・
形
態
が
生

じ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

日
本
古
代
に
お
け
る
山
林
修
行
の
資
糧
（
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│
乞
食
・
蔬
食
│

小
林
　
崇
仁
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日
本
古
代
の
仏
教
に
お
い
て
、
出
世
間
へ
の
志
向
性
の
強
い
形
態
と
し
て
は
、
所
謂
ゆ
る
「
山
林
修
行
」1

が
顕
著
で
あ
る
。『
養
老

僧
尼
令
』「
第
十
三
禅
行
条
」
に
よ
り
、
仏
教
者
の
山
林
修
行
は
申
請
の
上
で
認
め
ら
れ
て
い
た
が2

、
す
で
に
奈
良
前
期
に
は
無
許
可

で
の
山
林
修
行
に
禁
制
が
出
さ
れ
て
お
り3

、4

任
意
で
山
林
に
入
る
修
行
者
も
多
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。ま
た
天
平
六
年(

734)

以
降
、

優
婆
塞
が
得
度
す
る
条
件
と
し
て
、『
法
華
経
』『
最
勝
王
経
』
の
闇
誦
、
礼
仏
の
理
解
、
浄
行
三
年
以
上
と
定
め
ら
れ
た
が5

、
淳
仁
期

に
諸
国
の
山
林
に
て
「
清
行
」
を
十
年
以
上
積
ん
だ
優
婆
塞
に
得
度
が
許
さ
れ
て
い
る
よ
う
に6

、「
浄
行
」
の
場
は
主
と
し
て
山
林
で

あ
っ
た
と
見
ら
れ
る7

。
お
そ
ら
く
当
時
僧
侶
を
志
す
者
は
、基
本
的
に
は
山
林
に
て
修
行
を
積
ん
だ
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
光
仁
期
に
は
「
清
行
の
者
」
を
選
ん
で
十
禅
師
と
し
、
永
年
の
供
養
を
充
て
る
な
ど8

、
有
行
有
徳
の
山
林
修
行
者
を
重
ん
ず
る

傾
向
が
見
え
る
。
そ
し
て
桓
武
期
に
は
、
政
治
と
仏
教
に
一
定
の
距
離
を
置
き
つ
つ9

、
僧
尼
の
浄
行
性
を
よ
り
重
視
し
、
都
を
離
れ
て

山
林
に
て
修
行
に
勤
し
む
僧
尼
を
奨
励
し
て
い
る
。
子
嶋
寺
の
報
恩10

や
室
生
寺
の
賢
璟11

へ
の
支
援
、
そ
し
て
近
江
国
梵
釈
寺
の
造
営12

な

ど
は
そ
の
実
例
で
あ
ろ
う
。
そ
の
傾
向
は
嵯
峨
期
に
も
引
き
継
が
れ
、
聴
福13

や
玄
賓14

な
ど
、
優
れ
た
山
林
修
行
者
に
殊
遇
が
与
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
機
運
に
お
い
て
、
伝
教
大
師
最
澄
は
比
叡
山
上
で
の
修
行
制
度
の
樹
立
を
図
り
、
弘
法
大
師
空
海
は
高
野
山
の
開

創
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
ほ
か
、
当
時
の
仏
教
説
話
『
日
本
霊
異
記
』
に
は
、
山
林
に
て
修
行
す
る
優
婆
塞
、
禅
師
、
沙
門
な
ど
が
多

く
登
場
し
て
お
り
、
仏
教
者
が
盛
ん
に
山
林
修
行
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。

　

も
っ
と
も
、一
口
に
山
林
修
行
と
い
っ
て
も
、実
に
多
様
性
に
富
ん
で
い
る
。
そ
の
身
分
と
し
て
は
、僧
・
尼
、沙
弥
・
沙
弥
尼
、優
婆
塞
・

優
婆
夷
が
あ
り
、さ
ら
に
自
度
や
逃
役
者
も
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
形
態
と
し
て
は
、山
寺
に
長
期
間
止
住
す
る
も
の
、各
地
の
山
々

を
展
転
と
跋
渉
す
る
も
の
、入
峰
困
難
な
深
山
の
登
頂
を
め
ざ
す
も
の
、定
期
的
に
本
寺
か
ら
山
寺
へ
と
赴
き
修
行
す
る
も
の
な
ど
様
々

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
目
的
も
、
厭
世
、
修
道
、
得
度
、
治
病
、
現
世
利
益
な
ど
、
修
行
者
に
よ
っ
て
一
定
し
て
い
な
い
。

　

た
だ
し
、
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
家
庭
を
離
れ
、
郷
里
を
離
れ
、
本
寺
を
離
れ
て
、
社
会
か
ら
一
定
の
距
離
を
置
い
て
活
動
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を
続
け
る
以
上
、
そ
の
た
め
の
資
糧
を
ど
の
よ
う
に
し
て
得
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
は
や
り
修
行
者
に
と
っ
て
一
つ
の
問
題
で
あ
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
山
林
に
踏
み
入
っ
た
修
行
者
た
ち
は
、
そ
の
活
動
を
継
続
し
て
ゆ
く
衣
食
住
の
資
糧
を
、
ど
の
よ
う
に
得
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
山
林
修
行
者
に
資
糧
を
提
供
し
た
人
達
は
、
そ
こ
に
ど
ん
な
意
図
を
込
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

山
林
修
行
の
経
済
基
盤
を
問
う
こ
と
は
、
仏
教
の
根
本
的
な
理
念
で
あ
る
出
家
主
義
が
、
日
本
に
お
い
て
ど
う
受
容
さ
れ
た
の
か
、

そ
し
て
古
代
社
会
に
お
い
て
山
林
修
行
者
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
事
に
つ
い
て
、
よ
り
明
確
な
視
座
を
与
え
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
ま
ず
は
山
林
修
行
者
た
ち
の
経
済
基
盤
に
注
目
し
、
古
代
社
会
に
お
け
る
山
林
修
行
、
ひ
い
て
は
日
本

に
お
け
る
仏
教
の
位
相
を
解
明
す
る
一
助
と
し
た
い
。

                                      
※

　

古
代
日
本
に
お
け
る
山
林
修
行
の
経
済
基
盤
に
つ
い
て
、
当
時
の
文
献
史
料
を
精
査
す
る
と
、
様
々
な
場
合
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

そ
れ
は
相
互
に
連
関
し
て
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
一
度
に
論
じ
尽
く
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
ま
ず
今
回
は
、
山
林
修
行

者
の
中
で
も
、も
っ
と
も
出
世
間
的
志
向
の
強
い
者
に
と
っ
て
、お
そ
ら
く
は
基
本
的
な
行
状
と
な
る
で
あ
ろ
う
、「
乞
食
」
と
「
蔬
食
」

に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。

　

延
暦
十
六
年(

797)

、
当
時
二
十
四
歳
の
空
海(

774-
835)
は
、
儒
道
仏
の
三
教
を
戯
曲
風
に
比
較
し
た
『
三
教
指
帰
』
を
撰
述
し
た
。

こ
こ
に
登
場
す
る
「
仮
名
乞
児
」
は
、「
三
界
に
家
な
し
」
と
述
べ
る
な
ど
、
真
摯
な
仏
教
の
出
家
修
行
者
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。

彼
の
痩
せ
細
っ
た
み
す
ぼ
ら
し
い
容
姿
に
、
市
辺
の
乞
者
さ
え
眉
を
ひ
そ
め
た
が
、
胸
中
に
は
仏
道
を
求
め
る
強
い
志
を
抱
い
て
い
た

と
い
う
。

　

仮
名
乞
児
は
、
自
身
の
修
行
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

慈
悲
聖
帝
。
示
終
之
日
。
丁
寧
顧
命
於
補
處
儲
君
。
舊
徳
曼
殊
等
。
授
印
璽
於
慈
尊
。
教
撫
民
於
攝
臣
。
是
以
。
大
臣
文
殊
迦
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葉
等
。
班
芳
檄
於
諸
州
。
告
即
位
於
衆
庶
。
是
故
。
余
忽
承
檄
旨
。
秣
馬
脂
車
。
裝

取
道
。
不
論
隂
陽
。
向
都
史
亰
。
経
途

多
艱
。
人
烟
夐
絶
。
康
衢
甚
繁
。
径
路
未
詳
。
一
二
従
者
。
或
沈
溺
泥
中
拔
出
未
期
。
或
騁
馬
奔
車
先
已
發
進
。
因
茲
。
不
弃

微
物
。
孑
身
負
擔
。
粮
絶
路
迷
。
辱
進
門
側
。
乞
行
路
資
。15

　

こ
れ
に
よ
り
、
仮
名
乞
児
が
家
や
国
を
離
れ
、
山
野
を
跋
渉
し
、
各
地
を
遍
歴
し
て
め
ざ
す
と
こ
ろ
が
、「
覩
史
京
」
つ
ま
り
弥
勒

菩
薩
の
浄
土
・
覩
史
多
天
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
道
中
は
困
難
で
、
人
里
も
遙
か
に
途
絶
え
、
若
干
の
従
者
と
も
は

ぐ
れ
て
し
ま
っ
た
。「
粮
絶
え
路
に
迷
い
、
か
た
じ
け
な
く
門
の
側
に
進
ん
で
、
行
路
の
資
を
乞
う
」
て
い
る
と
い
う
。
仮
名
乞
児
は
、

そ
の
名
が
示
す
如
く
、「
松
林
」
よ
り
発
し
て
「
聚
落
」
に
赴
き
、
少
欲
知
足
の
意
を
保
ち
つ
つ
、
鉢
を
捧
げ
て
乞
食
し
て
回
っ
た
と

さ
れ
る
。
こ
う
し
た
描
写
か
ら
、
本
寺
を
離
れ
て
、
山
林
に
閑
居
す
る
、
あ
る
い
は
各
地
を
遍
歴
す
る
修
行
者
に
と
っ
て
、
そ
の
資
糧

を
得
る
一
つ
の
方
法
が
、
市
里
に
赴
い
て
の
「
乞
食
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
仮
名
乞
児
の
行
状
に
は
、

或
登
金
巖
而
遇
雪
坎

。
或
跨
石
峯
而
絶
粮

軻
。
或
眄
雲
童
孃
懈
心
服
思
。
或
観
滸
倍
尼
策
意
厭
離
。
拂
霜
食
蔬
遥
同
伋
行
。

掃
雪
枕
肱
還
等
孔
誡
。
青
幕
張
天
不
勞
房
屋
。
縞
幌
懸
嶽
不
營
幃
帳
。
夏
則
緩
意
披
襟
。
對
太
王
之
雄
風
。
冬
則
縮
頸
覆
裾
。

守
燧
帝
之
猛
火
。
橡
飯
荼
菜
一
旬
不
給
。
紙
袍
葛
褞
二
肩
不
蔽
。
一
枝
逍
遥
。
半
粒
自
得
。
不
願
何
曾
之
滋
味
。
誰
愛
子
方
之

温
裘
。
三
樂
之
叟
比
此
有
愧
。
四
皓
之
老
對
此
非
儔
。
形
似
可
笑
。
志
已
不
奪
。16

と
の
表
現
も
見
ら
れ
る
。「
金
巌
」
や
「
石
峯
」
に
よ
じ
登
り
、「
蔬
を
食
い
」「
肱
を
枕
と
し
て
」
修
行
を
続
け
た
と
い
う
。
そ
し
て
「
橡
」

や
「
荼
」
の
食
事
も
十
日
に
一
度
も
ま
ま
な
ら
ず
、「
紙
」
や
「
葛
」
の
衣
服
も
片
肩
が
現
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
描
写
さ
れ
る
。
こ

れ
は
所
謂
ゆ
る
「
草
衣
」「
蔬
食
」
を
意
味
し
、
隠
者
の
衣
食
を
表
現
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
描
写
か
ら
、
山
林
修
行
者

が
資
糧
を
得
る
も
う
ひ
と
つ
の
方
法
と
し
て
、山
居
し
て
自
然
か
ら
得
ら
れ
る
資
糧
に
よ
っ
て
自
活
す
る
「
蔬
食
」
が
想
定
さ
れ
得
る
。
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空
海
は
『
三
教
指
帰
』
に
て
、「
出
世
の
趣
を
示
す
」
た
め
に
「
仮
名
乞
児
」
を
登
場
さ
せ
た
が
、
そ
の
修
行
の
資
糧
は
、
主
に
「
乞

食
」
と
「
蔬
食
」
に
依
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
出
家
修
行
者
の
あ
り
方
は
、
空
海
が
理
想
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
得

な
い
。
ま
た
、
空
海
自
身
が
『
三
教
指
帰
』
に
て
自
序
し
、
京
で
の
遊
学
の
際
、
一
沙
門
よ
り
虚
空
蔵
聞
持
の
法
を
受
け
、
阿
波
国
大

滝
嶽
や
土
佐
国
室
戸
岬
に
て
勤
念
し
た
後
、「
朝
市
の
栄
華
を
ば
念
念
に
こ
れ
を
厭
い
、
巌
薮
の
煙
霞
を
ば
日
夕
に
こ
れ
を
飢
う
」17

と

述
べ
、
さ
ら
に
『
性
霊
集
』
に
も
空
海
自
ら
「
少
年
の
日
、
好
ん
で
山
水
を
渉
覧
し
」18

、「
弱
冠
よ
り
知
命
に
及
ぶ
ま
で
山
薮
を
宅
と
為

し
」19

た
と
記
す
こ
と
か
ら
、
そ
の
修
行
の
あ
り
方
は
、「
仮
名
乞
児
」
の
そ
れ
と
通
ず
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
下
、
古
代
日
本
に
お
け
る
山
林
修
行
者
の
「
乞
食
」
と
「
蔬
食
」
に
つ
い
て
、
当
時
の
史
料
か
ら
そ
の
実
際
を
考
察
し
て
み
た
い
。

一
、
乞
食

（
１
）
イ
ン
ド
に
お
け
る
乞
食
行

　

そ
も
そ
も
古
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
、「
乞
食
」
は
バ
ラ
モ
ン
の
生
活
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
人
生
を
学
生
期
・

家
長
期
・
林
住
期
・
遊
行
期
の
四
住
期
に
分
け
、
最
後
の
遊
行
期
に
お
い
て
、
各
地
を
遍
歴
し
て
乞
食
し
、
解
脱
を
求
め
る
と
い
う
余

生
を
送
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
釈
尊
は
、
四
住
期
を
全
う
す
る
義
務
を
捨
て
、
若
く
し
て
出
家
し
、
乞
食
を
基
本
と
す
る
遊
行
生
活
を
選
ん
だ
。
釈

尊
の
弟
子
た
ち
も
こ
れ
に
習
い
、
そ
の
基
本
的
な
生
活
法
は
、「
頭
陀
行
」
と
し
て
次
第
に
体
系
づ
け
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
劉
宋
代
の

求
那
跋
陀
羅(

394-

468)

が
訳
し
た
『
仏
説
十
二
頭
陀
経
』
に
は
、
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佛
告
迦
葉
。
阿
蘭
若
比
丘
。
遠
離
二
著
形
心
清
淨
行
頭
陀
法
。
行
此
法
者
。
有
十
二
事
。
一
者
在
阿
蘭
若
處
。
二
者
常
行
乞
食
。

三
者
次
第
乞
食
。
四
者
受
一
食
法
。
五
者
節
量
食
。
六
者
中
後
不
得
飲
漿
。
七
者
著
弊
納
衣
。
八
者
伹
三
衣
。
九
者
塚
間
住
。

十
者
樹
下
止
。
十
一
者
露
地
坐
。
十
二
者
但
坐
不
臥
。20

と
説
か
れ
る
。「
頭
陀
」
と
は
、
総
じ
て
衣
食
住
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
常
に
乞
食
の
み
で
食
を
得
て
一
日
一
食
に
節
食
し
、
ぼ
ろ

布
で
作
っ
た
三
衣
の
み
を
纏
い
、
人
里
離
れ
た
樹
下
や
墓
地
な
ど
空
寂
な
場
所
に
住
し
、
常
坐
不
臥
の
生
活
を
送
る
こ
と
と
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
単
な
る
修
行
生
活
の
規
則
を
越
え
、
少
欲
知
足
を
実
践
す
る
仏
弟
子
の
あ
る
べ
き
姿
と
さ
れ
、
ま
た
解
脱
を
得
る
手
段
の
一

つ
と
し
て
も
重
視
さ
れ
た21

。

　

こ
の
よ
う
に
仏
教
の
出
家
者
集
団
（
僧
伽
＝
サ
ン
ガ
）
は
、
頭
陀
行
を
重
視
し
た
が
、
一
年
の
う
ち
雨
季
の
三
ヶ
月
間
は
、
一
定
の

場
所
に
定
住
し
て
修
行
に
勤
め
た
。
こ
の
時
季
は
交
通
に
適
さ
な
い
上
、
水
た
ま
り
の
虫
な
ど
を
踏
む
恐
れ
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
定
住
期
間
を
「
安
居
」
と
い
う
。
安
居
の
終
わ
る
日
に
は
「
自
恣
」
を
行
い
、
修
行
中
の
罪
を
告
白
懺
悔
し
、
他
の
僧
の
訓
戒
を

受
け
た
。
自
恣
が
終
わ
る
と
、
再
び
遊
行
に
出
発
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
半
月
に
一
度
、
定
め
ら
れ
た
結
界
に
い
る
修
行
者
た
ち
が
一

箇
所
に
集
ま
り
、
戒
本
を
誦
し
て
反
省
す
る
「
布
薩
」
が
行
わ
れ
た
。

　

こ
う
し
て
仏
弟
子
た
ち
は
、
遊
行
と
止
住
、
離
散
と
集
合
を
繰
り
返
し
、
自
他
共
に
戒
を
確
認
し
な
が
ら
、
修
行
生
活
を
送
っ
た
と

さ
れ
る
。

（
２
）
律
令
下
で
の
乞
食
行

　

日
本
の
律
令
下
に
お
い
て
、
僧
尼
の
乞
食
は
、
正
式
な
申
請
を
す
れ
ば
、
認
め
ら
れ
る
行
為
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
養
老
二
年(

718)
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に
修
正
さ
れ
た
『
養
老
僧
尼
令
』「
第
五
非
寺
院
条
」
に
は
、

凢
僧
尼
非
在
寺
院
。別
立
道
塲
。聚
衆
教
化
。并
妄
説
罪
福
。及
敺
擊
長
宿
者
。皆
還
俗
。國
郡
官
司
。知
而
不
禁
止
者
。依
律
科
罪
。

其
有
乞
食
者
。
三
綱
連
署
。
經
國
郡
司
。
勘
知
精
進
練
行
判
許
。
京
内
仍
經
玄
蕃
知
。
並
湏
午
以
前
捧
鉢
告
乞
。
不
得
因
此
更

乞
餘
物
。22

と
規
定
さ
れ
る
。
乞
食
行
を
希
望
す
る
者
が
あ
っ
た
場
合
、
各
寺
院
の
三
網
が
連
署
し
、
京
内
で
あ
れ
ば
玄
蕃
寮
に
、
他
国
で
あ
れ
ば

国
郡
司
に
報
告
し
、
修
行
に
熱
心
な
僧
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
乞
食
行
の
許
可
が
下
り
た
。
た
だ
そ
の
場
合
、
午
前
中
に
鉢

を
捧
げ
て
告
げ
乞
う
よ
う
に
し
、
食
物
以
外
の
も
の
を
乞
う
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

古
代
日
本
で
の
乞
食
行
は
、
寺
院
の
統
括
者
の
同
意
と
、
官
の
許
可
が
必
要
で
あ
り
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
自
治
的
な
サ
ン
ガ
で
の
乞

食
行
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
た
。
そ
れ
で
も
条
件
付
き
と
は
い
え
、
乞
食
行
は
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
沿
っ
た
形
で
実
践
す
る

仏
教
者
が
い
た
こ
と
は
想
定
し
う
る
。

　

一
方
、
山
林
修
行
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
『
養
老
僧
尼
令
』「
第
十
三
禅
行
条
」
に
、

凢
僧
尼
有
禅
行
。
修
道
。
意
樂
寂
靜
。
不
交
於
俗
。
欲
求
山
居
服
餌
者
。
三
綱
連
署
。
在
京
者
。
僧
綱
經
玄
蕃
。
在
外
者
。
三

綱
經
國
郡
。
勘
實
並
録
申
官
。
判
下
山
居
所
隷
國
郡
。
毎
知
在
山
。
不
得
別
向
他
處
。23

と
あ
り
、
各
寺
院
の
三
網
が
連
署
し
、
京
内
で
あ
れ
ば
僧
綱
を
経
て
玄
蕃
寮
へ
、
他
国
で
あ
れ
ば
国
郡
司
に
報
告
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
実

態
調
査
し
た
上
で
太
政
官
に
奏
上
し
て
許
可
を
求
め
た
。
許
可
が
下
り
て
も
、
僧
尼
が
他
の
修
行
地
に
移
動
し
な
い
よ
う
に
、
所
轄
の

国
郡
司
は
、
常
に
僧
尼
の
監
督
す
る
よ
う
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
乞
食
と
同
様
、
寺
院
の
統
括
者
の
同
意
と
、
官
の
許
可
が

必
要
で
あ
り
、
任
意
で
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
ら
乞
食
と
山
林
修
行
の
規
定
か
ら
し
て
、例
え
ば
仮
名
乞
児
の
よ
う
に
、乞
食
し
な
が
ら
山
々
や
各
地
を
遍
歴
す
る
こ
と
は
、『
僧
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尼
令
』
か
ら
す
れ
ば
違
犯
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
市
里
に
ほ
ど
近
い
山
麓
に
山
房
を
私
的
に
営
み
、
そ
こ
に
住
し
て
日
々
に
乞
食
す

る
と
い
う
形
態
も
、『
僧
尼
令
』
に
違
犯
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
後
者
の
山
林
修
行
者
の
乞
食
行
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
行
う

者
も
多
か
っ
た
と
見
え
、
一
度
だ
け
禁
制
が
出
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
養
老
二
年(

718)

十
月
に
は
、
太
政
官
が
僧
綱
に
告
げ
て
、

其
居
非
精
舍
。
行
乖
練
行
。
任
意
入
山
。
輙
造
菴
窟
。
混
濁
山
河
之
清
。
雜
燻
煙
霧
之
彩
。
又
經
曰
。
日
乞
告
穢
雜
市
里
。
情

雖
逐
於
和
光
。
形
無
別
于
窮
乞
。
如
斯
之
輩
愼
加
禁
喩
。24

と
し
、
意
に
任
せ
て
山
林
に
入
り
庵
窟
を
造
っ
た
り
、
日
々
に
市
里
に
て
乞
食
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
僧
尼
の

自
由
な
山
居
修
道
に
つ
い
て
、「
山
河
の
清
を
混
濁
す
」
と
し
て
禁
止
し
、
さ
ら
に
典
拠
不
明
の
『
経
』
を
引
用
し
、
僧
尼
の
乞
食
行

は
、
た
と
え
内
面
に
和
光
同
塵
の
志
が
あ
っ
て
も
、
外
見
は
単
な
る
乞
者
と
変
ら
な
い
と
し
て
、
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。
仏
教
的
な

立
場
か
ら
す
れ
ば
、
外
見
は
乞
者
と
変
ら
ず
と
も
、
内
に
道
心
が
あ
れ
ば
、「
隠
身
の
聖
」
な
ど
と
称
し
て
、
賞
賛
す
る
場
合
も
あ
る

が25

、
こ
の
『
経
』
は
逆
の
立
場
に
立
つ
。
こ
こ
に
山
河
を
「
清
」、
市
里
を
「
穢
」
と
見
な
す
朝
廷
の
浄
穢
観
が
よ
く
顕
れ
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
僧
尼
は
清
浄
を
宗
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
任
意
に
山
林
に
入
れ
ば
、
む
し
ろ
山
林
の
清
浄
性
を
損
な
う
。
逆
に
、

た
と
え
僧
尼
に
道
心
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
世
俗
に
近
づ
け
ば
、
僧
尼
の
清
浄
性
が
損
な
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
僧
尼
は
精
舎
を
離
れ
ず

に
、
そ
の
本
分
で
あ
る
修
学
と
修
禅
に
励
む
べ
き
と
の
、
朝
廷
側
の
主
張
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
朝
廷
の

意
向
に
反
し
て
、
仏
教
者
は
山
林
に
修
行
し
、
市
里
に
乞
食
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
山
林
修
行
と
乞
食
に
関
す
る
禁
制
は
、
上
記
の
一
回
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
ほ
か
に
は
、
山
林
修
行
と
は

必
ず
し
も
結
び
付
か
な
い
市
里
で
の
乞
食
に
つ
い
て
、
数
回
ほ
ど
禁
制
が
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
養
老
元
年(

717)

四
月
に
は
、

凢
僧
尼
。寂
居
寺
家
。受
教
傳
道
。准
令
云
。其
有
乞
食
者
。三
綱
連
署
。午
前
捧
鉢
告
乞
。不
得
因
此
更
乞
餘
物
。方
今
小
僧
行
基
。

并
弟
子
等
。
零
疊
街
衢
。
妄
説
罪
福
。
合
構
朋
黨
。
焚
剥
指
臂
。
歴
門
假
説
。
強
乞
餘
物
。
詐
稱
聖
道
。
妖
惑
百
姓
。
道
俗
擾
乱
。
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四
民
棄
業
。
進
違
釋
教
。
退
犯
法
令
。26

と
の
詔
が
出
さ
れ
た
。
こ
こ
で
行
基(

668-

749)

は
「
小
僧
」
と
蔑
称
さ
れ
、
行
基
と
そ
の
弟
子
た
ち
が
、
街
巷
に
て
民
衆
に
罪
福
を

説
き27

、
徒
党
を
組
ん
で
焚
身
捨
身
を
行
い
、
歴
訪
し
て
物
を
乞
い
、
聖
道
と
称
し
て
詐
っ
て
人
々
を
惑
わ
す
な
ど
、『
僧
尼
令
』
に
違

犯
し
て
い
る
と
し
、
指
弾
を
受
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
活
動
に
よ
り
、
出
家
者
と
在
家
者
が
交
流
し
、
庶
民
が
生
業
を
捨
て
る
事
態
が

生
じ
、
こ
れ
が
問
題
視
さ
れ
た
の
だ
。
特
に
「
乞
物
」
に
つ
い
て
は
、『
僧
尼
令
』
の
条
文
ま
で
引
用
さ
れ
て
お
り
、
批
判
の
中
心
で

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
行
基
教
団
が
、
認
め
ら
れ
た
乞
食
行
の
範
囲
を
超
え
、「
門
を
歴
て
仮
説
し
、
強
い
て
余
の
物
を

乞
う
」
こ
と
、
つ
ま
り
布
教
し
つ
つ
財
物
を
乞
う
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
行
基
の
乞
食
行
が
、
単
に
そ
の
日
の
食
を
乞
う

と
い
う
よ
り
は
、
人
々
に
滅
罪
・
興
福
と
い
う
仏
教
的
作
善
行
を
説
き
、
喜
捨
を
勧
め
る
と
い
う
あ
り
方
、
む
し
ろ
勧
進
に
近
い
性
格

を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。

　

さ
ら
に
同
六
年(

722)

七
月
に
は
、

又
奏
言
。
垂
化
設
教
。
資
章
程
以
方
通
。
導
俗
訓
人
。
違
彝
典
而
即
妨
。
近
在
京
僧
尼
。
以
淺
識
輕
智
。
巧
説
罪
福
之
因
果
。

不
練
戒
律
。
詐
誘
都
裏
之
衆
庶
。
内
黷
聖
教
。
外
虧
皇
猷
。
遂
令
人
之
妻
子
剃
髮
刻
膚
。
動
稱
佛
法
。
輙
離
室
家
。
無
懲
綱
紀
。

不
顧
親
夫
。
或
負
經
捧
鉢
。
乞
食
於
街
衢
之
間
。
或
僞
誦
邪
説
。
寄
落
於
村
邑
之
中
。
聚
宿
爲
常
。
妖
訛
成
羣
。
初
似
脩
道
。

終
挾
姦
乱
。
永
言
其
弊
。
特
湏
禁
斷
。
奏
可
之
。28

と
の
太
政
官
奏
が
あ
り
、
民
衆
へ
の
罪
福
の
説
法
、
戒
律
の
軽
視
、
出
家
の
勧
誘
、
違
法
な
乞
食
、
村
落
へ
の
寄
宿
な
ど
、『
僧
尼
令
』

を
逸
脱
し
た
僧
尼
の
活
動
に
、
禁
断
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
先
に
見
た
、
行
基
教
団
に
対
す
る
養
老
元
年
の
禁
制
と
ほ
ぼ
同
主
旨
の
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
元
正
期
に
は
、
特
に
行
基
教
団
の
活
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
民
衆
教
化
と
結
び
付
い
た
乞
食
行
に
つ
い

て
、
禁
断
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。
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し
か
し
聖
武
期
の
天
平
三
年(

731)

に
な
る
と
、

詔
曰
。
比
年
隨
逐
行
基
法
師
。
優
婆
塞
優
婆
夷
等
。
如
法
修
行
者
。
男
年
六
十
一
已
上
。
女
年
五
十
五
以
上
。
咸
聽
入
道
。
自

餘
持
鉢
行
路
者
。
仰
所
由
司
嚴
加
捉
搦
。
其
有
遇
父
母
夫
喪
。
期
年
以
内
修
行
。
勿
論
。29

と
の
詔
が
出
さ
れ
、
行
基
教
団
に
対
す
る
朝
廷
の
態
度
は
変
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
行
基
に
従
う
在
家
信
者
の
う
ち
、
六
十
一
歳
以

上
の
優
婆
塞
、
五
十
五
歳
以
上
の
優
婆
夷
に
つ
い
て
は
、
得
度
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
た
だ
し
、
課
役
の
担
い
手
と
な
る
成
人
の

場
合
、
父
母
や
配
偶
者
の
喪
の
期
間
を
除
き
、
生
業
を
捨
て
、
出
家
者
同
様
に
乞
食
す
る
こ
と
は
、
な
お
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
養
老
期
か
ら
天
平
初
期
に
か
け
て
、
乞
食
に
関
す
る
禁
制
が
出
さ
れ
た
が
、
こ
の
天
平
三
年
の
詔
を
最
後
に
、
乞
食
に
関
す

る
禁
制
は
、
以
後
出
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
３
）
行
基
教
団
に
と
っ
て
の
乞
食　
│
三
階
教
と
の
関
係
│

　

養
老
期
の
朝
廷
は
、行
基
の
活
動
を
厳
し
く
取
り
締
ま
っ
た
が
、天
平
三
年(

731)

の
詔
を
契
機
に
容
認
へ
と
転
じ
て
い
る
。
そ
の
後
、

天
平
十
五
年(

743)

に
は
、
行
基
も
大
仏
造
営
に
協
力
し30

、
同
十
七
年(

745)

に
は
行
基
が
大
僧
正
に
任
じ
ら
れ31

、
四
百
人
の
弟
子
に

出
家
が
許
さ
れ
た
。
行
基
は
天
平
勝
宝
元
年(

749)

、
大
仏
の
完
成
を
待
た
ず
に
遷
化
す
る
が
、
そ
の
卒
伝
で
の
評
価
は
高
く
、「
都
鄙

を
周
遊
し
て
衆
生
を
教
化
し
」、「
留
止
す
る
処
に
は
皆
道
場
を
建
て
」、
多
く
の
道
俗
の
帰
依
を
得
て
、「
行
基
菩
薩
」
と
称
さ
れ
た
と

伝
え
る32

。
養
老
期
に
行
基
を
「
小
僧
」
と
蔑
称
し
、
そ
の
活
動
を
禁
じ
た
政
策
か
ら
す
れ
ば
、
大
き
な
転
換
と
言
え
よ
う
。

　

行
基
は
、
民
衆
を
教
化
し
て
知
識
を
引
率
し
、
造
寺
や
写
経
に
加
え
、
池
や
溝
、
橋
な
ど
大
規
模
な
土
木
事
業
を
展
開
し
た
。
ま
た

同
時
に
、
布
施
屋
や
布
施
院
な
ど
を
造
り
、
貢
調
運
脚
夫
、
困
窮
者
、
病
人
な
ど
の
社
会
的
弱
者
に
食
物
を
施
与
し
た
。
こ
う
し
た
民
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衆
教
化
と
結
び
付
い
た
土
木
事
業
や
慈
善
事
業
に
つ
い
て
、
中
国
に
お
け
る
三
階
教
の
影
響
を
指
摘
す
る
見
解
が
あ
る33

。

　

三
階
教
は
、
隋
代
に
興
っ
た
新
し
い
仏
教
運
動
で
、
北
斉
の
信
行(

540-

594)

を
開
祖
と
す
る
。
三
階
と
は
正
法
・
像
法
・
末
法
を

意
味
し
、
現
在
は
第
三
階
に
あ
た
る
末
法
の
濁
世
で
、
破
戒
邪
見
の
凡
夫
に
と
っ
て
は
、
一
乗
教
も
三
乗
教
も
適
当
で
な
く
、
新
し
い

教
え
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、『
十
輪
経
』
や
『
大
集
経
』
な
ど
如
来
蔵
思
想
を
も
と
に
、「
普
仏
法
」
の
理
念
を
掲
げ
、
一

切
三
宝
に
帰
し
、
一
切
衆
生
を
度
し
、
一
切
諸
悪
を
断
じ
、
一
切
諸
善
を
修
し
、
一
切
善
知
識
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
実
践
の
特
徴
は
、乞
食
行
と
喜
捨
行
が
対
偶
を
な
し
て
お
り
、い
ず
れ
も
滅
罪
・
興
福
に
通
ず
る
仏
教
的
作
善
行
と
し
て
重
視
さ
れ
た
。

　

出
家
者
は
乞
食
行
を
行
い
、
在
家
者
は
喜
捨
行
を
積
む
こ
と
で
、
三
階
教
の
寺
院
に
財
物
が
集
ま
る
と
、
こ
れ
を
「
無
尽
蔵
」
に
置

い
て
活
用
し
た
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
蓄
財
を
三
分
し
、
一
分
を
伽
藍
増
修
の
費
用
、
一
分
を
困
窮
者
へ
の
施
与
、
一
分
を
無
遮
大
会
の

費
用
に
充
て
た
。
無
遮
大
会
と
は
、
男
女
・
道
俗
な
ど
の
区
別
な
く
、
平
等
に
財
施
・
法
施
を
行
う
法
会
で
あ
り
、
寺
院
に
集
中
し
た

財
物
の
三
分
の
二
は
、
社
会
的
弱
者
や
人
々
へ
と
還
元
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
三
階
教
は
、
仏
教
的
作
善
を
思
想
背
景
と
し
た
、
富
の
集
中
と
再
分
配
の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
人
々
か
ら
大
き
な
支

持
を
得
た
と
さ
れ
る
。
当
時
の
社
会
不
安
や
末
法
思
想
の
浸
透
と
相
ま
っ
て
、
中
国
に
お
い
て
急
速
に
広
ま
っ
た
が
、
王
朝
は
こ
れ
を

厳
し
く
弾
圧
し
た
。
開
皇
二
十
年(

600)

の
隋
の
文
帝
に
よ
る
弾
圧
や
、
唐
の
則
天
武
后
に
よ
る
禁
圧(

695-

99)

な
ど
が
顕
著
で
あ
る

が
、
開
元
元
年(

713)

に
玄
宗
に
よ
っ
て
化
度
寺
の
無
尽
蔵
院
が
破
壊
さ
れ
て
以
降
、
衰
退
へ
と
向
っ
た
と
さ
れ
る34

。

　

中
国
に
お
い
て
禁
圧
を
受
け
た
三
階
教
を
、
日
本
に
伝
え
た
人
物
と
し
て
、
入
唐
僧
の
道
昭(

629-

700)

が
挙
げ
ら
れ
る
。
道
昭
は

白
雉
四
年(

653)

に
入
唐
し
て
玄
奘(

602-

664)

に
師
事
し
、
斉
明
六
年(
660)

に
帰
朝
し
て
元
興
寺
禅
院
に
住
し
た
。
道
昭
は
日
本
法

相
の
初
伝
者
と
し
て
名
高
い
が
、
こ
の
と
き
三
階
教
の
根
本
教
籍
で
あ
る
『
明
三
階
仏
法
』
と
『
略
明
法
界
衆
生
根
機
浅
深
法
』
も
同

時
に
請
来
し
た
と
い
う
。
帰
朝
後
の
道
昭
は
、
各
地
を
周
遊
し
て
土
木
事
業
を
行
い
、
そ
の
活
動
は
弟
子
の
行
基
に
受
け
継
が
れ
た
と
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見
ら
れ
る
。

　

従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
行
基
の
活
動
が
三
階
教
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
元
正
期
に
お
け
る
行
基
へ

の
禁
圧
も
、
隋
・
唐
朝
の
そ
れ
に
倣
っ
た
政
策
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
聖
武
期
に
至
っ
て
、
行
基
の
活
動
が
容
認
さ
れ
た
こ
と

は
、
民
間
の
仏
教
に
対
す
る
奈
良
朝
の
新
た
な
対
応
と
し
て
、
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
三
階
教
に
影
響
を
受
け
た
行
基
の
活
動
が
、
朝
廷
の
容
認
を
得
た
後
、
隆
盛
に
向
う
か
と
言
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な

か
っ
た
。
行
基
が
遷
化
し
て
二
十
四
年
後
の
、
宝
亀
四
年(

773)

十
一
月
に
は
、

勅
。故
大
僧
正
行
基
法
師
。戒
行
具
足
。智
徳
兼
備
。先
代
之
所
推
仰
。後
生
以
爲
耳
目
。其
修
行
之
院
。惣
卌
餘
處
。或
先
朝
之
日
。

有
施
入
田
。
或
本
有
田
園
。
供
養
得
濟
。
但
其
六
院
未
預
施
例
。
由
茲
法
藏
湮
廢
。
無
復
住
持
之
徒
。
精
舍
荒
凉
。
空
餘
坐
禪
之
跡
。

弘
道
由
人
。
實
合
奬
勵
。
宜
大
和
國
菩
提
。
登
美
。
生
馬
。
河
内
國
石
凝
。
和
泉
國
高
渚
五
院
。
各
捨
當
郡
田
三
町
。
河
内
國

山
埼
院
二
町
。
所
冀
眞
筌
秘
典
。
永
洽
東
流
。
金
輪
寳
位
。
恒
齊
北
極
。
風
雨
順
時
。
年
穀
豊
稔
。35

と
の
勅
が
出
さ
れ
て
い
る
。
行
基
が
建
立
し
た
四
十
余
り
の
修
行
の
院
は
、
官
か
ら
の
施
入
田
、
あ
る
い
は
元
か
ら
所
持
す
る
田
園
を

有
し
て
お
り
、
そ
の
運
営
が
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
う
ち
六
院
は
田
地
が
施
入
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
経
蔵
は
荒
廃
し
、
住
持
す

る
人
も
な
く
、
道
場
は
荒
涼
と
し
て
、
空
し
く
坐
禅
の
跡
を
残
す
の
み
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
田
地
と
い
う
経
済

基
盤
の
な
い
道
場
は
、
荒
廃
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
行
基
の
活
動
の
根
幹
に
あ
っ
た
、
罪
福
の
因
果
を
説
い
て
乞
食
し
、

喜
捨
を
勧
め
る
と
い
う
方
法
が
、
弟
子
た
ち
に
受
け
継
が
れ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
社
会
に
根
付
か
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
詔
に
て
田
地
が
施
入
さ
れ
た
、大
和
国
の
「
菩
提
院
」「
登
美
院
」「
生
駒
院
」、河
内
国
の
「
石
凝
院
」「
山
崎
院
」、和
泉
国
の
「
高

渚
院
」
の
六
院
の
う
ち
、
山
崎
院
と
高
渚
院
は
平
野
部
の
交
通
要
衝
地
に
位
置
し
、
他
の
四
院
は
丘
陵
地
に
所
在
し
て
山
房
の
様
相
を



日本古代における山林修行の資糧（一）─乞食・蔬食─

27

も
つ
と
さ
れ
る36

。
特
に
「
生
駒
院
」
は
、『
日
本
霊
異
記
』
に
お
い
て
も
「
生
駒
山
寺
」
と
記
さ
れ
、
行
基
が
止
住
し
埋
葬
さ
れ
た
道

場
と
伝
え
ら
れ
る37

。
お
そ
ら
く
、
こ
こ
に
は
山
房
が
建
て
ら
れ
、
修
行
を
続
け
る
環
境
は
整
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

も
し
仮
に
、
行
基
の
弟
子
た
ち
が
行
基
と
同
様
に
乞
食
行
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
喜
捨
が
続
い
て
い
れ
ば
、
す
ぐ
さ
ま
こ
の
山
林

道
場
が
荒
廃
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
は
、
こ
の
山
林
寺
院
の
運
営
は
、
田
地
に
依
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
つ

ま
り
、
行
基
に
ゆ
か
り
の
山
房
に
限
っ
て
言
え
ば
、
か
つ
て
養
老
二
年(

718)

に
禁
制
が
出
さ
れ
た
よ
う
な
、
山
林
寺
院
に
閑
居
し
て

乞
食
行
を
す
る
と
い
う
あ
り
方
は
、
継
続
可
能
な
方
法
と
し
て
、
現
実
的
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

行
基
教
団
の
活
動
を
容
認
し
た
天
平
三
年(

731)

の
詔
以
降
、
乞
食
に
関
す
る
禁
制
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
三
階
教
に
基
づ
く
乞
食

行
が
、
朝
廷
の
立
場
を
危
う
く
す
る
程
に
は
実
践
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
依
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
４
）『
霊
異
記
』
に
見
る
乞
食　
│
迫
害
を
受
け
る
乞
食
者
│

　

薬
師
寺
僧
景
戒(

8C
末
頃)

に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』（
以
下
『
霊
異
記
』）
は
、
奈
良
末
・
平
安
初
期

に
成
立
し
、
当
時
の
仏
教
の
あ
り
方
、
社
会
習
慣
の
実
態
な
ど
を
知
る
上
で
大
い
に
参
考
と
な
る
。
道
俗
に
よ
る
様
々
な
仏
教
信
仰
の

様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
が
、
乞
食
に
関
し
て
も
い
く
つ
か
記
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
山
林
修
行
と
乞
食
が
結
び
付
く
よ
う
な
説
話
は
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
唯
一
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
説
話
に
、

又
藹
法
師
之
弟
子
円
勢
師
者
、
百
済
国
之
師
也
。
住
於
日
本
国
大
倭
国
葛
木
高
宮
寺
。
時
有
一
法
師
、
而
住
北
坊
、
名
号
願
覚
也
。

其
師
常
明
旦
出
行
里
、
夕
以
来
入
於
坊
居
、
以
為
常
業
。38

と
伝
え
ら
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
推
古
期(

593-

628)

に
大
倭
国
葛
木
の
「
高
宮
寺
」
の
北
坊
に
住
む
「
願
覚
」
と
い
う
法
師
が
、「
常
に
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明
旦
に
出
で
て
里
に
行
き
、
夕
べ
に
来
た
り
て
坊
に
入
り
て
居
る
」
と
さ
れ
る
。
高
宮
寺
は
奈
良
県
御
所
市
西
佐
味
の
高
宮
廃
寺
跡
が

そ
の
地
と
さ
れ
、
当
地
は
金
剛
山
の
山
腹
に
位
置
し
て
い
る
。
高
宮
寺
は
言
わ
ば
山
房
で
あ
り
、
そ
こ
に
住
す
る
願
覚
は
、
毎
朝
村
里

に
出
向
き
、
夕
方
山
房
に
帰
る
と
い
う
生
活
で
あ
っ
た
。
村
里
に
お
い
て
、
願
覚
が
何
を
し
た
か
明
記
さ
れ
な
い
が
、
乞
食
行
の
可
能

性
も
あ
り
得
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
養
老
二
年(

718)

に
禁
止
さ
れ
る
よ
う
な
、
山
房
に
住
し
て
乞
食
す
る
行
状
の
先
駆

と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
確
証
は
得
ら
れ
な
い
。

　

さ
て
『
霊
異
記
』
に
は
、
乞
食
す
る
仏
教
者
が
、
信
心
の
な
い
愚
人
に
迫
害
を
受
け
る
と
い
う
説
話
が
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

昔
故
京
時
、
有
一
愚
人
。
不
信
因
果
。
見
僧
乞
食
、
忿
而
欲
繋
。
時
僧
走
入
田
水
。
追
而
執
之
。
僧
不
得
忍
、
以
呪
縛
之
。
愚

人
顛
沛
、
東
西
狂
走
。
僧
即
遠
去
、
不
得
眄
瞻
。
其
人
有
二
子
。
欲
解
父
縛
、
便
詣
僧
房
、
勧
請
禅
師
。
々
々
問
知
其
状
、
而

不
肯
行
。
二
子
懃
重
拝
敬
、
請
救
父
厄
。
其
師
乃
徐
行
、
誦
観
音
品
初
段
竟
。
即
得
解
脱
。
然
後
乃
発
信
心
、
廻
邪
入
正
也
。39

と
の
説
話
が
あ
る
。
ひ
と
り
の
僧
が
乞
食
を
し
て
い
た
が
、
こ
れ
を
見
た
因
果
を
信
じ
な
い
愚
人
が
怒
り
、
僧
を
捕
ら
え
よ
う
と
す
る
。

す
る
と
僧
は
呪
を
以
て
愚
人
を
縛
っ
て
し
ま
う
。
愚
人
の
子
が
禅
師
に
依
頼
し
て
呪
縛
を
解
い
て
も
ら
い
、
よ
う
や
く
信
心
を
発
し
た

と
い
う
。

　

同
様
に
、
三
宝
を
信
じ
な
い
男
が
、
乞
食
す
る
僧
に
施
食
を
せ
ず
に
、
鉢
を
割
っ
て
追
い
払
っ
た
と
こ
ろ
、
倉
の
下
敷
き
に
な
っ
て

死
ん
だ
と
い
う
説
話
も
あ
る40

。

　

こ
う
し
た
乞
食
者
へ
の
迫
害
は
、
僧
の
み
な
ら
ず
、
自
度
の
沙
弥
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、

紀
直
吉
足
者
、
紀
伊
国
日
高
郡
別
里
、
椅
家
長
公
也
。
天
骨
悪
性
、
不
信
因
果
。
延
暦
四
年
乙
丑
夏
五
月
、
国
司
巡
行
部
内
、

給
於
正
税
。
至
于
其
郡
、
下
乎
正
税
、
而
班
百
姓
。
有
一
自
度
、
字
曰
伊
勢
沙
弥
也
。
誦
持
薬
師
経
十
二
薬
叉
神
名
、
歴
里
乞
食
。

就
於
給
正
税
之
人
乞
稲
、
臻
於
厥
凶
人
之
門
而
乞
。
見
彼
乞
者
、
不
施
乞
物
、
散
其
荷
稲
、
亦
剝
袈
裟
、
而
拍
逼
之
。
沙
弥
逃
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隠
于
其
別
寺
僧
坊
。〈
中
略
〉
然
後
不
久
、

地
而
死
。
更
不
可
疑
、
護
法
加
罰
。41

と
あ
る
よ
う
に
、
伊
勢
沙
弥
と
字
す
る
自
度
は
、「
薬
師
経
の
十
二
薬
叉
神
の
名
を
誦
持
し
て
、
里
を
歴
て
乞
食
し
」
て
い
た
。
因
果

を
信
じ
な
い
凶
人
の
家
に
至
り
乞
食
す
る
と
迫
害
を
受
け
た
。
す
る
と
後
に
、
護
法
神
が
罰
を
加
え
、
凶
人
は
地
に
倒
れ
て
死
ん
だ
と

い
う
。
伊
勢
沙
弥
は
凶
人
に
よ
っ
て
、「
袈
裟
を
剥
が
さ
」
れ
た
た
め
、
逃
げ
て
「
別
寺
の
僧
房
」
に
隠
れ
た
と
伝
え
る
。
自
度
で
あ

る
が
故
に
袈
裟
を
付
け
て
お
り
、
お
そ
ら
く
剃
髪
も
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。「
別
寺
」
は
未
詳
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
伊
勢
沙
弥
が
普

段
か
ら
止
住
し
て
い
る
寺
と
、
別
の
寺
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
た
同
様
に
、
門
を
訪
ね
て
乞
食
を
し
て
い
た
自
度
の
沙
弥
に
布
施
を
せ
ず
、
袈
裟
を
奪
っ
て
迫
害
し
た
男
が
、
後
に
食
中
毒
で
死

ん
だ
と
い
う
説
話
も
見
ら
れ
る42

。

　

こ
の
よ
う
に
、
歴
門
し
て
乞
食
を
す
る
僧
や
自
度
の
沙
弥
が
、
信
心
の
な
い
愚
者
に
迫
害
を
受
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
愚
者
が
悪
業
を

受
け
る
と
い
う
場
面
が
多
く
描
写
さ
れ
て
い
た
。

　

日
本
古
代
の
人
々
が
、
す
べ
て
仏
教
を
信
仰
し
た
は
ず
も
な
く
、
仏
教
者
の
乞
食
に
対
し
て
、
否
定
的
な
向
き
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

彼
ら
が
往
々
に
し
て
迫
害
に
あ
っ
た
こ
と
は
、「
唯
し
来
た
り
乞
ふ
者
を
見
れ
ば
、
憐
愍
を
生
じ
て
、
和
顔
と
悦
色
を
も
っ
て
、
法
施

財
施
す
べ
し
」43

や
、「
自
度
の
師
た
り
と
雖
も
、
猶
し
忍
心
を
も
ち
て
闚
よ
。
隠
身
の
聖
人
、
凡
の
中
に
交
わ
る
が
故
に
」44

と
の
編
者

景
戒
に
よ
る
誡
め
か
ら
も
、
容
易
に
想
像
で
き
る
。『
三
教
指
帰
』
に
登
場
す
る
仮
名
乞
児
の
場
合
も
、「
偶
に
市
に
入
る
と
き
に
は
、

則
ち
瓦
礫
、
雨
の
ご
と
く
集
ま
り
、
若
し
津
を
過
ぐ
る
と
き
に
は
、
則
ち
馬
屎
、
霧
の
ご
と
く
に
来
る
」
と
描
か
れ
て
い
た45

。
こ
う
し

た
表
現
に
は
、
多
少
の
誇
張
や
脚
色
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
乞
食
行
に
対
す
る
社
会
一
般
の
眼
差
し
は
、
決
し
て
温
か
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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（
５
）『
霊
異
記
』
に
見
る
乞
食　
│
生
活
の
た
め
の
乞
食
│

　

こ
の
よ
う
に
乞
食
行
は
、
必
ず
し
も
万
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
、
執
着
を
捨
て
る
た
め
の
苦
行
で
あ

ろ
う
。
た
だ
し
『
霊
異
記
』
は
、
乞
食
を
仏
道
修
行
と
捉
え
て
積
極
的
に
行
う
修
行
者
の
姿
を
、
特
に
着
目
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
生
活
苦
か
ら
や
む
を
得
ず
行
う
乞
食
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
の
記
述
が
あ
る
。
例
え
ば
次
の
説
話
に
は
、

高
橋
連
東
人
者
、
伊
賀
国
山
田
郡
噉
代
里
人
也
。
大
富
饒
財
。
奉
為
亡
母
、
写
法
華
経
、
以
盟
之
曰
、
請
於
我
願
有
縁
之
師
、

欲
所
済
度
、
厳
法
会
訖
、
将
供
明
日
、
而
誡
使
曰
、
値
第
一
、
以
為
我
縁
師
、
有
修
法
状
、
不
過
必
請
。
其
使
随
願
、
出
門
試
往
、

至
於
同
郡
御
谷
之
里
。
見
有
乞
者
。
鉢
嚢
懸
肘
、
酔
酒
臥
路
。
姓
名
未
詳
。
有
伎
戯
人
、
剃
髪
懸
縄
、
以
為
袈
裟
。
雖
為
然
猶

曾
不
覚
知
。
使
見
起
礼
、
勧
請
帰
家
。
願
主
見
之
、
信
心
敬
礼
。
一
日
一
夜
、
家
内
隠
居
、
頓
作
法
服
、
以
之
奉
施
。
爰
乞
者

問
之
、
所
以
者
何
。
答
曰
、
請
令
講
法
花
経
。
乞
者
、
我
無
所
学
、
唯
誦
持
般
若
陀
羅
尼
、
乞
食
活
命
。
願
主
猶
請
。
乞
者
思
議
、

不
如
竊
逃
。
兼
心
知
逃
、
副
人
令
守
。46

と
あ
る
。
大
い
に
富
め
る
高
橋
連
東
人
が
、
亡
母
の
供
養
の
た
め
、『
法
華
経
』
を
写
経
し
て
法
会
を
準
備
し
、
第
一
に
出
会
っ
た
修

法
の
師
を
勧
請
す
る
こ
と
に
し
た
。
東
人
の
使
者
が
探
し
に
行
き
、
た
ま
た
ま
連
れ
帰
っ
た
の
は
、
道
に
酔
臥
す
る
乞
者
で
あ
っ
た
。

彼
は
剃
髪
し
、
縄
の
袈
裟
を
付
け
て
い
た
が
、
そ
れ
は
村
人
の
戯
れ
に
依
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
東
人
は
、
信
心
を
以
て
乞
者

を
迎
え
、
法
衣
を
施
し
て
『
法
華
経
』
の
講
経
を
依
頼
し
た
。
こ
れ
に
対
し
乞
者
は
、
何
も
学
ぶ
と
こ
ろ
は
無
い
が
、
た
だ
「
般
若
陀

羅
尼
」
を
誦
持
し
て
生
活
の
た
め
に
乞
食
を
し
て
い
る
と
告
白
す
る
。
そ
の
後
、
乞
者
の
夢
告
に
よ
っ
て
、
亡
母
が
牛
と
な
っ
た
こ
と

を
知
り
、
供
養
が
成
就
す
る
の
で
あ
る
が
、
景
戒
は
こ
の
奇
瑞
を
評
し
て
「
乞
者
の
神
呪
を
読
み
て
積
み
た
る
功
の
験
な
り
」
と
し
て

い
る
。
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ま
た
同
様
の
例
と
し
て
、
囲
碁
を
宗
と
し
て
い
た
山
背
国
の
自
度
の
沙
弥
の
も
と
に
、
乞
者
が
や
っ
て
き
て
、「
法
華
経
品
を
読
み

て
物
を
乞
う
」
た
と
い
う
。
自
度
の
沙
弥
は
乞
者
の
訛
り
を
嘲
っ
て
真
似
し
た
と
こ
ろ
、
口
が
曲
が
っ
て
し
ま
っ
た
と
伝
え
る47

。

　

彼
ら
乞
者
の
身
な
り
は
、
僧
形
で
は
な
く
俗
人
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
困
窮
か
ら
や
む
を
得
ず
乞
食
す
る
際
、
経
や
陀
羅
尼
を
誦
持
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
乞
食
す
る
僧
や
沙
弥
の
姿
が
、
す
で
に
あ
る
程
度
は
社
会
に
認
知
さ
れ
て
お
り
、
困
窮
者
が
乞
食

す
る
場
合
で
も
、
経
や
陀
羅
尼
を
誦
持
し
た
方
が
、
施
食
を
受
け
や
す
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
剃
髪
し
て

袈
裟
を
付
け
、
僧
形
に
な
っ
た
方
が
、
よ
り
施
食
を
受
け
や
す
い
と
考
え
る
者
も
い
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
貧
困
や
逃
役
に
よ
り
、

乞
食
せ
ざ
る
を
得
な
い
社
会
的
弱
者
が
、
自
ら
出
家
し
て
沙
弥
を
名
乗
り
、
活
命
す
る
と
い
う
選
択
肢
で
あ
る
。

　

先
に
見
た
、
伊
勢
沙
弥
と
字
す
る
自
度
は
、「
薬
師
経
の
十
二
薬
叉
神
の
名
を
誦
持
し
て
、
里
を
歴
て
乞
食
し
」
て
い
た
。
果
た
し

て
彼
の
乞
食
は
、
仮
名
乞
児
の
よ
う
な
真
摯
な
仏
道
修
行
と
し
て
の
乞
食
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
生
活
苦
の
た
め
に
自
ら
僧
形
と

な
り
、
乞
食
を
生
業
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
に
わ
か
に
は
判
断
が
付
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
実
際
に
は
、
生

活
苦
の
た
め
に
、
や
む
を
得
ず
修
行
者
を
模
し
て
、
乞
食
す
る
俗
人
や
自
度
の
沙
弥
も
、
数
多
く
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
動
機
は
と
も

あ
れ
、
彼
ら
の
よ
う
に
社
会
か
ら
離
脱
し
た
者
の
受
け
皿
し
て
も
、
仏
教
の
乞
食
は
機
能
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
で
、
正
式
な
僧
で
あ
っ
て
も
、
真
摯
な
仏
道
修
行
と
し
て
の
乞
食
と
い
う
よ
り
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
や
む
を
得
ず
乞
食
を

行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
説
話
も
あ
る
。

　

ま
ず
、「
俗
に
即
き
て
銭
を
貸
し
、
妻
子
を
蓄
養
ふ
」
大
僧
が
登
場
す
る
説
話
で
は
、
彼
は
本
寺
を
離
れ
、
俗
家
に
住
ん
で
高
利
貸

を
営
み
生
計
を
立
て
て
い
た
が
、卑
劣
な
聟
の
策
略
に
よ
り
、ひ
と
り
陸
奥
国
に
漂
流
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
や
む
を
得
ず
各
地
を
「
展

転
し
て
乞
食
し
」、帰
路
に
付
い
た
と
い
う
。
ま
さ
に
乞
食
は
日
々
の
修
行
で
は
な
く
、非
常
時
に
お
け
る
活
命
の
手
段
で
あ
る
。
彼
は
、

齋
会
が
設
け
ら
れ
る
場
所
に
赴
き
、「
自
度
の
例
」
と
共
に
、
供
養
を
受
け
た
と
い
う48

。
こ
こ
で
敢
え
て
「
自
度
の
例
」
と
記
さ
れ
る
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こ
と
か
ら
、
齋
会
に
お
け
る
施
食
の
列
に
、
僧
が
並
ん
で
食
を
乞
う
こ
と
は
、
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
は
『
霊
異
記
』
の
編
者
、
景
戒
自
身
に
関
す
る
説
話
が
挙
げ
ら
れ
る
。
景
戒
は
、
薬
師
寺
僧
で
あ
り
な
が
ら
、「
俗
家
に
居

て
妻
子
を
蓄
え
」
て
お
り
、「
養
う
物
無
く
、
喰
う
物
無
く
、
菜
無
く
、
塩
無
く
、
衣
無
く
、
薪
無
し
」
と
い
う
生
活
で
あ
っ
た
。
景

戒
は
「
毎
に
万
の
物
無
く
し
て
思
い
憂
う
。
我
が
心
、
安
か
ら
ず
。
昼
は
ま
た
飢
ゑ
寒
え
、
夜
は
ま
た
飢
ゑ
寒
ゆ
」
と
嘆
く
が
、
そ
の

夜
の
夢
に
「
沙
弥
日
鏡
」
を
見
る
。
沙
弥
日
鏡
は
景
戒
の
家
を
訪
れ
、
読
経
・
教
化
し
て
食
を
乞
う
た
。
景
戒
が
「
こ
の
沙
弥
は
、
常

に
は
食
を
乞
う
人
に
あ
ら
ず
。
何
故
ぞ
食
を
乞
う
」
と
尋
ね
る
と
、
日
鏡
は
「
子
、
数
多
く
有
り
て
養
う
物
無
し
。
乞
食
し
て
養
ふ
な

り
」
と
答
え
た
と
い
う49

。

　

こ
う
し
た
沙
弥
日
鏡
と
の
や
り
取
り
は
、
あ
く
ま
で
景
戒
の
夢
の
中
の
話
と
は
い
え
、
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
教
化
し
た

り
書
物
や
紙
切
れ
を
授
け
る
こ
と
の
で
き
る
沙
弥
が
、
な
ぜ
乞
食
を
す
る
の
か
と
い
う
景
戒
の
問
い
か
ら
し
て
、
僧
や
沙
弥
が
乞
食
す

る
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
一
般
的
で
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
だ
。
た
だ
、
沙
弥
日
鏡
の
よ
う
に
子
供
を
養
う
必
要
に
駆
ら
れ
て
、

あ
る
い
は
先
の
高
利
貸
の
大
僧
の
よ
う
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
僧
や
沙
弥
が
乞
食
を
す
る
場
合
も
往
々
に
し
て
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
景

戒
自
身
、
生
活
苦
か
ら
、
乞
食
を
す
る
か
し
な
い
か
の
選
択
に
迷
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

夢
か
ら
覚
め
た
景
戒
は
、「
沙
弥
日
鏡
の
乞
食
」
を
「
観
音
菩
薩
の
示
現
」
と
夢
解
き
し
た
。
要
す
る
に
、「
子
供
を
養
う
た
め
に
や

む
を
得
ず
乞
食
す
る
」
と
告
げ
た
沙
弥
日
鏡
の
言
葉
を
、
景
戒
は
「
衆
生
を
救
う
た
め
に
敢
え
て
乞
食
す
る
」
と
読
み
替
え
た
の
で
あ

る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
景
戒
も
、
生
活
苦
か
ら
乞
食
を
行
っ
た
か
も
分
か
ら
な
い
。
た
だ
し
景
戒
は
、
そ
れ
を
衆
生
済
度
の
た
め
の
仏

道
修
行
と
受
け
と
め
た
上
で
、
実
践
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
、『
霊
異
記
』
に
描
写
さ
れ
る
乞
食
を
見
た
が
、
も
っ
と
も
顕
著
は
説
話
は
、
乞
食
す
る
仏
教
者
が
、
迫
害
を
受
け
た
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
僧
、
自
度
沙
弥
、
俗
人
、
い
ず
れ
の
場
合
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
社
会
一
般
の
認
識
と
し
て
、
乞
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食
に
対
す
る
否
定
的
な
向
き
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
社
会
の
冷
や
や
か
な
眼
差
し
に
対
し
、
景
戒
は
乞
食
者
に
信
心
を
起
し

て
供
養
す
れ
ば
善
果
を
得
て
、
逆
に
迫
害
す
る
と
悪
果
を
蒙
る
と
い
う
こ
と
を
、
繰
り
返
し
説
い
て
い
る
。

　

ま
た
、
仏
道
修
行
と
い
う
よ
り
は
、
生
活
苦
の
た
め
の
や
む
を
得
な
い
乞
食
に
つ
い
て
も
描
写
さ
れ
て
い
た
。
本
来
、
道
心
の
な
い

乞
食
は
批
判
の
対
象
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
景
戒
は
こ
れ
を
「
観
音
の
示
現
」「
隠
身
の
聖
人
」
と
し
て
寛
容
的
に
見
て
い
る
。
お

そ
ら
く
は
様
々
な
事
情
に
よ
り
、
や
む
を
得
ず
社
会
か
ら
離
脱
し
た
者
の
受
け
皿
と
し
て
も
、
仏
教
の
乞
食
が
機
能
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。

　

そ
の
一
方
で
、『
三
教
指
帰
』の
仮
名
乞
児
の
よ
う
な
、求
道
や
出
世
間
を
め
ざ
す
熱
烈
な
乞
食
、あ
る
い
は
イ
ン
ド
的
な
日
々
の
乞
食
、

さ
ら
に
は
行
基
の
活
動
の
よ
う
な
罪
福
を
布
教
し
て
の
乞
食
な
ど
、
仏
道
修
行
と
し
て
の
乞
食
行
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か

ら
積
極
的
に
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
『
霊
異
記
』
は
、
仏
道
修
行
と
し
て
の
乞
食
に
、
さ
ほ
ど
注
目
し
て
は
い
な
い
。

景
戒
の
筆
致
か
ら
し
て
、
一
般
の
仏
教
者
が
仏
道
修
行
と
し
て
、
積
極
的
に
乞
食
を
行
っ
て
い
た
よ
う
に
は
、
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。

　
「
乞
食
」
に
関
す
る
禁
制
が
、
天
平
三
年(

731)
の
詔
以
降
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
し
て
も
、
仏
道
修
行
と
し
て
の
積
極
的
な
乞
食

行
は
、
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
根
付
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
次
節
で
見
る
よ
う
に
、
出
家
修
行
の
形
態
が
、
す
で

に
中
国
に
お
い
て
変
容
を
遂
げ
て
い
た
こ
と
に
も
起
因
す
る
だ
ろ
う
。
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二
、
蔬
食

（
１
）
山
林
修
行
者
の
衣
食

　

イ
ン
ド
に
お
け
る
出
家
修
行
者
は
、
乞
食
行
を
基
本
と
す
る
「
頭
陀
」
を
重
ん
じ
た
。
こ
れ
は
梵
語dhūta

の
音
写
で
あ
る
が
、

漢
語
で
は
「
斗
薮
」
あ
る
い
は
「
抖
擻
」
と
訳
す
。

　

空
海
は
、
親
交
の
あ
っ
た
良
峯
安
世(

785-

830)

に
送
っ
た
詩
の
な
か
で
、
人
生
の
無
常
を
説
い
た
の
ち
、

君
知
不
君
知
不
。
人
如
此
汝
何
長
。
朝
夕
思
思
堪
断
腸
。
汝
日
西
山
半
死
士
。
汝
年
過
半
若
尸
起
。
住
也
住
也
一
無
益
。
行
矣

行
矣
不
須
止
。
去
来
去
来
大
空
師
。
莫
住
莫
住
乳
海
子
。
南
山
松
石
看
不
厭
。
南
嶽
清
流
憐
不
已
。
莫
慢
浮
花
名
利
毒
。
莫
焼

三
界
火
宅
裏
。
斗
藪
早
入
法
身
里
。50

と
諭
し
て
い
る
。
こ
こ
で
斗
薮
と
は
、
主
に
二
つ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
一
つ
は
俗
世
に
安
住
せ
ず
に
離
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
一
つ

は
山
林
に
て
去
来
す
る
こ
と
、
止
ま
ら
ず
に
行
く
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
「
抖
擻
」
と
表
記
し
た
場
合
、「
抖
」「
擻
」
と
も
に
「
振
り
払
う
」
と
の
意
が
あ
り
、「
衣
食
住
へ
の
執
着
を
振
り
払
う
」

と
い
う
意
味
に
な
る
。
た
だ
「
斗
薮
」
と
表
記
し
た
場
合
は
、「
斗
」
と
は
「
抖
」
の
略
字
で
あ
る
が
、「
薮
」
と
は
「
や
ぶ
」
の
意
味

で
あ
る
か
ら
、
執
着
を
振
り
払
う
意
に
加
え
、「
や
ぶ
を
振
り
払
う
」
つ
ま
り
「
山
林
を
跋
渉
す
る
」
と
い
う
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か51

。

　

つ
ま
り
、
梵
語
の
「
頭
陀
」
は
本
来
、
乞
食
行
に
よ
っ
て
執
着
を
振
り
払
う
の
に
対
し
、
漢
訳
の
「
斗
薮
」
は
、
山
林
の
跋
渉
に
よ
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っ
て
執
着
を
振
り
払
う
と
い
う
意
味
へ
と
、
内
容
が
変
化
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
空
海
の
他
の
著
述
を
見
て
も
、「
斗
薮
」
に

乞
食
行
の
意
味
合
い
は
見
え
て
こ
な
い
。
例
え
ば
、
下
野
国
の
日
光
山
を
開
山
し
た
勝
道(

735-

817)

の
依
頼
に
よ
り
、
空
海
が
勝
道

の
事
跡
と
日
光
山
の
景
観
を
著
し
た
碑
文
に
は
、

沙
門
勝
道　

竹
操
松
柯　

仰
之
正
覺  

誦
之
達
磨　

歸
依
觀
音　

礼
拝
釋
迦　

殉
道
斗
藪　

直
入
嵯
峨　

龍
跳
絶
巘　

鳳
舉
經
過

神
明
威
護　

歴
覧
山
河52

と
あ
り
、
勝
道
の
日
光
山
登
頂
を
「
斗
薮
」
と
表
現
し
て
い
る
。
勝
道
は
日
光
山
の
神
明
の
加
護
の
も
と
山
河
を
歴
覧
し
、
山
中
の
勝

地
で
あ
る
南
湖
の
畔
に
「
神
宮
寺
」
を
建
て
、
そ
こ
で
数
年
間
山
居
し
て
い
る
が
、
そ
の
修
行
の
様
子
は
、

聊
建
伽
藍
。
名
曰
神
宮
寺
。
住
此
修
道
。
荏
苒
四
祀
。
七
年
四
月
。
更
移
住
北
涯
。
四
望
無
㝵
。
沙
場
可
愛
。
異
花
之
色
難
名
驚
目
。

奇
香
之
臭
叵
尋
悦
意
。
霊
仙
不
知
何
去
。
神
人
髣
髴
如
存
。
忿
歳
精
之
無
記
。
惜
王
侯
之
不
遊
。
思
餓
虎
而
不
遇
。
訪
子
喬
而

適
去
。
觀
花
蔵
於
心
海
。
念
實
相
於
眉
山
。
蘊
羅
遮
寒
。
蔭
葉
避
暑
。
喫
菜
喫
水
。
楽
在
中
。
乍
彳
乍
亍
。
出
塵
外
。
九
皐
鶴
聲
。

易
達
于
天
。53

と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
乞
食
行
は
意
図
さ
れ
て
い
な
い
。
勝
道
が
神
宮
寺
を
建
て
た
の
は
、
人
里
離
れ
た
深
山
で
、
現
在
の
中
禅

寺
湖
の
畔
に
位
置
し
、
日
常
的
に
乞
食
行
を
実
践
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
不
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
替
わ
り
に
、「
蘊
羅
寒
を

遮
し
、
蔭
葉
暑
を
避
る
。
菜
を
喫
ひ
、
水
を
喫
っ
て
楽
し
み
中
に
在
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

同
様
に
、
空
海
が
藤
原
冬
嗣(

775-

826)

と
諸
嗣(

774-

843)

に
宛
て
密
教
弘
通
を
依
頼
し
た
書
簡
に
お
い
て
も
、

斗
藪
殉
道
兀
然
獨
坐
。
水
菜
能
支
命
薜
蘿
是
吾
衣
。
所
修
功
徳
以
酬
国
徳
。54

と
述
べ
ら
れ
、山
林
に
斗
薮
し
、「
水
菜
」を
食
し
て「
薜
蘿
」を
着
て
、ひ
と
り
修
禅
す
る
功
徳
は
、国
徳
に
酬
う
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
言
う
「
蘊
羅
」「
蔭
葉
」「
薜
蘿
」
な
ど
は
、
草
木
を
編
ん
で
作
っ
た
粗
末
な
着
物
を
意
味
し
、「
菜
」「
水
」
と
は
草
木
や
野
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菜
と
水
だ
け
の
質
素
な
食
事
の
こ
と
を
指
す
。
所
謂
ゆ
る
「
草
衣
」「
蔬
食
」
の
こ
と
で
あ
り
、
山
居
し
て
自
然
か
ら
得
ら
れ
る
資
糧

に
よ
っ
て
自
活
す
る
、
隠
者
の
衣
食
を
表
現
し
て
い
る
。
日
本
で
は
の
ち
に
「
木
食
」
と
も
称
さ
れ
、
肉
や
五
穀
を
食
べ
ず
、
専
ら
木

の
実
や
草
の
根
な
ど
を
食
べ
て
苦
行
す
る
修
験
の
信
仰
に
も
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
中
国
仏
教
に
お
け
る
蔬
食
の
隆
盛

　

先
に
見
た
空
海
の
「
蔬
食
」
に
関
す
る
表
現
は
、
も
と
は
『
論
語
』
を
典
拠
と
す
る
。
つ
ま
り
、

子
曰
、
飯
疎
食
、
飮
水
、
曲
肱
而
枕
之
。
樂
亦
在
其
中
矣
。
不
義
而
富
且
貴
、
於
我
如
浮
雲
。55

と
あ
る
よ
う
に
、
孔
子
は
清
貧
の
徳
を
説
き
、
粗
末
な
食
事
や
暮
ら
し
の
中
に
在
っ
て
も
、
楽
し
み
は
あ
り
、
不
当
に
財
産
や
地
位
を

得
て
も
、
そ
れ
は
浮
雲
の
よ
う
に
儚
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

　

こ
れ
は
あ
く
ま
で
日
常
生
活
に
お
け
る
教
訓
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
儒
家
の
思
想
、
さ
ら
に
は
道
家56

の
神
仙
説
や
「
辟
穀
」「
服
餌
」

な
ど
の
養
生
法
も
影
響
し
、
中
国
の
仏
教
者
の
間
で
山
林
に
隠
居
し
て
の
「
蔬
食
」
が
盛
ん
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

早
く
も
『
荘
子
』
に
は
「
神
人
」
が
説
か
れ
、
遙
か
遠
い
姑
射
の
山
に
住
み
、「
五
殼
を
食
ら
わ
ず
、
風
を
吸
い
露
を
飲
み
、
雲
気

に
乗
じ
飛
竜
に
御
し
て
、
四
海
の
外
に
遊
ぶ
」57

と
伝
え
る
。
ま
た
『
史
記
』「
封
禅
書
」
に
は
、
当
時
の
斉
や
燕
の
王
が
、
渤
海
中
に

あ
る
蓬
莱
・
方
丈
・
瀛
州
の
三
神
山
に
て
、
僊
人
と
不
死
の
薬
を
捜
さ
せ
た
と
い
う58

。
こ
の
よ
う
に
神
仙
や
仙
人
の
概
念
は
中
国
古
代

に
古
く
遡
る
も
の
で
、
秦
代
に
は
神
仙
に
な
る
と
い
う
思
想
が
起
り
、
さ
ら
に
漢
代
以
降
に
は
様
々
な
不
老
長
生
の
術
が
編
み
出
さ
れ

た
と
さ
れ
る
。
そ
の
方
法
は
多
岐
に
亘
り
混
然
と
し
て
い
る
が
、主
に
は
外
的
方
法
（
外
丹
）
の
「
辟
穀
」「
服
餌
」
と
、内
的
方
法
（
内

丹
）
の
「
調
息
」「
導
引
」「
房
中
」
な
ど
が
あ
る59

。
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こ
の
中
で
「
辟
穀
」
と
は
、道
家
の
代
表
的
な
養
生
法
の
一
つ
で
、穀
物
を
摂
取
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
古
く
は
『
史
記
』「
留
侯
世
家
」

に
「
乃
ち
穀
を
辟
け
道
引
し
、
身
を
軽
く
す
る
を
学
ぶ
」60

と
あ
る
よ
う
に
、
穀
物
を
避
け
る
こ
と
で
、
身
体
を
純
粋
化
し
、
神
仙
の
道

を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
断
食
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
濁
っ
た
気
か
ら
な
る
穀
物
を
避
け
、
清
ら
か
な
気
か
ら
な
る
食

物
を
摂
取
し
、
さ
ら
に
導
引
・
行
気
に
よ
っ
て
、
身
体
の
気
を
調
整
す
る
方
法
で
あ
る
。
神
仙
の
道
を
求
め
る
者
は
、
山
に
入
り
、
柏

実
・
松
脂
・
茯
苓
・
石
韋
な
ど
の
ほ
か
、
湯
葉
や
茶
を
服
用
し
た
と
さ
れ
る
。

　

ま
た「
服
餌
」は
、食
物
や
薬
物
を
摂
取
す
る
道
家
の
主
要
な
養
生
法
で
あ
る
。「
辟
穀
」が
濁
っ
た
気
を
体
外
に
排
出
す
る
の
に
対
し
、

「
服
餌
」
は
む
し
ろ
積
極
的
に
精
気
を
体
内
に
取
り
入
れ
、
体
質
を
改
善
し
て
ゆ
く
方
法
で
あ
る
。
植
物
・
動
物
・
鉱
物
に
由
来
す
る

仙
薬
を
手
に
入
れ
た
り
、
こ
れ
ら
を
用
い
て
丹
薬
を
煉
成
す
る
に
は
、
山
に
入
る
必
要
が
あ
っ
た
。「
辟
穀
」「
服
餌
」
と
も
に
、
山
と

深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
入
山
の
方
法
も
細
か
く
規
定
さ
れ
た
。

　

イ
ン
ド
に
お
け
る
出
家
修
行
者
は
、
乞
食
行
を
基
本
と
し
、
市
里
と
極
端
に
離
れ
な
い
閑
処
に
住
し
た
。
一
方
、
中
国
に
お
い
て
は
、

す
で
に
道
家
に
由
来
す
る
入
山
の
実
践
が
盛
ん
で
あ
っ
た
た
め
、
仏
教
者
の
出
家
修
行
が
、
こ
れ
と
結
び
つ
き
易
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
深
山
に
隠
棲
す
れ
ば
、
当
然
穀
物
な
ど
の
食
糧
を
入
手
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
飢
餓
を
解
消
す
る
方
法
と
し
て
も61

、
辟
穀
や

服
餌
な
ど
の
道
術
は
参
考
と
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
梁
の
慧
皎(

497-

554)

の『
梁
高
僧
伝
』や
、唐
の
道
宣(

596-

667)

の『
続

高
僧
伝
』
を
は
じ
め
中
国
の
僧
伝
に
は
、
山
中
に
隠
居
し
て
「
辟
穀
」「
服
餌
」
と
い
っ
た
道
家
由
来
の
養
生
法
を
実
践
す
る
僧
侶
も

見
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
、
宋
の
広
漢
の
釈
法
成
は
「
学
、
経
律
に
通
ず
。
五
穀
を
餌
さ
ず
、
た
だ
松
脂
の
み
食
ふ
。
巌
穴
に
隠
居
し
、
習
禅
を
務
と

為
す
」62

と
さ
れ
、
斉
の
隴
西
の
釈
法
光
は
「
苦
行
頭
陀
し
て
、
綿
纊
を
服
せ
ず
。
五
穀
を
絶
ち
て
、
た
だ
松
葉
の
み
を
餌
す
」63

と
伝
え

ら
れ
る
。
こ
こ
に
道
術
を
取
り
入
れ
た
仏
教
修
行
者
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
よ
う
に
中
国
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
道
家
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
、
出
家
修
行
の
根
本
が
、
市
里
で
の
乞
食
か
ら
、
山
林

で
の
苦
行
へ
と
変
容
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
上
記
の
よ
う
に
「
辟
穀
」「
服
餌
」
な
ど
道
家
の
影
響
が
見
て
取
れ
る
事

例
の
他
に
、
よ
り
顕
著
に
散
見
さ
れ
る
の
が
「
蔬
食
」
の
実
践
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
晋
の
江
左
の
竺
僧
顕
は
「
蔬
食
し
て
経
を
誦
し
、
禅
を
業
と
し
て
務
と
為
す
。
常
に
山
林
に
独
処
し
、
人
外
に
頭
陀
す
」64

と
さ
れ
、
晋
の
蜀
の
石
室
山
の
釈
法
緒
は
、「
徳
行
清
謹
に
し
て
、
蔬
食
し
て
禅
を
修
む
。
後
、
蜀
に
入
り
、
劉
師
の
塚
間
に
於
い
て
、

山
谷
に
頭
陀
す
」65

な
ど
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
人
外
」
や
「
山
谷
」
な
ど
の
山
林
に
「
頭
陀
」
し
、「
蔬
食
」
し
て
修
学
・

修
禅
に
励
む
仏
教
者
の
行
状
が
、
中
国
の
僧
伝
に
は
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。66

　

そ
も
そ
も
「
蔬
食
」
の
原
拠
は
先
に
見
た
『
論
語
』
の
「
疎
食
」
で
あ
り
、
粗
末
な
飯
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
れ
が
中
国
仏
教
の
文

脈
に
お
い
て
「
蔬
食
」
と
な
る
と
、「
肉
食
」
に
対
す
る
「
菜
食
」
と
の
意
味
合
い
が
濃
く
な
っ
て
く
る
。
中
国
撰
述
と
さ
れ
る
『
梵
網
経
』

に
は
す
で
に
、

若
佛
子
。
故
食
肉
一
切
肉
不
得
食
。
斷
大
慈
悲
性
種
子
。
一
切
衆
生
見
而
捨
去
。
是
故
一
切
菩
薩
不
得
食
一
切
衆
生
肉
。
食
肉

得
無
量
罪
。
若
故
食
者
。
犯
輕
垢
罪
。

若
佛
子
。
不
得
食
五
辛
。
大
蒜
革
葱
慈
葱
蘭
葱
興
蕖
。
是
五
種
一
切
食
中
不
得
食
。
若
故
食
者
。
犯
輕
垢
罪
。67

と
説
か
れ
、
肉
や
五
辛
を
食
す
こ
と
が
戒
め
ら
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
仏
教
の
「
乞
食
」
は
、
完
全
な
肉
食
禁
止
で
は
な
く
、
供
養
さ
れ

た
も
の
は
何
で
あ
れ
食
す
場
合
と
、
殺
生
戒
を
考
慮
し
て
「
浄
肉
」
の
概
念
を
設
け
る
場
合
が
あ
る
。
後
者
で
あ
れ
ば
、
殺
す
所
を
見

な
い
肉
、
供
養
の
た
め
に
殺
さ
れ
た
と
聞
か
な
か
い
肉
、
自
分
の
た
め
に
殺
さ
れ
た
疑
い
の
な
い
肉
を
「
三
種
浄
肉
」
と
称
し
、
食
し

て
も
殺
生
戒
に
あ
た
ら
な
い
と
し
た68

。
一
方
、
中
国
の
道
家
の
場
合
、
例
え
ば
葛
洪(

283-

343
頃)

の
『
抱
朴
子
』
に
、
金
丹
を
煉
成

す
る
に
は
「
必
ず
名
山
の
中
に
入
り
、
斎
戒
す
る
こ
と
百
日
、
五
辛
・
生
魚
を
食
ら
わ
ず
、
俗
人
と
相
見
ず
」69

と
あ
る
よ
う
に
、「
五
辛
」
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「
生
魚
」
に
対
す
る
禁
忌
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
陶
弘
景(

456-

536)

の
『
神
農
本
草
経
注
』
に
は
、
獣
・
鳥
・
虫
・
魚
な
ど
、
動
物
由

来
の
薬
物
も
記
さ
れ
て
い
る70

。
つ
ま
り
、
イ
ン
ド
仏
教
や
中
国
道
家
が
、
肉
食
を
条
件
付
き
な
が
ら
認
め
る
の
に
対
し
、
中
国
仏
教
で

は
、
先
の
『
梵
網
経
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
肉
食
を
忌
避
す
る
傾
向
が
よ
り
顕
著
で
あ
る
。
例
え
ば
、
菩
薩
皇
帝
と
も
称
さ
れ
る
敬

虔
な
仏
教
徒
で
あ
っ
た
梁
の
武
帝
蕭
衍
は
、
天
監
十
八
年(

519)

に
「
断
酒
肉
文
」
を
提
唱
し
、
酒
肉
を
断
つ
誓
い
を
立
て
る
が71

、
そ

の
一
節
に
、

凡
食
魚
肉
嗜
飲
酒
者
善
神
遠
離
。
内
無
正
気
。
如
是
等
人
法
多
衰
惱
。
若
心
決
定
蔬
食
苦
到
。
大
悲
熏
心
。
如
是
等
人
多
為
善
力
。

所
扶
法
多
堪
能
。72

と
あ
る
よ
う
に
、
肉
食
を
忌
避
し
て
「
蔬
食
」
を
尊
重
し
て
い
る
。
中
国
に
お
け
る
山
林
修
行
者
の
実
践
と
し
て
、「
蔬
食
」
が
特
徴

的
で
あ
る
の
は
、
こ
う
し
た
中
国
仏
教
の
志
向
と
も
関
連
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

イ
ン
ド
の
「
頭
陀
」
は
、
市
里
で
の
乞
食
を
基
本
と
し
た
が
、
中
国
で
は
道
家
の
影
響
に
よ
り
、
頭
陀
の
意
味
が
、
市
里
で
の
乞
食

か
ら
、
山
林
で
の
苦
行
へ
と
変
化
し
た
。
そ
の
行
状
と
し
て
は
、
道
家
に
由
来
す
る
「
辟
穀
」「
服
餌
」、
さ
ら
に
は
仏
教
の
肉
食
の
禁

忌
と
関
連
し
て
「
蔬
食
」
と
結
び
付
い
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
見
た
空
海
の
言
う
「
斗
薮
」
と
は
、イ
ン
ド
の
「
頭
陀
」

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
中
国
に
て
変
容
し
た
「
頭
陀
」
に
通
じ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

な
お
、
中
国
の
山
林
修
行
者
に
幅
広
く
見
ら
れ
る
「
蔬
食
」
の
実
践
に
つ
い
て
、
特
に
顕
著
な
の
は
、
南
北
朝
期
の
廬
山
の
慧
遠

(

334-

416)

の
周
辺
で
あ
る73

。
例
え
ば
、慧
遠
の
師
で
あ
る
道
安(
312-
385)

は
「
山
棲
木
食
し
て
修
学
す
」74

と
さ
れ
、同
門
の
慧
永
も
「
蔬

食
布
衣
」75

と
伝
え
ら
れ
る
。
ま
た
弟
子
の
曇
順
は
「
蔬
食
に
し
て
徳
行
有
り
」76

と
い
い
、
道
汪
は
「
蔬
食
数
十
餘
年
な
り
」77

と
さ
れ
、

法
翼
も
「
蔬
食
澗
飮
す
る
こ
と
三
十
餘
年
」78

と
記
さ
れ
る
。
慧
遠
自
身
も
、
老
荘
思
想
に
通
じ
、
廬
山
に
居
を
定
め
て
か
ら
、
三
十
年

以
上
も
山
を
下
り
ず
、
世
俗
に
入
ら
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る79

。
慧
遠
は
戒
定
慧
三
学
を
あ
わ
せ
学
ぶ
、
道
安
の
学
風
を
受
け
継
ぎ
、
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廬
山
に
て
戒
律
を
重
視
し
た
教
団
を
維
持
し
、
中
国
仏
教
の
一
つ
の
方
向
性
を
確
立
し
た
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
っ
た80

。
こ
の
道
安
と
慧

遠
は
、
日
本
古
代
の
仏
教
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
例
え
ば
『
続
日
本
紀
』
で
は
、
道
安
と
慧
遠

は
中
国
仏
教
の
偉
大
な
祖
師
と
し
て
評
価
さ
れ81

、
ま
た
嵯
峨
期
に
至
っ
て
慧
遠
は
、
山
林
修
行
者
の
理
想
像
と
見
な
さ
れ
て
い
た
可
能

性
が
高
い82

。
空
海
の
著
作
に
、
山
林
修
行
者
の
行
状
と
し
て
、「
蔬
食
」
が
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
中
国
仏
教
に
お
け
る
先
徳
た

ち
に
範
を
取
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
３
）
日
本
に
お
け
る
服
餌
・
蔬
食
の
実
状

　

さ
て
、
空
海
が
描
写
し
た
よ
う
な
「
蔬
食
」
し
て
山
居
修
道
に
励
む
あ
り
方
は
、
日
本
古
代
に
お
い
て
実
際
に
ど
の
程
度
行
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
中
国
の
場
合
と
同
様
に
、
道
教
的
傾
向
を
示
唆
す
る
修
行
者
と
し
て
、
役
小
角(

7C
末)

が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
の
行
状
は
『
霊

異
記
』
に
詳
し
く
、

役
優
婆
塞
者
、
賀
茂
役
公
、
今
高
賀
茂
朝
臣
者
也
。
大
和
国
葛
木
上
郡
茅
原
村
人
也
。
自
性
生
知
、
博
学
得
一
、
仰
信
三
宝
、

以
之
為
業
。
毎
庶
挂
五
色
之
雲
、
飛
仲
虚
之
外
、
携
仙
宮
之
賓
、
遊
億
載
之
庭
、
臥
伏
乎
蕊
蓋
之
苑
、
吸
噉
於
養
性
之
気
。
所

以
晩
年
以
卌
余
歳
、
更
居
巌
窟
、
被
葛
餌
松
、
沐
清
水
之
泉
、
濯
欲
界
之
垢
、
修
習
孔
雀
之
呪
法
、
證
得
奇
異
之
験
術
。
駈
使

鬼
神
、
得
之
自
在
。83

と
記
さ
れ
る
。
彼
は
「
役
優
婆
塞
」
と
称
さ
れ
、「
三
宝
を
仰
ぎ
信
じ
て
、
之
を
以
て
業
と
為
し
」、「
孔
雀
の
呪
法
を
修
す
」
と
共
に
、

「
巌
窟
に
居
し
て
、
葛
を
被
り
、
松
を
餌
し
」
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、『
続
日
本
紀
』
に
も
、
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役
君
小
角
流
于
伊
豆
嶋
。初
小
角
住
於
葛
木
山
。以
咒
術
稱
。外
從
五
位
下
韓
國
連
廣
足
師
焉
。後
害
其
能
。讒
以
妖
惑
。故
配
遠
處
。

世
相
傳
云
。
小
角
能
役
使
鬼
神
。
汲
水
採
薪
。
若
不
用
命
。
即
以
咒
縛
之
。84

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
呪
術
を
以
て
称
さ
れ
た
小
角
は
、
人
々
を
妖
惑
し
た
と
の
讒
言
に
よ
り85

、
伊
豆
島
に
流
さ
れ
て
い
る
。
小
角
の

よ
う
に
仏
教
と
道
教
が
融
合
し
た
山
林
修
行
の
形
態
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
中
国
に
先
例
が
あ
り
、
小
角
は
そ
れ
に
連
な
る
修
行
者
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
先
に
見
た
よ
う
に
、『
養
老
僧
尼
令
』「
第
十
三
禅
行
条
」
は
、
山
林
修
行
を
希
望
す
る
仏
教
者
の
こ
と
を
、「
山
居
し
て
服
餌

を
欲
求
す
る
者
」
と
表
現
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
『
僧
尼
令
』
は
、唐
に
て
道
家
の
道
士
と
女
冠
、仏
教
の
僧
と
尼
を
取
り
締
ま
る
『
道

僧
格
』を
範
と
し
、道
教
の
要
素
を
排
除
し
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う86

。『
養
老
僧
尼
令
』に
お
い
て「
服
餌
」が
排
除
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、

日
本
に
も
こ
れ
を
実
践
す
る
仏
教
者
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か87

。

　

ま
た
、
後
世
の
史
料
で
は
あ
る
が
、
大
江
匡
房(

1041-

1111)

の
撰
と
さ
れ
る
『
本
朝
神
仙
伝
』
に
は
、
例
え
ば
、「
東
山
の
清
水
寺
の

本
の
主
」
で
あ
っ
た
「
行
叡
居
士
」
が
「
一
生
精
進
し
て
妻
を
畜
へ
ず
、
地
粒
を
絶
ち
て
殼
を
避
り
つ
」
と
伝
え
る
な
ど88

、
辟
穀
や
服

餌
の
例
を
い
く
つ
か
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
を
す
ぐ
に
史
実
と
見
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
先
の
役
小
角
に
関
す
る
説
話
と
『
養

老
僧
尼
令
』
の
条
文
と
も
あ
わ
せ
、
古
代
の
山
林
修
行
者
の
中
に
、「
辟
穀
」「
服
餌
」
を
行
う
者
が
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で

あ
る
。

　

一
方
で
、「
蔬
食
」
の
事
例
が
顕
著
か
と
言
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。『
日
本
書
紀
』
で
は
わ
ず
か
に
、

詔
曰
。
務
大
肆
陸
奥
國
優
耆
曇
郡
城
養
蝦
夷
脂
利
古
男
麻
呂
。
與
鐵
折
。
請
剔
鬢
髪
爲
沙
門
。
詔
曰
。
麻
呂
等
少
而
閑
雅
寡
欲
。

遂
至
於
此
蔬
食
持
戒
。
可
隨
所
請
出
家
修
道
。89

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
持
統
三
年(

689)

に
陸
奥
国
の
蝦
夷
脂
利
古
の
男
、
麻
呂
と
鉄
折
が
、「
蔬
食
」「
持
戒
」
の
行
状
を
評
価
さ
れ
、
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出
家
が
許
さ
れ
た
と
い
う
事
例
が
見
え
る
。
ま
た
『
霊
異
記
』
で
は
、
行
基
の
信
者
で
あ
る
置
染
臣
鯛
女
と
い
う
女
人
が
、
一
日
も
欠

か
さ
ず
「
山
に
入
り
菜
を
採
り
」、
行
基
に
供
え
た
と
す
る
説
話90

が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　

中
国
の
僧
伝
に
お
い
て
、
山
居
し
て
「
服
餌
」
や
「
蔬
食
」
を
実
践
す
る
例
が
顕
著
で
あ
る
の
に
対
し
、
意
外
と
日
本
古
代
の
史
料

に
は
明
示
さ
れ
ず
、
ま
た
そ
の
痕
跡
も
極
め
て
少
な
い
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
当
時
に
お
い
て
、『
霊
異
記
』
に
登
場
す
る
捨
身
行
の
禅
師
の
よ
う
に
、
熱
烈
な
出
家
主
義
を
貫
く
修
行
者
が
い
た
可
能
性

は
否
定
で
き
な
い
。
彼
に
つ
い
て
は
、

爾
時
有
一
禅
師
、来
之
於
菩
薩
所
。
々
持
之
物
、法
花
経
一
部
〈
字
細
少
書
減
巻
数
成
一
巻
持
之
〉、白
銅
水
瓶
一
口
、繩
床
一
足
也
。

僧
常
誦
持
法
華
大
乗
以
之
為
宗
。
歴
一
年
余
而
思
別
去
、
敬
礼
禅
師
、
奉
施
繩
床
而
語
之
曰
、
今
者
罷
退
、
欲
展
山
踰
於
伊
勢
国
。

〈
中
略
〉
尋
求
見
之
、
有
一
屍
骨
、
以
麻
繩
繋
二
足
、
懸
巖
捉
身
而
死
。
骨
側
有
水
瓶
、
乃
知
別
去
之
禅
師
也
。91

と
あ
る
よ
う
に
、
頭
陀
行
者
が
常
に
持
す
る
十
八
物92

の
う
ち
、「
法
華
経
一
巻
」「
水
瓶
」「
縄
床
」「
鉢
」
な
ど
を
所
持
し
、
紀
伊
国
熊

野
か
ら
伊
勢
国
の
山
々
を
展
転
と
修
行
し
た
と
さ
れ
る
。
つ
い
に
は
麻
縄
を
も
っ
て
両
足
を
縛
り
、
縄
の
端
を
巌
に
懸
け
て
断
崖
に
身

を
投
げ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
「
蔬
食
」
と
の
表
現
は
な
い
が
、
頭
陀
行
の
持
物
を
携
帯
し
て
山
々
を
跋
渉
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

禅
師
は
頭
陀
行
者
と
し
て
描
写
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
修
行
者
が
実
際
に
い
た
こ
と
は
想
像
し
う
る
。

　

あ
る
い
は
、
人
知
れ
ず
山
に
籠
り
、
長
年
に
亘
っ
て
山
を
下
り
な
い
修
行
者
で
あ
れ
ば
、
そ
の
行
状
が
記
録
さ
れ
な
い
方
が
、
む
し

ろ
当
然
か
も
し
れ
な
い
。

　

た
だ
し
、
僅
か
な
が
ら
当
時
の
史
料
に
見
ら
れ
る
山
林
修
行
者
は
、
概
ね
「
看
病
」
の
徳
行
に
よ
っ
て
、
民
衆
か
ら
名
声
を
得
た

り93

、
朝
廷
か
ら
殊
遇
を
蒙
っ
て
お
り94

、
そ
こ
に
「
蔬
食
」
と
い
う
理
由
は
ま
ず
も
っ
て
見
え
て
こ
な
い
。
言
う
な
れ
ば
「
蔬
食
」
の
実

践
が
、
中
国
ほ
ど
に
は
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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ま
た
一
方
で
、
山
居
す
る
禅
師
が
肉
や
五
辛
を
食
す
と
い
う
説
話
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
『
霊
異
記
』
に
は
、

吉
野
山
有
一
山
寺
、
名
号
海
部
峯
也
。
帝
姫
阿
倍
天
皇
御
世
、
有
一
大
僧
、
住
彼
山
寺
、
精
懃
修
道
。
疲
身
弱
力
、
不
得
起
居
、

念
欲
食
魚
、
語
弟
子
言
。
我
欲
噉
魚
、
汝
求
養
我
。
弟
子
受
師
語
、
至
於
紀
伊
国
海
辺
、
買
鮮
鯔
八
隻
、
納
小
櫃
而
帰
上
。〈
中
略
〉

当
知
、
為
法
助
身
、
於
食
物
者
、
雖
食
雑
毒
、
而
成
甘
露
、
雖
食
魚
宍
、
而
非
犯
罪
、
魚
化
成
経
、
天
感
済
道
。
此
復
奇
異
事

也
。95

と
伝
え
る
。
吉
野
山
の
海
部
峯
と
い
う
山
寺
に
大
僧
が
住
し
て
修
行
し
て
い
た
が
、
身
体
が
弱
り
起
き
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

そ
こ
で
魚
を
食
べ
よ
う
と
、
弟
子
に
買
い
に
行
か
せ
た
が
、
帰
り
に
檀
越
と
出
会
っ
て
し
ま
う
。
魚
で
は
な
い
か
と
詰
め
寄
る
檀
越
で

あ
っ
た
が
、
小
櫃
を
開
い
て
み
る
と
、
魚
は
「
聖
人
の
食
物
」
で
あ
る
が
故
、『
法
華
経
』
に
替
わ
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
説
話
を

評
し
て
編
者
景
戒
は
、
仏
法
の
た
め
に
身
体
を
養
う
の
で
あ
れ
ば
、
魚
肉
を
食
し
た
と
し
て
も
罪
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た

こ
れ
と
同
様
に
、前
述
し
た
金
剛
山
の
山
房
に
住
む
願
覚
の
説
話
に
は
、「
五
辛
を
食
す
こ
と
は
、仏
法
の
中
に
制
す
。
而
れ
ど
も
聖
人
、

用
い
て
食
す
と
き
は
、
罪
を
得
る
所
無
し
」
と
記
さ
れ
る96

。

　

肉
や
五
辛
に
対
す
る
禁
戒
は
、
仏
教
者
や
檀
越
に
共
通
す
る
認
識
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
仏
法
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
聖
人

で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
を
食
し
て
も
罪
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
景
戒
の
主
張
は
、
む
し
ろ
弁
解
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
弁
解
に

近
い
解
釈
が
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
山
居
修
道
を
行
う
修
行
者
で
あ
っ
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
肉
や
五
辛
を
食
す
こ
と
が
あ
っ

た
も
の
と
推
察
さ
れ
る97

。

　

当
時
の
日
本
に
お
い
て
、「
蔬
食
」
を
実
践
し
た
と
さ
れ
る
修
行
者
の
事
例
は
、ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
中
国
に
お
い
て
、

長
く
山
林
に
隠
居
し
て
「
蔬
食
」
を
実
践
す
る
僧
が
数
多
く
見
ら
れ
た
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
一
方
で
、
日
本
に
お
い
て
称
賛
・
帰
依

を
得
た
山
林
修
行
者
の
行
状
は
、
主
に
は
「
看
病
」
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
ひ
と
り
山
林
に
て
修
行
を
続
け
る
こ
と
よ
り
も
、
獲
得
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し
た
験
力
を
、
ど
れ
だ
け
世
俗
に
て
発
揮
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
の
方
が
、
人
々
に
は
関
心
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、

中
国
ほ
ど
に
は
「
蔬
食
」
の
実
践
が
重
視
さ
れ
ず
、
逆
に
肉
食
で
あ
っ
て
も
、「
聖
人
の
食
物
」
と
し
て
容
認
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た

よ
う
だ
。

　

こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、
確
か
に
世
俗
と
の
関
わ
り
を
断
ち
、
何
十
年
と
山
居
し
て
自
活
す
る
修
行
者
が
あ
っ
た
可
能
性
は
否

定
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
ま
さ
に
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
、
稀
有
な
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

三
、「
乞
食
」「
蔬
食
」
は
山
林
修
行
の
資
糧
た
り
得
た
か

（
１
）
法
会
の
禁
止
に
よ
る
山
林
修
行
の
衰
退

　

イ
ン
ド
の
出
家
修
行
者
は
「
乞
食
」
を
修
行
の
根
本
に
お
い
た
。
ま
た
中
国
で
は
山
に
籠
り
「
蔬
食
」
し
て
修
行
に
励
む
仏
教
者
が

数
多
く
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
古
代
日
本
に
お
い
て
は
、「
乞
食
」
や
「
蔬
食
」
に
専
念
す
る
、
出
世
間
的
志
向
の
強
い
修
行
者
が
、

果
た
し
て
ど
れ
程
い
た
の
か
、
疑
問
に
駆
ら
れ
る
。

　

称
徳
天
皇
と
法
王
道
鏡(

?-

772)

に
よ
る
政
権
が
終
わ
り
、
宝
亀
元
年(

770)

に
天
智
系
の
光
仁
天
皇
が
即
位
す
る
と
、
僧
綱
は
す

ぐ
さ
ま
次
の
よ
う
に
申
し
出
て
い
る
。

僧
綱
言
。
奉
去
天
平
寳
字
八
年
勅
。
逆
黨
之
徒
。
於
山
林
寺
院
。
私
聚
一
僧
已
上
。
讀
經
悔
過
者
。
僧
綱
固
加
禁
制
。
由
是
。

山
林
樹
下
。
長
絶
禪
迹
。
伽
藍
院
中
。
永
息
梵
響
。
俗
士
巣
許
。
猶
尚
嘉
遁
。
況
復
出
家
釋
衆
。
寧
无
閑
居
者
乎
。
伏
乞
。
長

往
之
徒
。
聽
其
脩
行
。
詔
許
之
。98
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つ
ま
り
、
称
徳
・
道
鏡
政
権
下
の
天
平
宝
字
八
年(

764)

十
月
に
、
反
逆
の
徒
が
山
林
寺
院
に
僧
を
集
め
、
読
経
・
悔
過
す
る
こ
と

が
禁
じ
ら
れ
た
た
め
、
山
林
樹
下
に
て
禅
を
修
す
者
が
居
な
く
な
り
、
山
林
寺
院
の
梵
鐘
も
鳴
る
こ
と
が
無
く
な
っ
た
と
い
う
。
そ
こ

で
僧
綱
は
、
山
林
寺
院
で
の
修
行
の
再
開
を
申
請
し
、
そ
れ
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
山
林
寺
院
に
お
け
る
読
経
悔
過
の
禁
制
は
、

同
年
九
月
に
起
き
た
恵
美
押
勝
の
乱
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
逆
徒
た
ち
の
不
穏
な
動
き
を
取
り
締
ま
る
意
味
が
強
か
っ
た
。
た
だ

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
禁
制
に
よ
り
「
山
林
樹
下
、
長
く
禅
跡
を
絶
し
、
伽
藍
院
中
、
永
く
梵
響
を
息
む
」
と
い
う
事
態
に

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
僧
侶
の
山
林
修
行
や
山
寺
の
運
営
が
、
主
と
し
て
有
力
者
が
主
催
す
る
読
経
や
悔
過
な
ど
の
法
会
に
依

っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
つ
ま
り
、
有
力
者
が
山
寺
に
僧
侶
を
集
め
、
法
会
を
行
う
こ
と
で
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
供
養
料
を
資
糧

と
し
て
、
修
行
者
は
山
居
修
道
を
続
け
、
山
寺
が
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
続
い
て
桓
武
期
に
は
、
再
び
山
林
寺
院
で
の
私
的
な
修
法
が
禁
止
さ
れ
る
。
ま
ず
延
暦
四
年(

785)

十
月
に
は
、

應
禁
私
修
壇
法
事　

右
太
政
官
去
延
暦
四
年
十
月
五
日
下
治
部
省
符
偁
。
僧
尼
優
婆
塞
優
婆
夷
等
。
讀
陀
羅
尼
以
報
所
怨
。
行

壇
法
以
縱
呪
詛
。
自
今
以
後
。
非
預
勅
語
不
得
入
山
林
住
寺
院
讀
陀
羅
尼
行
壇
法
。
如
有
此
類
。
禁
身
具
状
。
早
速
申
送
之
。

不
得
隱
漏
者
。99

と
あ
る
よ
う
に
、
勅
語
に
依
ら
ず
、
僧
・
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
が
山
寺
に
住
し
て
、
陀
羅
尼
・
壇
法
を
修
す
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
。

こ
の
年
九
月
に
は
、
長
岡
京
造
宮
長
官
で
あ
っ
た
藤
原
種
継(
737-

785)

が
暗
殺
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

先
に
見
た
天
平
宝
字
八
年
の
禁
制
と
同
様
、
山
林
寺
院
で
の
私
的
な
修
法
の
禁
止
に
よ
り
、
有
力
者
か
ら
の
支
援
が
断
ち
切
ら
れ
、
山

林
で
の
僧
侶
の
活
動
や
山
寺
の
運
営
は
、
再
び
困
難
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
如
く
、
延
暦
十
一
年(

792)

に
は
、
後
に
僧
綱
に
列
す
る
施
暁(

?-

804)

よ
り
、
次
の
よ
う
な
奏
上
が
な
さ

れ
る
。
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傳
燈
大
法
師
位
施
曉
奏
曰
。
窃
以
。
眞
理
無
二
。
帝
道
亦
一
。
敷
化
之
門
是
異
。
覆
載
之
功
乃
同
。
故
衛
護
萬
邦
。
唯
資
於
佛
化
。

弘
隆
三
寳
。
靡
非
帝
功
。
夫
沙
門
釋
侶
。
三
界
旅
人
。
離
國
離
家
。
無
親
無
族
。
或
坐
山
林
而
求
道
。
或
蔭
松
柏
而
思
禪
。
雖

有
避
世
出
塵
之
操
。
不
忘
護
國
利
人
之
行
。
而
粮
粒
罕
得
。
飢
餓
常
切
。
伏
望
以
本
寺
供
。
給
彼
住
處
。
則
緇
徒
獲
全
百
年
之
命
。

聖
化
遠
流
千
載
之
表
。
又
山
城
國
百
秦
忌
寸
刀
自
女
等
卅
一
人
。
倶
發
誓
願
。
奉
爲
聖
朝
。
自
去
寳
龜
三
年
。
迄
于
今
年
。
毎

年
春
秋
。
悔
過
修
福
。

其
精
誠
。
實
可
随
喜
。
伏
望
從
其
心
願
。
咸
令
得
度
。
並
許
之
。100

　

こ
こ
で
施
暁
は
、
僧
侶
は
世
俗
を
離
れ
、
山
林
に
入
っ
て
修
行
す
る
こ
と
を
旨
と
す
る
が
、
食
料
を
得
る
の
が
困
難
で
あ
り
、
常
に

困
窮
し
て
い
る
か
ら
、
僧
侶
の
所
属
す
る
本
寺
の
供
料
を
、
山
林
修
行
の
住
処
に
給
付
し
て
欲
し
い
と
申
し
出
て
、
こ
れ
が
許
さ
れ
て

い
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
桓
武
期
に
は
山
林
寺
院
に
て
要
請
を
受
け
て
修
法
を
行
う
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る
と
共
に101

、
僧
侶
が
私
的
に

檀
越
を
定
め
て
閭
巷
に
出
入
り
す
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る102

。
お
そ
ら
く
、
本
寺
を
離
れ
て
活
動
す
る
仏
教
者
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら

の
禁
制
は
ま
さ
に
「
粮
粒
得
る
こ
と
罕
に
し
て
、
飢
餓
常
に
切
な
る
」
な
る
状
況
を
引
き
起
こ
し
、
修
行
に
支
障
を
き
た
し
た
よ
う
で

あ
る
。
私
的
な
檀
越
と
の
関
わ
り
を
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
施
暁
は
山
林
修
行
の
支
援
を
朝
廷
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

施
暁
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
僧
侶
が
「
三
界
の
旅
人
」
で
あ
り
、「
国
を
離
れ
家
を
離
れ
、
親
無
く
俗
無
く
、
或
い
は
山
林
に
坐
し

て
道
を
求
め
、
或
い
は
松
柏
に
蔭
れ
て
禅
を
思
う
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
り
熱
烈
な
出
世
間
へ
の
志
向
を
も
つ
の
で
あ
れ
ば
、

仮
名
乞
児
の
よ
う
に
「
乞
食
」
や
「
蔬
食
」
に
て
、
山
林
修
行
を
続
け
る
方
法
も
あ
り
得
た
は
ず
で
あ
る
。
確
か
に
、
す
で
に
修
行
者

た
ち
は
「
乞
食
」
や
「
蔬
食
」
を
実
践
し
た
上
で
、
や
む
を
得
ず
に
施
暁
を
通
じ
て
奏
上
を
行
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
仮
に

そ
う
で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
が
意
図
す
る
山
林
修
行
と
は
、「
乞
食
」
や
「
蔬
食
」
の
実
践
の
み
で
成
り
立
つ
よ
う
な
形
態
で
は
な
か
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

施
暁
の
奏
上
か
ら
程
な
く
し
て
、
延
暦
十
八
年(

799)

に
は
再
び
、
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勅
。
沙
門
擅
去
本
寺
。
隱
住
山
林
。
受
人
属
託
。
或
行
耶
法
。
如
斯
之
徒
。
往
往
而
在
。
国
憲
内
教
。
同
所
不
許
。
宜
諸
国
司

巡
検
部
内
所
有
山
林
精
舍
并
居
住
比
丘
優
婆
塞
。
具
録
言
上
。
不
得
踈
漏
。103

と
の
勅
が
出
さ
れ
、
沙
門
が
任
意
で
本
寺
を
去
り
、
山
林
寺
院
に
隠
居
し
て
、
諸
人
の
依
頼
に
よ
っ
て
修
法
す
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
、

山
林
寺
院
と
そ
こ
に
居
住
す
る
仏
教
者
を
調
査
し
報
告
す
る
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
。
朝
廷
は
、
山
林
修
行
者
と
有
力
者
の
私
的
な
結
び

付
き
を
認
め
ず
、
本
寺
の
供
料
を
山
寺
に
給
付
す
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
果
た
し
て
ど
れ
ぼ
ど
の
効
果
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
際

に
は
、
公
認
さ
れ
ず
と
も
、
山
林
寺
院
で
の
私
的
な
修
法
は
依
然
と
し
て
続
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、当
時
の
山
林
修
行
は
、有
力
者
か
ら
の
私
的
な
支
援
と
密
接
に
関
係
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
、空
海
の
『
三

教
指
帰
』
に
登
場
す
る
仮
名
乞
児
の
よ
う
な
行
状
、つ
ま
り
「
乞
食
」
や
「
蔬
食
」
に
よ
っ
て
山
林
修
行
を
続
け
る
と
い
う
あ
り
方
が
、

大
多
数
を
占
め
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
た
と
え
有
力
者
か
ら
の
修
法
の
依
頼
が
な
く
と
も
、
山
林
樹
下
に
修
禅
す
る
仏
教
者
が
減
少

す
る
こ
と
は
な
い
。
確
か
に
、
記
録
に
残
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
出
世
間
性
を
強
く
志
向
す
る
修
行
者
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
が
、
上
記
の
僧
綱
の
奏
上
や
詔
勅
か
ら
推
察
す
る
に
、
す
で
に
日
本
古
代
の
山
林
修
行
や
山
寺
の
運
営
は
、「
乞
食
」
や
「
蔬
食
」

の
み
を
経
済
基
盤
と
し
て
い
な
い
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

（
２
）
梵
釈
寺
の
世
俗
化

　

桓
武
天
皇
は
、「
天
下
の
安
寧
は
、
緇
徒
の
神
力
に
よ
る
」104

と
の
考
え
を
有
し
て
い
た
。
仏
教
者
の
神
力
に
対
す
る
期
待
と
畏
怖
を

背
景
と
し
て
、
桓
武
期
に
は
僧
尼
の
才
徳
を
高
め
る
と
と
も
に
、
寺
家
の
勢
力
を
押
さ
え
る
施
策
が
頻
繁
に
出
さ
れ
て
い
る
。
仏
教
者

の
山
林
修
行
は
、
天
皇
の
統
制
下
に
あ
る
限
り
、
望
む
べ
き
徳
行
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
私
的
な
檀
越
と
修
行
者
と
の
関
係
を
禁
じ
た
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の
で
あ
る
。

　

桓
武
天
皇
は
天
下
の
安
寧
を
期
待
し
、
仏
教
者
の
山
林
修
行
を
外
護
し
た
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
事
業
が
、
近
江
梵
釈
寺
の
造
営
で
あ

っ
た
。
梵
釈
寺
は
延
暦
五
年(

786)

に
勅
命
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ105

、
同
七
年(

788)

に
は
下
総
・
越
前
二
国
の
封
戸
、
各
五
十
戸
が
施

入
さ
れ106

、
同
十
一
年(

792)

に
は
近
江
国
の
水
田
百
町
が
施
入
さ
れ
て
い
る107

。
そ
し
て
同
十
四
年(

795)

に
は
、

詔
曰
。
眞
教
有
屬
。
隆
其
業
者
人
王
。
法
相
無
邊
。
闡
其
要
者
佛
子
。
朕
位
膺
四
大
。
情
存
億
兆
。
導
徳
齊
礼
。
雖
遵
有
國
之
規
。

妙
果
勝
因
。
思
弘
無
上
之
道
。
是
以
披
山
水
名
區
。
草
創
禪
院
。
盡
土
木
妙
製
。
莊
餝
伽
藍
。
名
曰
梵
釋
寺
。
仍
置
清
行
禪
師
十
人
。

三
綱
在
其
中
。
施
近
江
國
水
田
一
百
町
。
下
總
國
食
封
五
十
戸
。
越
前
國
五
十
戸
。
以
充
修
理
供
養
之
費
。
所
冀
還
經
馳
驟
。

永
流
正
法
。
時
變
陵
谷
。
恒
崇
仁
祠
。
以
茲
良
因
。
普
覃
一
切
。
上
奉
七
廟
。
臨
寳
界
而
増
尊
。
下
覃
万
邦
。
登
壽
域
而
洽
慶
。

皇
基
永
固
。
卜
年
無
窮
。
本
枝
克
隆
。
中
外
載
逸
。
綿
該
幽
顯
。
傍
及
懷
生
。
望
慈
雲
而
出
迷
途
。
仰
惠
日
而
趣
覺
路108

。

と
の
詔
が
出
さ
れ
た
。
山
水
の
勝
地
を
拓
い
て
禅
院
を
草
創
し
、
土
木
の
妙
製
を
尽
く
し
て
伽
藍
を
装
飾
し
、
浄
行
の
禅
師
十
名
を
置

い
て
、
梵
釈
寺
と
号
し
た
と
い
う
。
桓
武
天
皇
は
、
僧
侶
の
山
林
修
行
を
外
護
す
る
善
因
に
よ
り
、
皇
統
の
永
続
と
万
民
の
豊
楽
、
ひ

い
て
は
一
切
衆
生
の
仏
果
を
願
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
桓
武
天
皇
の
勅
願
に
よ
り
、
山
林
浄
域
に
禅
院
が
造
営
さ
れ
、
浄
行
の
禅
師
十
名
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
崇
高

な
理
念
と
は
裏
腹
に
、
実
際
の
運
営
は
早
く
も
世
俗
化
し
た
と
見
え
る
。
例
え
ば
、
弘
仁
六
年(

815)

に
は
、
嵯
峨
天
皇
の
近
江
国
へ

の
御
幸
に
先
立
っ
て
、

崇
福
梵
釋
二
寺
者
。
禪
居
之
淨
域
。
伽
藍
之
勝
地
也
。
今
聞
。
道
俗
相
集
。
還
穢
佛
地
。
繋
馬
牽
牛
。
犯
汗
良
繁
。
宜
令
近
江

国
嚴
加
禁
斷
。
若
有
不
從
制
者
。
五
位
已
上
録
名
。
六
位
已
下
留
身
。
並
言
上
。109

と
の
指
示
が
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
崇
福
寺
・
梵
釈
寺
は
、「
禅
居
の
浄
域
、
伽
藍
の
勝
地
」
で
あ
る
の
に
、「
道
俗
相
集
い
て
、
還
り
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て
仏
地
を
穢
す
。
馬
を
繋
ぎ
、
牛
を
牽
き
、
犯
汚
良
に
繁
し
」
と
し
て
、
こ
れ
を
誡
め
て
い
る
。
桓
武
期
に
、
修
行
者
の
み
を
置
く
清

浄
な
場
所
と
し
て
造
営
さ
れ
た
梵
釈
寺
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
二
十
年
後
に
は
、
道
俗
が
混
在
す
る
状
況
と
な
っ
て
い
た
。
同
様
の
勅

は
弘
仁
十
年(
819)

に
も
見
え
、

勅
。
崇
福
寺
者
。
先
帝
所
建
。
禪
侶
之
窟
也
。
今
聞
。
頃
年
之
間
。
濫
吹
者
多
。
云
々
。
宜
加
沙
汰
、
勿
汙
禪
庭
。
所
住
之
僧
。

不
過
廿
人
。
但
有
死
闕
。
言
官
乃
補
之
。110

と
あ
る
よ
う
に
、「
禅
侶
の
窟
」
で
あ
る
は
ず
の
崇
福
寺
に
、「
濫
吹
の
者
多
く
」、「
禅
庭
を
汚
し
」
て
い
る
と
い
う
。
朝
廷
は
、
崇
福

寺
・
梵
釈
寺
な
ど
国
家
主
導
の
山
寺
を
、
あ
く
ま
で
出
家
修
行
者
の
み
住
す
る
修
禅
の
道
場
と
し
た
い
意
向
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は

現
実
的
で
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

こ
う
し
た
事
例
か
ら
し
て
も
、
古
代
日
本
に
お
い
て
、
修
行
者
が
出
世
間
を
貫
く
と
い
う
行
状
は
、
あ
ま
り
根
付
か
な
か
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
国
家
主
導
に
よ
り
「
禅
居
の
浄
域
」
と
し
て
造
営
さ
れ
、「
浄
行
の
禅
師
」
を
選
ん
で
置
い
た
梵
釈
寺
で
さ
え
、
世

俗
化
の
傾
向
を
辿
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
有
力
者
や
村
人
に
よ
る
私
寺
で
あ
れ
ば
、
言
う
に
及
ば
な
い
だ
ろ
う
。
総
じ
て
日
本
古
代

に
お
け
る
山
林
修
行
は
、「
乞
食
」「
蔬
食
」
な
ど
出
世
間
性
の
強
い
行
状
の
み
に
依
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
世
俗
と
の
密
接
な
関
係

を
通
じ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

若
く
し
て
出
家
し
た
釈
尊
は
、
出
家
し
て
「
乞
食
」
を
基
本
と
す
る
遊
行
生
活
を
行
っ
た
。
そ
の
生
活
法
は
、「
頭
陀
行
」
と
し
て

体
系
づ
け
ら
れ
た
。「
頭
陀
」
と
は
、
総
じ
て
衣
食
住
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
執
着
を
捨
て
る
た
め
に
、
乞
食
を
し
、
ぼ
ろ
着
を
纏
い
、
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人
里
離
れ
た
空
所
に
住
す
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
修
行
者
た
ち
は
、
自
治
的
な
出
家
者
集
団
（
僧
伽
＝
サ
ン
ガ
）
を
形
成
し
、
乾
季

の
頭
陀
と
雨
季
の
安
居
を
繰
り
返
し
、
自
他
共
に
戒
を
確
認
し
な
が
ら
、
修
行
生
活
を
送
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

一
方
日
本
で
は
、
僧
尼
の
乞
食
に
は
、
三
綱
と
官
の
許
可
が
必
要
で
あ
り
、
イ
ン
ド
の
乞
食
と
は
性
格
を
異
に
し
た
。
正
式
な
申
請

に
よ
り
認
め
ら
れ
た
乞
食
で
あ
る
が
、元
正
期
の
朝
廷
は
た
び
た
び
禁
制
を
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
主
に
行
基
教
団
に
対
す
る
も
の
で
、

彼
ら
が
認
め
ら
れ
た
乞
食
の
範
囲
を
超
え
、布
教
し
つ
つ
財
物
を
乞
う
こ
と
が
批
判
さ
れ
た
。
出
家
者
と
在
家
者
が
交
流
す
る
こ
と
で
、

庶
民
が
生
業
を
捨
て
る
事
態
が
生
じ
、
こ
れ
が
問
題
視
さ
れ
た
。
同
時
に
朝
廷
は
僧
尼
に
清
浄
性
を
求
め
て
お
り
、
乞
食
に
よ
り
そ
れ

が
損
な
わ
れ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
。

　

行
基
は
民
衆
教
化
と
結
び
付
い
た
土
木
事
業
や
慈
善
事
業
を
展
開
し
た
が
、
こ
れ
は
中
国
に
お
け
る
三
階
教
の
影
響
を
受
け
た
も
の

と
の
指
摘
が
あ
る
。
三
階
教
の
実
践
は
、
出
家
者
の
乞
食
行
と
在
家
者
の
喜
捨
行
が
対
偶
を
な
し
、
い
ず
れ
も
滅
罪
・
興
福
に
通
ず
る

仏
教
的
作
善
行
と
し
て
推
奨
さ
れ
た
。
三
階
教
は
中
国
に
て
急
速
に
広
ま
っ
た
が
、
王
朝
は
こ
れ
を
厳
し
く
弾
圧
し
、
衰
退
へ
と
向
っ

た
と
さ
れ
る
。
日
本
に
は
入
唐
僧
の
道
昭
が
こ
れ
を
伝
え
、
弟
子
の
行
基
へ
と
受
け
継
が
れ
た
。
元
正
期
に
は
行
基
の
活
動
に
弾
圧
が

加
え
ら
れ
た
が
、
聖
武
期
に
は
容
認
へ
と
転
じ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
三
階
教
に
影
響
を
受
け
た
行
基
の
活
動
が
、
朝
廷
の
容
認
を
得
た
後
、
隆
盛
に
向
う
か
と
言
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は

な
い
。
行
基
が
遷
化
し
て
二
十
四
年
後
、
行
基
が
建
立
し
た
寺
院
の
う
ち
、
田
地
を
所
持
し
な
い
寺
院
は
荒
廃
し
、
勅
に
よ
っ
て
田
地

が
施
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
行
基
ゆ
か
り
の
道
場
が
、
乞
食
行
だ
け
で
は
成
り
立
た
ず
、
む
し
ろ
田
地
か
ら
の
収
入
に
依
っ
て
い
た
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、『
霊
異
記
』
に
は
生
活
の
た
め
の
乞
食
が
、
よ
り
顕
著
な
事
例
と
し
て
散
見
さ
れ
る
。
困
窮
の
乞
者
、
自
度
の
沙
弥
、
さ

ら
に
は
僧
で
あ
っ
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
生
活
の
た
め
に
乞
食
を
し
た
。
や
む
を
得
ず
家
庭
や
社
会
か
ら
離
脱
し
た
者
の
受
け
皿
と
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し
て
、
仏
教
の
乞
食
が
機
能
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
イ
ン
ド
由
来
の
「
乞
食
」、
あ
る
い
は
行
基
の
よ
う
な
民
衆
教
化

に
結
び
付
く
積
極
的
な
「
乞
食
」
は
、
古
代
日
本
に
お
い
て
、
あ
ま
り
根
付
か
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
は
出
世
間
を
志
向
す

る
修
行
の
形
態
が
、
す
で
に
中
国
に
お
い
て
変
容
を
遂
げ
て
い
た
こ
と
に
も
起
因
す
る
だ
ろ
う
。

                                      

※

　

イ
ン
ド
に
お
い
て
仏
教
者
は
乞
食
を
基
本
と
す
る
「
頭
陀
」
を
重
ん
じ
た
が
、
こ
れ
を
漢
語
で
は
「
斗
薮
」
と
訳
す
。
空
海
の
用
例

か
ら
し
て
、
斗
薮
と
は
、
俗
世
に
安
住
せ
ず
に
、
山
林
に
て
去
来
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
乞
食
の
意
味
は
含
ま
れ
て
こ
な
い
。
そ

の
替
わ
り
に
、「
草
衣
」「
蔬
食
」
な
ど
自
然
か
ら
得
ら
れ
る
粗
末
な
資
糧
に
て
自
活
し
、
修
行
を
続
け
る
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て

い
る
。

　

こ
う
し
た
斗
薮
の
概
念
は
、
中
国
に
お
け
る
出
家
修
行
の
伝
統
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
中
国
に
お
て
は
、
す
で
に

道
家
に
由
来
す
る
入
山
の
実
践
が
盛
ん
で
あ
っ
た
た
め
、
仏
教
者
の
出
家
修
行
が
、
こ
れ
と
結
び
つ
き
易
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
頭

陀
」
か
ら
「
乞
食
」
の
意
味
が
欠
如
し
、む
し
ろ
道
家
の
「
辟
穀
」
や
「
服
餌
」、さ
ら
に
は
仏
教
の
肉
食
の
禁
戒
と
関
連
し
て
「
蔬
食
」

の
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
っ
た
。
言
う
な
れ
ば
「
乞
食
」
か
ら
「
蔬
食
」
へ
の
転
換
で
あ
る
。
空
海
の
言
う
「
斗
薮
」
と
は
、
す
で
に

中
国
に
て
変
容
し
た
「
頭
陀
」
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
中
国
の
山
林
修
行
者
に
範
を
取
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。

　

た
だ
、
日
本
に
お
い
て
実
際
に
辟
穀
や
服
餌
、
蔬
食
が
行
わ
れ
た
か
と
言
え
ば
、
役
小
角
な
ど
若
干
の
事
例
は
確
認
で
き
る
も
の
の
、

ほ
と
ん
ど
史
料
に
は
明
示
さ
れ
ず
、
ま
た
そ
の
痕
跡
も
少
な
い
。
中
国
に
お
い
て
、
山
林
に
頭
陀
し
、
蔬
食
に
て
修
行
に
励
む
事
例
が

数
多
く
見
ら
れ
た
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
確
か
に
、
人
知
れ
ず
山
居
修
行
を
続
け
る
修
行
者
で
あ
れ
ば
、
そ
の
行
状
が
記
録
さ
れ
な
い

方
が
、
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
当
時
に
お
い
て
、
少
な
か
ら
ず
史
料
に
見
ら
れ
る
山
林
修
行
者
は
、
概
ね
「
看
病
」
の
徳
行
に

依
っ
て
、
民
衆
か
ら
名
声
を
得
た
り
、
朝
廷
か
ら
殊
遇
を
蒙
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
山
居
修
行
そ
の
も
の
よ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
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の
験
力
や
功
徳
の
方
に
、
人
々
の
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
山
林
修
行
者
の
中
に
は
、
肉
や
五
辛
で
あ
っ

て
も
、
聖
人
の
食
物
と
し
て
容
認
す
る
場
合
も
あ
り
、
中
国
ほ
ど
に
は
「
蔬
食
」
の
実
践
が
重
視
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

                                      

※

　

こ
の
よ
う
に
古
代
日
本
で
は
、「
乞
食
」
や
「
蔬
食
」
が
、
積
極
的
に
は
実
践
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
を
示
唆

す
る
の
が
、
奈
良
後
期
に
お
け
る
山
林
修
行
の
衰
退
と
、
梵
釈
寺
の
世
俗
化
に
関
す
る
出
来
事
で
あ
る
。

　

称
徳
期
と
桓
武
期
に
は
、
山
林
寺
院
で
の
私
的
な
法
会
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
仏
教
者
の
山
林
修
行
や
山
寺
の
運

営
が
、
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
と
伝
え
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
山
林
修
行
が
、
法
会
の
供
養
料
な
ど
、
有
力
者
か
ら
の
経
済
的
な
支
援
に

よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
し
仮
名
乞
児
の
よ
う
に
、「
乞
食
」
や
「
蔬
食
」
に
よ
っ
て
修
行
を
続
け
る
者
が
、

大
勢
を
占
め
て
い
た
と
す
れ
ば
、
た
と
え
有
力
者
か
ら
の
修
法
の
依
頼
が
な
く
と
も
、
山
林
に
修
行
す
る
仏
教
者
が
減
少
す
る
こ
と
は

な
い
。
確
か
に
、
記
録
に
残
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
出
世
間
性
を
強
く
志
向
す
る
修
行
者
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
す
で

に
当
時
の
山
林
修
行
や
山
寺
の
運
営
は
、「
乞
食
」
や
「
蔬
食
」
の
み
で
は
成
り
立
っ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

ま
た
、
桓
武
天
皇
は
、
山
林
修
行
を
外
護
す
る
善
因
に
よ
り
、
皇
統
の
永
続
と
万
民
の
豊
楽
、
さ
ら
に
一
切
衆
生
の
仏
果
を
願
い
、

山
林
浄
域
に
梵
釈
寺
を
造
営
し
て
、
浄
行
の
禅
師
十
名
を
置
い
た
。
し
か
し
そ
の
崇
高
な
理
念
と
は
裏
腹
に
、
実
際
の
運
営
は
早
く
も

世
俗
化
し
た
よ
う
で
あ
る
。
朝
廷
は
あ
く
ま
で
、
梵
釈
寺
な
ど
官
営
の
山
寺
を
、
出
家
修
行
者
の
み
の
修
禅
の
道
場
と
し
た
い
意
向
で

は
あ
っ
た
が
、
現
実
的
で
は
な
か
っ
た
。
選
抜
さ
れ
た
禅
師
た
ち
で
さ
え
、
世
俗
化
の
傾
向
を
辿
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
当
時
に
お
い

て
、
修
行
者
が
出
世
間
的
志
向
を
固
持
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

                                      

※

　

そ
う
し
た
状
況
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
当
時
に
お
い
て
「
仮
名
乞
児
」
の
よ
う
に
「
出
世
間
」
を
標
榜
し
、「
乞
食
」
や
「
蔬
食
」
を
貫
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く
修
行
者
は
、
実
に
稀
有
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
空
海
が
描
写
し
た
「
仮
名
乞
児
」
は
、
仏
教
の
出
家
修
行
者
の
ひ
と
つ

の
理
想
像
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
日
本
の
古
代
社
会
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
修
行
者
の
典
型
で
は
な
か
っ
た
。

　

確
か
に
、『
霊
異
記
』
に
登
場
す
る
捨
身
行
の
禅
師
の
よ
う
に
、
熱
烈
な
出
家
主
義
者
が
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し

そ
の
よ
う
に
、
社
会
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
強
く
志
向
す
る
修
行
形
態
は
、
大
勢
を
占
め
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
社
会
と
と
も
に
歩
む
こ

と
に
重
き
を
置
く
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
勝
道
や
最
澄
、
空
海
な
ど
は
、
山
林
修
行
を
重
視
し
た
が
、
い
つ
ま
で
も
下
山
し
な
い
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
機
が
熟
せ

ば
再
び
世
俗
に
還
り
、
積
極
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
施
暁
が
「
避
世
出
塵
の
操
有
り
と
雖
も
、
護
国
利
人
の
行
を
忘
れ
ず
」

と
し
た
態
度
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
言
う
な
れ
ば
山
林
修
行
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
社
会
的
な
利
益
や
、
そ
の
後
に
展

開
さ
れ
る
利
他
行
の
前
提
と
し
て
、
重
視
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

当
時
の
山
林
修
行
者
の
活
動
や
山
寺
の
運
営
は
、
出
世
間
性
の
強
い
「
乞
食
」「
蔬
食
」
の
み
で
は
成
り
立
た
ず
、
そ
れ
以
外
の
経

済
基
盤
に
よ
っ
て
継
続
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
す
で
に
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
法
会
に
よ
る
布
施
、
篤
信
者
か
ら
の
寄
進
、

所
有
す
る
田
地
、
さ
ら
に
は
本
寺
の
供
料
な
ど
、
社
会
と
の
密
接
な
関
係
に
依
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
形
態
を
丹
念
に
整
理
す
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
人
達
が
、
ど
の
よ
う
な
意
図
を
込
め
て
、
山
林
修
行
者
に
資
糧
を
提
供

し
た
の
か
が
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
古
代
社
会
に
お
け
る
山
林
修
行
の
意
義
を
、
よ
り
詳
し
く
把
握
す
る
こ
と
に
繋
が
る
と

予
想
し
て
い
る
。
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註

1
日
本
古
代
の
山
林
修
行
に
関
し
て
は
、
和
歌
森
太
郎
氏
の
山
岳
信
仰
に
関
す
る
研
究
、
堀
一
郎
氏
の
山
林
優
婆
塞
に
関
す
る
研
究
、
古
江
亮
仁
氏
の

山
寺
に
関
す
る
研
究
を
は
じ
め
、
す
で
に
蓄
積
が
あ
る
。
詳
し
く
は
、
拙
論
「
施
暁
と
梵
釈
寺
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
一
・
二
〇
〇
八
年
）
を

参
照
。

2
『
令
義
解
』
二
「
僧
尼
令
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
二
・
八
四
〜
五
頁
）

3
『
続
日
本
紀
』
八
「
養
老
二
年
十
月
庚
午
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
七
四
〜
五
頁
）

4
『
続
日
本
紀
』
一
〇
「
天
平
元
年
四
月
癸
亥
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
一
一
六
〜
七
頁
）

5
『
続
日
本
紀
』
一
一
「
天
平
六
年
十
一
月
戊
寅
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
一
三
五
頁
）

6
『
続
日
本
紀
』
二
一
「
天
平
宝
字
二
年
八
月
庚
子
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
二
五
三
頁
）

7
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
拍
于
憶
持
千
手
呪
者
以
現
得
悪
死
報
縁
第
十
四
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
七
二
頁
）
に
は
、
神
護

景
雲
三
年(

769)

頃
の
説
話
と
し
て
、
京
を
本
貫
と
す
る
小
野
朝
臣
庭
麿
な
る
人
物
が
優
婆
塞
と
な
り
、
常
に
千
手
呪
を
誦
持
し
て
、
越
前
国
加
賀
郡
の

部
内
の
山
を
展
転
と
し
て
修
行
し
た
と
伝
え
る
。

8
『
続
日
本
紀
』
三
二
「
宝
亀
三
年
三
月
丁
亥
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
四
〇
二
頁
）

9
高
田
淳
「
早
良
親
王
と
長
岡
遷
都
│
遷
都
事
情
の
再
検
討
│
」（
林
陸
朗
先
生
還
暦
記
念
会
『
日
本
古
代
の
政
治
と
制
度
』
続
群
書
類
従
完
成
会
・

一
九
八
五
年
）

10
拙
論
「
吉
野
山
の
報
恩
法
師
」（『
現
代
密
教
』
一
七
・
二
〇
〇
四
年
）

11
薗
田
香
融
「
草
創
期
室
生
寺
を
め
ぐ
る
僧
侶
の
動
向
」（
京
都
大
学
読
史
会
創
立
五
十
年
記
念
『
国
史
論
集
』
一
・
一
九
六
九
年
）、
逵
日
出
典
『
室
生
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寺
史
の
研
究
』（
巌
南
堂
書
店
・
一
九
七
九
年
）

12
拙
論
「
施
暁
と
梵
釈
寺
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
一
・
二
〇
〇
八
年
）

13
拙
論
「
聴
福
法
師
考
│
奈
良
末
・
平
安
初
期
の
山
林
修
行
者
│
」（『
智
山
学
報
』
五
五
・
二
〇
〇
六
年
）

14
拙
論
「
玄
賓
法
師
の
生
涯
│
嵯
峨
天
皇
よ
り
の
殊
遇
を
中
心
と
し
て
│
」（『
智
山
学
報
』
五
四
・
二
〇
〇
五
年
）

15
『
三
教
指
帰
』
下
（『
底
本
弘
法
大
師
全
集
』
七
・
七
三
〜
四
頁
）

16
『
三
教
指
帰
』
下
（『
底
本
弘
法
大
師
全
集
』
七
・
六
四
〜
五
頁
）

17
『
三
教
指
帰
』
上
（『
底
本
弘
法
大
師
全
集
』
七
・
四
一
〜
二
頁
）

18
『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
鈔
』
九
「
於
紀
伊
国
伊
都
郡
高
野
峯
被
請
乞
入
定
處
表
」（『
底
本
弘
法
大
師
全
集
』
九
・
一
七
〇
頁
）

19
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
四
「
辞
小
僧
都
表
」（『
底
本
弘
法
大
師
全
集
』
九
・
六
八
頁
）

20
『
仏
説
十
二
頭
陀
経
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
一
七
・
七
二
三
頁
下
）

21
永
崎
亮
寛
「
初
期
仏
教
に
お
け
る
頭
陀
行
に
つ
い
て
」（『
密
教
文
化
』
一
二
九
・
一
九
八
〇
年
）

22
『
令
義
解
』
二
「
僧
尼
令
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
二
・
八
二
〜
三
頁
）

23
『
令
義
解
』
二
「
僧
尼
令
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
二
・
八
四
〜
五
頁
）

24
『
続
日
本
紀
』
八
「
養
老
二
年
十
月
庚
午
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
七
五
頁
）

25
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
刑
罰
賎
沙
弥
乞
食
以
現
得
頓
悪
死
報
縁
第
卅
三
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
八
七
頁
）

26
『
続
日
本
紀
』
七
「
養
老
元
年
四
月
壬
辰
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
六
八
頁
）

27
造
寺
や
齋
会
な
ど
「
福
」
を
造
る
善
行
や
、
悔
過
な
ど
「
罪
」
を
悔
い
る
行
為
に
よ
り
、
現
世
の
利
益
や
後
世
の
安
穏
が
得
ら
れ
る
と
説
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
す
で
に
中
国
仏
教
に
お
い
て
、こ
う
し
た
罪
福
の
救
済
構
造
が
成
立
し
浸
透
し
て
い
た
。
罪
福
に
よ
る
教
化
は
、自
ず
か
ら
経
済
行
為
を
伴
い
、
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寺
院
の
運
営
や
僧
侶
の
生
活
を
支
え
る
経
済
構
造
の
側
面
も
有
し
て
い
た
。
遠
藤
祐
介
「
中
国
仏
教
に
お
け
る
経
済
の
祖
形
に
つ
い
て
」（『
蓮
花
寺
佛

教
研
究
所
紀
要
』
二
・
二
〇
〇
九
年
）

28
『
続
日
本
紀
』
九
「
養
老
六
年
七
月
己
夘
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
九
四
頁
）

29
『
続
日
本
紀
』
一
一
「
天
平
三
年
八
月
癸
未
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
一
二
六
頁
）

30
『
続
日
本
紀
』
一
五
「
天
平
十
五
年
十
月
乙
酉
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
一
七
五
〜
六
頁
）

31
『
続
日
本
紀
』
一
六
「
天
平
十
七
年
正
月
己
夘
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
一
八
二
頁
）

32
『
続
日
本
紀
』
一
七
「
天
平
勝
宝
元
年
二
月
丁
酉
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
一
九
六
〜
七
頁
）

33
吉
田
靖
雄
「
行
基
に
お
け
る
三
階
教
お
よ
び
元
暁
と
の
関
係
の
考
察
」（『
歴
史
研
究
』
一
九
・
一
九
八
一
年
）、
洪
在
成
「
三
階
教
の
影
響
│
元
暁
と

行
基
を
考
え
る
│
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
五
〇
（
二
）・
二
〇
〇
二
年
）

34
三
階
教
に
関
し
て
は
、
西
本
照
真
『
三
階
教
の
研
究
』（
春
秋
社
・
一
九
九
八
年
）
に
詳
し
い
。

35
『
続
日
本
紀
』
三
二
「
宝
亀
四
年
十
一
月
辛
夘
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
四
一
一
〜
二
頁
）

36
『
続
日
本
紀
四
』「
補
注
三
二
│
七
四
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
一
五
・
五
七
七
〜
八
頁
）

37
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
中
「
智
者
誹
妬
変
化
聖
人
而
現
至
閻
羅
闕
受
地
獄
苦
縁
第
七
」、「
贖
蠏
蝦
命
放
生
得
現
報
縁
第
八
」（『
新
日
本
古
典

文
学
大
系
』
三
〇
・
二
三
三
〜
六
頁
）

38
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
上
「
聖
徳
太
子
示
異
表
縁
第
四
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
〇
六
頁
）

39
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
上
「
悪
人
逼
乞
食
僧
而
現
得
悪
報
縁
第
十
五
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
一
四
頁
）

40
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
上
「
邪
見
打
破
乞
食
沙
弥
鉢
以
現
得
悪
死
報
縁
第
廿
九
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
二
一
〜
二
頁
）

41
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
刑
罰
賎
沙
弥
乞
食
以
現
得
頓
悪
死
報
縁
第
卅
三
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
八
六
〜
七
頁
）
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42
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
繋
沙
弥
乞
食
以
現
得
悪
死
報
縁
第
十
五
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
七
二
〜
三
頁
）

43
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
繋
沙
弥
乞
食
以
現
得
悪
死
報
縁
第
十
五
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
七
三
頁
）

44
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
刑
罰
賎
沙
弥
乞
食
以
現
得
頓
悪
死
報
縁
第
卅
三
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
八
七
頁
）

45
『
三
教
指
帰
』
下
（『
底
本
弘
法
大
師
全
集
』
七
・
六
四
〜
五
頁
）

46
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
中
「
奉
写
法
華
経
因
供
養
顕
母
作
女
牛
之
因
縁
第
十
五
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
四
〇
頁
）

47
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
上
「
呰
読
法
花
経
品
之
人
而
現
口
喎
斜
得
悪
報
縁
第
十
九
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
一
六
頁
）

48
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
沙
門
誦
持
方
広
大
乗
沈
海
不
溺
縁
第
四
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
六
四
〜
五
頁
）

49
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
災
与
善
表
相
先
現
而
後
其
災
善
答
被
縁
第
卅
八
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
九
三
〜
四
頁
）

50
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
一
「
入
山
興
」（『
底
本
弘
法
大
師
全
集
』
九
・
一
六
〜
七
頁
）

51
『
大
漢
和
辞
典
』
五
「
抖
」（
一
四
〇
頁
）、「
擻
」（
四
三
五
頁
）、「
斗
」（
六
〇
七
頁
）、『
同
』
九
「
藪
」（
一
〇
〇
〇
頁
）

52
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
二
「
沙
門
勝
道
歴
山
水
瑩
玄
珠
碑
并
序
」（『
底
本
弘
法
大
師
全
集
』
九
・
二
六
頁
）

53
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
二
「
沙
門
勝
道
歴
山
水
瑩
玄
珠
碑
并
序
」（『
底
本
弘
法
大
師
全
集
』
九
・
二
五
頁
）

54
『
高
野
雑
筆
集
』
上
（『
底
本
弘
法
大
師
全
集
』
七
・
一
〇
八
頁
）

55
『
論
語
』「
述
而
第
七
」（『
新
釈
漢
文
大
系
』
一
・
一
五
八
頁
）

56
い
わ
ゆ
る
儒
仏
道
三
教
の
中
の
道
教
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
道
教
」
と
呼
ぶ
の
は
五
世
紀
以
降
と
さ
れ
る
。
そ
れ
以
前
は
、
例
え
ば
『
抱
朴
子
』
外

篇
の
自
叙
に
、「
其
れ
内
篇
に
言
く
、
神
僊
、
方
薬
、
鬼
怪
、
変
化
、
養
生
、
延
年
、
禳
邪
、
却
禍
の
事
、
道
家
に
属
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
道
家
」

と
称
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
福
井
康
順
／
山
崎
宏
／
木
村
英
一
／
酒
井
忠
夫
『
道
教
』（
平
川
出
版
社
・
一
九
八
三
年
）

57
『
荘
子
』「
逍
遥
遊
篇
第
一
」（『
新
釈
漢
文
大
系
』
七
・
一
四
五
頁
）
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58
『
史
記
』「
封
禅
書
第
六
」（『
新
釈
漢
文
大
系
』
四
一
・
二
三
六
頁
）

59
前
掲
註(

56)
60
『
史
記
』「
留
侯
世
家
第
二
五
」（『
新
釈
漢
文
大
系
』
八
七
・
一
〇
七
〇
頁
）

61
麥
谷
邦
夫
「
穀
食
忌
避
の
思
想
│
辟
穀
の
伝
統
を
め
ぐ
つ
て
│
」（『
東
方
學
報
』
七
二
・
二
〇
〇
〇
年
）

62
『
梁
高
僧
伝
』
一
一
「
習
禅
・
釈
法
成
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
三
九
九
頁
上
）

63
『
梁
高
僧
伝
』
一
二
「
亡
身
・
釈
法
光
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
四
〇
五
頁
下
）

64
『
梁
高
僧
伝
』
一
一
「
習
禅
・
竺
僧
顕
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
三
九
五
頁
中
）

65
『
梁
高
僧
伝
』
一
一
「
習
禅
・
釈
法
緒
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
三
九
六
頁
下
）

66
佐
久
間
光
昭
「『
梁
高
僧
伝
』
の
蔬
食
・
苦
行
僧
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
五
九
・
一
九
八
一
年
）、
同
「『
唐
高
僧
伝
』
の
蔬
食
・
苦
行
僧
」（『
印

度
学
仏
教
学
研
究
』
六
五
・
一
九
八
四
年
）

67
『
梵
網
経
』
下
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
二
四
・
一
〇
〇
五
頁
中
）

68
『
四
分
律
』
四
二
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
二
三
・
八
七
二
頁
中
）

69
『
抱
朴
子
』
内
篇
四
「
金
丹
」（『
抱
朴
子
内
篇
校
釈
（
増
訂
本
）〈
新
編
諸
子
集
成
〉』・
中
華
書
局
・
八
四
〜
五
頁
）

70
『
神
農
本
草
経
校
注
〈
唐
以
前
中
医
経
典
叢
書
〉』（
学
苑
・
二
〇
〇
八
年
）

71
諏
訪
義
純
「
梁
武
帝
の
「
断
酒
肉
文
」
提
唱
の
文
化
史
的
意
義
│
酒
・
肉
・
葷
辛
の
禁
忌
に
関
す
る
南
北
朝
隋
唐
の
僧
侶
た
ち
の
動
向
か
ら
│
」（『
仏

教
文
化
学
論
集
〈
前
田
恵
学
博
士
頌
寿
記
念
〉』・
山
喜
房
仏
書
林
・
一
九
九
一
年
）

72
『
釈
門
自
鏡
録
』
下
「
飲
噉
非
法
録
九
・
梁
高
祖
断
酒
肉
文
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
一
・
八
一
八
頁
上
）

73
佐
久
間
光
昭
「
廬
山
の
慧
遠
と
蔬
食
苦
行
」（『
宗
教
研
究
』
二
五
九
・
一
九
八
四
年
）
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74
『
梁
高
僧
伝
』
五
「
義
解
二
・
釈
道
安
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
三
五
二
頁
上
）

75
『
梁
高
僧
伝
』
六
「
義
解
三
・
釈
慧
永
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
三
六
二
頁
上
）

76
『
梁
高
僧
伝
』
六
「
義
解
三
・
釈
道
祖
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
三
六
三
頁
上
）

77
『
梁
高
僧
伝
』
七
「
義
解
四
・
釈
道
汪
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
三
七
一
頁
下
）

78
『
梁
高
僧
伝
』
一
三
「
興
福
・
釈
法
翼
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
四
一
〇
頁
下
）

79
『
梁
高
僧
伝
』
六
「
義
解
三
・
釈
慧
遠
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
三
六
一
頁
中
）

80
道
安
・
慧
遠
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
木
村
英
一
編
『
慧
遠
研
究
』（
創
文
社
・
一
九
六
二
年
）、
中
嶋
隆
藏
『
六
朝
思
想
の
研
究
』（
平
楽
寺
書
店
・

一
九
八
五
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

81
『
続
日
本
紀
』
八
「
養
老
三
年
十
一
月
乙
夘
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
七
八
頁
）

82
拙
論
「
嵯
峨
天
皇
親
書
よ
り
み
た
玄
賓
法
師
の
人
物
像
」（『
佛
教
文
学
』
三
〇
・
二
〇
〇
六
年
）

83
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
上
「
修
持
孔
雀
王
呪
法
得
異
験
力
以
現
作
仙
飛
天
縁
第
廿
八
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
二
〇
〜
一
頁
）

84
『
続
日
本
紀
』
一
「
文
武
三
年
五
月
丁
丑
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
四
頁
）

85
『
霊
異
記
』
上
・
第
廿
八
で
は
、「
葛
木
峯
の
一
言
主
大
神
」
の
託
宣
に
よ
る
讒
言
と
す
る
。

86
二
葉
憲
香
『
古
代
仏
教
思
想
史
研
究
』「
僧
尼
令
と
道
僧
格
」（
永
田
文
昌
堂
・
一
九
六
二
年
）

87
『
霊
異
記
』
上
・
第
十
三
に
、
極
め
て
貧
し
い
女
人
が
「
日
々
に
沐
浴
し
て
身
を
潔
め
綴
を
著
し
、
毎
に
野
に
臨
む
と
き
は
草
を
採
る
こ
と
を
事
と
」

し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
行
状
に
神
仙
が
感
応
し
、
女
人
が
採
っ
た
菜
に
仙
草
が
雑
ざ
り
、
こ
れ
を
食
し
て
昇
天
し
た
と
伝
え
る
。
こ
の
説
話
を
評
し

て
景
戒
は
「
仏
法
を
修
さ
ず
し
て
、
風
流
を
好
ま
ば
、
仙
薬
感
応
す
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
仏
教
者
の
仙
薬
へ
の
親
和
的
な
傾
向
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。（『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
上
「
女
人
好
風
聲
之
行
食
仙
草
以
現
身
飛
天
縁
第
十
三
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
一
三
頁
）
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88
『
本
朝
神
仙
伝
』「
行
叡
居
士
」（『
日
本
思
想
大
系
』
七
・
五
八
一
頁
下
）

89
『
日
本
書
紀
』
三
〇
「
持
統
三
年
正
月
丙
辰
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
下
・
三
九
八
頁
）

90
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
中
「
贖
蠏
蝦
命
放
生
得
現
報
縁
第
八
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
三
五
〜
六
頁
）

91
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
憶
持
法
花
經
者
舌
著
曝
髑
髏
中
不
朽
縁
第
一
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
六
二
〜
三
頁
）

92
『
梵
網
経
』
下
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
二
四
・
一
〇
〇
八
頁
上
）
に
、「
若
佛
子
常
應
二
時
頭
陀
冬
夏
坐
禪
結
夏
安
居
。
常
用
、楊
枝
、澡
豆
、三
衣
、瓶
鉢
、

坐
具
、
錫
杖
、
香
爐
、
漉
水
嚢
、
手
巾
、
刀
子
、
火
燧
、
鑷
子
、
縄
床
、
經
、
律
、
仏
像
、
菩
薩
形
像
。
而
菩
薩
行
頭
陀
時
及
遊
方
時
。
行
来
百
里
千

里
。
此
十
八
種
物
常
隨
其
身
。
頭
陀
者
従
正
月
十
五
日
至
三
月
十
五
日
。
八
月
十
五
日
至
十
月
十
五
日
。
是
二
時
中
此
十
八
種
物
。
常
隨
其
身
如
鳥
二
翼
」

と
説
く
。

93
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
殺
生
物
命
結
怨
作
狐
狗
互
相
報
怨
縁
第
二
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
六
三
頁
）

94
『
続
日
本
紀
』
三
二
「
宝
亀
三
年
三
月
甲
申
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
四
〇
二
頁
）
な
ど
。

95
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
禅
師
将
食
魚
化
作
法
花
経
覆
俗
誹
縁
第
六
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
六
六
〜
七
頁
）

96
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
上
「
聖
徳
太
子
示
異
表
縁
第
四
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
〇
六
頁
）

97
『
本
朝
神
仙
伝
』「
教
待
和
尚
」（『
日
本
思
想
大
系
』
七
・
五
八
一
頁
下
）
に
も
、
智
証
大
師
に
園
城
寺
の
地
を
譲
っ
た
教
待
和
尚
は
、「
数
百
年
に
及

ぶ
と
雖
も
、
容
顔
元
の
如
し
。
た
だ
少
年
の
女
子
の
み
を
愛
し
、
兼
て
魚
の
肉
を
食
ふ
。
口
の
中
よ
り
吐
け
ば
、
変
じ
て
蓮
の
葉
と
成
る
」
と
さ
れ
る
。

98
『
続
日
本
紀
』
三
〇
「
宝
亀
元
年
十
月
丙
辰
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
三
八
六
頁
）

99
『
類
聚
三
代
格
』
二
「
修
法
灌
頂
事
・
二
月
十
四
日
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
五
・
七
四
頁
）

100
『
類
聚
国
史
』
一
八
七
「
度
者
・
延
暦
十
一
年
正
月
庚
午
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
三
一
二
〜
三
頁
）

101
『
類
聚
三
代
格
』
二
「
修
法
灌
頂
事
・
昌
泰
四
年
二
月
十
四
日
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
五
・
七
四
頁
）
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102
『
続
日
本
紀
』
三
八
「
延
暦
四
年
五
月
己
未
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
五
〇
八
頁
）

103
『
日
本
後
紀
』
八
「
延
暦
十
八
年
六
月
乙
酉
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
二
二
頁
）

104
『
続
日
本
紀
』
三
八
「
延
暦
四
年
七
月
癸
丑
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
五
一
一
頁
）

105
『
続
日
本
紀
』
三
九
「
延
暦
五
年
正
月
壬
子
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
五
一
八
頁
）

106
『
続
日
本
紀
』
三
九
「
延
暦
七
年
六
月
乙
酉
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
五
三
〇
頁
）

107
『
七
大
寺
年
表
』「
延
暦
十
一
年
壬
申
項
」（『
鈴
木
板
大
日
本
仏
教
全
書
』
八
三
・
三
五
九
頁
）。
な
お
『
類
聚
三
代
格
』「
寺
田
事
・
延
暦
十
四
年
九

月
十
五
日
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
五
・
四
四
七
頁
）
で
は
延
暦
十
年
と
す
る
。

108
『
類
聚
国
史
』
一
八
〇
「
諸
寺
・
延
暦
十
四
年
九
月
己
酉
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
二
五
七
頁
）

109
『
日
本
後
紀
』
二
四
「
弘
仁
六
年
正
月
丁
亥
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
一
三
〇
〜
一
頁
）

110
『
日
本
紀
略
』
前
一
四
「
弘
仁
十
年
九
月
乙
酉
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
〇
・
三
〇
九
頁
）

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
出
家
、
仮
名
乞
児
、
頭
陀
、
斗
薮
、
辟
穀
、
服
餌
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１
は
じ
め
に

密
教
と
華
厳
の
関
係
は
『
大
日
經
』
の
訳
出
と
解
釈
の
段
階
か
ら
親
和
的
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
、
こ
の
両
者
の
関
係
を
更
に
緊
密
な
も
の
へ
押
し
進
め
た
人
物
と
し
て
澄
觀
の
存
在
が
知
ら
れ
た
。
更
に
我

が
国
の
入
唐
家
で
あ
る
空
海
・
圓
仁
・
圓
珍
ら
の
教
判
を
窺
う
と
、
空
海
は
密
教
独
尊
、
圓
珍
は
一
乗
の
中
で
も
法
華
を
強
調
す
る
な

ど
、
各
師
で
少
し
く
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
相
違
さ
せ
な
が
ら
も
、
密
教
と
一
乗
円
教
の
融
合
を
基
調
と
す
る
性
格
を
保
ち
続
け
て
き
た
よ
う

で
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
師
の
う
ち
、
空
海
が
時
代
的
に
先
行
す
る
た
め
、
積
極
的
に
中
国
の
華
厳
教
学
を
摂
取
し
た
密
教
側
の
動
向
の
中

で
も
、
そ
れ
が
最
も
初
期
の
段
階
に
相
当
す
る
も
の
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
空
海
教
学
に
見
ら
れ
る
華
厳
教
学
の
強
烈
な
影
響
の
契
機
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
良
い
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
真

言
密
教
の
教
理
を
体
系
化
し
た
人
物
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
独
創
性
を
直
ち
に
退
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
直
ち
に
そ
の

華
厳
教
学
援
用
の
全
て
を
そ
こ
に
帰
す
こ
と
は
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
若
し
空
海
独
自
の
解
釈
と
し
て
見
做
す
な
ら
ば
、

華
厳
教
学
と
密
教

　
　
　
　
　
　

ー
空
海
入
唐
以
前
の
在
唐
密
教
祖
師
の
動
向
か
ら
ー

遠
藤
　
純
一
郎
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何
故
に
後
の
入
唐
家
、
殊
に
圓
仁
が
中
国
に
入
っ
て
同
様
の
傾
向
を
継
承
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
が
同
時
に
生
じ
て
く
る
。
空
海

の
解
釈
が
直
ち
に
中
国
に
定
着
し
た
と
せ
ね
ば
、
そ
の
疑
問
は
決
し
て
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
り
、
空
海
の
中
国
で
の
立

場
を
考
え
れ
ば
、そ
の
可
能
性
は
極
め
て
低
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
空
海
は
密
教
に
華
厳
教
学
を
引
き
込
む
に
せ
よ
、

密
教
独
尊
と
す
る
態
度
で
あ
り
、
後
の
中
国
で
の
展
開
と
は
些
か
方
向
性
を
異
に
し
て
い
る
。
中
国
の
密
教
に
於
て
は
、
実
践
面
に
於

け
る
密
教
の
優
位
性
を
示
唆
し
な
が
ら
も
、
教
理
的
に
は
一
乗
仏
教
と
の
親
和
性
が
極
め
て
高
く
、
両
者
を
等
し
く
融
合
さ
せ
る
方
向

に
向
い
て
お
り
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
態
度
の
方
が
、
先
行
す
る
澄
觀
の
態
度
に
近
し
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
し
、
且
つ
澄
觀
は
空
海

帰
国
後
も
存
命
し
て
お
り
、
同
様
の
主
張
を
『
行
願
品
疏
』
で
引
き
続
き
主
張
し
て
お
れ
ば
、
中
国
で
の
傾
向
の
上
か
ら
は
、
空
海
の

態
度
に
密
教
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
は
大
い
に
躊
躇
わ
れ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
寧
ろ
空
海
は
中
国
で
の
か
よ
う
な
基

本
的
傾
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
密
教
優
位
の
意
識
を
先
鋭
化
さ
せ
た
も
の
と
理
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
、
密
教
独
尊
と
す
る
空
海
に
さ
え
、
華
厳
的
な
要
素
を
多
分
に
含
ん
だ
密
教
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
と
い
っ
た

環
境
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
密
教
の
伝
授
の
中
で
然
る
べ
き
祖
師
の
教
導
を
示
唆
す
る
も
の
と
も
考
え

ら
れ
る
。
確
か
に
、
善
無
畏
・
一
行
の
段
階
で
華
厳
摂
取
の
素
地
を
形
成
し
て
は
い
る
が
、
そ
こ
に
は
事
事
無
礙
な
ど
の
華
厳
思
想
の

体
系
を
十
分
に
取
り
込
ん
だ
と
は
言
え
ず
、
華
厳
教
学
に
於
け
る
教
判
（
教
理
的
評
価
）
か
ら
す
る
と
、
円
教
の
そ
れ
を
満
足
す
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
と
な
れ
ば
、
そ
の
上
で
さ
ら
に
発
展
的
に
継
続
し
て
華
厳
教
学
を
摂
取
す
る
態
度
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ

の
よ
う
な
人
物
の
存
在
が
空
海
以
前
の
伝
授
の
過
程
で
必
要
に
な
っ
て
く
る
筈
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
些
か
検
討

を
加
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
と
思
う
。
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２
密
教
祖
師
と
華
厳
の
接
点

　　

金
剛
智

善
無
畏
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
金
剛
頂
系
の
経
典
翻
訳
に
着
手
し
た
の
は
金
剛
智
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
は
他
の
諸
師
に
つ
い
て
も
同
様
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
金
剛
智
に
は
ま
と
ま
っ
た
論
書
な
ど
の
著
作
が
無
く
、

直
接
に
そ
の
思
想
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
彼
の
翻
訳
を
手
掛
か
り
に
推
測
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
翻
訳

が
あ
る
種
の
解
釈
の
上
に
成
り
立
ち
う
る
こ
と
、
ま
た
阿
闍
梨
は
少
な
く
と
も
（
如
何
な
る
理
解
の
仕
方
で
あ
る
に
せ
よ
）
経
を
体
現

し
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
か
ら
、
翻
訳
さ
れ
た
記
述
は
金
剛
智
の
思
想
を
語
り
う
る
も
の
と
し
て
見
做
す
こ
と
も
で
き
る
。
そ

こ
で
本
論
で
は
先
ず
、
訳
出
さ
れ
た
経
軌
に
見
ら
れ
る
華
厳
と
の
関
り
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

金
剛
智
訳
出
の
経
軌
に
は
、
特
別
積
極
的
に
華
厳
の
思
想
的
痕
跡
と
し
て
指
摘
す
べ
き
箇
所
は
存
在
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
い

く
つ
か
の
経
軌
で
は
行
法
次
第
の
中
に
「
華
嚴
」
を
読
誦
す
べ
き
こ
と
を
指
示
し
て
い
る1

。

『
佛
説
七
倶
胝
佛
母
准
提
大
明
陀
羅
尼
經
』

復
更
結
三
部
三
麼
耶
契
、
各
誦
妙
言
一
遍
即
了
。
任
出
道
場
随
意
經
行
、
讀
誦
大
般
若
或
華
厳
或
無
邊
門
或
法
華
楞
伽
涅
槃
大

乘
經
論
等
、
思
惟
誦
説2

。
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『
觀
自
在
如
意
輪
菩
薩
瑜
伽
法
要
』

發
遣
聖
者
已　
　

自
住
本
尊
觀　

或
於
閑
靜
處　
　

轉
讀
摩
訶
衍

楞
伽
與
花
厳　
　

般
若
及
理
趣　

如
是
等
經
教　
　

思
惟
而
修
習

誦
讀
經
典
已　
　

自
恣
行
住
坐　

乃
至
於
寢
息　
　

不
間
菩
提
心

不
久
當
悉
地3

『
佛
説
七
倶
胝
佛
母
准
提
大
明
陀
羅
尼
經
』
で
は
『
大
般
若
經
』『
出
生
無
邊
門
陀
羅
尼
經
』『
法
華
經
』『
楞
伽
經
』『
涅
槃
經
』、『
觀

自
在
如
意
輪
菩
薩
瑜
伽
法
要
』
で
は
『
楞
伽
經
』『
般
若
經
』『
理
趣
經
』
と
並
ん
で
、『
華
嚴
經
』
の
読
誦
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
内
『
出
生
無
邊
門
陀
羅
尼
經
』
と
『
理
趣
經
』
は
明
ら
か
に
密
教
的
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、そ
れ
ぞ
れ
総
称
し
て
「
大

乘
經
論
等
」、
或
い
は
「
摩
訶
衍
」
と
言
い
、
顕
教
と
密
教
を
明
確
に
峻
別
し
よ
う
と
す
る
態
度
に
無
い
点
は
、
両
者
を
融
合
さ
せ
る

上
で
の
障
壁
の
低
さ
を
物
語
っ
て
い
る
と
も
評
し
う
る
。
確
か
に
『
華
嚴
經
』
を
は
じ
め
と
す
る
大
乗
経
典
の
読
誦
は
、
特
別
に
『
華

嚴
經
』
を
重
視
す
る
態
度
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
が4

、少
な
く
と
も
『
華
嚴
經
』
を
密
教
の
内
に
取
り
入
れ
る
素
地
と
し
て
見
る
な
ら
、

金
剛
智
に
於
て
も
華
厳
に
対
す
る
親
和
性
は
相
当
に
高
く
見
積
も
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
大
乗
経
典
の
転
読
は
金
剛
智
訳

に
だ
け
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
既
に
菩
提
流
支
訳
の
『
一
字
佛
頂
輪
王
經
』5

や
『
五
佛
頂
三
昧
陀
羅
尼
經
』6

に
も
見
受
け
ら
れ
る

こ
と
で
あ
り
、
他
に
善
無
畏
訳
『
大
毘
盧
遮
那
經
廣
大
儀
軌
』7

に
も
同
様
の
内
容
が
知
ら
れ
、
密
教
の
内
で
も
高
い
汎
用
性
が
認
め
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
華
厳
に
対
す
る
親
和
性
は
金
剛
智
個
人
に
だ
け
還
元
さ
れ
る
現
象
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
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不
空

金
剛
智
に
見
ら
れ
た
華
厳
に
対
す
る
親
和
的
態
度
は
、
そ
の
ま
ま
弟
子
不
空
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
先
の
場
合
と
同
様
に
不

空
訳
出
の
経
軌
に
『
華
嚴
經
』
の
転
読
を
求
め
る
て
み
る
と
、
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

『
金
剛
頂
瑜
伽
略
述
三
十
七
尊
心
要
』

供
養
法
事
既
畢
、
則
從
前
羯
磨
三
十
七
尊
印
、
後
便
結
三
昧
契
及
十
六
大
供
養
乃
至
十
七
雜
供
養
。
已
後
獻
閼
伽
、
迴
向
發
願
。

然
即
入
三
昧
耶
、
心
住
三
摩
地
觀
門
念
誦
、
即
經
行
息
念
轉
讀
大
乘
華
嚴
楞
伽
等
經
、
思
惟
佛
道
。
國
師
大
三
藏
和
上
、
於
含

暉
院
承
明
殿
大
道
場
、
頃
因
餘
暇
、
披
讀
梵
經
、
忻
然
煕
顏
、
法
樂
虚
適
、
開
大
慈
之
戸
、
誘
諸
童
朦
、
大
啓
良
縁
、
令
使
知
見
。

我
之
祕
教
浩
汗
無
涯
、
法
體
幽
微
實
難
窮
際
。
今
且
依
瑜
伽
教
跡
、
略
爲
指
南
。
眞
言
行
門
、
爰
開
理
趣8

。

『
金
剛
頂
經
觀
自
在
王
如
來
修
行
法
』

發
遣
本
尊
已
、
隨
意
發
願
。
復
以
甲
印
護
身
、
以
馬
頭
明
王
結
界
印
左
旋
解
界
。
隨
意
經
行
往
諸
淨
處
、
讀
大
乘
大
般
若
經
華

厳
涅
槃
及
楞
伽
等
經
、
行
住
坐
臥
常
念
本
尊
無
令
間
斷9

。

『
七
倶
胝
佛
母
所
說
准
提
陀
羅
尼
經
』

次
結
三
部
三
麼
耶
印
、
各
誦
眞
言
一
遶
。
禮
佛
如
前
、
懺
悔
隨
喜
勸
請
發
願
、
迴
向
無
上
菩
提
、
隨
意
經
行
轉
讀
大
乘
經
典
花

嚴
大
般
若
等
經
、
印
塔
像
浴
舎
利
、
右
旋
遶
思
六
念
、
以
此
福
聚
迴
向
自
所
求
悉
地10

。
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『
觀
自
在
菩
薩
如
意
輪
瑜
伽
』

發
遣
聖
者
已　
　

自
住
本
尊
觀　

或
於
閑
靜
處　
　

轉
讀
摩
訶
衍

楞
伽
與
花
嚴　
　

般
若
及
理
趣　

如
是
等
經
教　
　

思
惟
而
修
習

誦
讀
經
典
已　
　

自
恣
行
住
坐　

乃
至
於
寢
息　
　

不
間
菩
提
心

不
久
當
悉
地11

『
金
剛
頂
一
字
頂
輪
王
瑜
伽
一
切
時
處
念
誦
成
佛
儀
軌
』

由
此
印
密
言　
　

等
流
自
身
遍　

十
方
無
邊
界　
　

微
塵
刹
土
中

諸
佛
大
海
會　
　

咸
皆
有
自
身　

如
羯
磨
菩
薩　
　

於
一
一
尊
前

持
諸
供
養
具　
　

捨
身
奉
獻
事　

皆
蒙
受
加
持　
　

悔
喜
勸
請
向

依
普
賢
行
願　
　

瑜
伽
花
嚴
等　

即
結
跏
趺
坐　
　

全
半
或
輪
跏

皆
以
右
押
左　
　

端
身
定
支
節　

左
手
仰
跏
上　
　

仰
右
手
安
左

即
發
大
悲
心　
　

拔
濟
利
安
樂　

盡
無
餘
有
情　
　

以
此
性
成
就

菩
提
心
密
言　
　

隨
意
念
誦
之　

發
菩
提
勝
心12

『
底
哩
三
昧
耶
不
動
尊
威
怒
王
使
者
念
誦
法
』

次
結
前
三
昧
耶
、
頂
禮
諸
聖
衆
。
起
出
於
道
場
、
轉
讀
摩
訶
衍
花
嚴
等
經
典
、
任
意
自
經
行13

。



華厳教学と密教 -空海入唐以前の在唐密教祖師の動向から -

69

『
成
就
妙
法
蓮
華
經
王
瑜
伽
觀
智
儀
軌
』

加
持
已
訖
、
即
入
道
場
、
瞻
仰
尊
容
如
對
眞
佛
。
虔
恭
稽
首
至
心
運
想
、
想
禮
盡
虚
空
遍
法
界
一
切
諸
佛
及
諸
菩
薩
。
既
禮
拜

已
右
膝
著
地
、
合
掌
當
心
閉
目
專
意
、
誦
普
賢
行
願
一
遍
。
一
心
遍
緣
諸
佛
菩
薩
、
應
定
心
思
惟
普
賢
行
願
一
一
句
義
、
發
大

歡
喜
難
遭
之
想
。
即
跏
趺
坐
結
定
印
、
誦
如
来
壽
量
品
。
或
但
思
惟
品
中
妙
義
。
深
信
如
来
常
住
在
世
、
與
無
量
菩
薩
緣
覺
聲

聞
以
爲
眷
屬
、
處
靈
鷲
山
常
說
妙
法
、
深
信
不
疑14

。

則
結
三
昧
耶
印
、
置
於
頂
上
誦
眞
言
一
遍
、
奉
送
聖
會
。
雖
約
眞
言
門
儀
軌
奉
送
、
常
恒
思
惟
、
一
切
聖
衆
同
一
法
界
、
無
來

無
去
願
力
成
就
當
在
靈
鷲
山
中
。
則
起
遍
禮
一
切
諸
佛
菩
薩
、
右
膝
著
地
誦
普
賢
行
願
一
遍15

。

以
上
は
『
華
嚴
經
』
転
読
の
用
例
で
あ
る
が
、そ
も
そ
も
大
乘
経
典
の
転
読
を
指
示
す
る
箇
所
は
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
言
う
と
、「
大

乘
經
」「
摩
訶
衍
」
と
し
て
個
別
の
経
名
を
挙
げ
な
い
も
の
に
『
金
剛
頂
經
多
羅
菩
薩
念
誦
法
』16

、『
佛
頂
尊
勝
陀
羅
尼
念
誦
儀
軌
法
』17

、『
金

剛
頂
勝
初
瑜
伽
普
賢
菩
薩
念
誦
法
』18

、『
大
虚
空
藏
菩
薩
念
誦
法
』19

な
ど
が
有
り
、
個
別
に
経
名
を
挙
げ
る
も
の
で
『
大
集
經
』
を
指
示

す
る
『
金
剛
恐
怖
集
會
方
廣
軌
儀
觀
自
在
菩
薩
三
世
最
勝
心
明
王
經
』20

が
有
る
程
度
で
、
そ
も
そ
も
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
こ
の
点
を

踏
ま
え
な
が
ら
、先
の
用
例
を
概
観
し
て
み
る
と
、『
華
嚴
經
』
以
外
に
も
、併
せ
て
『
楞
伽
經
』『
大
般
若
經
』『
涅
槃
經
』『
理
趣
經
』『
普

賢
行
願
讃
』（「
瑜
伽
」
は
何
を
指
示
す
る
か
特
定
で
き
ず
）
等
が
挙
げ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
『
華
嚴
經
』（『
普
賢
行

願
讃
』
は
「
華
嚴
經
」
の
別
行
）
を
重
視
す
る
姿
勢
が
透
け
て
見
え
て
く
る
。

ま
た
、『
華
嚴
經
』の
転
読
は
行
法
次
第
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
は
い
る
が
、例
え
ば『
成
就
妙
法
蓮
華
經
王
瑜
伽
觀
智
儀
軌
』で
も「
誦
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普
賢
行
願
一
遍
、一
心
遍
縁
諸
佛
菩
薩
。應
定
心
思
惟
普
賢
行
願
一
一
句
義
、發
大
歡
喜
難
遭
之
想
。」21

と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は
単
な
る
形
式
的
な
読
誦
と
い
う
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
金
剛
頂
瑜
伽
略
述
三
十
七
尊
心
要
』
の

「
國
師
大
三
藏
和
上
、
於
含
暉
院
承
明
殿
大
道
場
、
頃
因
餘
暇
、
披
讀
梵
經
。」
云
々
と
の
件
に
よ
れ
ば
、
実
に
不
空
自
身
も
日
頃
よ
り

そ
れ
ら
の
経
の
義
理
を
十
分
に
玩
味
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
他
に
も
、『
大
唐
故
大
德
贈
司
空
大
辨
廣
智
不
空
三
藏
行
狀
』

に
は
「
誠
勗
門
人
、
毎
語
、
乃
普
賢
行
願
出
生
無
邊
門
經
、
勸
令
誦
持
、
再
三
歎
息
」22

と
有
り
、
弟
子
の
教
導
に
『
普
賢
行
願
讃
』
の

誦
持
を
勧
め
、そ
の
内
容
を
深
く
心
に
刻
み
つ
け
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。
こ
の
記
事
は
殊
に
、密
教
行
法
を
存
立
さ
せ
る
上
で
「
普

賢
行
願
」
が
極
め
て
肝
要
な
位
置
に
在
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
不
空
の
密
教
は
大
乗
経
典
の
中
で
も
『
華
嚴
經
』
か
ら
、
そ
の
中
で

も
特
別
「
普
賢
行
願
」
か
ら
思
想
的
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。

そ
れ
で
は
不
空
に
と
っ
て
「
普
賢
行
願
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
普
賢
行
願
」
と
い
う
用
語
は
、
密
教
経
軌
の
中
で
、
善
無
畏
訳
『
大
毘
盧
遮
那
成
佛
神
變
加
持
經
』23

、
一
行
記
『
大
毘
盧
遮
那
佛

眼
修
行
儀
軌
』24

を
除
く
と
、
そ
の
殆
ど
が
不
空
訳
出
の
経
軌
に
限
定
さ
れ
て
い
る25

。

A
『
大
乘
瑜
伽
金
剛
性
海
曼
殊
室
利
千
臂
千
鉢
大
教
王
經
』

a
是
時
則
師
子
勇
猛
菩
薩
摩
訶
薩
等
、
重
啓
如
来
而
白
世
尊
言
。
云
何
名
爲
十
方
大
士
菩
薩
。
如
來
告
師
子
勇
猛
。
如
是
十
方

十
大
士
菩
薩
、
往
昔
因
地
同
得
毘
盧
遮
那
如
來
一
切
諸
佛
十
大
慈
心
觀
。
是
故
普
賢
曼
殊
菩
薩
聖
性
道
力
加
持
、
而
相
助
護
神

通
感
應
。
未
知
此
二
大
士
菩
薩
殊
勝
道
力
云
何
感
應
。
則
是
時
釋
迦
牟
尼
世
尊
、
在
大
會
衆
中
、
重
告
師
子
勇
猛
菩
薩
等
。
如

是
十
方
十
大
士
菩
薩
、從
往
昔
因
地
之
時
、同
共
得
毘
盧
遮
那
修
大
慈
十
心
。
亦
修
證
普
賢
行
願
曼
殊
聖
性
道
力
神
通
自
在
聖
智
、

運
度
一
切
衆
生
。
是
故
感
應
。
是
時
則
得
一
切
諸
佛
助
護
毘
盧
遮
那
聖
性
感
會
。
爾
時
衆
中
一
切
菩
薩
摩
訶
薩
、一
切
有
情
衆
生
、
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同
修
行
普
賢
曼
殊
行
願
、
則
證
入
毘
盧
遮
那
如
來
十
大
慈
佛
心
觀
已26

。

b
亦
見
普
賢
菩
薩
神
通
自
在
化
現
之
相
。
亦
見
彼
一
切
佛
淨
土
一
切
如
來
神
變
神
通
及
諸
菩
薩
。
如
此
諸
佛
菩
薩
、
皆
與
毘
盧

遮
那
如
來
、
於
往
昔
時
同
種
善
根
、
修
菩
薩
道
行
普
賢
行
願
、
悉
已
寤
入
諸
佛
自
在
甚
深
解
脫
、
得
無
差
別
法
性
之
身
、
等
入

一
切
諸
佛
淨
土
聖
性
海
藏
而
依
所
住
。
皆
是
如
來
自
在
聖
力
。
聖
性
法
界
神
力
無
邊
、
功
德
無
量
不
可
思
議27

。

c
是
時
海
月
光
大
明
慧
大
士
菩
薩
摩
訶
薩
、
稽
首
頂
禮
如
來
足
。
承
佛
神
力
對
世
尊
前
、
入
一
切
諸
佛
毘
盧
遮
那
如
來
海
藏
身

性
三
昧
、
普
得
入
於
一
切
諸
佛
平
等
聖
性
普
賢
行
願
、
於
法
界
中
示
現
一
切
菩
薩
摩
訶
薩
眞
際
法
性
、
身
相
無
形
状
、
心
同
法

界
量
、
體
性
等
虚
空
、
得
同
如
來
法
身
性
海
、
五
眼
顯
照
一
切
諸
佛
大
願
大
行
無
盡
法
海
功
德
解
脫
門28

。

d
此
人
則
令
入
是
道
場
、
行
道
觀
行
六
時
禮
懺
、
大
方
等
佛
名
經
不
休
不
歇
。
阿
闍
黎
與
三
時
開
決
心
地
疑
網
、
行
道
禮
念
晝

夜
六
時
無
有
休
息
者
。
其
人
入
觀
七
日
一
食
、
得
證
曼
殊
大
智
普
賢
行
願29

。

B
『
大
雲
輪
請
雨
經
』

我
等
咸
皆
持
以
供
養
一
切
諸
佛
菩
薩
衆
海
。
無
量
無
數
不
可
思
議
不
可
宣
説
阿
僧
祇
數
無
有
間
斷
普
賢
行
願
色
身
雲
海
、
滿
虚

空
際
住
。
如
是
菩
薩
色
身
雲
海
、
以
一
切
寶
衆
光
明
色
一
切
日
月
身
宮
殿
道
場
雲
海
、
以
一
切
寶
鬘
雲
海
、
以
一
切
寶
光
明
藏

樓
閣
雲
海
、
以
一
切
末
香
樹
藏
雲
海
、
以
一
切
塗
香
燒
香
現
一
切
色
雲
海
、
以
一
切
撃
諸
音
樂
聲
雲
海
、
以
一
切
香
樹
雲
海
、

如
是
等
無
量
無
邊
不
可
思
議
不
可
宣
説
阿
僧
祇
數
、
如
是
一
切
供
養
雲
海
、
如
是
等
滿
虚
空
際
住
、
我
等
咸
皆
供
養
恭
敬
尊
重

禮
拜
一
切
諸
佛
菩
薩
衆
海30

。

C
『 

仁
王
護
國
般
若
波
羅
蜜
多
經
陀
羅
尼
念
誦
儀
軌
』
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a
謂
此
菩
薩
説
三
密
門
廣
明
行
願
。
若
有
諸
佛
不
修
三
密
門
、
不
依
普
賢
行
願
、
得
成
佛
者
無
有
是
處
。
若
成
佛
已
、
於
三
密

門
普
賢
行
願
、
有
休
息
者
無
有
是
處
。
故
歸
命
也31

。

b
從
前
諸
地
所
修
行
願
、
能
出
生
此
大
普
賢
地
。
即
十
地
後
等
覺
地
也
。
然
瑜
珈
中
、
從
凡
至
聖
總
爲
四
地
。
一
勝
解
行
地
、

通
目
地
前
。
二
普
賢
行
願
地
、
通
目
十
地
。
三
大
普
賢
地
、
即
等
覺
地
。
四
普
照
曜
地
、
即
成
正
覺
地32

。

D
『
仁
王
般
若
陀
羅
尼
釋
』

三
滿
多
者
是
普
義
。
跋
捺
囉
者
賢
義
。
野
字
者
聲
明
中
七
例
八
轉
聲
中
謂
聲
也
。
下
同
。
此
菩
薩
說
三
密
門
普
賢
行
願
。
一
切

諸
佛
若
不
修
三
密
門
、
不
行
普
賢
行
、
得
成
佛
者
無
有
是
處
。
既
成
佛
已
於
三
密
門
普
賢
行
休
息
者
、
亦
無
是
處33

。

E
『
成
就
妙
法
蓮
華
經
王
瑜
伽
觀
智
儀
軌
』

修
行
者
既
成
普
賢
菩
薩
大
印
身
已
、
又
結
普
賢
菩
薩
三
摩
地
印
、
應
修
普
賢
行
願
、
入
文
殊
師
利
菩
薩
般
若
波
羅
蜜
三
解
脱
門
。

所
謂
入
空
三
摩
地
、
運
心
遍
周
法
界
、
豁
然
無
有
一
法
可
得
。
於
須
臾
頃
澄
心
靜
慮
、
住
此
觀
門
。
由
入
此
三
摩
地
滅
除
一
切
見
。

爲
除
空
執
則
入
無
相
三
摩
地
、
於
須
臾
頃
住
此
觀
門
。
由
入
此
三
摩
地
滅
於
空
相
、
則
入
無
願
三
摩
地
、
於
眞
如
智
本
無
願
求
。

須
臾
之
間
住
此
觀
已
、
則
於
自
身
中
當
心
臆
間
、
觀
其
圓
明
可
一
肘
量
、
猶
如
秋
月
光
明
澄
淨
、
印
在
心
中
、
則
誦
普
賢
菩
薩

陀
羅
尼34

。

先
ず
A
『
大
乘
瑜
伽
金
剛
性
海
曼
殊
室
利
千
臂
千
鉢
大
教
王
經
』
に
注
目
し
て
み
る
な
ら
、
そ
の
a
と
d
か
ら
は
「
普
賢
行
願
」

が
文
殊
の
智
と
一
対
を
形
成
す
る
こ
と
（
E
『
成
就
妙
法
蓮
華
經
王
瑜
伽
觀
智
儀
軌
』
で
も
「
應
修
普
賢
行
願
、
入
文
殊
師
利
菩
薩
般
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若
波
羅
蜜
三
解
脱
門
」
と
す
る
）、
ま
た
b
と
c
か
ら
は
法
性
と
同
体
で
あ
る
と
の
性
格
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
B
『
大
雲
輪

請
雨
經
』、
或
い
は
E
『
成
就
妙
法
蓮
華
經
王
瑜
伽
觀
智
儀
軌
』
で
言
わ
れ
る
普
遍
的
性
格
も
、
こ
の
法
性
同
体
に
依
拠
し
た
内
容
と

し
て
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
更
に
C
『 

仁
王
護
國
般
若
波
羅
蜜
多
經
陀
羅
尼
念
誦
儀
軌
』
を
窺
う
と
、
a
で
は
「
三
密
門
を
修
さ
ず
、

普
賢
行
願
に
依
ら
な
い
な
ら
、
成
仏
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
い
、「
普
賢
行
願
」
は
「
三
密
門
」
と
並
び
、
究
極
の
目
的
で
あ

る
成
仏
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
因
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
三
密
門
」
と
「
普
賢
行
願
」
の
関
係
は
、
D
『
仁
王
般

若
陀
羅
尼
釋
』
の
「
此
菩
薩
説
三
密
門
普
賢
行
願
」、
或
い
は
「
既
成
佛
已
、
於
三
密
門
普
賢
行
休
息
者
、
亦
無
是
處
」
と
の
表
現
か

ら
す
る
と
、「
三
密
門
」
と
「
普
賢
行
願
」
は
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
こ
れ
は
別
個
の
両
者
が
段
階
的
に
修
行
さ
れ
る
と
解
す

る
よ
り
は
、
顕
教
の
華
厳
と
は
違
う
「
三
密
門
」
の
「
普
賢
行
願
」
を
含
意
す
る
も
の
と
理
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
b

に
注
目
す
る
と
、「
瑜
伽
中
」
と
断
り
書
き
を
し
た
上
で
、
凡
位
か
ら
聖
位
を
勝
解
行
地
（
地
前
）、
普
賢
行
願
地
（
十
地
）、
大
普
賢

地
（
等
覚
地
）、
普
照
曜
地
（
成
正
覚
地
）
の
四
地
に
分
け
、
入
初
地
以
後
の
展
開
を
普
賢
行
願
を
中
心
に
構
成
し
て
お
り
、
そ
の
位

地
に
於
け
る
行
法
を
「
三
密
門
」
と
し
て
捉
え
る
と
す
る
な
ら
、
先
の
理
解
に
齟
齬
は
無
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
三
密
門
」

は
「
普
賢
行
願
」
と
し
て
修
さ
れ
、「
三
密
門
」
の
性
格
は
「
普
賢
行
願
」
に
よ
り
理
念
化
が
計
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
「
普
賢
行
願
」
は
密
教
の
修
道
論
と
極
め
て
緊
密
な
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
先
に
見
た
通
り

こ
の
「
普
賢
行
願
」
を
不
空
自
身
が
極
め
て
重
視
し
た
態
度
に
在
る
と
す
る
な
ら
、
彼
の
密
教
理
解
の
基
層
を
為
す
重
要
な
概
念
と
言

え
、
他
の
経
軌
理
解
に
於
て
も
言
及
力
の
有
る
内
容
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、こ
の「
普
賢
行
願
」は
既
に
密
教
に
具
備
し
た
も
の
と
解
す
る
に
し
て
も
、極
め
て『
華
嚴
經
』に
親
し
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

「
普
賢
行
願
」
の
普
遍
性
に
つ
い
て
は
、『
華
嚴
經
』
で
始
終
繰
り
返
し
説
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
「
普
賢
三
昧
品
」
の

偈
頌
の
「
此
諸
菩
薩
獲
善
利　

見
佛
一
切
神
通
力　

修
餘
道
者
莫
能
知　

普
賢
行
人
方
得
悟　

衆
生
廣
大
無
有
邊　

如
來
一
切
皆
護
念
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轉
正
法
輸
靡
不
至　

毘
盧
遮
那
境
界
力　

一
切
刹
土
入
我
身　

所
住
諸
佛
亦
復
然　

汝
應
觀
我
諸
毛
孔　

我
今
示
汝
佛
境
界　

普
賢

行
願
無
邊
際　

我
已
修
行
得
具
足　

普
眼
境
界
廣
大
身　

是
佛
所
行
應
諦
聽35

」
や
、「
十
定
品
」
の
「
如
四
大
河
入
於
大
海
、
無
能
爲

碍
令
不
入
者
。
菩
薩
摩
訶
薩
亦
復
如
是
。
常
勤
修
習
普
賢
行
願
、
成
就
一
切
智
慧
光
明
、
住
於
一
切
佛
菩
提
法
、
入
如
來
智
、
無
有
障

碍
。
如
四
大
河
奔
流
入
海
、
經
於
累
劫
亦
無
疲
厭
。
菩
薩
摩
訶
薩
亦
復
如
是
。
以
普
賢
行
願
盡
未
來
劫
修
菩
薩
行
入
如
來
海
、
不
生
疲

厭
。」36

よ
り
端
的
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
普
賢
行
願
」
と
文
殊
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、『
華
嚴
經
』
の
中
で
直
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、澄
觀
の
『
三
聖
圓
融
觀
門
』

で
も
、直
ち
に
『
華
嚴
經
』
に
証
拠
を
求
め
ず
、他
経
を
援
用
し
な
が
ら
解
釈
学
的
に
普
賢
と
文
殊
の
一
対
の
関
係
性
を
証
明
し
て
い
る
。

然
二
聖
法
門
略
為
三
對
。
一
以
能
信
所
信
相
對
。
謂
普
賢
表
所
信
之
法
界
、
即
在
纏
如
來
藏
。
故
理
趣
般
若
云
、
一
切
衆
生
皆

如
來
藏
、
普
賢
菩
薩
自
體
遍
故
、
初
會
即
入
如
來
藏
身
三
昧
者
、
意
在
此
也
。
文
殊
表
能
信
之
心
。
佛
名
經
云
、
一
切
諸
佛
皆

因
文
殊
而
發
心
者
、
表
依
信
發
故
。
善
財
始
見
發
大
心
者
、
當
信
位
故
。
經
云
、
文
殊
菩
薩
出
生
一
切
菩
薩
、
無
休
息
故
。
然

信
但
有
信
、
而
未
能
見
及
所
信
所
證
無
二
理
故
、
無
初
普
賢
。
信
可
始
生
、
理
唯
極
見
故
、
文
殊
居
初
普
賢
居
後
。
二
以
解
行

相
對
。
普
賢
表
所
起
萬
行
。
上
下
諸
經
皆
言
普
賢
行
故
。
文
殊
表
能
起
之
解
。
通
解
事
理
窮
方
便
故
。
慈
氏
云
、
汝
先
得
見
諸

善
知
識
、
聞
菩
薩
行
、
入
解
脫
門
、
皆
是
文
殊
威
神
力
故
。
又
云
、
文
殊
常
為
一
切
菩
薩
師
故
。
又
云
、
文
殊
師
利
心
念
力
故
。

三
以
理
智
相
對
。
普
賢
表
所
證
法
界
。
即
出
纏
如
來
藏
。
善
財
童
子
入
其
身
故
。
又
云
、
得
究
竟
三
世
平
等
身
故
、
一
毛
廣
大

即
無
邊
者
、
稱
法
性
故
、
普
賢
身
相
如
虛
空
故
。
又
見
普
賢
即
得
智
波
羅
蜜
者
、
明
依
於
理
而
發
智
故
。
文
殊
表
能
證
大
智
。

本
所
事
佛
名
不
動
智
故
。
慈
氏
云
、
文
殊
師
利
常
為
無
量
百
千
億
那
由
他
諸
佛
母
故
。
文
殊
於
諸
經
中
、
所
說
法
門
多
顯
般
若

旨
故
。
又
云
、
從
文
殊
師
利
智
慧
大
海
所
出
生
故
。
見
後
文
殊
方
見
普
賢
、
顯
其
有
智
方
證
理
故
。
是
以
古
德
銘
後
文
殊
、
為

智
照
無
二
相
、
不
視
身
相
者
、
表
極
智
甚
深
心
境
兩
已
信
解
雙
絕
故
。
又
理
開
體
用
、
智
分
權
實
故
、
以
文
殊
二
智
、
證
普
賢
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體
用37

。

こ
こ
で
は
、普
賢
と
文
殊
を
そ
れ
ぞ
れ
、「
一
以
能
信
所
信
相
對
」「
二
以
解
行
相
對
」「
三
以
理
智
相
對
」の
対
で
捉
え
解
釈
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
内
、
第
二
の
「
解
行
相
對
」
は
、「
普
賢
行
」
と
「
解
」
の
関
係
性
で
捉
え
る
も
の
で38

、
先
の
不
空
の
言
う
両
者
の
関
係
性

に
極
め
て
相
似
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
澄
觀
に
よ
る
解
釈
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
さ
し
く
中
国
の
華
厳
教
学
上
の
解
釈
と

も
判
定
し
得
る
が
、
そ
こ
で
は
更
に
続
け
て
「
古
德
親
問
三
藏
。
言
有
經
說
、
未
傳
此
方
。
又
此
一
門
亦
表
定
慧
。
理
本
寂
故
。
智
即

慧
故
。
亦
表
體
用
。
普
賢
理
寂
以
為
心
體
。
文
殊
智
照
為
大
用
故
。」39

と
も
述
べ
て
お
り
、
先
の
解
釈
が
既
に
イ
ン
ド
に
於
て
成
立
し

て
い
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
た
め
、
不
空
の
受
け
た
影
響
を
中
国
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
両
者
の
内
容
は

極
め
て
酷
似
し
て
お
り
、
華
厳
と
密
教
を
引
き
付
け
る
素
地
と
し
て
の
性
格
を
、
そ
こ
に
見
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

続
け
て
「
普
賢
行
願
」
を
機
軸
と
し
た
行
位
論
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
「
瑜
伽
中
」
と
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、『
瑜

伽
師
地
論
』
の
中
に
そ
の
根
拠
を
求
め
て
み
て
も
、
僅
か
に
「
勝
解
行
地
」
の
語
が
見
出
さ
れ
る
の
み
で
、
そ
の
行
位
を
四
位
に
分
け

る
こ
と
も
、「
普
賢
行
願
」
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
も
な
い
た
め
、
先
の
「
瑜
伽
」
は
『
瑜
伽
師
地
論
』
を
指
示
す
る
も
の
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
澄
觀
の
『
大
方
廣
佛
華
嚴
經
疏
』40

で
は
、行
位
を
四
位
に
分
け
る
も
の
と
し
て
『
攝
大
乘
論
』
を
挙
げ
て
、「
勝
解
行
地
」

を
十
信
乃
至
地
前
に
相
当
さ
せ
て
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
『
攝
大
乘
論
』
で
は
、「
勝
解
行
地
」
に
続
い
て
、後
の
三
位
と
し
て
見
道
・

修
道
・
究
竟
道
を
挙
げ
、
先
に
不
空
の
言
う
行
位
と
は
一
致
せ
ず
、
直
ち
に
両
者
の
関
係
性
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
仮
に
従

来
説
の
四
位
説
を
利
用
し
つ
つ
、
地
前
の
「
勝
解
行
地
」
の
上
に
「
普
賢
行
願
」
を
設
け
た
と
す
る
な
ら
、
原
義
以
上
に
「
普
賢
行
願
」

が
強
調
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
密
教
独
自
の
解
釈
と
も
評
価
で
き
る
た
め
、
先
の
「
瑜
伽
」
は
「
瑜
伽
教
」
の
意
と
し
て
解
す
る
の
が
適

当
な
の
で
あ
ろ
う
。（
そ
も
そ
も
、従
来
説
に
依
る
こ
と
な
く
、密
教
が
独
自
に
設
定
し
た
行
位
で
あ
る
な
ら
、な
お
さ
ら「
瑜
伽
」は「
瑜

伽
教
」
と
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
）
こ
の
場
合
、「
勝
解
行
地
」
の
み
が
僅
か
に
他
の
典
籍
と
共
通
す
る
の
み
と
い
う
こ
と
か
ら
し
た
ら
、
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密
教
を
特
徴
づ
け
る
内
容
が
実
に
極
め
て
華
厳
的
で
あ
る
と
い
う
点
に
寧
ろ
着
目
す
べ
き
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
華
厳
重
視
の
姿
勢
は
不
空
の
翻
訳
活
動
か
ら
し
て
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。

不
空
は
三
大
翻
訳
僧
の
一
人
に
数
え
ら
れ
、
遥
か
に
他
を
圧
倒
す
る
分
量
の
経
典
が
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
不
空
の
功
績
は
、
新
た

に
金
剛
頂
系
密
教
経
典
を
大
量
に
持
ち
込
ん
だ
こ
と
に
在
り
、
そ
の
翻
訳
は
密
教
経
軌
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
中
に
は

い
く
つ
か
の
顕
教
経
典
も
、
ま
た
同
時
に
含
ま
れ
て
い
る
。

『
仁
王
護
國
般
若
波
羅
蜜
多
經
』（
鳩
摩
羅
什
訳
『
仁
王
般
若
波
羅
蜜
經
』
再
訳
）

『
大
聖
文
殊
師
利
菩
薩
佛
刹
功
德
莊
嚴
經
』（『
大
寶
積
經
』
第
十
五
文
殊
師
利
授
記
會
再
訳
）

『
大
集
大
虛
空
藏
菩
薩
所
問
經
』（
聖
堅
訳
『
虚
空
藏
所
問
經
』
再
訳
）

『
文
殊
問
經
字
母
品
第
十
四
』（
僧
伽
婆
羅
訳
『
文
殊
師
利
問
經
』
再
訳
）

『
大
方
廣
如
來
藏
經
』（
佛
陀
跋
陀
羅
訳 『
大
方
等
如
來
藏
經
』
再
訳
）

『
大
乘
莊
嚴
經
』（
地
婆
訶
羅
訳
『
大
乘
密
嚴
經
』
再
訳
）

『
慈
氏
菩
薩
所
說
大
乘
緣
生
稲
幹
喩
經
』（
支
謙
訳
『
了
本
生
死
經
』・
失
訳
『
佛
說
稲
芋
經
』
再
訳
）

『
普
賢
菩
薩
行
願
讃
』（『
華
嚴
經
』
普
賢
行
願
品
再
訳
）

『
大
方
廣
佛
華
嚴
經
入
法
界
品
四
十
二
字
觀
門
』（『
華
嚴
經
』
四
十
二
字
門
再
訳
）

こ
れ
ら
の
内
、
そ
の
殆
ど
が
新
た
に
将
来
さ
れ
た
経
典
で
は
な
く
、
再
訳
・
異
訳
の
類
い
と
い
う
の
が
一
つ
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

試
み
に
上
掲
の
翻
訳
を
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
異
訳
と
つ
き
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
多
少
の
異
同
が
散
見
さ
れ
る
も
の
の
、
大
き
く
改
変
さ
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れ
た
痕
跡
は
基
本
的
に
認
め
ら
れ
な
い41

。
し
か
し
、
そ
の
中
で
も
『
普
賢
菩
薩
行
願
讃
』
や
『
大
方
廣
佛
華
嚴
經
入
法
界
品
四
十
二
字

觀
門
』
は
例
外
的
で
、
明
ら
か
に
異
訳
の
体
裁
を
保
ち
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
密
教
化
の
改
変
を
受
け
て
い
る
。

『
普
賢
菩
薩
行
願
讃
』
で
は
『
華
嚴
經
』
普
賢
行
願
品
末
の
偈
頌42

に
続
け
て
『
八
大
菩
薩
曼
荼
羅
經
』
末
の
「
八
大
菩
薩
讃
」
を
付
し
、

末
尾
に
「
速
疾
滿
普
賢
行
願
陀
羅
尼
曰
。　

襄
麼
悉
底
哩
也(

四
合)

地
尾(

二
合)

迦(

引)

南(

二)

怛
佗(

引)

孽　

哆
南(

二)

唵(

引
三)

阿(
引)
戌
嚩
囉
尾
擬
儞
娑
嚩(

二
合
引)

訶　

(

引
四)　

每
日
誦
普
賢
菩
薩
行
願
讚
後
、
即
誦
此
真
言
纔
誦
一
遍
、
普
賢

行
願
悉
皆
圓
滿
。、三
摩
地
人
速
得
三
昧
現
前
、福
德
智
慧
二
種
莊
嚴
、獲
堅
固
法
速
疾
成
就
。」43

が
附
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、『
華

嚴
經
』
で
言
う
「
普
賢
行
願
」
は
密
教
的
な
性
格
の
も
の
へ
と
転
換
が
は
か
ら
れ
た
と
了
解
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
極
め
て
奇
妙
で

あ
る
の
は
、普
賢
菩
薩
は
八
大
菩
薩
の
一
人
に
数
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、直
接
に
文
脈
上
の
繋
が
り
が
得
ら
れ
な
い
「
八
大
菩
薩
讃
」
が
、

何
故
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

行
願
品
末
の
頌
で
は
、
題
目
の
通
り
普
賢
行
願
、
殊
に
大
願
廻
向
の
無
尽
自
在
な
る
様
子
を
画
き
出
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
普

賢
菩
薩
摩
訶
薩
欲
重
宣
此
義
、
普
觀
十
方
而
說
偈
言
」44

と
あ
り
、
そ
の
た
め
偈
頌
は
一
人
称
で
語
ら
れ
る
と
い
う
形
式
を
有
す
る
。
一

方
『
普
賢
菩
薩
行
願
讃
』
で
は
先
の
普
賢
菩
薩
の
発
言
と
は
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
偈
頌
は
そ
の
ま
ま
一
人
称
で
語
ら
れ
て
い
る
。
不
空
の
密

教
で
は
『
普
賢
菩
薩
行
願
讃
』
は
そ
の
読
誦
が
主
た
る
用
途
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
末
尾
に
「
速
疾
滿
普
賢
行
願
陀
羅
尼
」
を
誦
す
る
こ

と
で
、「
普
賢
行
願
悉
皆
圓
滿
」
が
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
読
者
た
る
行
人
に
一
人
称
と
し
て
誦
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
文
章
と

も
解
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
行
願
品
末
の
偈
頌
を
眺
め
て
み
る
と
、
そ
れ
は
澄
觀
の
科
文45

の
如
く
「
禮
敬
諸
佛
」「
稱

讃
諸
佛
」「
供
養
如
來
」「
懺
悔
惡
業
」「
隨
喜
功
德
」「
請
轉
法
輪
」「
請
佛
住
世
」「
隨
佛
學
」「
隨
衆
生
」「
廻
向
行
」
の
十
門
が
主
内

容
と
な
っ
て
お
り
、
行
者
が
一
人
称
で
誦
持
す
る
限
り
、
儀
礼
次
第
（
マ
ニ
ュ
ア
ル
）
の
性
格
を
帯
び
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
、「
八

大
菩
薩
讃
」
の
挿
入
は
、
そ
の
直
後
に
仏
並
び
に
八
大
菩
薩
へ
の
讃
歎
と
敬
礼
が
引
き
続
き
な
さ
れ
、
最
後
に
「
速
疾
滿
普
賢
行
願
陀
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羅
尼
」
に
よ
り
普
賢
行
願
の
成
就
を
期
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
一
種
の
密
教
行
法
に
資
す
る
結
構
を
帯
び
た
翻
訳
と
し
て
『
普

賢
菩
薩
行
願
讃
』
が
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
疑
わ
れ
て
く
る46

。

ま
た
一
方
の
『
大
方
廣
佛
華
嚴
經
入
法
界
品
四
十
二
字
觀
門
』
は
、「
又
善
男
子
如
是
字
門
、
是
能
悟
入
法
空
邊
際
。」47

以
下
の
部

分
が
他
の
諸
訳
に
見
つ
か
ら
な
い
他
は
、
冒
頭
の
五
文
字
が
文
殊
五
字
真
言
に
改
変
さ
れ
る
程
度
で
、
こ
れ
自
体
に
極
端
な
密
教
化
が

施
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
付
随
す
る
『
大
方
廣
佛
花
嚴
經
入
法
界
品
頓
證
毘
盧
遮
那
法
身
字
輪
瑜
伽
儀
軌
』
を
併
せ
て

考
え
る
な
ら
、
華
厳
の
四
十
二
字
は
明
ら
か
に
密
教
の
字
輪
へ
と
変
換
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、『
華
嚴
經
』
の
訳
経
は
他
の
大
乘
経
典
と
は
異
な
り
、
著
し
く
密
教
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
が
、

他
に
も
こ
れ
に
類
す
る
形
で
、
密
教
へ
の
変
換
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
に
『
仁
王
護
国
般
若
波
羅
蜜
多
經
』
が
有
る
。
こ
れ
に
は
『
仁

王
護
国
般
若
波
羅
蜜
多
経
陀
羅
尼
念
誦
儀
軌
』『
仁
王
般
若
念
誦
法
』『
仁
王
般
若
陀
羅
尼
釋
』
が
併
せ
て
翻
訳
さ
れ
て
お
り
、
密
教
化

の
指
向
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
本
経
を
再
訳
し
な
い
ま
で
も
、『
法
華
經
』
の
場
合
は
『
成
就
妙
法
蓮
華
経
王
瑜
伽
観
智
儀
軌
』『
法
華
曼

荼
羅
威
儀
形
色
法
經
』
が
訳
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
同
様
に
密
教
化
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
れ
ら
顕
教
経
典
の
密
教
化
の
傾
向
は
、
護
国
経
典
と
一
乗
円
教
の
密
教
へ
の
取
り
込
み
と
い
う
形
で
要
約
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
顕
教
典
籍
の
密
教
化
は
、
密
教
の
側
か
ら
の
、
特
定
の
顕
教
経
典
に
対
す
る
積
極
的
評
価
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
密

教
化
が
已
に
イ
ン
ド
に
於
て
成
立
し
て
い
た
と
し
て
も
、
あ
ま
り
に
中
国
の
国
情
に
契
う48

と
い
う
意
味
か
ら
は
、
そ
こ
に
不
空
の
積
極

的
な
関
与
を
前
提
と
し
て
考
え
る
必
要
が
有
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
『
華
嚴
經
』
を
殊
に
重
視
す
る
態
度
（
不
空
は
円
教
を
重
視
し
た
と
も
言
い
う
る
が
、
や
は
り
「
普
賢
行
願
」
重
視
の

態
度
を
鑑
み
る
な
ら
、
円
教
の
中
で
も
『
華
嚴
經
』
を
一
義
的
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
）
を
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
不
空
に
当
時
の

仏
教
界
の
動
向
に
対
す
る
意
識
が
働
い
た
と
す
る
な
ら
、
華
厳
教
学
で
強
調
さ
れ
る
『
華
嚴
經
』
の
優
位
性
に
対
し
て
も
注
意
が
向
け
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ら
れ
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
実
際
、
以
後
の
密
教
人
師
ら
に
は
、
華
厳
円
教
に
最
高
の
境
地
と
さ
れ
る
事
事
無
礙
の
影
響
が
顕
著

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
事
無
礙
は
普
賢
境
界
に
相
当
す
る
教
説
で
も
あ
る
た
め
、
普
賢
行
願
を
重
視
し
た
不

空
に
も
果
た
し
て
こ
れ
と
同
様
の
傾
向
が
認
め
う
る
か
に
つ
い
て
も
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

密
教
に
対
す
る
華
厳
の
影
響
を
計
る
上
で
、
事
事
無
礙
の
影
響
の
存
否
は
最
も
確
実
な
基
準
と
し
て
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
事
事
無

礙
は
澄
觀
に
よ
り
体
系
化
さ
れ
た
四
法
界
説
の
中
で
、
華
厳
円
教
に
不
共
な
境
地
と
さ
れ
る
も
の
で
、
賢
首
大
師
法
蔵
よ
り
以
後
、
円

教
を
最
高
と
す
る
教
判
論
の
最
も
重
要
な
根
拠
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
不
空
に
こ
の
事
事
無
礙
の
要
素
の
存
否
を
問
う

こ
と
に
し
た
い
が
、
こ
の
「
事
事
無
礙
」
と
い
う
用
語
は
澄
觀
華
厳
に
於
て
成
立
す
る
も
の
で
、
そ
の
用
語
そ
の
も
の
を
不
空
の
訳
経

に
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
先
ず
、
事
事
無
礙
の
譬
喩
と
し
て
頻
出
す
る
「
因
陀
羅
網
」（
こ
れ
は
譬
喩
の
範
囲
を
越

え
「
因
陀
羅
網
法
界
」
と
も
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、「
法
」
と
不
可
分
な
「
譬
喩
」
と
さ
え
言
い
う
る
。）
に
着
目
し
考
察
を
進
め
て
み

る
こ
と
に
し
よ
う
。

事
事
無
礙
の
要
素
を
探
る
上
で
こ
の
「
因
陀
羅
網
」
の
表
現
を
求
め
て
み
る
と
、
不
空
訳
密
教
典
籍
に
は
以
下
の
二
例49

が
見
出
さ

れ
る
。『

聖
賀
野
紇
哩
縛
大
威
怒
王
立
成
大
神
驗
供
養
念
誦
儀
軌
法
品
』

所
謂
煩
惱
障
所
知
障
。
證
得
一
切
法
如
幻
如
陽
焔
如
夢
如
影
像
如
谷
響
如
光
影
如
水
月
如
變
化
如
因
陀
羅
網
如
虚
空
、
不
久
滿

足
十
地
住
法
雲
地
、
爲
大
法
師50

。

『
佛
説
一
切
諸
如
来
心
光
明
加
持
普
賢
菩
薩
延
命
金
剛
最
勝
陀
羅
尼
經
』
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爾
時
世
尊
於
心
轉
光
明
召
集
十
方
世
界
恒
河
沙
諸
佛
、
滿
虚
空
中
、
各
放
光
明
如
因
陀
羅
網
、
以
光
明
照
觸
普
賢
菩
薩
令
宣
説

金
剛
壽
命
經51

。

翻
訳
と
い
う
性
格
上
、
原
典
に
「
因
陀
羅
網
」
に
相
当
す
る
語
が
無
け
れ
ば
、
強
引
に
付
会
し
な
い
限
り
、
そ
の
語
は
登
場
す
る

こ
と
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
何
れ
に
せ
よ
、「
因
陀
羅
網
」
と
の
表
現
は
殆
ど
見
受
け
ら
れ
ず
、
そ
の
内
容
も
華
厳
教
学
と
の
関

係
を
求
め
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
事
事
無
礙
の
様
相
・
作
用
を
語
る
上
で
重
要
な
タ
ー
ム
で
あ
る
「
互
相
渉
入
」
に
つ
い
て
は
「
金
剛
頂
」
系
の

翻
訳
に
集
中
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。

A
『
金
剛
頂
一
切
如
来
眞
實
攝
大
乘
現
證
大
教
王
經
』

a
時
婆
伽
梵
大
毘
盧
遮
那
如
來
、
常
住
一
切
虚
空
一
切
如
來
身
口
心
金
剛
、
一
切
如
來
互
相
渉
入
。
一
切
金
剛
界
覺
悟
智
薩

埵
、
一
切
虚
空
界
微
塵
金
剛
加
持
所
生
智
藏
、
一
切
如
來
無
邊
故
、
大
金
剛
智
灌
頂
寶
一
切
虚
空
舒
遍
眞
如
智
爲
現
證
三
菩
提
、

一
切
如
來
自
身
性
清
淨
故
、
自
性
清
淨
一
切
法
遍
一
切
虚
空
、
能
現
一
切
色
智
盡
無
餘
、
調
伏
有
情
界
行
最
勝
、
一
切
如
來

不
空
作
教
令
故
、
一
切
平
等
無
上
巧
智52

。

B
『
金
剛
頂
經
瑜
伽
十
八
會
指
歸
』

a
第
十
四
會
名
如
來
三
昧
耶
眞
實
瑜
伽
。
此
經
中
普
賢
菩
薩
十
六
大
菩
薩
、
四
攝
成
一
身
、
說
四
種
曼
荼
羅
四
印
、
廣
說
五
部
、

互
圓
融
、
如
來
部
即
金
剛
、
蓮
花
部
即
寶
部
、
互
相
渉
入
、
法
界
即
眞
如
、
般
若
即
實
際
、
於
假
施
設
有
異
、
於
本
即
一
體
。
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次
普
賢
後
諸
菩
薩
及
外
金
剛
部
、
各
各
説
本
眞
言
本
曼
荼
羅
本
印
契53

。

b
瑜
伽
教
十
八
會
、
或
四
千
頌
或
五
千
頌
或
七
千
頌
、
都
成
十
萬
頌
、
具
五
部
四
種
曼
荼
羅
四
印
、
具
三
十
七
尊
、
一
一
部

具
三
十
七
、
乃
至
一
尊
成
三
十
七
、
亦
具
四
曼
荼
羅
四
印
、
互
相
渉
入
、
如
帝
釋
網
珠
光
明
交
映
展
轉
無
限
。
修
行
者
善
達

此
瑜
伽
中
大
意
、
如
遍
照
佛
、
一
一
身
分
、
一
一
毛
孔
、
一
一
相
、
一
一
随
形
好
、
一
一
福
徳
資
糧
、
一
一
智
慧
資
糧
、
住

於
果
位54

。

C
『
佛
説
一
切
如
来
眞
實
攝
大
乘
現
證
三
昧
大
教
王
經
』

a
是
時
遍
一
切
虚
空
界
、
互
相
渉
入
一
切
如
來
身
語
心
大
金
剛
界
。
以
一
切
如
來
加
持
力
、
混
入
薩
埵
金
剛
中
。
時
諸
如
來

乃
爲
具
德
一
切
義
成
大
菩
薩
、
立
祕
密
名
號
金
剛
界
。
即
以
金
剛
大
灌
頂
法
而
爲
灌
頂55

。

b
復
從
金
剛
光
明
門
、
出
現
一
切
世
界
極
微
塵
量
等
如
來
像
、
遍
滿
法
界
互
相
渉
入
、
究
竟
一
切
盡
虚
空
界
、
普
遍
一
切
世

界
雲
海
、
具
足
一
切
如
來
平
等
智
通
、
發
生
一
切
如
來
大
菩
提
心
、
成
辧
普
賢
種
種
勝
行
、
承
事
一
切
如
來
、
往
菩
提
場
摧

諸
魔
軍
、
證
成
一
切
如
來
平
等
無
上
大
菩
提
果
、
轉
正
法
輪
、
於
普
盡
無
餘
諸
有
情
界
、
廣
作
一
切
拔
濟
利
樂
、
成
就
一
切

如
來
三
昧
智
通
最
上
悉
地
、
示
現
一
切
如
來
神
通
游
戲
。
以
普
賢
性
於
金
剛
薩
埵
三
摩
地
妙
堅
牢
故
、
合
爲
一
體
。
從
是
出

生
普
賢
大
菩
薩
身56

。

c
爾
時
世
尊
大
毘
盧
遮
那
如
來
、
復
入
一
切
如
來
供
養
廣
大
儀
軌
普
盡
法
界
舒
遍
羯
磨
三
昧
金
剛
三
摩
地
。
於
是
三
摩
地
中

從
一
切
如
來
心
、
出
現
具
德
金
剛
手
菩
薩
摩
訶
薩
、
普
盡
法
界
舒
遍
一
切
虚
空
界
互
相
渉
入
故
、
即
成
一
切
衆
妙
供
養
莊
嚴

廣
大
儀
軌
流
遍
雲
海
一
切
賢
聖57

。

d
爾
時
世
尊
大
毘
盧
遮
那
如
來
、
以
一
切
如
來
所
加
持
故
、
卽
入
一
切
如
來
大
方
便
智
金
剛
三
摩
地
。
於
是
三
摩
地
中
、
彼
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一
切
如
來
、
普
盡
虚
空
界
如
微
塵
量
、
舒
遍
一
切
互
相
渉
入
、
乃
至
須
彌
山
頂
、
及
彼
金
剛
摩
尼
寶
峰
大
樓
閣
中58

。

こ
の
表
現
は
、
翻
訳
密
教
典
籍
全
体
を
見
回
し
て
み
て
も
、
さ
ほ
ど
用
例
の
無
い
表
現
で
あ
る
。
不
空
訳
の
他
に
「
互
相
渉
入
」

を
用
い
る
も
の
と
し
て
は
以
下
の
二
例
が
見
受
け
ら
れ
る
程
度
に
す
ぎ
な
い
。

般
剌
蜜
帝
訳
『
大
佛
頂
如
来
密
因
修
證
了
義
諸
菩
薩
萬
行
首
楞
厳
經
』

世
界
如
來
互
相
渉
入
得
無
罣
礙
、
名
無
盡
功
德
藏
迴
向59

。

菩
提
流
志
訳
『
一
字
佛
頂
輪
王
經
』

眞
珠
羅
網
妙
香
花
纓
周
匝
垂
覆
。
其
諸
寶
中
出
種
種
光
、
互
相
交
映60

。

以
上
の
よ
う
に
見
る
な
ら
、
華
厳
教
学
で
言
う
よ
う
な
事
事
無
礙
の
理
論
を
踏
ま
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
未
知
数
で
は
あ
る
も

の
の
、「
互
相
渉
入
」
は
既
に
金
剛
頂
系
の
密
教
の
内
側
に
認
め
ら
れ
、
し
か
も
密
教
典
籍
全
体
の
中
か
ら
す
る
と
頻
出
し
て
い
る
と

は
言
え
ず
、
不
空
の
訳
経
上
の
特
徴
と
し
て
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
B
『
金
剛
頂
經
瑜
伽
十
八
會
指
歸
』
に
つ

い
て
は
、
そ
の
b
に
て
「
互
相
渉
入
。
如
帝
釋
網
珠
光
明
交
映
展
轉
無
限
。」
と
あ
り
、
確
実
に
『
華
嚴
經
』
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る

も
の
と
了
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う61

。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
、少
な
く
と
も
不
空
自
身
の
理
解
と
し
て
、金
剛
頂
系
経
典
に
頻
出
す
る
「
互

相
渉
入
」
は
相
当
に
華
厳
的
色
彩
を
帯
び
て
い
た
も
の
と
考
え
て
宜
し
い
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
不
空
の
段
階
か
ら
し
て
、
華
厳
教
学
と
の
連
絡
を
可
能
に
す
る
素
地
が
既
に
形
成
さ
れ
て
い
る
と
も
見

做
し
得
る
が
、
以
上
の
範
囲
で
は
厳
密
に
は
あ
く
ま
で
「
経
」
と
い
う
レ
ベ
ル
の
こ
と
で
あ
り
、
中
国
で
独
自
に
発
展
し
た
華
厳
教
学
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と
の
接
点
を
直
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
果
た
し
て
不
空
は
華
厳
教
学
と
無
関
係
で
有
り
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
大
方
廣
佛
華
嚴
經
隨
疏
演
義
鈔
』（
以
下『
演
義
鈔
』）に
は「
疏
亦
有
傳
云
者
、即
興
善
三
藏
譯
。
余
親
問
三
藏
有
同
此
説
。」62

と
あ
り
、

澄
觀
は
不
空
と
接
触
し
た
痕
跡
が
有
る
。
そ
こ
で
は
文
殊
菩
薩
に
関
す
る
問
題
を
不
空
に
問
う
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
澄
觀

の
密
教
の
参
照
は
文
殊
菩
薩
の
理
解
に
留
ま
ら
ず
、
他
に
も
『
演
義
鈔
』
で
は
次
の
如
く
「
三
十
七
尊
の
出
生
と
華
厳
の
海
印
三
昧
の

同
質
性
」
を
主
張
し
て
い
る
。

且
如
總
持
教
中
亦
説
、
三
十
七
尊
皆
是
遮
那
一
佛
所
現
。
謂
毘
盧
遮
那
如
來
内
心
證
自
受
用
成
於
五
智
、
從
四
智
流
四
方
如
來
。

謂
大
圓
鏡
智
流
出
東
方
阿
閦
如
來
。
平
等
性
智
流
出
南
方
寶
生
如
來
。
妙
觀
察
智
流
出
西
方
無
量
壽
如
來
。
成
所
作
智
流
出

北
方
不
空
成
就
如
來
。
法
界
清
淨
智
即
自
當
毘
盧
遮
那
如
來
。
言
三
十
七
者
、
五
方
如
來
各
有
四
大
菩
薩
、
在
於
左
右
、
復
成

二
十
。
謂
中
方
毘
盧
遮
那
如
來
四
大
菩
薩
者
、
一
金
剛
波
羅
蜜
菩
薩
、
二
寶
波
羅
蜜
菩
薩
、
三
法
波
羅
蜜
菩
薩
、
四
羯
磨
波
羅

蜜
菩
薩
。
東
方
阿
閦
如
來
四
菩
薩
者
、
一
金
剛
薩
埵
菩
薩
、
二
金
剛
王
菩
薩
、
三
金
剛
愛
菩
薩
、
四
金
剛
善
哉
菩
薩
。
南
方
寶

生
如
來
四
菩
薩
者
、
一
金
剛
寶
、
二
金
剛
威
光
、
三
金
剛
幢
、
四
金
剛
笑
。
西
方
無
量
壽
如
來
、
亦
名
觀
自
在
王
如
來
、
四
菩

薩
者
、
一
金
剛
法
、
二
金
剛
利
、
三
金
剛
因
、
四
金
剛
語
。
北
方
不
空
成
就
如
來
四
菩
薩
者
、
一
金
剛
業
、
二
金
剛
法
、
三
金

剛
藥
叉
、
四
金
剛
拳
。
已
上
總
有
二
十
五
也
。
及
四
攝
八
供
養
故
、
三
十
七
。
言
四
攝
者
、
即
鉤
索
鎖
鈴
。
八
供
養
者
、
即
香

華
燈
塗
戲
鬘
歌
舞
。
皆
上
有
金
剛
、
下
有
菩
薩
。
然
此
三
十
七
尊
各
有
種
子
、
皆
是
本
師
智
用
流
出
。
與
今
經
中
海
印
頓
現
大

意
同
也63

。

こ
こ
で
は
、直
接
に
『
金
剛
頂
經
』
か
ら
の
引
用
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、三
十
七
尊
の
出
生
に
つ
い
て
の
要
約
が
示
さ
れ
て
い
る
。

『
金
剛
頂
經
』
本
文
を
参
照
し
て
み
る
に
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
方
位
の
配
置
、
眷
属
の
接
属
関
係
、
出
生
の
過
程
な
ど
に
齟
齬
は
無
い
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
三
十
七
尊
は
毘
盧
遮
那
如
来
自
内
証
智
よ
り
流
出
し
た
も
の
と
評
し
、
そ
れ
が
『
華
嚴
經
』
の
中
の
「
海
印
頓
現
」
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と
同
質
の
も
の
と
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
不
空
訳
の
「
金
剛
頂
經
」
と
『
華
嚴
經
』
と
の
関
係
性
を
示
し
、
華
厳
の
四
十
二
字
門
を
『
華
嚴
四
十
二
字
觀
門
』
に
置

き
換
え
て
解
釈
す
る
な
ど
、
極
め
て
不
空
に
親
和
的
態
度
に
出
て
い
る
。
こ
の
内
、
三
十
七
尊
の
出
生
と
海
印
三
昧
の
同
質
性
に
つ
い

て
は
、『
十
八
會
指
歸
』
に
も
B-

b
の
記
述
が
あ
り
、
三
十
七
尊
を
巡
っ
て
華
厳
の
「
互
相
渉
入
」
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、

先
の
澄
觀
の
見
解
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
、
確
実
に
不
空
の
段
階
で
、
密
教
は
『
華
嚴
經
』
に
対
し
て
極
め
て
高
い
親
和
性
を
保
ち
、
更
に
思
想
的

に
も
取
り
込
も
う
と
し
て
い
る
痕
跡
が
濃
厚
に
見
て
取
れ
る
。
し
か
し
、
不
空
自
身
が
華
厳
教
学
で
言
う
よ
う
な
事
事
無
礙
の
理
論
を

展
開
し
た
記
述
が
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
華
厳
教
学
を
ど
れ
ほ
ど
密
教
に
反
映
さ
せ
た
か
に
つ
い
て
は
明
瞭
で
は
な
い
が
、
澄
觀
と
の
接

触
、
ま
た
彼
に
与
え
た
影
響
の
程
度
を
考
え
る
な
ら
、
経
の
み
で
な
く
、
華
厳
教
学
へ
の
顧
慮
は
な
さ
れ
て
い
て
当
然
と
考
え
る
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
金
剛
頂
經
大
瑜
伽
祕
密
心
地
法
門
義
訣
』
の
思
想

以
上
に
て
、
金
剛
智
と
不
空
に
華
厳
の
接
点
を
求
め
て
み
た
が
、
訳
経
を
通
し
て
華
厳
に
対
す
る
二
師
の
親
和
的
態
度
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
態
度
は
金
剛
智
か
ら
不
空
に
か
け
て
共
通
す
る
態
度
と
言
え
、
既
に
中
国
の
華
厳
教
学
を
受
け
入
れ
る
素
地
は

十
分
に
用
意
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
い
っ
た
態
度
を
『
金
剛
頂
經
大
瑜
伽
祕
密
心
地
法
門
義
訣
』
に
求
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。「
不
空
記
」

と
さ
れ
る
当
書
は
、
金
剛
智
の
口
述
を
不
空
が
記
録
し
た
も
の
で
、
両
師
何
れ
の
思
想
に
属
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
明
瞭
に
決
す
る
こ



華厳教学と密教 -空海入唐以前の在唐密教祖師の動向から -

85

と
は
で
き
な
い
ま
で
も
、
中
国
に
於
け
る
金
剛
頂
系
密
教
の
華
厳
に
対
す
る
親
和
性
を
確
認
す
る
上
で
、
翻
訳
さ
れ
た
経
軌
以
上
に
重

要
な
資
料
と
目
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
言
え
る
。
以
下
、
本
論
で
は
当
書
と
華
厳
の
関
係
に
つ
い
て
些
か
考
察
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
し

よ
う
。

『
金
剛
頂
經
大
瑜
伽
祕
密
心
地
法
門
義
訣
』
は
文
中
で
「
此
地
梵
網
經
兩
卷
從
此
經
中
出
淺
略
之
行
相
也
」64

と
述
べ
て
い
る
通
り
、『
梵

網
經
』
と
広
略
の
関
係
に
在
る
と
し
て
、
両
者
の
関
係
は
緊
密
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
梵
網
經
』
の
引
用
箇
所
は
四
ヶ
所

の
み
で
、
そ
れ
も
極
め
て
簡
潔
な
引
用
に
留
ま
り
、
必
ず
し
も
彼
の
経
に
対
し
て
思
想
的
に
全
く
依
存
し
て
い
る
よ
う
に
は
到
底
見
え

な
い
。

そ
こ
で
『
華
嚴
經
』
の
引
用
を
窺
っ
て
み
る
な
ら
、端
的
に
「
廣
讚
菩
提
心
如
華
嚴
等
」65

と
あ
る
よ
う
に
、『
華
嚴
經
』
は
「
菩
提
心
」

を
中
心
に
援
用
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
「
菩
提
心
」
に
つ
い
て
『
金
剛
頂
經
大
瑜
伽
祕
密
心
地
法
門
義
訣
』
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

經
云
爾
時
普
賢
至
請
教
示
等
、此
第
三
現
請
也
。
釋
曰
。
謂
普
賢
菩
薩
住
佛
心
中
得
佛
加
持
。
佛
加
持
故
從
心
出
現
、住
月
輪
中
。

月
輪
者
菩
提
心
相
也
。
表
以
菩
提
心
即
為
法
界
故
。
即
一
切
有
情
普
賢
菩
提
心
之
所
攝
持
、
為
諸
有
情
請
佛
教
示
也
。
普
賢
授

教
一
切
有
情
亦
復
如
是66

。

こ
こ
で
は
「
菩
提
心
」
は
「
月
輪
」
の
姿
に
描
か
れ
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
で
法
界
で
あ
る
と
も
さ
れ
、
殊
に
「
普
賢
菩
提
心
」
と

の
表
現
か
ら
、「
遍
一
切
處
」
の
菩
薩
、
普
賢
菩
薩
と
の
関
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
經
云
為
衆
多
月
輪
至
菩
提
心
已
、
此
第

二
顯
本
也
。
釋
曰
。
謂
菩
提
心
者
萬
德
之
源
衆
行
之
本
。
是
故
如
來
先
顯
心
相
。
清
淨
圓
滿
猶
如
月
輪
、
即
大
菩
提
相
也
。
以
此
心
相

遍
有
情
處
、
諸
有
情
類
數
乃
無
量
故
曰
衆
多
」67

と
有
り
、「
菩
提
心
」
は
万
徳
・
衆
行
の
根
本
、
且
つ
先
の
「
月
輪
」
の
相
と
は
「
大

菩
提
之
相
」
の
こ
と
だ
と
言
う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
こ
の
「
菩
提
心
」
が
顕
教
で
言
う
如
来
蔵
思
想
と
同
様
の
構
造
を
有
し
て
い
る
こ
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と
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
「
如
是
有
情
亦
名
為
佛
亦
不
名
佛
。
功
德
智
慧
未
明
顯
故
。
亦
名
普
賢
亦
非
普
賢
。
隨
分
行
願
未
淳

醲
故
。
名
為
有
情
亦
非
有
情
。
如
來
藏
性
生
缺
減
故
」68

、
或
い
は
「
此
普
賢
菩
薩
現
住
佛
心
者
有
二
意
。
一
表
知
普
賢
即
是
毘
盧
遮
那
。

二
令
諸
有
情
覺
知
自
身
不
離
佛
心
。
如
是
覺
已
當
作
此
念
、
云
何
我
等
於
佛
心
中
造
種
種
惡
業
。」69

と
の
一
文
か
ら
し
て
示
唆
的
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
菩
提
心
」
の
有
様
を
『
華
嚴
經
』
で
は
讃
歎
し
て
い
る
の
だ
と
言
う
わ
け
で
あ
る
が
、
華
厳
教
学
に
も
『
金
剛
頂

經
大
瑜
伽
祕
密
心
地
法
門
義
訣
』
の
よ
う
な
「
菩
提
心
」
の
教
理
的
解
釈
が
窺
え
る
。
例
え
ば
法
藏
の
『
華
嚴
經
探
玄
記
』
で
は
「
九

法
界
因
果
分
相
顯
示
中
、
亦
有
十
義
五
門
。
一
無
等
境
即
理
實
法
界
、
此
有
二
位
。
一
是
出
纏
最
淨
法
界
。
二
是
在
纏
性
淨
法
界
。
此

二
為
所
信
所
證
故
。
二
無
等
心
、
此
亦
二
義
。
一
大
菩
提
心
為
普
賢
行
所
依
本
故
。
二
信
悲
智
等
隨
行
起
故
。
三
無
等
行
、
此
亦
二
義
。

一
差
別
行
各
別
修
故
。
二
普
賢
行
一
即
一
切
故
。
四
無
等
位
、
此
亦
二
義
。
一
行
布
差
別
位
比
證
不
同
故
。
二
圓
融
相
攝
位
一
位
即
具

一
切
位
故
。
五
無
等
果
、
此
亦
二
義
。
一
修
生
果
、
二
修
顯
果
。
此
五
門
十
義
通
收
此
經
一
部
略
盡
。
是
故
具
以
為
宗
。
義
亦
備
矣
。」70

と
述
べ
、
普
賢
行
の
所
依
と
し
て
「
大
菩
提
心
」
を
位
置
付
け
て
お
り
、
一
経
の
宗
旨
と
し
て
重
視
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
ま
た
同

書
で
は
「
初
中
即
是
佛
故
者
、
有
人
釋
、
或
云
因
中
說
果
、
或
云
解
同
佛
境
、
或
云
約
理
平
等
。
若
約
三
乘
教
亦
得
如
上
說
。
今
尋
上

下
文
、
約
一
乘
圓
教
始
終
相
攝
、
圓
融
無
礙
、
得
始
即
是
終
、
窮
終
方
原
始
。
一
由
陀
羅
尼
門
緣
起
相
攝
故
。
二
由
普
賢
菩
提
心
遍
該

六
位
故
、
即
因
是
果
也
。
三
由
法
性
無
始
終
故
、
發
心
入
始
即
正
是
終
故
也
。
是
故
上
文
云
初
發
心
時
便
成
正
覺
具
足
慧
身
不
由
他
悟
、

此
之
謂
也
。」71

と
も
言
い
、
こ
の
内
一
乗
円
教
の
理
解
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
、
第
二
と
第
三
の
根
拠
は
先
の
『
金
剛
頂
經
大
瑜
伽
祕
密

心
地
法
門
義
訣
』
に
極
め
て
親
し
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
、『
金
剛
頂
經
大
瑜
伽
祕
密
心
地
法
門
義
訣
』
は
華
厳
教
学
と
直
接
に
交
渉
を
有
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も

見
え
る
が
、
早
急
に
か
よ
う
な
決
断
を
下
す
な
ら
、
些
か
早
計
の
謗
り
を
免
れ
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
仮
に
『
金
剛
頂
經
大
瑜
伽
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祕
密
心
地
法
門
義
訣
』
が
法
藏
の
華
厳
教
学
を
参
照
し
た
と
す
る
な
ら
、
何
故
に
華
厳
教
学
で
優
位
と
自
任
す
る
「
円
融
無
礙
」
の
理

論
、
殊
に
事
と
理
の
関
係
性
を
越
え
、
事
と
事
の
関
係
に
於
て
語
ら
れ
る
「
円
融
無
礙
」
を
大
々
的
に
導
入
す
る
こ
と
が
躊
躇
わ
れ
た

の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。

実
際
、『
金
剛
頂
經
大
瑜
伽
祕
密
心
地
法
門
義
訣
』
の
思
想
を
窺
う
な
ら
、
そ
こ
で
は
如
来
蔵
思
想
が
常
に
基
調
と
な
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
こ
の
こ
と
は
先
の
「
菩
提
心
」
の
構
造
か
ら
し
て
そ
の
よ
う
に
言
い
う
る
の
で
あ
る
が
、
他
に
も
例
え
ば
「
初
頌
云
自

他
欲
清
淨
者
、
經
云
、
行
者
欲
自
未
清
淨
及
真
言
乃
至
亦
自
性
清
淨
等
。
釋
曰
。
長
行
經
可
解
其
義
。
祕
密
義
者
、
先
以
思
惟
佛
功
德

身
清
淨
境
性
、
即
了
一
切
諸
法
自
性
清
淨
、
了
一
切
法
自
性
清
淨
、
故
此
一
切
清
淨
法
性
入
我
身
中
、
我
同
法
性
。
是
故
清
淨(

餘
可

知)

。」72

と
言
い
、
自
己
の
本
質
に
目
覚
め
、
本
質
へ
の
回
帰
が
指
向
さ
れ
て
い
る
。（
こ
の
こ
と
は
よ
く
「
還
源
」
と
い
う
表
現
で
、

た
び
た
び
主
張
さ
れ
て
い
る
。）
し
か
も
、
こ
の
こ
と
を
指
し
て
「
祕
密
義
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
如
来
蔵
思
想
的
構
想
が

彼
の
思
想
的
核
心
に
位
置
す
る
も
の
と
も
判
ぜ
ら
れ
、
そ
こ
に
事
事
無
礙
の
要
素
を
積
極
的
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

小
結

こ
の
思
想
的
傾
向
か
ら
す
る
と
、
不
空
は
未
だ
華
厳
教
学
を
踏
ま
え
た
段
階
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
澄
觀
と

の
接
触
、ま
た
後
の
諸
師
の
華
厳
教
学
援
用
の
状
況
か
ら
、仮
に
不
空
が
華
厳
教
学
を
理
解
し
て
い
た
と
考
え
る
な
ら
、華
厳
不
共
の「
事

の
融
通
」
の
理
論
を
採
用
せ
ず
、
寧
ろ
華
厳
教
学
で
理
事
無
礙
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
如
来
蔵
思
想
の
枠
組
み
に
終
始
し
て
い
る73

こ
と

は
極
め
て
奇
妙
な
こ
と
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
不
空
が
華
厳
教
学
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
先
ず
確
実
で
、
且
つ

そ
れ
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度
を
取
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
内
容
を
密
に
摂
取
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
と
理
解
さ
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れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
華
厳
教
学
の
動
向
と
完
全
に
無
関
係
で
あ
る
か
と
言
う
と
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
断
言
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
仮
に
そ
の
影
響
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
華
厳
教
学
不
共
の
教
理
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
こ
と
を

こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
論
で
は
そ
れ
故
、
中
国
華
厳
に
特
化
さ
れ
る
よ
う
な
影
響
を
認
め
ら
れ
な
い
と
、
こ
こ

で
一
応
に
結
論
づ
け
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

３
不
空
訳
場
に
参
じ
た
諸
師
の
密
教
観

こ
れ
ま
で
の
検
討
の
結
果
、
不
空
は
既
に
『
華
嚴
經
』
を
高
く
評
価
し
、
殊
に
「
普
賢
行
願
」
を
積
極
的
に
応
用
し
て
い
る
様
子

が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
華
厳
に
対
す
る
評
価
は
、必
ず
し
も
中
国
華
厳
に
対
す
る
そ
れ
で
あ
る
と
は
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

恐
ら
く
は
印
度
由
来
の
も
の
と
し
て
多
分
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
不
空
に
印
度
の
華
厳
と
中
国
の
華
厳
を
明
確
に
峻
別

す
る
よ
う
な
態
度
が
見
ら
れ
な
い
限
り
、
両
者
の
連
続
性
は
当
然
前
提
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
、
彼
の
態
度
は
、

実
に
以
後
の
中
国
密
教
に
於
け
る
華
厳
摂
取
の
先
鞭
を
つ
け
た
も
の
と
も
捉
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
こ
れ
よ
り
以
下
に
て
、
不
空
訳
場
に
参
じ
た
諸
師
の
論
書
に
各
々
の
密
教
観
を
求
め
、
併
せ
て
華
厳
と
の
関
係
が
如
何
に

想
定
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
概
観
し
、
不
空
以
後
の
展
開
の
方
向
性
を
考
え
る
一
助
に
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
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不
空
訳
場
に
参
加
し
た
僧
た
ち

不
空
の
訳
場
に
は
ど
の
よ
う
な
人
物
達
が
集
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
例
え
ば
『
代
宗
朝
贈
司
空
大
辨
正
廣

智
三
藏
和
上
表
制
集
』（
以
下
『
表
制
集
』）
の
「
請
再
譯
仁
王
經　

制
書
一
首
」
に
「
仁
王
經
望
依
梵
匣
再
譯
舊
文　

右
興
善
寺
三
藏

沙
門
不
空
奏
。
伏
以
、
如
来
妙
旨
惠
矜
生
靈
、
仁
王
寶
經
義
崇
護
國
。
前
代
所
譯
理
未
融
通
。
潤
色
微
言
事
歸
明
聖
。
伏
惟
、
寶
應
元

聖
文
武
皇
帝
陛
下
、
叡
文
啓
運
、
濬
哲
乘
時
、
弘
闡
眞
言
、
宣
揚
像
教
、
皇
風
遠
振
、
佛
日
再
明
、
毎
爲
黎
元
俾
開
講
誦
其
仁
王
經
。

望
依
梵
匣
再
譯
舊
文
。
貝
葉
之
言
永
無
漏
略
、
金
口
所
説
更
益
詳
明
。
仍
請
僧
懷
感
、
飛
錫
、
子

、
建
宗
、
歸
性
、
義
嵩
、
道
液
、

良
賁
、
潛
眞
、
慧
靈
、
法
崇
、
超
悟
、
慧
靜
、
圓
寂
、
道
林
等
、
於
内
道
場
所
翻
譯
。
福
資
聖
代
澤
及
含
靈
、
寇
濫
永
清
寰
區
允
穆
。

傳
之
曠
劫
救
護
實
深
」74

と
あ
り
、『
仁
王
經
』
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、
正
確
に
人
物
を
特
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
内
、

良
賁
・
飛
錫
・
潛
眞
・
法
崇
ら
に
は
著
述
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
些
か
そ
の
思
想
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

良
賁

良
賁
は
代
宗
の
菩
薩
戒
師
に
な
る
な
ど
、
朝
廷
に
近
し
い
立
場
に
在
っ
た75

。
彼
の
『
仁
王
護
國
般
若
波
羅
蜜
多
經
疏
』
も
勅
撰
と

い
う
性
格
を
持
ち76

、
当
時
に
在
っ
て
は
そ
の
影
響
力
は
多
大
な
も
の
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る77

。
こ
の
新
訳
『
仁
王
經
』
は
勅
命
に
よ

る
不
空
の
翻
訳
で
あ
り78

、
訳
場
に
参
じ
た
良
賁
が
こ
れ
に
註
疏
を
つ
け
、
更
に
は
目
錄
へ
の
註
疏
の
採
録
は
不
空
の
口
添
え
に
よ
る
も

の79

と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
良
賁
は
密
教
伝
授
の
法
流
上
か
ら
は
殆
ど
注
視
さ
れ
な
い
ま
で
も
、
不
空
と
の
関
係
が
相
当
に
濃
密
で
あ

っ
た
こ
と
は
決
し
て
想
像
に
難
く
な
い
。
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良
賁
は
『
仁
王
經
』
解
釈
の
場
面
で
、
密
教
の
知
見
を
導
入
し
解
釈
す
る
場
面
が
有
る80

。
そ
の
中
の
一
つ
で
は
「
普
賢
行
願
」
が

同
時
に
示
さ
れ
て
は
い
る
が
、「
從
此
第
二
明
歸
僧
寶
。
經
。
娜
莫
阿
哩
野
三
滿
多
跋
捺
囉
野
冐
地
薩
怛
嚩
野
摩
賀
薩
怛
嚩
野
摩
賀
迦

嚕

迦
野
。　

解
曰
。
娜
莫
如
前
。
阿
哩
野
者
、
此
云
聖
者
。
三
滿
多
者
、
此
云
普
、
亦
云
遍
、
亦
云
等
也
。
跋
捺
囉
者
、
此
云
賢
也
。

言
野
字
者
、
依
聲
明
法
、
八
轉
聲
中
第
四
為
聲
。
為
彼
作
禮
故
名
為
也
。
下
諸
野
字
皆
准
知
也
。
謂
此
菩
薩
說
三
密
門
廣
明
行
願
。
若

有
諸
佛
不
修
三
密
門
、
不
依
普
賢
行
願
、
得
成
佛
者
無
有
是
處
。
若
成
佛
已
、
於
三
密
門
普
賢
行
願
有
休
息
者
、
亦
無
是
處
、
故
歸
命

也
。」81

と
述
べ
、「
普
賢
行
願
」
を
「
三
密
門
」
と
の
関
連
に
於
て
言
及
し
て
お
り
、
こ
の
場
合
の
「
普
賢
行
願
」
は
華
厳
か
ら
直
接
に

齎
さ
れ
た
と
解
す
る
よ
り
は
、不
空
の
重
視
し
た
密
教
的
「
普
賢
行
願
」
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
。
但
し
不
空
の
言
う
「
普
賢
行
願
」

が
元
よ
り
華
厳
と
親
和
的
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
て
、
良
賁
は
『
仁
王
經
』
を
一
乗
と
見
做
し82

、
そ
の
下
で
法
相
と
法
性
の
調
停
に
つ
と
め83

、
両
者
の
存
立
意
義
を
等
し
く
認
め

る
融
和
的
態
度
を
取
っ
て
い
る
。
実
際
、良
賁
は
法
相
宗
の
三
時
教
判
を
直
ち
に
退
け
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、「
如
彼
經
中
說
非
空
有
、

為
第
三
時
。
如
華
嚴
等
。
理
實
而
言
、華
嚴
、十
地
、金
光
明
等
、具
明
大
乘
非
空
非
有
治
斷
行
位
三
賢
十
地
、故
為
第
三
。
此
經
亦
然
。

豈
為
第
二
。
又
彼
據
漸
次
可
云
第
二
。
此
約
頓
悟
故
云
第
三
。
進
退
皎
然
豈
違
教
也
。」84

と
し
て
、『
仁
王
經
』
を
唯
だ
第
二
時
と
だ
け

す
る
従
来
釈
を
退
け
、
第
三
時
と
も
し
う
る
と
解
す
る
の
が
適
当
と
し
、
あ
く
ま
で
三
時
教
判
の
枠
組
み
の
中
で
『
仁
王
經
』
を
高
位

に
位
置
付
け
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
そ
の
際
、
良
賁
は
『
華
嚴
經
』
ま
で
も
第
三
時
と
認
め
、
特
に
他
の
円
教
で
提
唱
さ
れ
た
教
判
論

を
顧
慮
す
る
様
子
も
無
い
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
華
厳
教
学
か
ら
の
影
響
を
想
定
し
う
る
可
能
性
は
殆
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
実
際
、
本
文

中
に
は
多
数
の
引
用
が
『
華
嚴
經
』
か
ら
な
さ
れ
、
他
に
も
中
国
華
厳
の
教
学
に
特
徴
的
な
法
界
観
を
想
起
さ
せ
る
記
述
も
い
く
つ
か

散
見
さ
れ
な
が
ら85

、
そ
こ
に
は
中
国
華
厳
に
特
異
な
縁
起
論
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
華
厳
第
三
祖
に
当
る
法
藏

の
著
作
に
『
大
乘
起
信
論
義
記
』
が
知
ら
れ
る
が
、
良
賁
は
こ
れ
を
全
く
用
い
る
こ
と
な
く
、
か
え
っ
て
元
暁
の
『
海
東
疏
』
を
参
照
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す
る
な
ど86

、
彼
の
華
厳
解
釈
が
中
国
華
厳
に
直
結
し
て
い
る
よ
う
に
は
到
底
解
し
え
な
い
。

以
上
の
結
果
、
良
賁
は
密
教
を
顕
教
経
典
解
釈
に
応
用
す
る
態
度
に
在
る
が
、
そ
の
元
々
の
解
釈
に
中
国
華
厳
を
反
映
す
る
こ
と

を
し
て
お
ら
ず
、
先
の
「
普
賢
行
願
」
も
不
空
三
蔵
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
良
賁
に
於
て
は
、
中
国
華
厳
と
密
教
の

直
接
的
な
結
合
は
認
め
ら
れ
な
い
と
判
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

飛
錫

飛
錫
は
も
と
も
と
天
台
の
学
流
に
在
る
人
物
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
実
践
も
法
華
懺
法
を
は
じ
め
と
す
る
天
台
止
観
法
門
を
専

修
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る87

。
そ
の
後
、
不
空
の
訳
場
に
て
「
筆
受
潤
文
」
の
役
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は

詳
し
く
知
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
不
空
と
の
接
触
以
後
は
、『
表
制
集
』
所
収
の
「
唐
贈
司
空
大
興
善
寺
大
辨
正
廣
智
不
空
三
藏
和
上

影
贊
」
に
て
「
灌
頂
弟
子
」
と
自
署
し
て
い
る88

こ
と
か
ら
、
密
教
の
伝
授
を
受
け
、
且
つ
不
空
の
弟
子
を
自
認
し
て
い
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。
ま
た
不
空
三
蔵
の
碑
文
を
担
当
し89

、
他
に
も
恵
朗
、
恵
果
ら
と
い
っ
た
高
名
な
諸
弟
子
に
交
じ
り
、『
表
制
集
』
に
は
飛
錫

の
上
表
も
併
せ
て
採
録
さ
れ
て
い
る
な
ど90

、
伝
授
・
付
法
の
法
流
に
直
截
に
関
る
こ
と
が
無
い
ま
で
も
、
不
空
と
相
当
に
親
し
い
間
柄

が
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。

さ
て
、
飛
錫
に
は
『
念
仏
三
昧
寶
王
論
』
が
残
さ
れ
て
お
り
、
些
か
彼
の
思
想
の
傾
向
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
の
書
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
念
仏
は
過
去
仏
・
現
在
仏
に
対
す
る
念
仏
に
過
ぎ
ず
、
未
来
仏
に
対
す
る
念
仏
を
欠
い
て
い
た

の
だ
と
い
う91

。
こ
の
未
来
仏
と
は
一
切
衆
生
即
未
来
仏
と
す
る
も
の
で
、
明
ら
か
に
如
来
蔵
思
想
を
理
論
的
背
景
に
有
し
て
い
る92

。
つ

ま
り
未
来
仏
の
念
仏
と
は
如
来
蔵
の
観
法
に
他
な
ら
な
い
と
も
解
し
う
る
が
、『
法
華
經
』
の
常
不
軽
の
行
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
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い
る93

こ
と
か
ら
す
る
と
、菩
薩
の
利
他
行
の
実
践
ま
で
も
含
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、「
念
仏
」
は
「
真

無
念
」、「
往
生
」
は
「
真
無
生
」
と
し
、
禅
観
の
性
格
が
一
層
濃
厚
で
あ
る94

こ
と
か
ら
す
る
と
、
観
法
と
し
て
の
性
格
を
一
義
的
に
見

る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
観
法
を
華
厳
の
法
界
観
の
観
点
か
ら
評
価
す
る
な
ら
、
そ
の
如
来
蔵
観
と
し
て
の
性
格
か
ら
理
事
無
礙

観
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
文
中
の
「
即
事
之
理
」「
即
理
之
事
」95

と
の
表
現
か
ら
し
て
も
明
瞭
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
飛
錫
自
身
は
あ
る
程
度
、
華
厳
の
法
界
観
を
踏
ま
え
て
い
た
と
考
え
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
理
事
無
礙
観
ま
で
の
こ

と
で
、
そ
こ
に
事
事
無
礙
が
活
用
さ
れ
る
よ
う
な
痕
跡
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

飛
錫
は
更
に
こ
の
未
来
仏
念
仏
を
積
極
的
に
密
教
と
の
関
わ
り
か
ら
言
及
す
る
。
彼
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
自
ら
の
主
張
す
る
未
来

仏
念
仏
は
は
か
ら
ず
も
瑜
伽
真
言
の
深
妙
観
門
と
会
す
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
う96

。
つ
ま
り
、
空
海
以
後
に
な
る
と
華
厳
最
高
の
観
門

た
る
事
事
無
礙
が
密
教
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
飛
錫
の
そ
れ
は
一
段
前
段
階
に
留
ま
る
も
の
と
も
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

潛
眞

潛
眞
は
伝
授
・
付
法
の
法
流
に
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、『
大
唐
貞
元
續
開
元
釋
教
錄
』
に
「
親
奉
三
藏
和
上
示
以

祕
教
、
入
曼
茶
羅
、
登
灌
頂
壇
、
受
成
佛
印
、
仰
諮
密
要
」97

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
如
何
な
る
伝
授
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
明
瞭
で
な

い
も
の
の
、
密
教
の
人
師
と
し
て
の
顔
を
持
つ
人
物
と
考
え
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。『
宋
高
僧
傳
』
は
そ
れ
に
加
え
て
「
關
內
河
東
代

歷
四
朝
闡
揚
妙
旨
弟
子
繁
多
。
加
復
綱
紀
興
善
保
壽
二
處
伽
藍
。」98

と
も
述
べ
て
お
り
、
し
か
も
教
団
組
織
に
深
く
関
る
位
置
さ
え
想

定
さ
れ
て
く
る
。
実
際
、
不
空
翻
訳
の
『
大
聖
文
殊
師
利
菩
薩
佛
刹
功
德
莊
嚴
經
』
の
註
疏
を
任
さ
れ
て
い
る99

と
な
れ
ば
、
そ
の
信
任

の
具
合
が
推
察
さ
れ
、
先
の
予
想
に
齟
齬
は
無
か
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
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潛
眞
の
著
作
に
は
彼
の
経
疏
以
外
に
も
、『
發
菩
提
心
義
』
と
『
發
菩
提
心
戒
』100

の
二
部
の
存
在
が
知
ら
れ
る
が
、
主
著
た
る
経
疏

は
既
に
散
逸
し
、
僅
か
に
『
菩
提
心
義
』
一
巻
が
現
存
す
る
の
み
で
あ
る
。

『
菩
提
心
義
』を
一
読
し
て
み
る
と
、そ
の
冒
頭「
初
釋
名
義
者
、梵
云
菩
提
、此
翻
名
覺
。衆
生
迷
覆
名
為
不
覺
。今
遇
善
友
開
發
無
明
。

省
除
迷
覆
、
求
覺
之
心
、
名
菩
提
心
。
發
求
菩
提
之
心
名
菩
提
心
。
依
主
釋
也
。
若
悟
名
覺
、
迷
為
不
覺
。
譬
如
迷
人
依
方
故
迷
。
衆

生
爾
耳
。
依
覺
故
迷
。
若
離
於
覺
則
無
不
覺
。
猶
是
言
之
。
菩
提
與
心
不
得
為
二
。
菩
提
與
心
、相
違
釋
也
。」101

の
箇
所
か
ら
、潛
眞
の「
菩

提
心
」
理
解
は
如
来
蔵
思
想
を
基
盤
に
し
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
見
て
取
れ
る
。
特
に
「
譬
如
迷
人
依
方
故
迷
。」
な
る
表
現
は
『
大

乘
起
信
論
』（
以
下
『
起
信
論
』）
の
「
猶
如
迷
人
謂
東
為
西
方
實
不
轉
。
衆
生
亦
爾
。
無
明
迷
故
謂
心
為
動
而
實
不
動
。
若
知
動
心
即

不
生
滅
、
即
得
入
於
真
如
之
門
。」102

の
借
用
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
、
続
け
て
「
依
覺
故
迷
。
若
離
於
覺
則
無
不
覺
。」
な
る
部
分

は
『
起
信
論
』
の
「
始
覺
者
、謂
依
本
覺
有
不
覺
、依
不
覺
說
有
始
覺
。」103

、或
い
は
こ
れ
を
受
け
て
法
藏
が
『
大
乘
起
信
論
義
記
』
で
「
此

中
大
意
明
本
覺
成
不
覺
。
不
覺
成
始
覺
。
始
覺
同
本
覺
。
同
本
覺
故
則
無
不
覺
。
無
不
覺
故
則
無
始
覺
。
無
始
覺
故
則
無
本
覺
。
無
本

覺
故
平
等
平
等
離
言
絕
慮
。
是
故
佛
果
圓
融
蕭
焉
無
寄
。
尚
無
始
本
之
殊
。」104

と
す
る
解
釈
と
同
様
の
理
解
が
示
さ
れ
て
お
り
、
如
来

蔵
思
想
の
中
で
も
殊
に
『
起
信
論
』
に
理
論
的
基
盤
が
存
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る105

。

こ
の
こ
と
を
評
し
て
、『
密
教
大
辞
典
』
で
は
顕
教
の
菩
提
心
を
言
う
の
み
と
断
定
し106

、密
教
の
性
格
を
一
切
認
め
な
い
態
度
に
あ
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
不
空
の
『
金
剛
頂
瑜
伽
中
發
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
心
論
』
で
も
、「
第
三
言
三
摩
地
者
、
真
言
行
人
如
是
觀
已
、

云
何
能
證
無
上
菩
提
。
當
知
、
法
爾
應
住
普
賢
大
菩
提
心
。
一
切
衆
生
本
有
薩
埵
、
為
貪
瞋
癡
煩
惱
之
所
縛
故
、
諸
佛
大
悲
、
以
善
巧

智
、
說
此
甚
深
祕
密
瑜
伽
、
令
修
行
者
於
內
心
中
觀
白
月
輪
。
由
作
此
觀
、
見
本
心
湛
然
清
淨
。
猶
如
滿
月
光
遍
虛
空
無
所
分
別
。
亦

名
覺
了
、
亦
名
淨
法
界
、
亦
名
實
相
般
若
波
羅
蜜
海
。
能
含
種
種
無
量
珍
寶
三
摩
地
、
猶
如
滿
月
潔
白
分
明
。
何
者
。
為
一
切
有
情
悉

含
普
賢
之
心
。
我
見
自
心
形
如
月
輪
。
何
故
以
月
輪
為
喩
。
謂
滿
月
圓
明
體
、
則
與
菩
提
心
相
類
。」107

と
し
つ
つ
、「
觀
十
方
含
識
猶
如
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己
身
。
所
言
利
益
者
、
謂
勸
發
一
切
有
情
悉
令
安
住
無
上
菩
提
、
終
不
以
二
乘
之
法
而
令
得
度
。
真
言
行
人
、
知
一
切
有
情
皆
含
如
來

藏
性
皆
堪
安
住
無
上
菩
提
。
是
故
不
以
二
乘
之
法
而
令
得
度
。
故
華
嚴
經
云
、
無
一
衆
生
而
不
具
有
如
來
智
慧
。
但
以
妄
想
顛
倒
執
著

而
不
證
得
。
若
離
妄
想
。
一
切
智
、
自
然
智
、
無
礙
智
、
則
得
現
前
。
所
言
安
樂
者
、
謂
行
人
、
即
知
一
切
衆
生
畢
竟
成
佛
故
、
不
敢

輕
慢
。」108

と
述
べ
て
お
り
、
基
本
的
に
如
来
蔵
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
密
教
的
色
彩
が
些
か
反
映
し
て
い
る
に

せ
よ
、
そ
の
理
論
的
構
造
は
如
来
蔵
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
で
は
全
く
な
い
。
そ
れ
故
、『
菩
提
心
義
』
の
菩
提
心
が
仮
に
顕
教
の
そ

れ
と
い
う
体
裁
を
取
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
も
そ
も
密
教
の
菩
提
心
と
て
、
教
理
的
に
は
同
様
に
如
来
蔵
思
想
に
基
づ

き
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、必
ず
し
も『
菩
提
心
義
』が
顕
教
の
菩
提
心
に
限
っ
て
企
図
さ
れ
た
と
は
即
断
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

逆
に
密
教
に
関
る
人
師
が
、
密
教
と
明
確
に
峻
別
し
な
が
ら
、
顕
教
の
菩
提
心
に
限
っ
て
論
述
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
不
自
然
で
あ
る

し
、
実
際
『
菩
提
心
義
』
で
は
菩
提
心
の
行
願
に
つ
い
て
『
毘
盧
遮
那
疏
』109

を
援
用
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
密
教
典
籍
が
顕
教
と
同
列

に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
な
れ
ば
、
密
教
を
『
起
信
論
』
思
想
に
近
接
す
る
も
の
と
捉
え
た
と
想
定
す
る
方
が
、
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
。

『
大
唐
貞
元
續
開
元
釋
教
錄
』
で
は
「
親
奉
三
藏
和
上
示
以
祕
教
」110

と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、不
空
に
類
す
る
書
が
有
り
な
が
ら
、

自
ら
の
「
菩
提
心
」
解
釈
を
顕
教
に
だ
け
限
定
し
よ
う
と
い
う
の
は
、
些
か
不
自
然
な
こ
と
だ
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
、『
菩
提
心
義
』
は
密
教
に
従
来
よ
り
見
ら
れ
た
如
来
蔵
思
想
を
踏
ま
え
、
そ
こ
に
『
起
信
論
』
思
想

を
新
た
に
持
ち
込
ん
だ
点
に
新
味
が
有
る
と
も
評
し
う
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
中
国
華
厳
の
視
点
か
ら
窺
う
な
ら
、
た
と
え
『
華
嚴

經
』
が
引
用
さ
れ
て
は
い
て
も
、
如
来
蔵
思
想
と
の
対
応
か
ら
、
せ
い
ぜ
い
理
事
無
礙
程
度
の
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
中
国
華
厳

を
果
た
し
て
俯
瞰
し
た
か
に
つ
い
て
は
明
瞭
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
先
の
飛
錫
の
場
合
と
共
通
し
て
い
る
。
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法
崇

法
崇
に
つ
い
て
は
、
僅
か
に
良
賁
ら
と
不
空
の
『
仁
王
經
』
の
訳
場
に
参
じ
た
と
い
う
程
度
し
か
知
ら
れ
な
い111

。

さ
て
彼
の
手
に
な
る『
佛
頂
尊
勝
陀
羅
尼
經
教
跡
義
記
』で
は
、経
の
六
成
就
の
う
ち
、信
成
就
に
相
当
す
る「
如
是
」に
つ
い
て
、「
今

解
如
者
如
三
世
諸
佛
之
言
、
是
者
即
三
世
諸
佛
之
所
說
、
故
言
如
是
。
又
梁
朝
攝
論
、
信
有
三
種
。
一
信
實
有
。
二
信
有
可
得
。
三
信

有
無
窮
功
德
。
譬
如
木
中
定
有
火
性
鑽
之
火
得
、
得
有
種
種
功
用
。
佛
性
亦
爾
。」112

と
解
釈
し
て
お
り
、
当
経
は
仏
性
説
を
基
調
に
理

解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
先
ず
了
解
さ
れ
て
く
る
。

こ
の
こ
と
は
陀
羅
尼
の
解
釈
を
試
み
る
内
の
「
第
七
定
慧
相
應
門
」
に
も
明
瞭
に
顕
れ
て
い
る
。

第
七
定
慧
相
應
門
。

怛
闥
多
部
多
句
致
跛
哩
秫
弟　

唐
云
遍
淨
也
。
又
云
真
實
。
即
是
遍
滿
清
淨
也
。

解
曰
。
人
天
福
行
皆
有
限
量
。
雜
業
為
因
、
皆
招
虛
幻
。
豈
同
密
教
神
力
加
持
真
實
普
緣
皆
遍
清
淨
也
。

又
解
。
怛
闥
者
如
如
也
。
二
心
不
生
、
分
別
情
息
。
真
言
智
證
名
相
皆
如
。
心
如
色
如
、
故
重
呼
之
也
。

又
解
。
真
實
遍
滿
清
淨
者
。
此
明
、
心
之
實
性
非
內
非
外
、
隨
薰
習
力
似
內
外
現
、
即
迷
心
外
執
緣
生
法
、
妄
成
遍
計
空
華
夢
等
。

如
觀
銅
體
不
遍
鏡
外
之
像
。
以
鏡
外
無
像
不
可
執
其
實
有
。
以
心
之
實
性
不
礙
緣
生
智
鑒
照
然
、
故
云
遍
滿
清
淨
也
。

問
曰
。
體
自
如
如
。
云
何
妄
想
。

答
曰
。
匠
成
於
器
而
非
匠
名
。
而
器
不
能
自
成
、
必
有
為
器
主
。
匠
雖
非
器
、
豈
無
為
匠
之
功
。
成
於
器
功
歸
於
匠
。
妄
心
既
謝
、

還
歸
清
淨
也
。

尾
娑
普
吒
沒
地
秫
弟　

唐
云
顯
現
智
慧
也
。
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解
曰
。
無
明
殼
破
、
業
累
消
亡
、
真
實
普
緣
、
智
慧
顯
現
。

又
解
。
如
蓮
華
開
、
如
萌
芽
發
、
既
除
我
法
、
覺
夢
知
虛
、
實
相
朗
然
、
即
智
慧
顯
現
也
。

惹
野
惹
野
尾
惹
野
尾
惹
野　

唐
云
最
勝
最
勝
。
即
是
殊
勝
、
即
是
真
俗
二
諦
法
門
也
。

解
曰
。
重
言
最
勝
最
勝
者
、
前
云
顯
現
、
即
是
真
如
也
。
此
明
二
門
。
根
本
智
、
後
得
智
。
為
後
得
達
俗
、
根
本
證
真
、
自
利
利
他
、

故
言
最
勝
。

又
解
真
言
行
者
、
修
此
觀
門
事
理
加
持
故
言
最
勝
。
緣
此
佛
頂
、
能
摧
四
魔
、
得
免
諸
災
、
故
言
最
勝
。
如
經
所
說
。
却
後
七
日

必
當
命
終
、
應
生
不
生
應
死
不
死
、
即
蘊
死
二
魔
現
成
超
也
。
修
持
不
間
、
魔
境
不
侵
煩
惱
頓
除
。
復
超
後
二
也113

。

こ
の
う
ち
「
此
明
、
心
之
實
性
非
內
非
外
、
隨
薰
習
力
似
內
外
現
、
即
迷
心
外
執
緣
生
法
、
妄
成
遍
計
空
華
夢
等
」
と
の
一
文
は
、

如
来
蔵
思
想
で
も
殊
に
『
楞
伽
經
』、或
い
は
『
起
信
論
』
な
ど
の
熏
習
説
を
持
つ
如
来
蔵
思
想
か
ら
影
響
を
受
け
た
痕
跡
と
解
さ
れ
る
。

ま
た
更
に
、
上
の
引
用
文
で
は
観
門
に
よ
る
事
理
加
持
を
言
っ
て
い
る
が
、
他
に
も
「
冒
馱
野
冒
馱
野　

唐
云
能
令
覺
悟
。
能
令

有
情
速
得
覺
悟
也
。
解
曰
。
重
呼
能
令
覺
悟
者
、
此
有
二
種
。
一
者
能
覺
事
陀
羅
尼
。
二
者
能
覺
理
陀
羅
尼
。
所
言
事
者
、
俗
諦
軌
儀
。

所
言
理
者
、
實
相
真
諦
。
事
則
百
千
儀
軌
。
理
則
一
道
真
如
。
以
此
二
法
事
理
圓
融
覺
悟
悉
通
、
名
重
呼
也
。
事
之
與
理
、
依
主
持
業

釋
也(

云
云)

。」114

と
あ
る
よ
う
に
、
事
と
理
を
対
比
し
て
分
析
す
る
意
識
が
認
め
ら
れ
、
特
に
後
者
で
は
「
二
法
事
理
圓
融
覺
悟
悉
通
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
華
厳
法
界
観
に
近
し
い
内
容
を
有
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
あ
く
ま
で
理
事
無
礙
を
援
用
し
た

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
程
度
で
、
如
来
蔵
思
想
の
範
囲
を
越
え
な
い
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
陀
羅
尼
の
実
践
は
常
に
「
理
」
た
る

「
實
相
眞
諦
」「
一
道
眞
如
」
と
不
可
離
で
あ
り
、
直
後
に
「
又
解
。
真
言
三
昧
令
心
等
持
、
心
境
兩
亡
能
所
俱
息
。
聲
聞
執
境
、
緣
覺

捨
心
、
不
了
所
緣
即
生
二
妄
。
若
悟
總
持
修
瑜
伽
觀
、
俱
遣
其
執
妄
緣
永
斷
。
所
執
不
生
、
了
本
還
源
、
是
法
平
等
。
菩
提
煩
惱
生
死

涅
槃
、
無
始
已
來
體
本
清
淨
。
無
縛
無
解
、
由
若
虛
空
、
持
誦
真
言
普
皆
清
淨
也
。」115

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
常
に
観
法
を
前
提
と
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し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
『
起
信
論
』
な
ど
で
は
、
真
如
観
に
よ
り
本
来
性
へ
の
回
帰
が
期
待
さ
れ
き
た
が
、
構
造
的
に
見
る

な
ら
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
陀
羅
尼
軌
儀
を
付
加
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
も
言
え
、
更
に
は
、
並
列
す
べ
き
観
法
が
真
言
の
読
誦
よ
り

か
え
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
様
子
さ
え
見
て
取
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
思
想
的
結
構
は
先
の
論
師
ら
の
場
合
と
さ
ほ
ど
大
き
く

相
違
す
る
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

小
結

以
上
、
不
空
の
訳
場
に
参
じ
た
諸
師
の
論
書
か
ら
、
各
々
の
密
教
観
を
特
に
華
厳
と
の
関
係
の
視
座
か
ら
概
観
し
て
み
た
。
そ
の

結
果
、
諸
師
の
何
れ
も
が
例
外
な
く
、
空
海
の
よ
う
に
密
教
を
孤
高
と
し
て
、
他
の
顕
教
を
退
け
る
よ
う
な
態
度
に
は
無
く
、
寧
ろ
積

極
的
に
従
来
の
如
来
蔵
思
想
、
一
乗
思
想
と
の
連
絡
を
計
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
明
瞭
に
見
て
取
れ
た
。

特
に
華
厳
と
の
関
係
に
注
視
し
て
み
る
な
ら
、
不
空
の
段
階
か
ら
華
厳
重
視
の
姿
勢
は
窺
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
態
度
は
上
掲

の
諸
師
ら
に
も
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
。
但
し
、
華
厳
教
学
不
共
の
事
事
無
礙
法
界
説
の
影
響
は
認
め
ら
れ
ず
、
如
来
蔵
思
想
を
中
心

に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
未
だ
中
国
華
厳
の
教
学
を
必
ず
し
も
十
分
に
反
映
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。

　

４
不
空
以
後
の
密
教
祖
師
の
動
向

空
海
の
段
階
で
は
、
既
に
華
厳
教
学
が
密
教
教
理
に
十
分
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
確
実
に
中
国
で
も
華
厳
教
学
の
摂
取
は

行
わ
れ
て
い
た
筈
で
あ
り
、
空
海
の
華
厳
教
学
の
摂
取
は
以
後
の
中
国
密
教
の
動
向
か
ら
鑑
み
れ
ば
、
全
く
の
独
創
で
あ
っ
た
と
は
考
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え
難
く
、
密
教
の
祖
師
に
相
当
す
る
人
物
の
教
導
を
踏
ま
え
た
結
果
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
不
空

の
訳
場
に
参
じ
た
諸
師
と
時
代
的
に
共
通
す
る
不
空
門
下
の
阿
闍
梨
ら
の
内
で
、
華
厳
教
学
の
摂
取
が
積
極
的
に
押
し
進
め
ら
れ
た
可

能
性
を
想
定
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
よ
り
具
体
的
に
誰
の
手
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
の
が
宜
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
こ
の
問
題
に
つ
い
て
些
か
考
察

を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

慧
朗

『
表
制
集
』
巻
第
三
所
収
の
「
三
藏
和
上
遺
書
」
に
よ
る
と
、
そ
こ
で
は
「
吾
當
代
灌
頂
三
十
餘
年
、
入
壇
授
法
弟
子
頗
多
。
五
部

琢
磨
成
立
八
箇
、
淪
亡
相
次
、
唯
有
六
人
。
其
誰
得
之
。
則
有
金
閣
含
光
、
新
羅
慧
超
、
青
龍
慧
果
、
崇
福
慧
朗
、
保
壽
元
皎
、
覺
超
。

後
學
有
疑
、
汝
等
開
示
、
法
燈
不
絶
。」116

と
あ
り
、
不
空
自
身
、
次
代
を
担
う
べ
き
人
材
と
し
て
六
名
の
名
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い

る
。
こ
の
内
、
教
団
を
代
表
す
べ
く
、
不
空
の
衣
鉢
を
継
い
だ
の
は
、
慧
朗
で
あ
っ
た117

。
慧
朗
は
「
敕
慧
朗
教
授
後
學　

制
一
首　

奉

　

敕
語
僧
慧
朗
。
專
知
撿
校
院
事
、
兼
及
教
授
後
學
。」118

と
あ
る
如
く
、
教
団
に
於
け
る
指
導
的
立
場
が
公
認
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を

指
し
て
「
唐
大
興
善
寺
故
大
徳
大
辨
正
廣
智
三
藏
和
尚
碑
」
で
は
「
而
沙
門
惠
朗
受
次
補
之
記
、
得
傳
燈
之
旨
、
繼
明
佛
日
、
紹
六
爲

七
。
至
矣
哉
。」119

と
言
い
、『
大
唐
故
大
徳
贈
司
空
大
辨
正
廣
智
不
空
三
藏
行
状
』
で
は
「
行
年
七
十
。
僧
臘
五
十
。
僧
弟
子
惠
朗
、
次

承
灌
頂
之
位
。
餘
知
法
者
、
蓋
數
十
人
而
已
。」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
為
、
こ
の
慧
朗
の
上
表
文
は
頗
る
多
く
『
表
制
集
』
に
散
見

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
初
め
は
大
暦
九
年
七
月
七
日
の
「
謝　

恩
制
追
贈
先
師
并
諡
號
表
」
よ
り
始
ま
り
、
以
後
集

中
的
に
収
録
さ
れ
な
が
ら
も
、
大
暦
十
三
年
十
月
九
日
の
「
賀
度
韓
王
女
出
家
表
」
を
最
後
に
突
如
と
し
て
途
絶
え
る
よ
う
な
形
と
な
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っ
て
い
る120

。

こ
の
第
七
祖
を
巡
っ
て
は
、
や
や
複
雑
な
事
情
が
あ
る
よ
う
で
、『
表
制
集
』
を
中
心
に
見
る
と
明
ら
か
に
慧
朗
が
第
七
祖
と
見
做

す
べ
き
で
あ
り
な
が
ら
、空
海
は
『
付
法
傳
』『
眞
言
傳
』
に
て
恵
果
を
第
七
祖
に
充
て
て
お
り
、七
祖
の
地
位
に
混
乱
が
生
じ
て
い
る
。

慧
朗
の
教
導
的
立
場
が
不
断
に
維
持
さ
れ
て
い
る
限
り
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
到
底
引
き
起
さ
れ
る
べ
き
も
な
い
筈
で
あ
る
が
、
教
団

内
で
の
派
閥
対
立
も
特
段
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
慧
朗
の
急
逝
が
原
因
と
予
想
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
、今
後
の
活
動
を
期
待
さ
れ
な
が
ら
、程
な
く
し
て
慧
朗
も
没
す
る
こ
と
に
な
り
、そ
の
付
法
も
海
雲
の
『
略

述
金
剛
界
大
教
王
師
資
相
承
傳
法
次
第
記
』
に
拠
る
な
ら
さ
ほ
ど
多
く
は
な
く
、
そ
の
期
待
に
必
ず
し
も
答
え
る
べ
く
も
な
い
結
果
と

な
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
だ
ろ
う
。
同
書
で
は
、
不
空
以
後
の
教
団
の
動
向
を
寧
ろ
恵
果
を
中
心
に
記
述
し
て
お
り
、
第
七
祖
た
る
慧

朗
は
殆
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
し
て
も
、
同
様
の
予
測
が
立
つ
の
で
あ
る121

。
確
か
に
現
存
す
る
史
料
の
範
囲
か
ら
す
れ
ば
、

密
教
教
団
の
拡
大
は
慧
朗
で
は
な
く
、
寧
ろ
実
質
的
に
は
恵
果
に
よ
り
果
た
さ
れ
た
と
も
言
え
、
そ
の
点
か
ら
し
て
恵
果
は
大
い
に
評

価
さ
れ
う
る
わ
け
で
、
七
祖
の
位
置
は
、
恐
ら
く
は
公
的
な
意
味
と
実
質
上
の
意
味
と
に
分
裂
し
て
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
空
海
が
直
ち
に
恵
果
を
第
七
祖
と
す
る
こ
と
も
、
自
ら
の
付
法
の
正
統
性
を
言
う
意
味
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
背
景

に
在
っ
て
、
初
め
て
か
よ
う
に
公
然
と
言
い
得
る
も
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

恵
果

さ
て
、
恵
果
を
直
ち
に
実
質
上
の
七
祖
と
判
定
し
な
い
ま
で
も
、
そ
の
活
動
は
慧
朗
以
上
に
史
書
を
始
め
と
し
て
注
目
さ
れ
る
所

と
な
っ
て
お
れ
ば
、
密
教
教
団
の
動
向
を
窺
う
上
で
は
、
恵
果
が
最
も
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
本
論
で
は
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こ
れ
よ
り
以
下
、
恵
果
の
思
想
に
つ
い
て
些
か
考
察
を
試
み
て
み
よ
う
と
思
う
。

先
ず
恵
果
の
付
法
で
あ
る
が
、
善
無
畏
三
蔵
の
弟
子
に
当
る
玄
超
よ
り
胎
蔵
及
び
蘇
悉
地
の
両
部
を
、
不
空
三
蔵
よ
り
金
剛
界
を

そ
れ
ぞ
れ
受
け
て
お
り
、
三
部
の
伝
授
が
具
足
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
密
教
に
対
し
て
総
合
的
な
知
見
を
有
し
て
い
た
こ
と
が

窺
わ
れ
る
。
し
か
し
恵
果
の
評
価
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、『
略
述
金
剛
界
大
教
王
師
資
相
承
傳
法
次
第
記
』
に
「
三
青
龍
寺
曇
貞
阿

闍
梨
（
不
傳
弟
子
。
每
有
學
法
者
、
云
東
塔
院
有
惠
果
阿
闍
梨
善
通
教
相
可
於
彼
學
）」122

と
あ
る
よ
う
に
、「
教
相
」
に
通
じ
た
恵
果
と

い
う
姿
が
有
る
。
ま
た
「
五
青
龍
寺
東
塔
院
惠
果
阿
闍
梨
、
善
通
聲
論
唐
梵
雙
明
、
每
栖
心
於
實
相
之
門
、
妙
悟
解
於
如
如
之
理
、
常

諷
維
摩
經
。
又
於
餘
暇
常
披
讀
涅
槃
、
花
嚴
、
般
若
、
楞
伽
、
思
益
。」123

と
あ
る
通
り
、
恵
果
が
常
に
顕
教
の
習
学
に
努
め
て
い
た
様

子
が
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、彼
の「
教
相
」も
こ
の
習
学
を
背
景
と
し
た
も
の
と
し
て
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

同
書
で
は
更
に
続
け
て
「
復
遇
大
興
善
三
藏
和
尚
授
金
剛
界
、
乃
曰
此
教
最
上
最
妙
。
然
昔
日
所
悟
大
乘
心
地
亦
為
至
極
至
妙
、

今
遇
金
剛
界
法
門
更
為
最
上
。
所
以
云
極
無
有
上
者
、
且
顯
教
心
地
唯
明
理
觀
、
今
此
瑜
伽
教
通
理
事
二
門
、
住
金
剛
界
、
一
念
相
應
、

便
登
正
覺
、
故
云
極
無
有
上
也
。」124

と
も
言
う
。
つ
ま
り
、
顕
教
の
心
地
を
「
至
極
至
妙
」
と
評
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
ま
た
理
観
の
範

囲
に
過
ぎ
な
い
と
限
定
し
、
そ
れ
に
対
し
て
密
教
は
理
観
と
事
観
の
両
者
に
亙
る
も
の
と
し
て
、
密
教
の
顕
教
に
対
す
る
優
位
性
を
主

張
す
る
。

さ
て
こ
の
「
理
観
」
と
「
事
観
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
既
に
天
台
智
顗
の
『
摩
訶
止
觀
』
に
同
様
の
表
現
が
見

受
け
ら
れ
る
。
智
顗
自
身
は
こ
の
両
者
を
明
瞭
に
定
義
づ
け
て
は
い
な
い
が
、
文
字
通
り
「
理
の
観
点
か
ら
の
観
法
」
と
「
事
の
観
点

か
ら
の
観
法
」
と
了
解
し
て
宜
し
そ
う
で
あ
る
。
実
に
湛
然
も
『
止
觀
輔
行
傳
弘
決
』
に
て
「
若
不
聞
名
從
何
能
了
。
世
人
蔑
教
尚
理

觀
者
誤
哉
誤
哉
。」125

と
言
い
、真
理
の
偏
執
を
退
け
て
お
る
し
、ま
た
「
今
先
明
實
相
觀
法
、次
明
歷
事
觀
法
。
然
歷
事
觀
法
經
論
皆
爾
、

非
獨
今
文
。
如
大
經
云
、
頭
為
殿
堂
等
。
法
華
云
、
忍
辱
衣
等
。
淨
名
中
法
喜
妻
等
。
大
論
中
師
子
吼
等
。
何
但
釋
教
、
俗
典
亦
然
。
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如
東
阿
王
問
子
華
曰
、
君
子
亦
有
耘
乎
。
子
華
曰
、
夫
拔
藜
莠
養
家
苗
者
、
農
人
之
耘
也
。
修
正
性
改
惡
行
、
君
子
之
耘
也
。
盤
特
掃

帚
支
佛
華
飛
、並
是
託
事
見
理
之
明
文
也
。」126

と
も
言
い
、理
観
が
直
ち
に
「
實
相
觀
法
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、事
観
は
「
託
事
見
理
」

を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
た
め
、
先
の
理
解
で
大
き
な
齟
齬
は
無
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る127

。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
「
理
観
」
と
「
事
観
」
を
解
す
る
と
し
た
ら
、
先
の
よ
う
に
、
密
教
の
優
位
性
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
理

観
と
事
観
の
具
備
を
言
う
こ
と
は
、
全
く
の
的
外
れ
な
論
議
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
な
れ
ば
、
先
の
「
事
観
」
は
密
教
を
特
徴
づ
け

る
「
事
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
り
、
密
教
の
優
位
性
の
論
拠
と
な
り
う
る
「
理
」
と
「
事
」
の
対
は
、
時
代
は
や
や
さ
が

る
も
の
の
、
か
え
っ
て
圓
仁
の
『
蘇
悉
地
羯
羅
經
略
疏
』
に
於
け
る
顕
密
教
判
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ

こ
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

問
。
何
等
名
爲
顯
教
耶
。
答
。
諸
三
乘
教
是
爲
顯
教
。

問
。
何
故
彼
三
乘
教
以
爲
顯
教
。
答
。
未
說
理
事
倶
密
故
也
。

問
。
所
言
理
事
密
者
、
其
趣
如
何
。
答
。
世
俗
勝
義
圓
融
不
二
、
是
爲
理
密
。
若
三
世
如
來
身
語
意
密
、
是
爲
事
密
。

問
。
花
嚴
・
維
摩
・
般
若
・
法
花
等
諸
大
乘
教
、
於
此
顯
密
何
等
攝
耶
。
答
。
如
華
嚴
・
維
摩
等
諸
大
乘
教
、
皆
是
密
教
也
。

問
。
若
如
云
皆
是
密
者
、
與
今
所
立
眞
言
祕
教
、
有
何
等
異
。
答
。
彼
華
嚴
等
經
雖
倶
爲
密
、
而
未
盡
如
來
祕
密
之
旨
。
故
與
今

所
立
眞
言
教
別
。
假
令
雖
說
少
密
言
等
、
未
爲
究
盡
如
來
祕
密
之
意
。
今
所
立
毘
盧
遮
那
・
金
剛
頂
等
經
、
咸
皆
究
盡
如
來
事
理

倶
密
之
意
。
是
故
爲
別
也128

。

既
に
拙
論
で
「
圓
仁
は
「
世
俗
勝
義
圓
融
不
二
」
を
「
理
密
」、「
三
世
如
來
身
語
意
密
」
を
「
事
密
」
と
し
、
密
教
を
教
理
的
側

面
と
実
践
的
側
面
の
両
面
か
ら
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
華
嚴
經
」
な
ど
の
一
乗
の
経
典
は
教
理
的
に
も
実
践
的
に
も
密
教
と

判
定
さ
れ
る
べ
き
と
し
な
が
ら
も
、
主
に
「
事
密
」
に
関
わ
る
点
に
於
け
る
不
完
全
性
か
ら
、『
大
日
經
』
や
「
金
剛
頂
經
」
と
区
分
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さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
。」129

と
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
を
先
の
用
例
と
比
較
し
て
み
る
な
ら
、「
理
」
は
顕
教
と
密
教
で
共
有
し

な
が
ら
、「
事
」
は
密
教
を
優
位
な
ら
し
め
る
独
自
性
と
し
て
い
る
点
に
於
て
両
者
は
完
全
に
合
致
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
枠
組
み
を

踏
ま
え
る
な
ら
、
先
の
「
教
相
」
も
直
接
に
は
顕
教
を
指
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
「
教
相
」
が
密
教
不
共
の

教
理
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
阿
闍
梨
位
に
ま
で
達
し
た
人
物
が
恵
果
を
評
し
て
「
善
く
教
相
に
通
じ
て
い
る
」
と
表
現
す
る
こ
と

は
極
め
て
不
可
解
で
あ
り
、
寧
ろ
顕
教
の
「
教
相
」
に
よ
り
教
理
的
に
説
明
可
能
な
密
教
の
「
事
観
」
と
い
う
構
図
が
要
請
さ
れ
ね
ば

な
ら
ず
、
顕
教
が
密
教
に
包
含
さ
れ
る
に
せ
よ
、
こ
の
観
点
か
ら
は
、
両
者
は
明
確
に
峻
別
し
て
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず

で
あ
る
。

さ
て
そ
う
な
る
と
、
恵
果
は
密
教
の
教
理
を
如
何
に
把
握
し
た
か
と
な
る
と
、
上
掲
の
『
略
述
金
剛
界
大
教
王
師
資
相
承
傳
法
次

第
記
』
に
よ
れ
ば
、『
維
摩
經
』『
涅
槃
經
』『
華
嚴
經
』『
般
若
經
』『
楞
伽
經
』『
思
益
經
』
に
依
拠
し
な
が
ら
理
解
し
て
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
同
書
で
は
「
常
諷
維
摩
經
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
維
摩
經
』
を
重
視
し
た
姿
勢
が
窺
わ
れ
、併
せ
て
『
般
若
經
』

『
思
益
經
』
も
披
読
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
殊
に
空
思
想
の
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
こ

で
興
味
深
い
の
は
、
先
の
『
蘇
悉
地
羯
羅
經
略
疏
』
中
の
「
問
。
花
嚴
・
維
摩
・
般
若
・
法
花
等
諸
大
乘
教
、
於
此
顯
密
何
等
攝
耶
。」

と
の
一
文
に
挙
げ
ら
れ
る
「
諸
大
乘
教
」
の
大
半
が
、恵
果
の
習
学
し
た
経
典
と
共
通
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、そ
こ
で
は
「
諸

大
乗
教
」
を
約
め
て
「
華
嚴
維
摩
等
諸
大
乘
教
」
と
言
い
、
最
終
的
に
は
「
彼
華
嚴
等
」
と
し
て
、「
諸
大
乗
經
」
を
代
表
す
る
も
の

と
し
て
、『
維
摩
經
』
で
は
な
く
『
華
嚴
經
』
の
方
を
挙
げ
て
お
り
、
こ
れ
は
先
に
見
ら
れ
た
恵
果
の
姿
勢
と
必
ず
し
も
合
致
す
る
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
空
海
の
『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
』
に
収
め
ら
れ
た
呉
殷
の
『
恵
果
行
状
』
を
参
照
す
る
な
ら
、
そ
こ
に

『
華
嚴
經
』
活
用
の
痕
跡
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

大
師
唯
一
心
於
佛
事
、
不
留
意
於
持
生
。
所
受
錫
施
、
不
貯
一
錢
。
卽
建
立
漫
荼
羅
、
願
之
弘
法
利
人
。
灌
頂
堂
内
浮
圖
塔
下
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内
外
壁
上
、
悉
圖
繪
金
剛
界
及
大
悲
胎
藏
兩
部
大
漫
荼
羅
、
及
一
一
尊
漫
荼
羅
。
衆
聖
儼
然
、
似
華
藏
之
新
開
。
萬
德
輝
曜
還

密
嚴
之
舊
容
。
一
睹
一
禮
、
消
罪
積
福130

。

こ
の
一
文
を
見
る
と
、
恵
果
は
金
剛
界
曼
荼
羅
・
胎
蔵
曼
荼
羅
及
び
各
々
の
尊
格
の
曼
荼
羅
建
立
を
自
費
で
賄
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
そ
の
曼
荼
羅
の
様
子
を
評
し
て
「
衆
聖
儼
然
、
似
華
藏
之
新
開
。
萬
德
輝
曜
還
密
嚴
之
舊
容
。」
と
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
「
華
藏
」
と
は
何
か
と
な
る
が
、こ
れ
は
『
華
嚴
經
』
に
説
示
さ
れ
る
「
華
藏
世
界
」
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

法
藏
の
『
華
嚴
經
探
玄
記
』
で
は
「
一
乘
遍
通
樹
形
等
界
乃
至
華
藏
猶
如
帝
網
重
重
主
伴
。
經
云
、
此
是
盧
舎
那
佛
常
轉
法
輪
處
。」131

と
言
い
、
澄
觀
の
『
大
方
廣
佛
華
嚴
經
隨
疏
演
義
鈔
』
で
は
「
成
就
乃
總
明
刹
海
。
次
別
彰
本
師
昔
所
嚴
淨
安
布
成
立
無
盡
莊
嚴
量
等

虚
空
、
塵
含
法
界
、
故
受
之
以
華
藏
世
界
品
。」132

と
言
っ
て
お
り
、「
華
藏
」
は
盧
舍
那
仏
の
功
徳
に
荘
厳
さ
れ
た
世
界
を
言
う
。

そ
れ
で
は
「
密
嚴
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
還
密
嚴
之
舊
容
」
は
「
似
華
藏
之
新
開
」
と
対
句
を
形
成
し
て
い
る

よ
う
で
あ
り
、「
舊
」
は
「
新
」、「
容い
れ
る」

は
「
開ひ
ら
く」

と
そ
れ
ぞ
れ
対
を
な
し
て
い
る
。「
密
嚴
」
の
語
は
『
密
嚴
經
』
の
引
用
に
伴
い
、

顕
教
で
も
比
較
的
散
見
さ
れ
る
用
語
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
顕
教
の
意
味
合
い
で
解
す
る
と
し
た
ら
、『
密
嚴
經
』
と
の
関
り
で
「
密

嚴
」
は
解
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
が
、『
華
嚴
經
』
の
仏
身
論
の
よ
う
な
曼
荼
羅
解
釈
に
転
用
可
能
な
構
想
さ
え
そ
こ
に
見
出
す
こ

と
は
そ
も
そ
も
困
難
で
あ
り
、内
容
的
に
齟
齬
を
き
た
す
。
寧
ろ
曼
荼
羅
と
の
関
り
で
言
う
な
ら
、『
金
剛
頂
瑜
伽
略
述
三
十
七
尊
心
要
』

で
「
咸
悉
降
臨
曼
荼
羅
道
場
共
作
佛
事
偈
曰
。　

奇
哉
一
切
佛　
　

我
堅
金
剛
索　

設
入
諸
微
塵　
　

我
復
引
入
此　
　

索
義
既
辨
。

制
止
之
理
未
行
。
即
毘
盧
遮
那
佛
於
內
心
中
、
流
出
金
剛
鎖
菩
薩
。
其
鎖
是
制
止
之
義
。
能
閉
一
切
諸
惡
趣
門
、
起
大
慈
悲
、
於
一
切

有
情
而
生
救
護
、
能
縛
一
切
衆
印
、
及
以
如
來
使
、
俱
由
解
脫
得
大
涅
槃
。
復
令
微
塵
海
會
如
來
、
於
此
道
場
、
住
三
摩
地
心
、
同
密

嚴
佛
會
作
大
佛
事
。」133

と
言
う
、
密
教
的
な
意
味
合
い
の
「
密
嚴
」
の
方
が
遥
か
に
内
容
的
に
合
致
す
る
。
ま
た
、「
密
嚴
」
を
密
教
と

し
て
扱
う
と
す
る
な
ら
、
顕
教
の
「
華
藏
」
と
対
を
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
対
句
表
現
上
か
ら
も
適
当
で
あ
る
と
評
し
得
る
。
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こ
の
よ
う
に
眺
め
て
み
る
な
ら
、
仮
初
め
の
「
華
藏
」
の
世
界
を
開
い
て
、
本
来
的
な
密
教
の
姿
を
歴
然
と
表
示
し
た
の
が
曼
荼

羅
だ
と
の
意
が
そ
こ
か
ら
浮
き
上
が
っ
て
く
る
。
確
か
に
そ
こ
で
は
、密
教
を
上
位
と
す
る
意
識
が
働
い
て
お
り
、こ
れ
は
恐
ら
く
「
理

觀
」
と
「
事
觀
」
の
教
判
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
が
、
澄
觀
が
『
華
嚴
經
』
に
立
脚
し
な
が
ら
、
三
十
七
尊
の
出
生

と
海
印
三
昧
を
同
一
視
し
た
構
想
と
同
じ
内
容
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
勿
論
、
こ
の
一
文
を
恵
果
の
言
に
出
自
を
求
め
る
こ
と
は

極
め
て
困
難
で
は
あ
る
が
、
既
に
弟
子
の
呉
殷
の
認
識
と
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
思
想
が
見
出
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
恵
果
が
『
華
嚴
經
』

を
習
学
し
、
教
相
に
通
じ
た
と
い
う
意
味
を
過
小
に
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

５
ま
と
め

こ
れ
ま
で
、
華
厳
と
密
教
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
き
た
が
、
不
空
三
蔵
の
段
階
か
ら
し
て
、
既
に
密
教
は
華
厳
に
対

し
て
親
和
性
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
但
し
そ
の
性
格
は
、
翻
訳
典
籍
の
内
か
ら
見
出
さ
れ
る
特
徴
で
あ
る
た
め
、
中
国
伝

来
以
前
よ
り
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
帯
び
て
い
た
可
能
性
を
多
分
に
見
積
も
る
必
要
が
有
る
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
密
教
の
有
し
た
華
厳

に
対
す
る
親
和
性
は
あ
く
ま
で
『
華
嚴
經
』
の
範
囲
の
こ
と
と
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
中
国
で
独
自
に
発
展
し
た
華
厳
教
学
を
直
ち
に
意
味

す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
不
空
は
「
普
賢
行
願
」
を
殊
の
外
重
視
し
て
お
り
、
華
厳
宗
の
澄
觀
と
接
触
を
有
す
る
な
ど
、

必
ず
し
も
中
国
の
華
厳
教
学
と
は
無
関
係
で
は
な
く
、
以
後
、
密
教
が
華
厳
教
学
に
近
接
し
う
る
潜
在
的
可
能
性
も
片
方
で
認
め
て
お

く
必
要
が
有
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
不
空
の
訳
場
に
目
を
転
じ
て
み
て
も
、
如
来
蔵
思
想
を
中
心
と
す
る
顕
教
と
密
教
を
積
極
的
に
連
絡
さ
せ
、
解
釈
に
応
用

し
よ
う
と
す
る
動
向
が
見
ら
れ
る
も
、
密
教
と
華
厳
教
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
直
接
に
示
唆
す
る
確
た
る
証
拠
を
全
く
見
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出
せ
な
い
。
そ
れ
故
、
不
空
も
華
厳
教
学
と
無
関
係
で
な
い
に
し
ろ
、
実
際
に
華
厳
教
学
を
導
入
し
て
喧
伝
す
る
よ
う
な
こ
と
は
無
か

っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
常
に
華
厳
教
学
を
受
け
入
れ
さ
せ
う
る
下
地
と
い
う
、
あ
る
種
消
極
的
な
要
因
に
留
ま
っ
て
い
た
と
見

て
宜
し
い
だ
ろ
う
。
既
に
『
華
厳
經
』
は
不
空
以
後
等
し
く
重
視
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
顕
教
に
対
し
て
決
し
て
閉
鎖
的
で
は
な

か
っ
た
密
教
の
性
格
を
思
え
ば
、
華
厳
教
学
を
例
外
的
に
排
除
す
る
よ
う
な
事
態
は
考
え
難
く
、
実
際
こ
れ
よ
り
以
後
そ
れ
は
積
極
的

に
活
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
問
題
は
華
厳
教
学
と
の
接
触
（
或
い
は
理
解
程
度
）
如
何
に
依
存
す
る
も
の
と
考
え
て
差
し
支
え
な

か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
且
つ
空
海
の
華
厳
教
学
援
用
の
事
実
を
鑑
み
る
な
ら
、
華
厳
教
学
を
密
教
に
導
入
す
る
契
機
は
、

消
去
法
的
に
、
不
空
門
下
の
阿
闍
梨
ら
の
内
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
順
当
に
考
え
る
な
ら
、
不
空
三
蔵
の
衣
鉢
を
継
い

だ
第
七
祖
慧
朗
が
先
ず
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
慧
朗
に
は
殆
ど
弟
子
が
お
ら
ず
、
更
に
は
夭
逝
さ
え
疑
わ
れ
て
お
れ
ば
、
仮

に
華
厳
教
学
の
導
入
を
試
み
て
い
た
と
し
て
も
、
以
後
の
密
教
教
団
に
対
す
る
影
響
は
あ
ま
り
期
待
で
き
ず
、
慧
朗
に
そ
れ
を
代
表
さ

せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
後
代
へ
の
影
響
と
い
う
意
味
で
は
、
史
書
に
も
注
目
さ
れ
た
恵
果
が
相
応
し
く
、
且
つ
殊
の
外
「
教
相
」

に
通
じ
た
人
物
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
状
況
的
に
最
も
華
厳
教
学
を
摂
取
し
う
る
可
能
性
を
帯
び
て
い
る134

。
た
し

か
に
、
既
に
恵
果
の
思
想
を
自
著
に
よ
り
窺
う
こ
と
は
で
き
ず
、
先
来
よ
り
華
厳
教
学
摂
取
の
判
定
基
準
と
し
て
用
い
た
事
事
無
礙
が
、

果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
恵
果
の
思
想
に
反
映
し
た
か
、
甚
だ
不
明
瞭
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
恵
果
が
言
っ
た
と
さ
れ
る
「
理
觀
」
と
「
事

觀
」
の
構
想
は
圓
仁
の
顕
密
教
判
に
通
底
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
呉
殷
の
『
恵
果
行
状
』
に
留
め
ら
れ
た
「
華
藏
」
と
「
密
嚴
」
の
一

対
の
関
係
性
は
、
こ
れ
ま
で
密
教
典
籍
で
見
受
け
ら
れ
ず
、
寧
ろ
澄
觀
の
同
様
の
主
張
が
先
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
先
の
予

測
に
大
過
無
か
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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註1 『
開
元
錄
』『
貞
元
錄
』
で
は
採
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、金
剛
智
訳
と
さ
れ
る
『
金
剛
頂
瑜
伽
青
頸
大
悲
王
觀
自
在
念
誦
儀
軌
』
に
も
「
馬
頭
明
王
界
印
、

左
旋
解
界
。
随
意
經
行
、往
至
靜
處
厳
持
香
華
、讀
誦
大
乘
大
般
若
經
華
厳
涅
槃
楞
伽
等
經
。
行
住
坐
臥
常
念
本
尊
勿
令
有
間
。
若
有
衆
生
遇
此
教
者
、

晝
夜
四
時
精
進
修
習
。」（
大
正
巻
二
十　

四
九
七
上
）
と
あ
る
。

2 

大
正
藏
巻
二
十　

一
七
八
上

3 

大
正
藏
巻
二
十　

二
一
五
下

4 

他
に
も
『
蘇
悉
地
羯
羅
經
』
に
「
復
次
我
今
當
説
阿
闍
梨
相
。
一
切
眞
言
由
彼
而
得
。
故
知
闍
梨
最
爲
相
本
。
其
相
者
何
。
謂
支
分
圓
滿
福
徳
莊
嚴
。

善
須
知
解
世
出
世
法
、
恒
依
法
住
、
不
行
非
法
、
具
大
慈
悲
、
怜
愍
衆
生
貴
族
生
長
、
性
調
柔
軟
、
隨
所
共
住
、
皆
獲
安
樂
、
聰
明
智
慧
、
辯
才
無
礙
、

能
懷
忍
辱
、
亦
無
我
慢
、
常
樂
大
乘
、
及
解
妙
義
、
深
信
祕
密
之
門
、
縦
有
小
罪
、
猶
懷
大
怖
、
身
口
意
業
善
須
調
柔
、
常
樂
轉
讀
大
乘
經
典
、
復

依
法
教
勤
誦
眞
言
而
不
間
斷
。」（
大
正
巻
十
八　

六
〇
四
下
）
な
ど
が
有
り
、
具
体
的
に
経
名
を
指
示
し
な
く
と
も
、
大
乗
経
典
の
読
誦
が
言
わ
れ

る
場
合
が
有
る
。
当
経
に
は
他
に
『
大
般
若
經
』
の
転
読
を
指
示
し
て
い
る
箇
所
（
大
正
巻
十
八　

六
六
二
中
）
な
ど
が
有
る
た
め
、
大
乗
経
典
と

は
『
大
般
若
經
』
を
指
示
す
る
も
の
と
も
解
さ
れ
る
。

5 

菩
提
流
支
訳
『 

一
字
佛
頂
輪
王
經
』「
是
故
咒
者
離
貪
欲
食
、恒
初
夜
分
、随
力
轉
讀
花
厳
寶
雨
及
餘
一
切
摩
訶
衍
經
。」（
大
正
藏
巻
十
九　

二
三
五
下
）

6 

菩
提
流
支
訳
『
五
佛
頂
三
昧
陀
羅
尼
經
』「
是
故
咒
者
離
斷
貪
愛
、
恒
於
初
夜
随
力
轉
讀
大
方
廣
佛
花
厳
經
寶
雲
經
餘
大
乘
經
。」（
大
正
藏
巻
十
九

　

二
七
一
中
）

7 

善
無
畏
訳
『
大
毘
盧
遮
那
經
廣
大
儀
軌
』「
然
後
出
道
場　

住
於
閑
淨
處　
　

轉
讀
修
多
羅　

華
厳
與
涅
槃　
　

楞
伽
思
益
等　

願
共
諸
有
情　
　

同
證
華
藏
海　

入
佛
無
漏
智
」（
大
正
藏
巻
十
八　

一
〇
八
上
〜
中
）
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8 

大
正
藏
巻
十
八　

二
九
七
上

9 
大
正
藏
巻
十
八　

二
九
七
上

10 

大
正
藏
巻
二
十　

一
八
四
上

11 

大
正
藏
巻
二
十　

二
一
一
中

12 

大
正
藏
巻
十
九　

三
二
一
下

13 

大
正
藏
巻
二
一　

一
〇
中

14 

大
正
藏
巻
十
九　

五
九
六
中

15 

大
正
藏
巻
十
九　

六
〇
二
上

16 

大
正
藏
巻
二
十　

四
五
七
中

17 

大
正
藏
巻
十
九　

三
六
八
上

18 

大
正
藏
巻
二
十　

五
三
一
上

19 

大
正
藏
巻
二
十　

六
〇
四
下

20 

大
正
藏
巻
二
十　

十
四
下

21 

大
正
藏
巻
十
九　

五
九
六
中

22 

大
正
藏
巻
五
十　

二
九
三
下
〜
二
九
四
上

23 

大
正
藏
巻
十
八　

五
三
中

24 

大
正
藏
巻
十
九　

四
一
三
中

25 

本
文
で
以
下
に
引
用
す
る
用
例
は
『
普
賢
菩
薩
行
願
讃
』
の
書
名
を
指
す
場
合
に
つ
い
て
は
除
外
し
て
あ
る
。
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ま
た
「
普
賢
行
」
と
の
記
述
も
さ
ほ
ど
多
く
な
く
、
以
下
の
例
が
見
受
け
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

『
金
剛
頂
勝
初
瑜
伽
普
賢
菩
薩
念
誦
法
』

　

觀
佛
眞
言
曰　

欠(

平)

嚩
曰
囉(

二
合)

駄
都

　

應
滿
普
賢
行　
　

求
成
最
正
覺　

身
心
不
動
搖　
　

定
中
禮
諸
佛
（
大
正
巻
二
十　

五
二
八
中
）

『
略
述
金
剛
頂
瑜
伽
分
別
聖
位
修
證
法
門
』

毘
盧
遮
那
佛
於
内
心
證
得
金
剛
薩
埵
勇
猛
菩
提
心
三
摩
地
智
。
自
受
用
故
。
從
金
剛
薩
埵
勇
猛
菩
提
心
三
摩
地
智
、
流
出
五
峰
金
剛
光
明
、
遍
照
十

方
世
界
、
令
一
切
衆
生
頓
證
普
賢
行
。　
（
大
正
巻
十
八　

二
八
八
下
）

從
金
剛
善
哉
歡
喜
勇
躍
三
摩
地
智
、
流
出
金
剛
善
哉
印
光
明
、
遍
照
十
方
世
界
、
照
一
切
衆
生
憂
慼
、
於
普
賢
行
、
生
劣
意
者
、
令
得
身
心
以
勇
躍
、

智
還
来
收
一
體
。（
大
正
巻
十
八　

二
八
九
上
）

『
仁
王
護
國
般
若
波
羅
蜜
多
經
陀
羅
尼
念
誦
儀
軌
』

歸
命
聖
者
普
賢
菩
薩
大
勇
猛
大
悲
者
。
由
歸
此
故
即
得
十
方
諸
佛
菩
薩
悉
皆
加
護
。
諸
佛
菩
薩
修
三
密
門
、
行
普
賢
行
、
證
得
勝
果
、
故
常
尊
敬
（
大

正
巻
十
九　

五
一
八
上
）（
こ
こ
の
「
普
賢
行
」
と
の
表
現
は
本
文
で
引
用
す
る
D-

a
『
仁
王
護
國
般
若
波
羅
蜜
多
經
陀
羅
尼
念
誦
儀
軌
』
の
「
普

賢
行
願
」
と
重
な
る
表
現
で
あ
る
の
で
、「
普
賢
行
願
」
と
し
て
解
し
て
宜
し
い
と
も
思
わ
れ
る
。）

『
仁
王
般
若
陀
羅
尼
釋
』

金
剛
藥
叉
菩
薩
者
、
金
剛
義
如
前
釋
。
藥
叉
者
威
猛
義
、
亦
云
盡
義
。
十
六
金
剛
智
普
賢
行
中
第
十
五
智
、
名
金
剛
盡
智
。
以
金
剛
藥
叉
智
牙
、
食
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啗
一
切
煩
惱
随
煩
惱
盡
無
餘
。（
大
正
巻
十
九　

五
二
二
中
）

大
悲
者
、
若
歸
命
聖
普
賢
菩
薩
、
則
十
方
諸
佛
菩
薩
悉
皆
加
護
。
一
切
諸
佛
菩
薩
皆
因
修
三
密
門
行
普
賢
行
得
證
聖
果
。
是
故
尊
貴
。　
（
大
正
巻

十
九　

五
二
二
下
）

於
瑜
伽
教
中
、
成
普
賢
行
十
六
行
。
如
聲
聞
乘
見
道
中
十
六
行
也
（
大
正
巻
十
九　

五
二
四
上
）

26 

大
正
藏
巻
二
十　

七
三
六
上

27 

大
正
藏
巻
二
十　

七
五
二
中
〜
下

28 

大
正
藏
巻
二
十　

七
五
五
下

29 

大
正
藏
巻
二
十　

七
五
五
下

30 

大
正
藏
巻
十
九　

四
八
五
下

31 

大
正
藏
巻
十
九　

五
一
八
上

32 

大
正
藏
巻
十
九　

五
一
八
下

33 

大
正
藏
巻
十
九　

五
二
二
下

34 

大
正
藏
巻
十
九　

六
〇
一
中

35 

大
正
藏
巻
十　

三
五
上

36 

大
正
藏
巻
十　

二
二
三
上

37 

大
正
藏
巻
四
五　

六
七
一
上
〜
中

38 『
華
嚴
經
行
願
品
疏
』で
も
行
と
解
に
よ
り
二
聖
を
捉
え
る
見
方
が
有
る
。
そ
こ
に
は「
文
殊
表
解
。
解
發
願
故
。
普
賢
表
行
。
依
解
起
行
故
。
故
願
與
行
、

分
屬
二
聖
、
理
實
皆
通
。
又
表
理
智
、
一
相
契
合
、
行
願
相
扶
。」（
卍
續
藏
七　

三
八
五
左
上
）
と
あ
る
。　
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39 

大
正
藏
巻
四
五　

六
七
一
中

40 
『
大
方
廣
佛
華
嚴
經
疏
』
に
は
「
二
依
攝
論
。
第
六
説
有
四
位
。
即
當
初
位
之
初
。
言
四
位
者
、
一
勝
解
行
位
、
始
從
十
信
終
於
地
前
。
餘
三
見
修

究
竟
。
同
五
中
後
三
。」（
大
正
巻
三
五　

六
三
五
中
）
と
あ
り
、『
大
方
廣
佛
華
嚴
經
疏
演
義
鈔
』
は
そ
れ
を
受
け
て
「
疏
、
二
依
攝
論
第
六
等
者
、

即
彼
論
入
所
知
相
分
中
。
論
云
、
何
處
能
入
。
謂
即
於
彼
有
見
似
法
似
義
意
者
、
大
乘
法
相
等
所
生
起
勝
解
行
地
、
見
道
修
道
究
竟
道
中
。
於
一
切

法
唯
有
識
性
随
聞
勝
解
故
。
如
理
通
達
故
。
治
一
切
障
故
。
離
一
切
障
故
。
無
性
釋
云
、
何
處
能
入
者
、
問
所
入
境
及
能
入
位
。
謂
即
於
彼
有
見
等

者
、
謂
於
大
乘
法
相
等
是
所
生
決
定
行
相
似
法
似
義
意
言
、
能
入
於
此
境
界
。
能
入
是
用
、
所
入
境
界
是
入
是
持
。
於
此
意
言
、
或
能
入
在
勝
解
行
地
、

於
一
切
法
唯
識
性
中
、
但
随
聽
聞
生
勝
解
故
。
或
有
能
入
在
見
道
中
、
如
理
通
達
此
意
言
故
。
或
能
入
在
修
道
中
、
由
此
修
習
對
治
煩
惱
所
知
障
故
。

或
有
能
入
在
究
竟
道
中
、
最
極
清
淨
、
離
諸
障
故
。
如
是
四
種
是
能
入
位
。」（
大
正
巻
三
六　

二
八
八
下
〜
二
八
九
上
）
と
解
釈
し
て
い
る
。

41 

但
し
『
大
集
大
虛
空
藏
菩
薩
所
問
經
』
は
『
虚
空
藏
所
問
經
』
の
再
訳
と
言
わ
れ
る
が
、『
虚
空
藏
所
問
經
』
は
現
存
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
両

者
を
直
接
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
改
変
の
存
否
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
、
不
空
訳
に
見
ら
れ
る
「
真
言
」
な
ど
の
密
教

的
要
素
は
『
大
集
經
』
に
も
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
り
、
不
空
に
よ
り
密
教
的
な
も
の
が
附
加
さ
れ
た
と
は
考
え
難
い
で
あ
ろ
う
。

42 

大
正
藏
巻
十　

八
四
七
上

43 

大
正
藏
巻
十　

八
八
一
下

44 

大
正
藏
巻
十　

八
四
七
上

45 

卍
續
藏
七　

三
八
三
左
上　

澄
觀
は
不
空
訳
の
『
普
賢
菩
薩
行
願
讃
』
を
参
照
し
て
い
る
。

46 

行
願
品
末
の
偈
頌
と
「
八
代
菩
薩
讃
」
の
結
合
が
儀
礼
と
し
て
結
合
さ
れ
る
に
せ
よ
、
何
故
に
両
者
が
結
合
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
に
つ
い
て
は
明
瞭

に
な
ら
な
い
。
要
待
考

47 

大
正
藏
巻
十
九　

七
〇
九
上
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48 

不
空
教
団
の
護
国
的
性
格
か
ら
、『
仁
王
經
』
の
密
教
化
の
有
用
性
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
ま
た
一
乗
円
教
の
取
り
込
み
に
つ
い
て
も
、
当
時
の
中
国

仏
教
の
中
で
も
円
教
の
趨
勢
し
た
状
況
、
且
つ
高
度
に
洗
練
し
た
理
論
体
系
を
具
備
す
る
な
ど
の
点
か
ら
、
そ
れ
ら
を
完
全
に
無
視
す
る
こ
と
は
極

め
て
困
難
で
あ
り
、
密
教
を
中
国
仏
教
に
位
置
付
け
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
と
の
関
係
性
を
明
瞭
に
せ
ね
ば
ら
な
ら
な
い
と
い
っ
た
事
情
が
想
定
さ

れ
る
。

49 

『
大
寶
廣
博
樓
閣
善
住
祕
密
陀
羅
尼
』
に
は
「
樓
閣
四
角
有
四
大
寶
如
日
熾
盛
。
復
有
無
量
摩
尼
寶
珠
綴
於
羅
網
。
無
量
寶
鐸
而
懸
其
上
。」（
大
正

巻
十
九　

六
二
〇
下
）
と
あ
り
、
そ
こ
で
は
直
接
「
因
陀
羅
網
」
と
表
現
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
内
容
的
に
は
『
華
嚴
經
』
で
い
う
「
因
陀
羅
網
」

に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

50 

大
正
藏
巻
二
十　

一
六
四
上

51 

大
正
藏
巻
二
十　

五
七
九
上

52 

大
正
藏
巻
十
八　

二
〇
七
上
中

53 

大
正
藏
巻
十
八　

二
八
七
上

54 

大
正
藏
巻
十
八　

二
八
七
下

55 

大
正
藏
巻
十
八　

三
四
二
上

56 

大
正
藏
巻
十
八　

三
四
二
下

57 

大
正
藏
巻
十
八　

三
六
五
下

58 

大
正
藏
巻
十
八　

三
七
〇
中

59 

大
正
藏
巻
十
九　

一
四
二
中

60 

大
正
藏
巻
十
九　

二
三
五
上
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61 

経
軌
の
中
で
は
、『
華
嚴
經
』
を
参
照
し
て
い
る
箇
所
が
二
件
見
出
さ
れ
る
。

『
仁
王
護
國
般
若
波
羅
蜜
多
経
陀
羅
尼
念
誦
儀
軌
』

四
倶
胝
者
、
且
一
倶
胝
者
、
華
厳
經
云
、
百
洛
叉
爲
一
倶
胝
。
卽
當
此
方
百
億
數
矣
。
餘
三
倶
胝
准
此
應
悉
。
與
如
是
衆
往
護
其
國
。（
大
正
巻
十
九

　

五
一
四
中
）

『
七
倶
胝
佛
母
所
說
准
提
陀
羅
尼
經
』

由
誦
一
遍
思
惟
勝
義
諦
、
獲
得
無
量
無
邊
無
爲
功
德
莊
嚴
三
業
、
乃
至
菩
提
道
場
其
福
無
間
斷
、
速
滅
一
切
業
障
、
眞
言
速
得
成
就
、
本
尊
現
前
。

如
花
嚴
入
法
界
品
。
慈
氏
菩
薩
爲
善
財
童
子
、
說
菩
提
心
功
德
。
自
誓
菩
提
心
戒
已
、
全
跏
半
跏
隨
意
而
坐
、
端
身
閉
目
卽
結
定
印
、
想
空
中
准
提

佛
母
與
七
倶
胝
佛
圍
繞
、
遍
滿
虚
空
。
定
中
禮
一
切
諸
佛
及
准
提
佛
母
。（
大
正
巻
二
十　

一
八
〇
下
）

62 

大
正
藏
巻
三
六　

二
一
二
下

63 

大
正
藏
巻
三
六　

六
九
八
下
〜
六
九
九
上

64 

大
正
藏
巻
三
九　

八
〇
八
上

65 

大
正
藏
巻
三
九　

八
一
二
下

66 

大
正
藏
巻
三
九　

八
一
七
中

67 

大
正
藏
巻
三
九　

八
一
五
下

68 

大
正
藏
巻
三
九　

八
一
七
上

69 

大
正
藏
巻
三
九　

八
一
七
中

70 

大
正
藏
巻
三
五　

一
二
〇
中
〜
下

71 

大
正
藏
巻
三
五　

二
〇
六
上
〜
中
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72 

大
正
藏
巻
三
九　

八
一
二
中

73 
特
に
法
藏
は
如
来
蔵
縁
起
宗
を
大
乗
終
教
に
位
置
付
け
、
円
教
よ
り
劣
る
も
の
と
し
て
見
做
し
て
い
る
と
な
れ
ば
、
何
故
に
密
教
が
大
乗
終
教
の
範

囲
に
甘
ん
じ
る
こ
と
を
選
択
し
た
の
か
、
は
な
は
だ
訝
し
い
。

74 

大
正
藏
巻
五
二　

八
三
一
中
〜
下　

他
に
も『
大
唐
貞
元
續
開
元
釋
教
錄
』に
は「
新
翻
譯
仁
王
護
國
經
者
。
昔
永
泰
元
年
狀
請
也
。【
中
略
】仍
請
僧
、

懷
感
、
飛
錫
、
子
鄰
、
建
宗
、
歸
性
、
義
崇
、
道
液
、
良
賁
、
潛
眞
、
應
眞
、
慧
靈
、
法
崇
、
超
悟
、
慧
靜
、
圓
寂
、
道
休
等
、
於
內
道
場
共
翻
譯
。」

（
大
正
藏
巻
五
五　

七
五
一
上
〜
中
）、『
貞
元
新
定
釋
教
目
錄
』
に
は
「
三
藏
大
興
善
寺
沙
門
三
藏
不
空
譯
梵
本
。
大
聖
千
福
法
花
寺
沙
門
法
崇
證
梵

本
義
。
翻
經
大
德
青
龍
寺
主
沙
門
良
賁
筆
受
兼
潤
文
。
大
安
國
寺
沙
門
子
鄰
潤
文
。
大
安
國
寺
兼
西
明
寺
上
座
沙
門
懷
感
證
義
。
荷
恩
寺
沙
門
建
宗
、

大
聖
千
福
法
花
寺
沙
門
飛
錫
、
大
薦
福
寺
沙
門
義
嵩
、
大
興
善
寺
上
座
沙
門
潛
真
、
資
聖
寺
沙
門
道
液
、
大
興
唐
寺
沙
門
超
悟
、
保
壽
寺
沙
門
應
真
、

西
明
寺
都
維
那
沙
門
歸
性
、
大
興
善
寺
主
沙
門
慧
靈
、
西
明
寺
沙
門
慧
靜
等
並
證
義
。
保
壽
寺
沙
門
圓
寂
梵
音
。
大
興
唐
寺
沙
門
道
林
讚
唄
。
崇
福

寺
沙
門
義
秀
校
勘
。
寺
主
沙
門
弘
照
撿
校
。」（
大
正
藏
巻
五
五　

八
八
四
下
〜
八
八
五
上
）
と
あ
る
。

75 『
宋
高
僧
傳
』に「
唐
京
師
安
國
寺
良
賁
傳
釋
良
賁
。姓
郭
氏
。河
中
虞
郷
人
也
。世
襲
冠
裳
。法
門
之
流
不
標
祖
禰
。故
闕
如
也
。賁
識
鑒
淵
曠
風
表
峻
越
。

外
通
墳
典
内
善
經
論
。
義
解
之
性
人
罕
加
焉
。
永
泰
中
不
空
盛
行
傳
譯
。
實
難
其
人
。
賁
預
其
翻
度
。
代
宗
請
爲
菩
薩
戒
師
。」（
大
正
藏
巻
五
〇　

七
三
五
上
〜
中
）
と
あ
る
。

76 『
宋
高
僧
傳
』に「
因
新
出
仁
王
護
國
經
。
敕
令
撰
疏
解
判
曲
盡
經
意
。
以
所
住
寺
爲
疏
目
。
曰
青
龍
也
。」（
大
正
藏
巻
五
〇　

七
三
五
中
）と
あ
り
、『
佛

祖
歴
代
通
載
』
に
は
「
詔
命
不
空
三
藏(

二)　

重
譯
舊
本
。
帝
親
爲
之
序
。
官
不
空
特
進
鴻
臚
卿
。
是
年
詔
法
師
良
賁
、
於
大
明
宮
之
桃
園
、
造
新

仁
王
經
疏
成
。」（
大
正
藏
巻
四
九　

六
〇
〇
上
）
と
あ
る
。

77 

『
宋
高
僧
傳
』
に
「
又
屬
章
信
寺
初
成
報
疏
、
服
膺
者
常
數
百
衆
。
雖
紙
貴
如
玉
無
以
加
焉
。
其
在
安
國
寺
講
筵
官
供
不
匱
。
數
年
之
内
歸
學
如
林
。」

（
大
正
藏
巻
五
〇　

七
三
五
下
）
と
あ
る
。
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78 『
佛
祖
統
紀
』に「
永
泰
初
、詔
於
大
明
宮
同
良
賁
等
參
譯
仁
王
護
國
及
密
厳
經
。」（
大
正
藏
巻
四
九　

二
四
六
上
）、「
永
泰
元
年
九
月
。
鑄
金
銅
佛
像
成
。

於
光
順
門
率
百
僚
致
拜
。
十
月
吐
蕃
寇
逼
京
師
。
命
内
出
仁
王
經
二
輦
送
西
明
諸
寺
。
詔
不
空
三
藏
置
百
高
座
講
經
。
帝
臨
御
行
香
禮
敬
。
已
而
寇
平
。

詔
曰
。
仁
王
寶
經
義
崇
護
國
、
前
代
所
譯
理
未
融
通
。
乃
敕
不
空
三
藏
沙
門
飛
錫
良
賁
等
、
於
大
明
宮
南
桃
園
重
譯
。
帝
親
對
讀
、
謂
新
舊
二
經
理

雖
符
順
。
所
譯
新
本
文
義
甚
周
。
乃
御
製
序
文
、
加
不
空
特
進
鴻
臚
卿
」（
大
正
藏
巻
四
九　

三
七
七
下
〜
三
七
八
上
）
と
あ
る
。

79 『
宋
高
僧
傳
』
に
「
大
歴
七
年
正
月
不
空
奏
請
入
目
録
。」（
大
正
藏
巻
五
〇　

七
三
五
下
）
と
あ
る
。

80 

例
え
ば「
上
三
業
德
即
三
密
門
。
事
用
之
中
即
三
示
導
」（
大
正
藏
巻
三
三　

四
七
二
上
）、「
然
灌
頂
法
如
三
藏
所
持
梵
本
金
剛
頂
經
說
。
有
五
種
灌
頂
。

所
謂
寶
冠
印
契
、
以
水
光
明
及
以
名
號
。
三
賢
十
聖
將
成
正
覺
、
一
一
位
中
或
佛
菩
薩
與
灌
頂
也
。
勤
學
十
智
者
、
如
經
說
云
、
學
三
世
智
、
佛
法

智
、
法
界
無
礙
智
、
法
界
無
邊
智
、
充
滿
一
切
世
界
智
、
普
照
一
切
世
界
智
、
住
持
一
切
世
界
智
、
知
一
切
衆
生
智
、
知
一
切
法
智
、
知
無
邊
諸
佛
智
。

初
之
五
智
知
世
界
故
。
如
次
所
謂
隨
心
轉
智
、
正
覺
照
智
、
照
法
界
智
、
自
在
普
入
智
、
至
處
皆
嚴
智
。
次
之
三
智
知
衆
生
心
。
所
謂
知
一
切
心
智
、

知
心
境
界
智
、知
諸
根
性
智
。
後
之
二
智
明
其
成
德
。
所
謂
當
根
與
法
智
、令
滅
諸
惑
智
。
明
十
智
矣
。」（
大
正
藏
巻
三
三　

四
九
六
下
）、及
び
「
經
。

娜
莫
阿
哩
夜
吠
路
者
娜
野
怛
他　

多
夜
囉
訶
諦
三
藐
三
沒
馱
野
。　

解
曰
。
娜
莫
者
、歸
命
也
。
亦
云
稽
首
、亦
云
頂
禮
也
。
阿
哩
夜
者
、此
云
聖
者
。

吠
路
者
娜
野
者
、
此
云
遍
照
。
亦
云
大
日
。
如
世
間
日
唯
照
一
邊
、
晝
照
夜
不
照
、
照
一
世
界
不
照
餘
世
界
、
但
得
名
日
、
不
得
名
大
。
毘
盧
遮
那

名
大
日
者
、
色
身
法
身
普
周
法
界
、
十
方
世
界
悉
皆
照
曜
。
若
人
稱
名
歸
命
禮
拜
、
則
得
法
界
諸
佛
菩
薩
聖
賢
八
部
加
持
衛
護
也
。
怛
他　

多
夜
者
、

此
云
如
來
。
囉
訶
諦
者
、
此
云
應
供
。
亦
云
害
怨
、
亦
云
不
生
也
。
三
藐
者
、
此
云
正
也
。
三
沒
陀
野
者
、
此
云
等
覺
。
順
此
方
言
、
即
云
歸
命
聖

者
遍
照
如
來
應
供
正
等
覺
即
本
師
也
。
此
闕
法
寶
、
下
宗
旨
中
廣
明
法
寶
、
故
此
略
也
。」（
大
正
藏
巻
三
三　

五
一
七
上
〜
中
）
の
箇
所
に
明
瞭
に

見
て
取
れ
る
。

81 

大
正
藏
巻
三
三　

五
一
七
中

82 

「
爾
時
世
尊
初
年
月
八
日
入
大
寂
靜
妙
三
摩
地
。　

解
曰
。
經
前
瑞
相
各
各
不
同
。
隨
處
引
導
應
根
而
作
。
或
眉
間
流
照
表
亦
一
乘
。」（
大
正
藏
巻
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三
三　

四
四
八
下
）
や
「
今
此
經
者
即
一
乘
收
。
勝
鬘
經
云
、
一
乘
即
大
乘
故
。
二
三
乘
中
菩
薩
乘
故
。」(

大
正
藏
巻
三
三　

四
三
三
中
か
ら
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
良
賁
は
『
仁
王
經
』
を
一
乗
と
判
じ
る
。

83 

「
二
明
所
被
者
、
初
明
根
性
、
後
以
教
被
。
明
根
性
者
、
五
性
一
性
自
古
紛
紜
。
舉
領
提
綱
略
申
三
說
。
有
說
、
一
切
衆
生
有
五
種
性
。
一
聲
聞
性
、

二
緣
覺
性
、
三
如
來
性
、
四
不
定
性
、
五
無
種
性
。
何
以
得
知
定
不
定
性
及
有
一
類
無
種
性
者
、
依
大
般
若
五
百
九
十
三
善
勇
猛
言
、
而
於
三
乘
性

決
定
者
、
而
於
三
乘
性
不
定
者
、
聞
此
法
已
速
發
無
上
正
等
覺
心
。
即
明
三
乘
定
不
定
矣
。
夫
人
經
云
、
離
善
知
識
無
聞
非
法
衆
生
、
以
人
天
善
根

而
成
熟
之
。
善
戒
經
云
、
無
種
性
人
無
種
性
故
、
雖
復
發
心
勤
行
精
進
、
終
不
能
得
無
上
菩
提
。
以
此
等
文
為
定
量
故
、
猶
斯
種
性
具
有
五
種
。
有

說
、
一
切
衆
生
皆
有
佛
性
、
無
有
定
性
及
無
性
者
。
何
以
知
然
。
涅
槃
二
十
七
云
、
一
切
衆
生
悉
有
佛
性
。
又
云
、
一
切
衆
生
悉
皆
有
心
、
凡
有
心

者
悉
皆
當
得
阿
耨
菩
提
。
以
此
等
文
為
定
量
故
、猶
斯
衆
生
無
無
性
矣
。
兩
宗
所
立
教
等
理
齊
、破
斥
會
違
廣
如
餘
記
。
有
說
、有
性
無
性
唯
佛
能
知
。

然
佛
世
尊
於
法
自
在
、
廣
於
諸
教
隨
對
根
宜
說
有
說
無
、
皆
為
利
樂
。
勿
懷
取
捨
而
欲
指
南
。
問
。
有
無
相
違
、
云
何
利
樂
。
答
。
有
情
本
來
種
性

差
別
、
若
聞
無
性
恐
墮
彼
流
、
佛
為
說
無
令
速
出
離
。
若
聞
有
性
速
起
進
求
、
佛
為
說
有
令
無
退
墮
。
故
佛
所
說
皆
是
法
輪
。
言
有
言
無
深
為
利
樂
。

然
起
信
論
、
由
迷
本
覺
有
不
覺
生
、
照
本
還
源
無
不
成
佛
也
。」（
大
正
藏
巻
三
三　

四
三
四
上
〜
中
）
の
箇
所
、
及
び
「
問
。
為
復
實
相
為
緣
生
智
、

為
復
實
相
即
為
智
母
。
答
。
有
二
義
。
有
說
、
實
相
體
常
不
變
、
因
聲
詮
顯
名
言
故
熏
、
熏
發
識
中
本
無
漏
種
、
從
種
起
現
、
證
實
相
理
、
因
彼
緣

彼
正
智
得
生
、
故
說
實
相
名
為
智
母
。
有
說
、
實
相
即
是
本
覺
、
因
中
本
覺
有
勝
堪
能
、
合
未
無
明
漸
次
微
劣
、
初
地
分
顯
名
為
始
覺
、
果
位
頓
圓

名
一
切
智
、
說
因
本
覺
即
為
智
母
。
法
相
法
性
幸
而
參
詳
。」（
大
正
藏
巻
三
三　

四
八
五
下
）
の
箇
所
よ
り
見
て
取
れ
る
。

84 

大
正
藏
巻
三
三　

四
三
三
下

85 

「
又
佛
菩
薩
毛
容
巨
海
、
芥
納
須
彌
。
色
若
定
礙
、
何
不
礙
彼
。
但
對
妄
情
說
礙
慮
異
。
得
自
在
者
實
無
異
矣
。
是
心
之
相
從
心
而
生
。
聖
教
云
理

之
為
定
量
。」（
大
正
藏
巻
三
三　

四
八
〇
上
）
で
は
微
細
が
巨
大
を
包
摂
し
う
る
こ
と
を
示
し
、「
爾
時
世
尊
為
諸
大
衆
現
不
可
思
議
神
通
變
化
。　

解
曰
。
不
思
議
者
、
義
如
上
解
。
言
神
通
者
、
謂
佛
世
尊
神
境
智
通
。
此
總
明
也
。
言
變
化
者
、
瑜
伽
三
十
七
略
有
二
種
。
一
能
變
通
。
謂
改
轉
故
。
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二
能
化
通
。
謂
化
現
故
。
下
對
文
屬
。
從
此
第
二
廣
現
神
變
。
於
中
分
四
。
一
一
多
相
容
、
二
巨
細
相
容
、
三
聖
凡
相
容
、
四
淨
穢
相
容
。
初
一
多

相
容
文
復
分
三
。
且
初
第
一
諸
花
相
容
。
經
。
一
花
入
無
量
花
無
量
花
入
一
花
。　

解
曰
。
於
所
散
花
一
多
相
入
。
從
此
第
二
佛
土
相
容
。
經
。
一

佛
土
入
無
量
佛
土
無
量
佛
土
入
一
佛
土
。
解
曰
。
令
衆
皆
見
世
界
相
入
。
從
此
第
三
塵
刹
相
容
。
經
。
一
塵
刹
土
入
無
量
塵
刹
土
無
量
塵
刹
土
入
一

塵
刹
土
。　

解
曰
。
令
彼
大
衆
於
一
塵
中
見
佛
刹
土
一
多
相
入
。
此
三
總
是
廣
狹
相
容
。
即
是
十
三
所
作
自
在
也
。
從
此
第
二
巨
細
相
容
。
經
。
無

量
大
海
入
一
毛
孔
無
量
須
彌
入
芥
子
中
。
解
曰
。
令
彼
咸
見
海
入
毛
孔
芥
納
須
彌
。
即
是
第
五
轉
變
自
在
。
從
此
第
三
聖
凡
相
容
。
經
。
一
佛
身
入

無
量
衆
生
身
無
量
衆
生
身
入
一
佛
身
。　

解
曰
。
令
彼
皆
見
凡
聖
相
入
。
即
第
九
十
衆
像
入
身
同
類
往
趣
二
種
變
也
。
亦
是
能
化
神
境
智
通
自
他
勝

劣
塵
沙
身
故
。
從
此
第
四
淨
穢
相
容
。
經
。
大
復
現
小
小
復
現
大
淨
復
現
穢
穢
復
現
淨
。
解
曰
。
佛
自
現
身
或
大
或
小
、
即
是
七
八
卷
舒
變
也
。
現

所
居
土
或
淨
或
穢
、
即
十
一
二
隱
顯
變
也
。
此
上
皆
為
破
諸
情
計
。
遣
事
一
多
、
遣
相
大
小
、
遣
身
凡
聖
、
遣
佛
勝
劣
、
遣
土
淨
穢
、
破
諸
有
情
無

始
時
來
妄
生
分
別
。
見
一
定
一
、
見
多
定
多
、
乃
至
見
淨
定
淨
、
見
穢
定
穢
、
即
法
執
也
。
睹
佛
神
變
、
悟
事
由
心
、
了
相
即
性
。
遣
諸
執
故
。
又

本
記
云
、變
有
三
意
。
一
者
遍
空
。
一
花
入
無
量
花
。
為
除
不
樂
大
乘
障
故
有
遍
空
。
二
者
轉
變
。
一
佛
土
入
無
量
佛
土
。
為
除
執
我
所
障
故
有
轉
變
。

三
者
顯
了
。
一
佛
身
入
無
量
衆
生
身
。
為
除
怖
畏
生
死
障
故
有
顯
了
。
問
。
須
彌
大
海
入
毛
芥
中
、
巨
細
相
違
如
何
能
入
。
答
曰
。
西
方
諸
師
略
作

三
解
。
一
云
、
一
切
諸
法
以
如
為
體
、
所
依
真
如
離
諸
相
、
故
能
依
諸
法
無
定
大
小
、
故
得
相
容
。
二
云
、
依
唯
識
理
。
一
切
諸
法
皆
不
離
識
。
隨

心
變
現
無
有
定
相
。
故
得
相
容
。
三
云
、
一
切
諸
法
從
因
緣
生
、
因
緣
如
幻
幻
無
定
相
、
故
得
容
也
。
問
。
色
中
有
大
小
、
許
小
能
容
大
、
時
中
有

短
長
、
長
劫
應
入
短
。
答
。
此
無
過
難
。
佛
得
希
有
延
促
自
在
、
促
多
劫
為
一
劫
、
延
一
劫
為
多
劫
。
如
是
等
文
成
證
非
一
。
若
爾
一
劫
延
為
三
、三

劫
促
為
一
。
一
三
無
定
量
。
此
豈
不
違
文
。
便
違
佛
說
。
菩
薩
要
經
三
無
數
劫
、具
修
萬
行
證
大
菩
提
。
此
難
不
然
。
果
德
自
在
。
非
因
境
故
。
顯
揚
、

瑜
伽
皆
作
是
說
。
於
不
思
議
強
思
量
者
、
得
誑
亂
報
。」（
大
正
藏
巻
三
三　

四
九
三
下
〜
四
九
四
中
）
で
は
「
相
容
」
が
語
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は

「
神
變
」
で
あ
り
、
華
厳
教
学
で
言
う
法
界
縁
起
と
位
置
付
け
は
異
な
り
、
そ
の
理
屈
も
「
西
方
諸
師
略
作
三
解
」
と
し
て
い
る
部
分
に
注
視
す
る
と
、

華
厳
教
学
の
縁
起
論
が
全
く
反
映
し
て
い
な
い
。



華厳教学と密教 -空海入唐以前の在唐密教祖師の動向から -

117

86 
「
有
說
。
初
識
、
如
四
卷
楞
伽
第
一
云
、
諸
識
有
三
種
相
。
謂
轉
相
業
相
真
相
。
言
真
相
者
、
海
東
法
師
云
、
本
覺
真
心
不
藉
妄
緣
名
自
真
相
。
業

轉
如
次
也
。
又
起
信
論
說
業
轉
現
。
大
同
楞
伽
名
有
少
別
。
海
東
解
云
、
言
業
相
者
、
根
本
無
明
起
靜
令
動
動
為
業
識
。
極
微
細
故
。
言
轉
相
者
。

是
能
見
相
、
依
前
業
相
轉
成
能
緣
。
雖
有
能
緣
而
未
能
顯
所
緣
境
故
。
言
現
相
者
。
即
境
界
相
依
前
轉
相
能
現
境
故
。
故
楞
伽
云
、
譬
如
明
鏡
持
諸

色
像
。
現
識
所
現
亦
復
如
是
。
又
經
下
云
、
頓
分
別
知
自
心
現
身
及
身
安
立
受
用
境
界
。
如
次
、
即
是
根
身
外
器
。
色
等
五
境
以
一
切
時
任
運
現
故
。

此
是
三
細
即
本
識
故
。
若
爾
經
初
識
言
為
目
。
何
者
依
何
熏
習
為
因
緣
生
。
答
。
最
初
業
識
即
為
初
識
。
依
生
起
門
為
次
第
故
。
又
遠
劫
來
時
無
初
始
。

過
未
無
體
。
熏
習
唯
心
妄
念
為
初
。
違
真
起
故
。
又
熏
習
者
、
楞
伽
經
云
、
不
思
議
熏
不
思
議
變
是
現
識
因
。
海
東
解
云
、
根
本
無
明
熏
彼
本
覺
名

不
思
議
熏
。
本
覺
隨
動
說
為
熏
也
。
又
彼
本
覺
體
雖
不
變
。
由
隨
緣
故
故
說
為
變
。
若
熏
若
變
心
言
路
絕
名
不
思
議
現
識
因
者
據
麤
顯
說
。
然
其
理

實
是
業
識
因
。
又
因
緣
者
、
海
東
法
師
解
楞
伽
經
、
流
注
雖
等
辯
因
緣
者
、
本
覺
為
因
無
明
為
緣
而
起
業
識
。
異
木
石
有
同
前
解
故
。」（
大
正
藏
巻

三
三　

四
七
八
下
〜
四
七
九
上
）
と
あ
る
。

87 『
佛
祖
統
紀
』
で
は
「
貞
元
十
三
年
。
左
街
功
徳
使
竇
文
場
奏
先
師
楚
金
、於
天
寶
初
爲
國
建
塔
、置
法
華
道
場
。
今
僧
衆
禮
念
、六
十
餘
年
經
聲
不
絶
、

乞
加
旌
表
。
詔
諡
大
圓
法
師
。
法
師
飛
錫
與
楚
金
、
精
厳
三
觀
。
天
寶
初
。
遊
京
師
止
終
南
紫
閣
草
堂
、
俄
有
詔
住
千
福
法
華
道
場
。
不
空
翻
譯
新

經
。
頻
當
筆
受
潤
文
之
任
。
永
泰
初
。
詔
於
大
明
宮
同
良
賁
等
參
譯
仁
王
護
國
及
密
厳
經
、
與
三
藏
不
空
學
士
柳
伉
重
加
詳
定
、
充
證
義
正
員
。
嘗

撰
念
佛
三
昧
寶
王
論
三
卷
明
淨
土
三
世
通
修
之
義
」（
大
正
藏
巻
四
九　

二
四
六
上
）
と
言
い
、『
宋
高
僧
傳
』
で
は
「
唐
大
聖
千
福
寺
飛
錫
傳
釋
飛
錫
。

未
知
何
許
人
也
。
神
氣
高
邈
識
量
過
人
。
初
學
律
儀
。
後
於
天
台
法
門
一
心
三
觀
。
與
沙
門
楚
金
棲
心
研
習
。
天
寶
初
遊
于
京
闕
、
多
止
終
南
紫
閣

峰
草
堂
寺
。
屬
不
空
當
途
傳
譯
、
慎
選
英
髦
錫
預
其
數
、
頻
登
筆
受
潤
文
之
任
。
代
宗
永
泰
元
年
四
月
十
五
日
。
奉
詔
於
大
明
宮
内
道
場
同
義
學
沙

門
良
賁
等
十
六
人
、
參
譯
仁
王
護
國
般
若
經
并
密
厳
經
。」（
大
正
藏
巻
五
十　

七
二
一
下
）
と
言
う
。

88 「
灌
頂
弟
子
紫
閣
山
草
堂
寺
苾
芻
飛
錫
撰(

并
書)

」（
大
正
藏
巻
五
二　

八
四
九
下
）
と
あ
る
。

89 「
大
唐
故
大
徳
開
府
儀
同
三
司
試
鴻
臚
卿
肅
國
公
大
興
善
寺
大
廣
智
三
藏
和
上
之
碑
」
に
は
「
敕
撿
挍
千
福
安
國
兩
塔
院
法
華
道
場
沙
門
飛
錫
撰
」（
大
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正
藏
巻
五
二　

八
四
八
中
）
と
あ
る
。
ま
た
、「
唐
贈
司
空
大
興
善
寺
大
辨
正
廣
智
不
空
三
藏
和
上
影
贊
」
も
「
灌
頂
弟
子
紫
閣
山
草
堂
寺
苾
芻
飛
錫

撰(

并
書)

」（
大
正
藏
巻
五
二　

八
四
九
下
）
と
あ
り
、
自
筆
の
賛
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

90 
「
賀
晴
表
一
首(

并
答)　

沙
門
飛
錫
等
言
。
伏
奉
八
月
二
十
六
日
中
使
高
品
李
憲
誠
宣
聖
旨
、
令
京
城
諸
寺
釋
門
衆
轉
大
般
若
孔
雀
王
等
經
、
精
勤

止
雨
、
用
副
聖
心
者
。
飛
錫
聞
。
帝
尭
至
聖
不
無
水
雨
之
多
、
大
雲
寶
經
亦
有
請
止
之
化
。
頃
者
稍
如
霖
霪
。
納
慮
於
隍
陛
下
親
露
心
於
金
人
、
毎

焚
香
於
玉
殿
。
遂
使
晴
光
上
升
折
重
雲
而
四
照
、
惠
風
旁
振
掃
氛
霧
於
八
方
、
粢
盛
可
期
倉
庾
恒
溢
。
斯
皆
天
慈
精
詣
。
僧
等
何
知
。
凡
在
道
俗
無

任
感
戴
。
謹
附
中
使
李
憲
誠
奉
表
陳
賀
以
聞
。
沙
門
飛
錫
等
誠
歡
誠
躍
謹
言　

大
暦
十
二
年
九
月
一
日　

京
城
釋
門
衆
沙
門
飛
錫
上
表
」（
大
正
藏
巻

五
二　

八
五
四
上
）
と
あ
る
。

91 

「
而
世
上
之
人
多
念
過
去
釋
迦
之
月
面
、
想
現
在
彌
陀
之
海
目
、
如
拔
毒
箭
矣
。
如
登
快
樂
宮
矣
。
吾
亦
以
之
為
至
教
矣
。
猶
未
聞
念
未
來
諸
佛
之

聚
日
者
、
何
耶
。
蓋
謂
不
了
如
來
對
衆
生
之
麤
說
諸
佛
之
妙
、
遂
隔
衆
生
於
諸
佛
之
外
、
故
不
聞
焉
。
孰
肯
念
焉
。」（
大
正
藏
巻
四
七　

一
三
四
中
）、

及
び
「
寶
性
論
云
、
如
來
藏
經
中
告
舍
利
弗
言
、
衆
生
者
即
是
第
一
義
諦
、
即
是
如
來
藏
即
是
法
身
、
即
是
菩
提
。
吾
謂
、
太
唯
逐
塊
、
不
知
逐
人
、

塊
終
不
息
。
唯
念
過
現
不
念
未
來
、
慢
終
不
息
。」（
大
正
藏
巻
四
七　

一
三
七
中
）
の
箇
所
に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。

92 「
問
曰
、
一
切
衆
生
、
即
未
來
諸
佛
、
謹
聞
命
矣
。
嬖
女
、
群
盜
、
惡
之
至
者
、
安
得
求
敬
於
念
佛
之
賓
歟
。」（
大
正
藏
巻
四
七　

一
三
四
下
）
と
言
い
、

「
念
未
來
佛
、
罪
從
何
生
。
吾
放
其
心
、
遍
一
切
所
緣
之
處
、
皆
見
如
來
、
道
從
恚
等
生
。
於
是
乎
在
如
來
藏
經
、
佛
告
金
剛
慧
菩
薩
言
、
善
男
子
、

我
以
佛
眼
觀
一
切
衆
生
貪
欲
、
恚
癡
諸
煩
惱
中
、
有
如
來
智
、
如
來
眼
、
如
來
身
、
結
加
趺
坐
、
儼
然
不
動
。
乃
至
德
相
備
足
、
如
我
無
異
。
廣
說

一
切
衆
生
有
如
來
藏
、
以
九
喩
況
之
。」（
大
正
藏
巻
四
七　

一
三
六
上
〜
中
）
と
言
い
、
如
来
蔵
思
想
に
基
づ
き
未
来
念
仏
が
構
想
さ
れ
て
い
る
。

93 

『
念
佛
三
昧
寶
王
論
』
上
巻
で
は
『
法
華
經
』
の
常
不
軽
菩
薩
が
頻
繁
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
「
又
不
信
楞
伽
經
說
、

如
來
藏
自
性
清
淨
、
轉
三
十
二
相
、
入
於
一
切
衆
生
心
中
。
如
大
無
價
寶
珠
、
垢
衣
所
纏
。
豈
觀
城
中
最
下
乞
人
與
難
勝
如
來
、
等
無
有
異
。
若
圓

念
三
世
佛
、
普
觀
十
方
尊
、
則
合
夫
理
趣
般
若
、
一
切
有
情
皆
如
來
藏
、
普
賢
菩
薩
自
體
遍
故
之
文
矣
。
貧
女
懷
王
、
米
在
糠　

之
旨
、
鏡
然
可
觀
。
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豈
可
罹
此
八
慢
之
責
哉
。
人
皆
侮
未
來
玉
毫
、不
敢
侮
過
現
金
色
。
殊
不
知
起
罪
之
源
、皆
在
於
當
來
佛
上
、非
已
今
佛
上
也
。
衆
生
苟
非
、當
佛
焉
在
。

若
知
母
因
子
貴
、
米
以
糠
全
、
有
協
法
華
不
輕
之
心
、
則
念
佛
三
昧
不
速
而
成
矣
」（
大
正
藏
巻
四
七　

一
三
四
中
）
な
ど
の
箇
所
を
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

94 「
未
若
洗
分
別
之
鼻
墨
、則
一
鏡
圓
淨
矣
。
萬
境
咸
真
矣
。
執
石
成
寶
矣
。
衆
生
即
佛
矣
。
故
續
高
僧
傳
云
、齊
朝
有
向
居
士
、致
書
通
好
於
惠
可
禪
師
曰
。

影
由
形
起
、響
逐
聲
來
、弄
影
勞
形
、不
知
形
是
影
本
、揚
聲
止
響
、不
識
聲
是
響
根
。
除
煩
惱
而
求
涅
槃
者
、喩
避
形
而
覓
影
。
離
衆
生
而
求
佛
性
者
、

喩
默
聲
而
尋
響
。
故
知
、
迷
悟
一
塗
、
愚
智
非
別
、
無
名
作
名
、
因
其
名
、
是
非
生
矣
。
無
理
作
理
、
因
其
理
、
諍
論
起
矣
。
幻
化
非
真
、
誰
是
、
誰
非
。

虛
妄
無
實
、
何
空
、
何
有
。
將
知
得
無
所
得
、
失
無
所
失
矣
。
未
及
造
談
、
聊
申
此
意
、
想
為
答
之
。
慧
可
禪
師
、
命
筆
迷
意
、
答
居
士
曰
。
說
此

真
法
皆
如
實
契
真
幽
理
、
竟
不
殊
本
。
迷
、
摩
尼
謂
瓦
礫
、
豁
然
自
覺
是
真
殊
、
無
明
、
智
慧
等
無
異
。
當
知
、
萬
法
即
皆
如
。
破
此
二
見
之
徒
輩
、

申
辭
措
意
、作
斯
書
。
觀
身
與
佛
無
差
別
、何
須
更
覓
彼
無
餘
。
此
二
上
士
、依
達
磨
大
師
稱
法
之
行
、理
觀
用
心
皆
是
念
中
道
第
一
義
諦
、法
身
佛
也
。

必
不
離
念
存
於
無
念
、
離
生
立
於
無
生
。
若
謂
離
之
而
別
立
者
、
斯
不
了
煩
惱
即
涅
槃
、
衆
生
即
諸
佛
、
安
得
悟
彼
瓦
礫
如
真
珠
哉
。
既
離
之
不
可
、

即
念
佛
而
真
無
念
也
、
即
往
生
而
真
無
生
也
。
夫
如
是
則
其
義
煥
然
、
若
秋
天
澄
霽
、
明
月
出
雲
矣
。
豈
同
愚
人
觀
指
而
不
觀
月
哉
。」（
大
正
藏
巻

四
七　

一
四
二
下
〜
一
四
三
上
）
と
あ
り
、
未
来
仏
の
念
仏
は
禅
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
。

95 「
對
曰
。
夫
理
之
與
事
、
相
去
若
何
。
前
明
即
事
之
理
、
今
明
即
理
之
事
。」（
大
正
藏
巻
四
七　

一
四
二
上
）
と
あ
る
。

96 

「
若
能
悟
色
聲
而
為
佛
者
、
念
衆
生
為
當
來
佛
者
、
必
不
立
心
前
之
凡
境
也
、
或
想
自
身
為
本
尊
也
、
瑜
伽
真
言
深
妙
觀
門
、
不
謀
而
會
。」（
大
正

藏
巻
四
七　

一
三
六
上
）
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
飛
錫
自
身
が
先
に
構
想
し
て
い
た
未
来
仏
念
仏
が
密
教
と
た
ま
た
ま
合
致
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
含
む
。

97 

大
正
藏
巻
五
五　

七
六
〇
上

98 

大
正
藏
巻
五
〇　

七
三
六
下
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99 

『
大
唐
貞
元
續
開
元
釋
教
錄
』
に
「
又
撰
大
聖
文
殊
師
利
菩
薩
佛
刹
功
德
莊
嚴
經
疏
三
卷
。」（
大
正
藏
巻
五
五　

七
五
九
中)

と
あ
る
。
同
書
で
は
続

け
て
「
上
都
大
興
善
寺
翻
經
講
論
大
德
沙
門
潛
真
述
疏
云
」
と
し
て
「
潛
真
識
智
愚
陋
、
學
藝
庸
淺
。
幸
陪
清
衆
謬
在
翻
傳
、
虛
空
藏
經
課
虛
潤
色
、

兼
蒙
驅
策
述
疏
讚
揚
。
雖
文
義
荒
蕪
已
傳
京
邑
。
今
之
所
撰
蓋
有
由
焉
。
有
金
閣
寺
大
德
道
超
禪
師
、
學
盡
法
源
行
契
心
本
、
親
睹
靈
境
密
承
聖
慈
。

故
久
在
清
涼
屢
興
淨
業
、
仍
於
金
閣
現
處
建
窣
堵
波
、
尋
覲
法
緣
來
詣
京
國
。
以
此
經
為
本
事
、
以
大
聖
為
本
師
、
顯
揚
聖
德
無
過
此
者
。
乃
稽
首

三
藏
和
尚
、誓
傳
大
聖
法
門
、不
以
潛
真
庸
虛
、轉
祈
和
尚
邀
令
述
作
。
和
尚
不
念
前
之
鄙
陋
、又
令
讚
釋
此
經
。
竊
恐
難
契
真
詮
、敢
不
盡
其
愚
訥
。」

（
大
正
藏
巻
五
五　

七
五
九
下
）
と
言
い
、『
大
聖
文
殊
師
利
菩
薩
佛
刹
功
德
莊
嚴
經
疏
』
述
作
に
至
る
経
緯
を
示
し
て
い
る
。

100 

『
大
唐
貞
元
續
開
元
釋
教
錄
』
に
「
又
述
、
發
菩
提
心
義
一
卷
、
發
菩
提
心
戒
一
卷(

并
三
聚
淨
戒
及
十
善
法
戒)　

共
十
三
紙
。」（
大
正
藏
巻
五
五

　

七
六
〇
上
）
と
あ
る
。

101 

大
正
藏
巻
四
六　

九
八
七
上

102 

大
正
藏
巻
三
二　

五
八
八
上

103 

大
正
藏
巻
三
二　

五
八
五
上

104 

大
正
藏
巻
四
四　

二
五
六
下

105 

実
に
『
菩
提
心
義
』
で
は
「
心
」
と
「
菩
提
」
の
「
一
異
」
を
論
じ
る
際
、「
理
體
無
差
別
門
」
と
「
進
修
起
行
願
門
」
の
二
つ
の
観
点
か
ら
解
説
し
、

前
者
の
場
合
は
「
三
辨
一
異
者
、
心
與
菩
提
性
無
有
二
。
由
無
二
故
不
可
分
別
。
此
就
理
體
無
差
別
門
。
故
華
嚴
云
、
如
心
佛
亦
爾
。
如
佛
衆
生
然
。

心
佛
與
衆
生
、是
三
無
差
別
。
虛
空
藏
經
第
四
亦
云
、世
尊
常
演
說
法
無
盡
、有
情
及
虛
空
、菩
提
心
佛
法
。」（
大
正
藏
巻
四
六　

九
八
七
上
）
と
言
い
、

『
虛
空
藏
經
』
及
び
『
華
厳
經
』
を
引
用
す
る
が
、
後
者
の
観
点
か
ら
は
「
若
依
進
修
起
行
願
門
、
即
發
起
妄
心
求
菩
提
故
名
菩
提
心
。
故
起
信
云
、

云
何
熏
習
。
起
淨
法
不
斷
。
所
謂
以
有
真
如
法
故
、
能
熏
習
無
明
、
以
熏
習
因
緣
力
故
、
則
令
妄
心
厭
生
死
苦
、
樂
求
涅
槃
。
以
妄
心
有
厭
求
因
緣
故
、

即
熏
習
真
如
、
自
信
已
性
、
知
心
妄
動
無
前
境
界
、
修
遠
離
法
、
以
如
實
知
無
前
境
界
故
、
種
種
方
便
起
隨
順
行
、
不
取
不
念
。
乃
至
久
遠
熏
習
力
故
、
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無
明
則
滅
、
以
無
明
滅
故
心
無
有
起
、
心
無
起
故
境
界
隨
滅
、
以
因
緣
俱
滅
故
心
相
皆
盡
、
名
得
涅
槃
成
自
然
業
等
。
此
則
棄
妄
成
真
。
發
起
妄
心
、

求
起
真
覺
、即
真
妄
為
異
也
。
而
實
離
真
無
妄
、妄
體
即
真
。
以
不
覺
者
即
本
覺
故
、是
非
異
也
。」（
大
正
藏
巻
四
六　

九
八
七
上
〜
中
）
と
言
い
『
起

信
論
』
に
専
ら
依
拠
し
て
い
る
。
し
か
し
、前
者
の
観
点
が
『
起
信
論
』
の
内
に
必
ず
し
も
還
元
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、「
菩
提
心
」
の
「
菩

提
」
と
「
心
」
の
論
理
は
『
起
信
論
』
に
依
拠
す
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

106 

『
密
教
大
辞
典
』
二
〇
五
一
頁　
「
一
巻
、
潛
眞
作
（
一
說
、
不
空
譯
）。
顯
教
に
說
く
所
の
菩
提
心
の
義
を
明
す
。
此
書
密
教
の
菩
提
心
義
を
示
さ

ず
と
雖
も
、
扶
助
と
な
る
が
故
に
、
弘
法
・
惠
運
こ
れ
を
請
來
す
。」
と
あ
る
。

107 

大
正
藏
巻
三
二　

五
七
三
下

108 

大
正
藏
巻
三
二　

五
七
二
下

109 

大
正
藏
巻
四
六　

九
八
八
上

110 

大
正
藏
巻
五
五　

七
六
〇
上

111 『
宋
高
僧
傳
』に「
永
泰
中
不
空
重
譯
仁
王
護
國
密
厳
等
經
。
鄰
與
千
福
寺
法
崇
西
明
寺
慧
靜
保
壽
寺
圓
寂
分
職
證
義
。
並
良
賁
潤
文
。
鄰
莫
測
其
終
。」

（
大
正
藏
巻
五
十　

七
二
二
上
）
と
有
る
程
度
で
あ
る
。

112 

大
正
藏
巻
三
九　

一
〇
一
六
下

113 

大
正
藏
巻
三
九　

一
〇
三
一
中
〜
下

114 

大
正
藏
巻
三
九　

一
〇
三
二
下

115 

大
正
藏
巻
三
九　

一
〇
三
二
下

116 

大
正
藏
巻
五
二　

八
四
四
上
〜
中

117 

こ
の
人
選
は
直
接
に
不
空
に
よ
り
な
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
岩
崎
日
出
男
氏
論
文
『
慧
朗
七
祖
の
問
題
と
不
空
教
団
の
動
静
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に
つ
い
て
ー
不
空
入
寂
後
の
弟
子
達
の
行
動
を
中
心
に
し
て
ー
』　
『
密
教
学
研
究
』
第
二
十
九
号

118 
大
正
藏
巻
五
二　

八
五
〇
下

119 
大
正
藏
巻
五
二　

八
六
〇
中

120 

大
暦
十
三
年
十
一
月
十
七
日
の
「
恩
命
令
與
惠
朗
同
修
功
徳
謝
表
」
は
惠
曉
の
上
表
で
あ
る
が
、
上
表
文
に
顕
れ
る
慧
朗
の
名
は
こ
れ
が
最
後
と
な

る
。
但
し
岩
崎
氏
（
前
掲
論
文
）
は
『
三
藏
碑
銘
』
の
「
而
沙
門
惠
朗
受
次
補
之
記
、
得
傳
燈
之
旨
、
繼
明
佛
日
、
紹
六
爲
七
。
至
矣
哉
。」
は
確
実

に
慧
朗
の
存
命
を
示
唆
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
か
よ
う
に
解
す
る
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
碑
文
は
あ
く
ま
で
不
空
三

藏
に
即
し
て
語
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
不
空
に
次
ぐ
慧
朗
付
法
ま
で
讃
意
を
も
っ
て
記
述
し
て
い
て
も
決
し
て
不
自
然
で
は
な
く
、
必
ず
し
も

存
命
如
何
に
直
接
に
関
ら
な
い
と
も
想
定
し
う
る
。
ま
し
て
第
七
祖
の
位
置
付
け
は
単
純
で
は
な
く
、
既
に
逝
去
し
て
い
た
と
す
る
場
合
、
実
質
上

不
空
以
後
に
教
導
的
立
場
に
立
っ
て
活
躍
し
た
の
は
寧
ろ
恵
果
で
あ
っ
て
、そ
れ
で
も
後
嗣
と
し
て
広
く
公
的
に
認
知
さ
れ
て
い
な
い
と
な
れ
ば
（
こ

れ
が
第
七
祖
を
不
安
定
に
し
て
い
る
）、
不
空
の
遺
徳
を
讃
揚
す
る
文
章
に
こ
の
辺
り
の
事
情
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
憚
ら
れ
た
と
も
考
え
得
る
わ
け

で
あ
る
し
、
必
ず
し
も
岩
崎
氏
の
推
測
が
唯
一
の
可
能
性
で
あ
る
と
も
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
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『
釋
門
正
統
』
に
は
「
所
謂
密
教
者
、
初
金
剛
薩
埵
於
毗
盧
遮
那
前
親
受
瑜
伽
五
部
蘇
悉
軌
範
、
轉
相
傳
授
。
及
金
剛
智
始
來
東
土
傳
之
不
空
。
不

空
復
入
師
子
等
國
從
龍
智
阿
闍
梨
受
十
八
會
金
剛
灌
頂
、
及
大
悲
胎
藏
建
壇
之
法
。
天
寶
中
召
至
闕
下
、
明
皇
特
見
高
仰
、
及
肅
代
二
朝
皆
為
灌
頂

國
師
。
曁
沒
、
贈
台
司
空
傳
慧
朗
、
厥
嗣
遂
微
。
今
但
特
有
瑜
伽
佛
事
者
存
耳
。
先
是
空
弟
子
慧
果
授
與
日
本
空
海
、
傳
授
不
絕
。」（
卍
續
藏
第

一
三
〇
冊　

三
九
〇
左
上
）
と
あ
り
、『
佛
祖
統
紀
』
に
も
同
様
に
「
大
歴
九
年
六
月
、
示
寂
於
大
興
善
寺
、
上
廢
朝
三
日
、
賜
祭
贈
司
空
、
諡
大
辯

正
廣
智
、
塔
舎
利
於
舊
居
。
師
譯
經
七
十
七
部
。
諸
弟
子
得
誦
咒
之
法
者
、
慧
朗
爲
最
。
故
東
夏
以
金
剛
智
爲
始
祖
、
不
空
爲
二
祖
、
慧
朗
爲
三
祖
云
。

不
空
弟
子
有
慧
果
者
、
元
和
中
日
本
空
海
入
中
國
從
果
學
、
歸
國
盛
行
其
道(
慧
朗
法
師
傳
本
紀
失)

」（
大
正
蔵
巻
四
九　

二
九
五
下
〜
二
九
六
上
）

な
る
記
述
が
有
り
、
慧
朗
は
祖
に
認
定
さ
れ
な
が
ら
、
密
教
を
断
絶
さ
せ
な
い
流
れ
を
形
成
し
た
人
物
と
し
て
恵
果
も
同
時
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
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122 

大
正
藏
巻
五
一　

七
八
四
上

123 
大
正
藏
巻
五
一　

七
八
四
上

124 

大
正
藏
巻
五
一　

七
八
四
上

125 

大
正
藏
巻
四
六　

一
七
九
中

126 

大
正
藏
巻
四
六　

一
九
〇
下

127 

賢
首
大
師
法
蔵
は
理
観
を
言
う
の
み
で
、
事
観
を
対
に
し
て
論
じ
る
こ
と
は
な
い
が
、
澄
觀
は
こ
れ
を
対
と
し
て
用
い
、
天
台
と
同
様
の
意
味
で
論

じ
て
お
り
、
か
よ
う
な
用
法
が
相
当
に
一
般
化
し
て
い
た
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

128 

大
正
藏
巻
六
一　

三
九
三
中

129 

拙
論
「
華
厳
教
学
と
中
国
密
教 - 
入
唐
家
の
顕
密
教
判
の
視
点
か
ら - 

」　
『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
第
二
号　

一
一
五
頁
）

130 

弘
法
大
師
全
集
第
一
巻　

四
四
頁

131 

大
正
藏
巻
三
五　

一
五
四
中

132 

大
正
藏
巻
三
六　

一
一
一
下

133 

大
正
藏
巻
十
八　

二
九
五
上

134 

恵
果
は
徳
宗
・
順
宗
ら
の
帰
依
を
受
け
、
宮
中
と
の
関
係
を
有
し
て
い
た
が
、
片
や
華
厳
宗
の
澄
觀
も
同
様
に
徳
宗
・
順
宗
ら
の
帰
依
を
受
け
て
お
り
、

仏
教
界
に
於
け
る
立
場
は
恵
果
に
劣
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
澄
觀
は
徳
宗
に
招
聘
さ
れ
長
安
に
至
り
、
般
若
三
蔵
の
訳
場
に
参
じ
、
清
涼
国
師
の

号
を
下
賜
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
活
動
は
愈
々
国
家
的
規
模
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
恵
果
が
教
導
的
立
場
に
立
ち
、
活
発

に
活
動
し
て
い
た
時
期
に
相
当
す
る
。「
教
相
」
に
通
じ
た
と
評
さ
れ
る
彼
の
人
師
が
、
こ
の
状
況
に
於
て
、
特
に
『
宋
高
僧
傳
』
に
「
徳
宗
降
中
使

李
輔
光
、
宣
詔
入
都
、
與
罽
賓
三
藏
般
若
、
譯
烏
荼
國
王
所
進
華
嚴
後
分
四
十
卷
。
觀
苦
辭
請
明
年
入
敕
允
。【
中
略
】
觀
至
、
帝
頗
敦
重
、
延
入
譯
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場
刋
正
。
又
詔
令
造
疏
。
遂
於
終
南
草
堂
寺
編
成
十
卷
、
進
呈
。
敕
令
兩
街
各
講
一
遍
爲
疏
。」（
大
正
藏
巻
五
〇　

七
三
七
中
）
と
あ
る
如
く
、
勅

に
よ
る
講
筵
ま
で
催
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
あ
る
種
国
家
公
認
の
『
華
嚴
經
』
解
釈
と
さ
え
見
え
る
華
厳
教
学
に
全
く
配
慮
し
な
い
で
い

ら
れ
る
可
能
性
は
却
っ
て
考
え
難
く
、
且
つ
密
教
は
既
に
華
厳
教
学
を
受
け
入
れ
う
る
下
地
を
十
分
に
整
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
澄
観

と
の
時
代
的
相
関
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
華
厳
教
学
の
導
入
は
恵
果
に
よ
り
果
た
さ
れ
た
と
見
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

華
厳
教
学　

中
国
密
教　

不
空　

恵
果
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は
じ
め
に

　

何
晏
と
王
弼
に
端
を
発
す
る
玄
学
の
思
潮
は
魏
晋
に
お
い
て
隆
盛
し
、
多
く
の
士
大
夫
が
玄
学
を
真
理
探
究
の
た
め
に
最
も
有
効
な

方
法
論
と
し
て
受
け
と
め
た
。
そ
し
て
東
晋
時
代
に
な
る
と
玄
学
と
の
近
似
性
が
見
出
さ
れ
た
般
若
思
想
が
流
行
し
、
こ
の
時
以
来
、

仏
教
が
中
国
思
想
に
浸
透
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
動
き
は
中
国
伝
統
思
想
を
否
定
し
て
発
生
し
た
も
の
で
は
な
く
、
玄
学
の
発
展

形
と
し
て
の
仏
教
に
対
す
る
期
待
が
具
現
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
中
国
思
想
史
上
の
重
大
転
機
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
転
機
を
理
解
す
る
た
め
の
一
つ
の
視
座
と
し
て
、
思
想

的
転
回
を
お
こ
な
っ
た
動
機
と
は
何
か
に
焦
点
を
当
て
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。す
な
わ
ち
般
若
思
想
を
受
容
し
た
動
機
と
、

般
若
思
想
受
容
後
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
仏
教
の
真
髄
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
く
動
機
は
一
貫
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
動
機
づ

け
は
一
体
何
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
か
と
い
う
極
め
て
初
歩
的
な
段
階
か
ら
考
察
を
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
い
に
答
え
て
、
玄

学
す
な
わ
ち
『
老
子
』・『
荘
子
』・『
易
経
』
の
三
玄
に
対
す
る
強
い
関
心
で
あ
る
と
言
え
ば
、
一
見
問
題
は
解
決
し
た
か
の
よ
う
で
あ

る
が
、
三
玄
の
ど
の
よ
う
な
思
想
的
特
徴
に
導
か
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
答
え
て
お
ら
ず
、
当
時
の
思
想
的
営
為
の
詳
細
は
曖
昧
模
糊

鳩
摩
羅
什
門
下
の
思
想
展
開
に
つ
い
て
―
『
易
経
』
の
力
学
―

遠
藤　

祐
介
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と
し
た
ま
ま
で
あ
る
。

　

般
若
思
想
の
探
究
に
関
心
が
持
た
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
玄
学
の
無
と
仏
教
の
空
が
類
似
し
た
概
念
で
あ
る
点
が
要
因
と
し
て
挙
げ

ら
れ
て
い
る
が
、
従
来
は
こ
れ
以
上
の
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
中
国
人
の
関
心
は
あ
る
種
直
観
的
と
も
い
え
る
真
理
把

握
へ
の
希
求
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
間
の
認
識
の
及
ぶ
領
域
と
認
識
を
超
え
た
領
域
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
説
明
や
、
人
間
世
界
と
人
間

世
界
以
外
も
包
含
す
る
具
体
的
で
広
大
な
世
界
観
を
も
求
め
て
い
る
。
は
た
し
て
中
国
人
に
こ
の
よ
う
な
知
的
欲
求
を
持
つ
動
機
を
植

え
付
け
る
の
に
主
導
的
な
役
割
を
担
っ
た
の
は
、
三
玄
の
う
ち
の
ど
の
書
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
の
認
識
や
世
界
観
と
い
う
分
野
に
お
い

て
、『
易
経
』
は
『
老
子
』
や
『
荘
子
』
と
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
系
統
的
な
説
明
を
し
て
い
る
。『
易
経
』
で
は
無
や
道
な
ど
視
聴
で

は
つ
か
み
き
れ
な
い
境
地
を
形
而
上
と
称
し
、我
々
が
生
き
る
現
象
世
界
を
形
而
下
と
称
す
る
。
中
国
人
は
儒
家
や
道
家
の
隔
て
な
く
、

伝
統
的
に
こ
の
枠
組
み
を
基
調
と
し
て
物
事
を
認
識
し
、
な
お
か
つ
世
界
観
を
形
成
し
て
き
た
。『
易
経
』
が
主
要
な
媒
介
と
な
っ
て

仏
教
思
想
を
受
け
入
れ
、
さ
ら
に
無
や
空
以
外
に
も
関
心
を
持
っ
て
深
化
し
て
い
く
動
機
と
な
り
、
後
の
中
国
仏
教
形
成
の
主
要
な
原

動
力
と
な
っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。

　

も
ち
ろ
ん『
易
経
』の
み
が
唯
一
の
原
動
力
で
あ
る
と
強
弁
し
な
い
が
、『
易
経
』の
牽
引
力
に
対
す
る
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

本
稿
で
は
こ
の
点
の
考
察
を
試
み
た
い
。
具
体
的
に
は
上
述
し
た
『
易
経
』
の
役
割
が
、
中
国
仏
教
の
基
礎
形
成
期
に
お
い
て
ど
の
よ

う
に
作
用
し
た
の
か
を
検
討
し
た
い
。
そ
の
際
の
考
察
対
象
と
し
て
は
、
鳩
摩
羅
什
門
下
に
お
け
る
仏
教
思
想
の
展
開
が
最
も
ふ
さ
わ

し
い
で
あ
ろ
う
。

　

鳩
摩
羅
什
（
以
下
、
羅
什
と
記
す
）
の
手
で
『
般
若
経
』、『
維
摩
経
』、『
百
論
』、『
十
二
門
論
』、『
中
論
』、『
大
智
度
論
』
な
ど
が

翻
訳
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
般
若
思
想
の
研
究
は
さ
ら
に
進
展
し
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
。
般
若
思
想
は
羅
什
の
出
現
以
前
か
ら

中
国
で
流
行
し
て
お
り
、
こ
れ
を
一
気
に
深
化
さ
せ
た
こ
と
に
は
非
常
に
大
き
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
中
国
人
の
関
心
が
単
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に
無
と
空
の
関
係
性
だ
け
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
具
象
的
に
世
界
全
体
を
説
明
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
求
め
て
い
た
こ
と
は
、
羅
什
訳

『
法
華
経
』
に
飛
び
つ
い
た
こ
と
か
ら
も
観
察
で
き
る
。
羅
什
に
よ
る
『
法
華
経
』
翻
訳
が
、
形
而
上
に
ば
か
り
目
が
向
い
て
い
た
思

想
の
潮
目
を
変
え
、
弟
子
の
僧
叡
や
竺
道
生
ら
の
た
め
に
新
思
想
の
展
開
を
促
す
広
大
な
ス
ペ
ー
ス
を
提
供
し
た
こ
と
も
重
大
な
思
想

的
転
回
と
言
い
う
る
。

　

羅
什
の
訳
経
と
い
う
功
績
は
当
然
称
揚
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
時
に
受
容
側
に
立
つ
弟
子
た
ち
が
何
故
に
羅
什
の
仏
教

を
求
め
た
の
か
と
い
う
視
点
も
必
要
で
あ
り
、
こ
の
視
座
か
ら
す
る
と
三
玄
、
と
り
わ
け
『
易
経
』
に
導
か
れ
た
中
国
人
僧
侶
の
思
考

様
式
に
着
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
三
玄
を
代
表
し
た
『
易
経
』
と
仏
教
の
三
つ
経
典
と
の
関
係
を
考

察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
い
う
三
つ
の
経
典
と
は
、
流
行
の
口
火
を
切
っ
た
『
般
若
経
』、
空
の
思
想
を
踏
ま
え
た
上
で
具
体
的

な
教
え
や
現
象
を
重
視
す
る
『
法
華
経
』、
悉
有
仏
性
を
め
ぐ
っ
て
羅
什
の
死
後
に
物
議
を
か
も
し
た
『
涅
槃
経
』
の
三
経
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
常
楽
我
浄
を
説
き
般
若
思
想
と
の
齟
齬
が
疑
わ
れ
た
『
涅
槃
経
』
は
羅
什
の
死
後
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
羅

什
の
中
国
人
の
弟
子
た
ち
は
師
の
力
を
借
り
ず
に
『
涅
槃
経
』
に
対
す
る
新
た
な
解
釈
を
創
出
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
中
国
人
僧
侶

た
ち
は
こ
の
難
題
に
直
面
し
て
、
や
は
り
『
易
経
』
に
主
導
さ
れ
る
動
機
を
基
礎
に
し
て
解
釈
を
お
こ
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

羅
什
の
弟
子
た
ち
が
活
躍
し
た
比
較
的
短
い
時
間
に
、『
般
若
経
』、『
法
華
経
』、『
涅
槃
経
』
を
も
と
に
し
て
中
国
仏
教
思
想
に
大

き
い
振
動
が
見
ら
れ
た
。
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
縷
々
述
べ
て
き
た
視
点
か
ら
こ
の
時
期
の
思
想
変
動
を
考
察
す
べ
く
、
ま
ず
『
易
経
』

の
思
想
が
仏
教
受
容
の
枠
組
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
概
観
し
、
引
き
続
い
て
羅
什
門
下
の
『
般
若
経
』・『
法
華
経
』・『
涅
槃
経
』
を

め
ぐ
る
解
釈
を
流
行
の
時
代
順
に
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
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一　

仏
教
思
想
流
行
の
背
景
―
『
易
経
』
の
枠
組
み
―

　

中
国
人
が
仏
教
を
受
容
し
た
要
因
に
つ
い
て
は
、
東
晋
時
代
に
著
さ
れ
た
袁
宏
撰
『
後
漢
紀
』
巻
一
〇
明
帝
紀
下
の
記
事
か
ら
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

沙
門
な
る
者
は
、
漢
に
息
心
と
い
う
。
蓋
し
意
を
息や

め
て
欲
を
去
り
、
無
為
に
帰
す
る
な
り
。
又
以お
も為

え
ら
く
、
人
死
す
る
も

精
神
は
滅
び
ず
、
随
い
て
復
た
形
を
受
け
、
生
時
の
所
行
善
悪
に
皆
報
応
有
り
、
と
。
故
に
貴
ぶ
所
は
行
善
修
道
な
り
。
以
て

精
神
を
錬
り
て
已
ま
ず
。
以
て
無
為
に
至
り
て
仏
と
為
る
を
得
る
な
り
。
仏
の
身
長
は
一
丈
六
尺
、
黄
金
色
に
し
て
、
項
中
に

日
月
光
を
佩
び
て
変
化
無
方
、
入
ら
ざ
る
所
無
く
、
故
に
能
く
万
物
を
化
通
し
て
大
い
に
群
生
を
済
う
。

と
記
さ
れ
、
中
国
人
が
仏
教
を
受
容
し
た
四
つ
の
要
因
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
①
欲
を
取
り
去
っ
て
理
想
状
態
で
あ
る
無
為

に
帰
す
る
と
い
う
涅
槃
に
至
る
論
理
、
②
死
ん
で
も
精
神
は
不
滅
で
あ
り
、
生
前
の
善
悪
に
基
づ
い
て
再
び
形
を
受
け
る
と
い
う
因
果

応
報
の
論
理
、
③
行
善
修
道
に
よ
っ
て
精
神
を
鍛
錬
す
る
と
い
う
修
行
論
、
④
自
由
自
在
に
変
化
し
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
示
現
し
て
衆
生

を
救
う
神
異
の
力
で
あ
る
。

　

般
若
思
想
が
中
国
に
お
け
る
仏
教
思
想
流
行
の
嚆
矢
と
な
っ
た
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。
般
若
思
想
流
行
以
前
は
、
仏
が
発
揮
す
る

神
異
の
力
に
す
が
ろ
う
と
す
る
素
朴
な
信
仰
の
ほ
う
が
目
に
つ
き
、
中
国
の
知
識
人
が
有
す
る
伝
統
思
想
に
匹
敵
す
る
も
の
、
あ
る
い

は
超
え
る
も
の
と
し
て
盛
ん
に
学
ば
れ
た
形
跡
は
な
い
。
般
若
思
想
は
魏
晋
時
代
の
玄
学
の
延
長
線
上
に
置
か
れ
た
か
ら
こ
そ
流
行
し

た
わ
け
で
、
袁
宏
が
挙
げ
る
と
こ
ろ
の
第
一
の
要
因
、
欲
を
去
っ
て
無
為
に
帰
す
る
と
説
い
た
こ
と
が
、
玄
学
に
心
を
寄
せ
る
中
国
人

の
心
を
と
ら
え
た
こ
と
に
な
る
。
般
若
思
想
に
即
し
て
言
え
ば
、玄
学
に
説
か
れ
る
無
と
仏
教
に
説
か
れ
る
空
が
同
質
の
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
空
は
無
を
深
化
し
た
も
の
に
違
い
な
い
と
い
う
期
待
の
も
と
に
仏
教
が
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。



鳩摩羅什門下の思想展開について -『易経』の力学 -

129

　

三
玄
の
中
で
最
も
系
統
的
に
世
界
観
を
提
示
し
て
い
る
の
は
『
易
経
』
で
あ
る
。
玄
学
で
は
、
我
々
が
現
実
と
し
て
認
識
し
て
い
る

現
象
の
底
流
に
、
更
に
本
質
を
な
す
何
者
か
を
想
定
し
て
お
り
、
こ
れ
を
無
と
呼
ん
だ
り
、
道
と
称
し
た
り
し
て
い
る
。『
易
経
』
の

用
語
で
は
、
本
質
を
形
而
上
と
称
し
、
現
象
を
形
而
下
と
呼
ん
で
い
る
。『
易
経
』
繋
辞
上
伝
に
、

こ
の
故
に
形
而
上
な
る
者
こ
れ
を
道
と
謂
い
、
形
而
下
な
る
者
こ
れ
を
器
と
謂
う
。
化
し
て
こ
れ
を
裁
す
る
こ
れ
を
変
と
謂
い
、

推
し
て
こ
れ
を
行
な
う
こ
れ
を
通
と
謂
い
、
挙
げ
て
こ
れ
を
天
下
の
民
に
錯お

く
こ
れ
を
事
業
と
謂
う
。

と
あ
り1

、
道
の
領
域
を
形
而
上
、
形
而
上
の
働
き
が
具
象
化
さ
れ
た
領
域
を
形
而
下
あ
る
い
は
器
と
呼
ん
で
い
る
。『
易
経
』
で
は
道

に
由
来
す
る
陰
陽
を
立
て
、
陰
陽
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
現
象
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
動
き
の
説
明
を
試
み
て
い
る
。
上
記
の
引
用
文
に
あ

る
変
、
通
、
事
業
に
つ
い
て
は
岩
波
文
庫
『
易
経
』
で
は
次
の
よ
う
な
解
釈
を
し
て
い
る2

。

陰
陽
の
変
化
に
即
し
そ
の
変
化
を
適
宜
に
裁
ち
き
っ
て
融
通
性
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
を
変
と
謂
い
、
こ
れ
を
推
し
進
め
て
そ
の

場
そ
の
場
の
具
体
的
な
処
理
を
講
ず
る
こ
と
を
通
と
謂
い
、
変
通
の
結
果
を
挙
げ
て
天
下
の
人
々
の
手
の
と
ど
く
処
に
置
き
実

際
の
効
果
を
お
さ
め
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
事
業
と
謂
う
の
で
あ
る
。

　

形
而
上
と
形
而
下
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
個
所
に
つ
い
て
、
羅
什
門
下
の
僧
侶
た
ち
と
ほ
ぼ
同
時
代
を
生
き
た
韓
康
伯
の
注3

を
見
る

と
、
常
識
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
か
、
形
而
上
と
形
而
下
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
特
に
説
明
を
付
し
て
い
な
い
。『
老
子
』

や
『
荘
子
』
を
引
用
し
て
無
や
道
に
つ
い
て
言
及
す
る
場
合
、
そ
の
話
は
単
に
『
老
子
』
や
『
荘
子
』
と
い
っ
た
一
冊
の
書
の
内
容
で

完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
必
ず
『
易
経
』
と
の
整
合
性
が
問
わ
れ
る
。『
易
経
』
と
の
整
合
性
が
な
け
れ
ば
主
張
の
信
憑
性
は
確
保
さ

れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
玄
学
を
深
く
学
ん
だ
士
大
夫
が
形
而
上
と
形
而
下
と
い
う
文
脈
で
本
質
と
現
象
を
解
釈
し
て
い
た

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
無
の
延
長
線
上
に
仏
教
の
空
を
熱
心
に
探
究
し
た
士
大
夫
に
お
い
て
も
、
形
而
上
と
形
而
下

と
い
う
発
想
の
下
地
の
上
に
空
の
思
想
を
受
け
入
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
述
べ
た
こ
と
は
、
筆
者
が
以
前
考
察
し
た
『
達
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性
論
』
論
争
で
も
『
易
経
』
の
世
界
観
が
当
然
の
前
提
条
件
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
一
端
が
確
認
で
き
る4

。

　
『
達
性
論
』
論
争
は
南
朝
宋
の
文
帝
時
代
に
起
き
た
も
の
で
羅
什
門
下
の
弟
子
た
ち
が
活
躍
し
た
直
後
の
時
代
に
あ
た
り
、
玄
学
と

仏
教
の
思
想
的
関
係
性
に
つ
い
て
は
変
わ
り
が
な
い
。『
達
性
論
』
論
争
に
お
い
て
は
「
万
物
の
本
性
」（
形
而
下
の
領
域
）、「
万
物
と

幽
冥
の
理
の
関
係
」（
形
而
下
と
形
而
上
の
関
係
性
）、「
万
物
の
中
で
生
き
る
人
間
の
あ
る
べ
き
生
き
方
」（
形
而
下
に
お
け
る
人
間
の

位
置
づ
け
）
が
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
さ
れ
、
形
而
下
と
形
而
上
の
枠
組
み
が
見
て
取
れ
る
。

　
『
易
経
』
が
説
明
す
る
世
界
は
形
而
上
と
形
而
下
に
分
け
ら
れ
、こ
の
二
つ
の
領
域
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
お
り
、『
易

経
』
に
お
け
る
真
理
探
究
の
方
向
性
を
「
ベ
ク
ト
ル
」
と
い
う
用
語
を
使
っ
て
述
べ
れ
ば
、「
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
」
と
「
形
而
下
ベ
ク

ト
ル
」
と
表
現
で
き
よ
う
。『
達
性
論
』
と
い
う
仏
教
の
論
文
が
『
易
経
』
の
思
想
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、『
達

性
論
』
も
ま
た
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
と
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
が
合
成
さ
れ
た
『
易
経
』
の
力
学
に
導
か
れ
る
こ
と
で
成
立
し
た
論
文
で
あ
る

と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
『
易
経
』
の
力
学
に
着
目
し
て
、
以
下
に
羅
什
門
下
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
『
般
若
経
』・『
法
華
経
』・『
涅
槃
経
』
の
受
容
と
思
想
変
動
の
あ
り
方
に
対
す
る
一
解
釈
を
提
示
し
て
み
た
い
。
本
稿
で
は
羅
什
門

下
の
代
表
的
な
学
僧
で
あ
る
僧
肇
・
僧
叡
・
竺
道
生
を
考
察
対
象
に
取
り
上
げ
る
が
、
残
存
資
料
や
生
存
年
代
の
都
合
に
よ
り
す
べ
て

の
項
目
で
三
名
全
員
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
次
節
で
は
ま
ず
『
般
若
経
』
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
資
料
が
不
十
分
な
竺

道
生
を
考
察
対
象
と
は
せ
ず
、
僧
肇
と
僧
叡
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

二　
『
般
若
経
』
の
流
行
―
形
而
上
に
関
す
る
理
論
の
深
化
―

　

①
僧
肇



鳩摩羅什門下の思想展開について -『易経』の力学 -

131

　

仏
教
が
中
国
に
伝
来
し
た
当
初
、
仏
教
は
そ
の
思
想
的
特
質
が
評
価
さ
れ
て
浸
透
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
仏
が
持
つ
と
さ
れ
る
超
自

然
的
な
能
力
に
対
す
る
関
心
と
い
う
非
常
に
素
朴
な
要
因
の
ほ
う
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
何
晏
・
王
弼
に
始
ま
る
玄
学
が
流
行
す
る
と
、

無
に
強
い
関
心
を
よ
せ
る
士
大
夫
は
仏
教
の
空
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
仏
教
思
想
の
中
で
も
と
り
わ
け
般
若
思
想
に
関
心
が

集
ま
り
、
こ
れ
が
仏
教
と
儒
家
・
道
家
と
い
う
中
国
伝
統
思
想
と
の
本
質
的
か
つ
本
格
的
な
融
合
の
端
緒
と
な
っ
た
。

　
『
易
経
』
と
い
う
経
典
は
、
儒
家
と
道
家
の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
世
界
観
を
供
給
す
る
重
要
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
般
若
思
想
を
受

け
入
れ
た
士
大
夫
に
は
、『
易
経
』
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
既
成
の
世
界
観
が
牢
固
と
し
て
根
付
い
て
お
り
、
こ
の
世
界
観
を
さ
ら
に

詳
細
か
つ
正
確
に
説
明
す
る
原
理
と
し
て
般
若
思
想
は
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
般
若
思
想
は
『
易
経
』
ベ
ク
ト
ル
の
延
長

線
上
に
受
容
さ
れ
た
と
言
え
る
し
、
空
観
を
説
く
般
若
思
想
の
性
質
に
即
し
て
さ
ら
に
詳
細
に
見
れ
ば
『
易
経
』
の
形
而
上
ベ
ク
ト
ル

の
延
長
線
上
に
受
容
さ
れ
た
と
も
言
え
よ
う
。

　

さ
て
、
羅
什
門
下
で
般
若
思
想
に
関
す
る
論
を
残
し
て
い
る
学
僧
と
し
て
、
ま
ず
僧
肇
を
挙
げ
ね
ば
な
る
ま
い
。『
肇
論
』
は
一
見

す
る
と
道
家
の
論
文
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
『
老
子
』
や
『
荘
子
』
を
し
ば
し
ば
引
用
し
、
中
国
の
伝
統
的
な
概
念
を
中
心
に
構
成
さ
れ

て
い
る
。『
老
子
』
や
『
荘
子
』
に
比
し
て
『
易
経
』
を
引
用
し
て
い
る
回
数
は
少
な
い
も
の
の
、『
易
経
』
は
道
家
の
世
界
観
の
骨
格

で
あ
る
た
め
、『
老
子
』
と
『
荘
子
』
が
引
用
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
こ
れ
に
付
随
し
て
自
ず
か
ら
『
易
経
』
の
世
界
観
の
影
響
の

大
き
さ
を
見
る
必
要
が
あ
る
。
当
時
問
題
と
さ
れ
た
「
色
」（
現
象
）
と
「
空
」
を
構
造
的
に
思
考
す
る
場
合
、
当
時
の
中
国
人
僧
侶

は
そ
れ
ぞ
れ
『
易
経
』
ベ
ク
ト
ル
に
導
か
れ
て
「
形
而
下
」
と
「
形
而
上
」
に
対
応
さ
せ
て
思
索
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　

般
若
思
想
が
特
に
『
易
経
』
の
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
は
上
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
形
而
下
ベ

ク
ト
ル
の
延
長
線
上
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
が
以
前
に
言
及
し

た
こ
と
が
あ
る
が
、
僧
肇
は
第
一
に
現
象
を
捨
象
せ
ず
、
第
二
に
聖
俗
一
如
の
思
想
を
内
包
し
て
い
る
人
物
で
あ
る5

。
つ
ま
り
、
探
究
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の
主
題
と
し
て
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
に
し
た
が
っ
て
深
化
し
て
い
く
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
た
の
は
事
実
だ
が
、
形
而
下
ベ
ク
ト

ル
へ
の
関
心
が
存
在
す
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
僧
肇
が
活
躍
し
た
時
期
に
お
い
て
は
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
方
面
の
関
心
が
特
に

盛
ん
な
段
階
で
あ
り
、
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
の
方
面
に
お
け
る
思
想
展
開
は
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
あ
っ
た
。

　
『
法
華
経
』
や
『
涅
槃
経
』
の
受
容
と
研
究
は
、
僧
肇
以
外
の
羅
什
門
下
の
他
の
学
僧
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
こ
ち
ら
の
動
き

は
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
僧
肇
の
場
合
は
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
性
に
お
い
て
発
展
す
る
潜
在
的
な
原
動
力
を
内

包
し
て
い
た
も
の
の
、
未
開
花
の
ま
ま
没
し
て
し
ま
っ
た
と
で
も
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

本
項
目
で
は
、
僧
肇
の
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
に
お
け
る
展
開
が
後
の
学
者
に
比
し
て
不
十
分
で
あ
っ
た
点
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
と

ど
め
た
い
。
僧
肇
は
聖
俗
一
如
を
唱
え
て
い
た
が
、
僧
肇
在
世
中
に
は
法
顕
訳
『
涅
槃
経
』
も
な
い
た
め
、「
常
楽
我
浄
」
の
発
想
を

思
想
の
機
軸
に
据
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
僧
肇
は
、廬
山
の
慧
遠
の
弟
子
で
あ
る
劉
遺
民
が
あ
え
て
「
至
当
」・「
常
当
」
や
「
真
是
」・

「
常
是
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
一
定
の
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
原
則
的
に
は
や
は
り
「
形
名
を
以
て
得
べ
か
ら
ず
」
と
結
論
づ
け
て

い
る6

。
純
粋
に
空
思
想
の
文
脈
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、
僧
肇
の
解
釈
が
正
し
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
後
世
に
『
涅
槃
経
』
や
『
法
華

経
』
の
信
仰
が
流
行
す
る
と
、
後
世
の
学
僧
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
経
典
と
空
思
想
に
齟
齬
が
な
い
よ
う
な
解
釈
が
生
み
出
さ
れ
、
僧
肇

の
解
釈
と
は
違
っ
た
新
た
な
展
開
を
み
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

空
思
想
の
み
で
は
、
諸
現
象
を
個
別
に
説
明
し
包
含
し
て
い
く
思
想
の
多
彩
さ
に
欠
け
る
と
い
う
見
方
も
あ
る
。『
易
経
』
ベ
ク
ト

ル
の
発
想
に
従
っ
て
考
え
た
場
合
、
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
が
深
化
さ
れ
る
だ
け
で
は
十
分
に
説
明
で
き
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
形
而
上
ベ

ク
ト
ル
と
対
を
な
す
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
の
説
明
も
求
め
ら
れ
る
。
た
し
か
に
空
と
い
う
概
念
を
徹
底
的
に
用
い
て
、
形
而
上
と
形
而
下

と
い
う
対
概
念
を
議
論
の
外
に
は
じ
き
飛
ば
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
あ
え
て
そ
う
せ
ず
に
現
象
す
な
わ
ち
形
而
下
を
熱
心
に
探
究

す
る
点
に
中
国
仏
教
の
特
徴
の
一
つ
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
特
徴
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る
の
が
『
易
経
』
ベ
ク
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ト
ル
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
僧
肇
の
段
階
で
は
大
き
い
展
開
を
見
せ
な
か
っ
た
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
の
探
究
は
、
他
の
学
僧
の
手
に
委

ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

本
節
で
は
竺
道
生
に
言
及
す
る
だ
け
の
資
料
が
揃
え
ら
れ
な
い
た
め
、
竺
道
生
の
項
目
を
立
て
な
い
が
、
そ
の
代
わ
り
に
般
若
思
想

に
お
い
て
竺
道
生
と
僧
肇
に
親
和
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
根
拠
は
、

第
一
に
竺
道
生
が
僧
肇
の
『
般
若
無
知
論
』
を
賞
賛
し
こ
れ
を
廬
山
に
伝
え
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
竺
道
生
に
『
維
摩
経
』
注
が
あ

る
が
分
量
的
に
は
少
な
く
、
羅
什
・
僧
肇
を
補
足
す
る
形
で
注
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。
竺
道
生
の
般
若
思
想
は
、
こ

こ
で
考
察
し
た
僧
肇
に
近
い
も
の
と
し
て
理
解
し
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

②
僧
叡

　

僧
叡
は
一
体
何
を
求
め
て『
般
若
経
』の
解
釈
に
着
手
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。僧
叡
撰『
大
品
経
序
』冒
頭
に「
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
」を「
大

（
摩
訶
）」・「
慧
（
般
若
）」・「
度
（
波
羅
蜜
）」
に
分
け
て
そ
の
意
義
を
説
明
し
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
僧
叡
の
意
図
を
端
的

に
知
る
こ
と
が
で
き
る7

。

摩
訶
般
若
波
羅
蜜
な
る
者
は
八
地
に
出
づ
る
の
由
路
、
十
階
に
登
る
の
龍
津
な
り
。
夫
れ
淵
府
は
以
て
其
の
深
美
を
尽
く
す
に

足
ら
ず
。
故
に
大
に
寄
せ
て
以
て
之
れ
を
目
す
。
水
鏡
は
未
だ
以
て
其
の
澄
朗
を
喩
う
べ
か
ら
ず
。
故
に
慧
に
仮
り
て
以
て
之

れ
を
称
す
。
造
尽
は
以
て
其
の
涯
極
を
得
る
に
足
ら
ず
。
故
に
度
に
借
り
て
以
て
之
れ
を
明
か
す
。
然
れ
ば
則
ち
功
は
有
無
に

訖
わ
る
。
度
は
名
の
立
つ
る
所
以
に
し
て
、
本
を
照
ら
し
末
を
静
む
。
慧
日
は
之
れ
を
以
て
生
じ
、
昿あ
き

ら
か
に
無
外
を
兼
ぬ
。

大
の
称
は
由
り
て
以
て
起
こ
る
。

　
「
度
」
は
「
度
無
極
」
と
い
う
用
語
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
岸
に
到
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
で
は
此
岸
か
ら
彼
岸
へ
の
動
き

を
あ
ら
わ
す
度
に
つ
い
て
述
べ
る
箇
所
に
あ
る
「
造
尽
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
造
尽
と
は
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
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る
術
語
で
は
な
い
た
め
、
こ
こ
で
解
釈
を
施
す
必
要
が
あ
る
。
造
尽
の
造
と
は
、「
造
化
」
す
な
わ
ち
天
地
万
物
を
創
造
し
維
持
し
て

い
る
転
変
極
ま
り
な
い
働
き
の
こ
と
で
、
尽
は
造
化
の
働
き
を
尽
く
し
た
無
限
の
動
き
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
造
化
に
よ
っ
て
変
化
し
続
け
な
が
ら
自
然
に
存
在
し
て
い
る
形
而
下
の
領
域
さ
え
も
人
知
を
超
え
て
果
て
し
な
く
広

い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
て
度
を
目
指
す
こ
と
を
標
榜
し
て
い
る
。
た
だ
度
と
い
う
だ
け
で
は
有
無
と
い
う
相
対
対
立
の

相
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の
で
、「
慧
日
」
す
な
わ
ち
形
而
上
の
智
慧
に
よ
っ
て
絶
対
な
る
も
の
を
求
め
、
最
終
的
に
は
形
而
下
と
形
而

上
の
区
別
や
相
対
と
絶
対
と
い
う
対
立
を
撥
無
し
た
「
大
」
と
い
う
概
念
で
究
極
の
境
地
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。

仏
教
に
造
化
の
発
想
を
織
り
込
ん
で
い
る
点
で
、
僧
叡
の
脳
裏
に
お
い
て
『
易
経
』
の
世
界
観
と
仏
教
的
世
界
観
が
渾
然
一
体
と
な
っ

て
い
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
大
・
慧
・
度
の
三
つ
の
概
念
に
つ
い
て
は
般
若
思
想
の
空
を
念
頭
に
置
い
て
、
更
に
次
の
説
明
を

加
え
て
い
る8

。

斯
の
三
名
な
る
者
は
、
義
は
有
流
に
渉
る
と
雖
も
詣い
た

り
て
非
心
を
得
る
。
跡
は
有
用
に
寄
る
も
功
は
実
に
非
待
な
り
。
非
心
な

る
が
故
に
不
住
を
以
て
宗
と
為
す
。
非
待
な
る
が
故
に
無
照
を
以
て
本
と
為
す
。

　

大
・
慧
・
度
と
い
う
概
念
は
説
明
す
る
方
便
と
し
て
顕
現
し
て
い
て
も
、
本
質
的
に
は
作
為
を
離
れ
た
「
非
心
」
で
あ
り
、
し
か
も

相
対
者
を
持
た
な
い
「
非
待
」
で
あ
る
。
般
若
思
想
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
而
上
と
形
而
下
と
い
う
伝
統
的
な
議
論
か
ら
新

た
な
一
歩
を
進
め
て
深
化
さ
せ
た
こ
と
が
こ
の
時
代
の
特
徴
で
あ
る
が
、僧
叡
に
お
い
て
も
そ
の
思
想
的
動
き
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

空
思
想
自
体
は
形
而
上
・
形
而
下
と
い
う
概
念
を
撥
無
す
る
思
想
で
あ
る
が
、
中
国
人
と
し
て
は
易
の
思
想
を
経
由
せ
ね
ば
理
解
し
が

た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
中
国
人
が
空
思
想
を
求
め
た
動
機
も
形
而
上
の
領
域
を
深
く
究
め
た
い
と
い
う
欲
求
に
起
因
し
、
や
が
て

形
而
上
と
形
而
下
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
発
想
に
変
質
し
て
い
っ
た
と
見
ら
れ
る9

。
端
的
に
言
え
ば
、
中
国
人
の
大
乗
仏
教
受
容
の
背

景
に
は
『
易
経
』
ベ
ク
ト
ル
に
導
か
れ
た
要
素
が
濃
厚
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
に
よ
り
『
般
若
経
』
の
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受
容
が
促
さ
れ
、
こ
れ
に
続
い
て
必
然
的
に
生
じ
て
く
る
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
に
対
す
る
探
究
心
に
よ
っ
て
、『
法
華
経
』
や
『
涅
槃
経
』

へ
の
関
心
が
開
か
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
法
華
経
』
と
『
涅
槃
経
』
に
つ
い
て
は
次
節
以
降
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

三　
『
法
華
経
』
へ
の
関
心
│
形
而
下
解
釈
へ
の
動
き
│

　
『
般
若
経
』
が
空
に
力
点
を
置
い
て
説
く
の
に
対
し
て
、『
法
華
経
』
は
空
観
を
強
調
す
る
よ
り
も
具
体
的
な
教
説
や
現
象
の
あ
り
方

を
重
視
し
て
い
る
。
要
す
る
に
『
法
華
経
』
の
重
点
の
置
き
方
は
『
般
若
経
』
と
傾
向
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
空
観
の
概
論
は

比
較
的
理
解
し
や
す
い
も
の
の
、
深
く
探
究
す
る
段
に
な
る
と
、
堂
々
め
ぐ
り
の
よ
う
な
難
解
な
議
論
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
。
ま
た
、

空
と
い
う
性
質
上
、
現
象
自
体
や
変
化
の
帰
趨
に
対
す
る
関
心
は
希
薄
で
あ
る
た
め
、
五
感
を
頼
り
に
生
活
し
て
い
る
我
々
の
世
界

か
ら
は
実
感
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。『
法
華
経
』
の
場
合
は
釈
尊
の
神
異
を
多
く
説
い
て
い
る
た
め
、
合
理
的
な
思
考
に
慣
れ
た
現

代
人
が
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
内
容
で
は
な
い
が
、
空
思
想
と
現
象
を
つ
な
ぐ
独
自
の
世
界
観
を
提
示
し
て
い
る
点
で
、『
般
若
経
』

に
比
し
て
現
象
世
界
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

前
節
で
は
般
若
思
想
が
中
国
で
展
開
し
た
背
景
に
『
易
経
』
の
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
般
若
思
想
は
形
而
下

を
包
含
し
て
い
る
も
の
の
、
空
に
ば
か
り
重
点
を
置
い
て
い
る
た
め
、
伝
統
的
に
形
而
下
も
重
視
す
る
中
国
人
か
ら
す
る
と
、
形
而
上

と
形
而
下
の
バ
ラ
ン
ス
面
で
不
十
分
さ
を
感
じ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
般
若
思
想
流
行
の
直
後
に
重
視
さ
れ
た
『
法
華
経
』
や
『
涅

槃
経
』
は
、
般
若
思
想
に
不
足
し
て
い
る
形
而
下
の
要
素
を
補
填
す
る
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
節
で
は
羅

什
門
下
の
僧
叡
と
竺
道
生
の
思
想
を
た
ど
り
つ
つ
、
彼
ら
が
『
法
華
経
』
に
求
め
た
要
素
や
『
般
若
経
』
と
『
法
華
経
』
の
関
係
性
に

関
す
る
解
釈
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
な
お
、
僧
肇
は
『
法
華
経
』
に
対
す
る
言
及
は
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
本
節
で
は
取
り
上
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げ
な
い
こ
と
と
す
る
。

　

①
僧
叡

　
『
法
華
経
』
類
の
経
典
で
は
、
羅
什
以
前
に
竺
法
護
訳
『
正
法
華
経
』
が
存
在
し
た
が
、
般
若
思
想
の
隆
盛
に
比
し
て
そ
の
影
響
力

は
小
さ
か
っ
た
。
し
か
し
羅
什
に
よ
る
『
法
華
経
』
翻
訳
後
、
羅
什
門
下
で
『
法
華
経
』
研
究
が
盛
ん
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

お
そ
ら
く
『
法
華
経
』
に
対
す
る
羅
什
の
高
い
評
価
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
羅
什
門
下
の
学
僧
も
熱
心
に
学
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
本
項

で
は
ま
ず
『
法
華
経
』
に
対
す
る
見
解
が
現
存
し
て
い
る
僧
叡
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　
『
法
華
経
』
の
特
徴
は
空
を
説
明
す
る
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
一
乗
思
想
を
鮮
明
に
掲
げ
る
こ
と
や
釈
尊
の
威
神
力
が
明
示
さ
れ

て
い
る
点
に
あ
る
。
空
一
辺
倒
で
あ
っ
た
当
時
の
思
潮
の
中
で
、
威
神
力
を
前
面
に
押
し
出
し
た
こ
と
は
形
而
下
に
関
心
の
あ
る
者
に

と
っ
て
意
義
あ
る
こ
と
で
あ
る
し
、
一
乗
思
想
に
つ
い
て
は
三
乗
に
対
し
て
一
乗
が
何
故
に
真
実
で
あ
る
か
を
対
比
し
て
説
明
し
て
お

り
、
形
而
下
の
現
象
を
活
用
し
な
が
ら
具
体
的
に
説
き
明
か
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
現
象
を
重
視
す
る
姿
勢
は
般
若
思
想
と
比
べ
て

顕
著
に
見
ら
れ
る
。

　
『
法
華
経
』
が
当
時
の
中
国
人
の
支
持
を
集
め
え
た
背
景
を
知
る
に
は
、『
般
舟
三
昧
経
』
を
奉
じ
て
仏
の
感
応
を
求
め
た
廬
山
の
慧

遠
の
修
行
態
度
に
象
徴
さ
れ
る
中
国
仏
教
の
あ
り
方
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い10

。
つ
ま
り
、
釈
尊
が
八
方
手
を
尽
く
し
て
真
実
を
開
示

し
よ
う
と
す
る
『
法
華
経
』
の
内
容
は
、
仏
と
現
象
世
界
と
の
対
応
関
係
に
強
い
関
心
が
あ
る
学
僧
を
惹
き
つ
け
た
よ
う
で
あ
る
。

　

さ
て
、
中
国
人
に
よ
る
『
法
華
経
』
受
容
が
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
に
導
か
れ
た
と
い
う
蓋
然
性
を
述
べ
た
の
に
続
い
て
、
僧
叡
の
思
想

を
読
み
解
き
な
が
ら
こ
の
点
を
確
認
し
た
い
。
僧
叡
は
ま
ず
『
小
品
経
序
』
冒
頭
で
、

般
若
波
羅
蜜
な
る
者
は
窮
理
尽
性
の
格
言
な
り
。
菩
薩
成
仏
の
弘
軌
な
り
。

と
定
義
し
て
い
る11

。「
窮
理
尽
性
」
は
『
易
経
』
説
卦
伝
に
用
い
ら
れ
る
概
念
で
あ
り
、
僧
叡
に
お
い
て
『
般
若
経
』
と
『
易
経
』
の
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世
界
観
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。『
小
品
経
序
』
で
は
さ
ら
に
『
般
若
経
』
と
『
法
華
経
』
の
役
割
分
担
に
つ
い

て
も
言
及
し
て
い
る12

。

法
華
の
鏡
は
本
に
し
て
、
以
て
照
を
凝
ら
す
。
般
若
の
冥
は
末
に
し
て
、
以
て
解
懸
す
。
解
懸
の
理
は
、
菩
薩
道
に
趣
く
な
り
。

凝
照
の
鏡
本
は
其
の
終
を
告
ぐ
。
終
に
し
て
泯ほ
ろ

び
ざ
れ
ば
則
ち
帰
途
扶
疎
に
し
て
三
実
の
跡
有
り
。
権
応
は
夷た
い
らか
な
ら
ざ
れ
ば

則
ち
乱
緒
紛
綸
し
て
惑
趣
の
異
有
り
。
是
こ
を
以
て
法
華
と
般
若
は
相
待
し
て
以
て
終
を
期
す
。
方
便
と
実
化
は
冥
一
し
て
以

て
侠
尽
す
。

　

こ
こ
で
は
『
法
華
経
』
を
本
、『
般
若
経
』
を
末
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
こ
れ
は
一
仏
乗
を
説
く
『
法
華
経
』
と
菩
薩
道
に
導
く
『
般

若
経
』
と
い
う
観
点
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
涅
槃
に
い
た
る
際
に
『
法
華
経
』
と
『
般
若
経
』
は
相
互
補
完
の
関
係
に

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
『
小
品
経
序
』
で
は
こ
れ
に
つ
づ
け
て
、

其
れ
窮
理
尽
性
を
論
じ
万
行
を
夷
明
す
れ
ば
則
ち
実
は
照
に
如
か
ず
。
其
れ
大
い
に
真
化
を
明
か
し
本
の
無
三
を
解
せ
ば
則
ち

照
は
実
に
如
か
ず
。
是
の
故
に
深
き
を
歎
ず
れ
ば
則
ち
般
若
の
功
は
重
く
、
実
を
美
と
す
れ
ば
則
ち
法
華
の
用
は
微
な
り
。

と
し
、
奥
深
い
構
造
を
探
究
す
る
に
は
『
般
若
経
』
に
依
る
の
が
よ
く
、
現
象
に
お
け
る
真
実
の
顕
現
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
『
法
華

経
』
に
依
る
の
が
よ
い
と
い
う
役
割
の
違
い
を
論
じ
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、僧
叡
は
『
法
華
経
後
序
』
で
も
『
法
華
経
』
と
『
般
若
経
』
の
関
係
性
を
論
じ
て
い
る
。『
法
華
経
後
序
』
冒
頭13

で
僧
叡
は
、

法
華
経
な
る
者
は
諸
仏
の
秘
蔵
、
衆
経
の
実
体
な
り
。

と
定
義
し
て
い
る
。
こ
こ
に
言
う
「
実
体
」
と
は
、
後
の
文
の
内
容
か
ら
す
る
と
『
法
華
経
』
が
現
象
世
界
で
そ
の
真
実
性
を
証
明
し

て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。『
法
華
経
』
と
『
般
若
経
』
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
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般
若
諸
経
の
如
き
に
至
り
て
は
、
深
き
こ
と
極
め
ざ
る
無
く
、
故
に
道
者
は
之
れ
を
以
て
帰
す
。
大
い
な
る
こ
と
該そ
な

わ
ら
ざ
る

無
く
、
故
に
乗
者
は
之
れ
を
以
て
済わ
た

る
。
然
れ
ば
其
れ
大
略
は
皆
適
化
を
以
て
本
と
為
し
、
応
務
の
門
は
善
権
を
以
て
用
と
為

さ
ざ
る
を
得
ず
。
之
れ
に
権か

り
て
化
を
為
し
物
を
悟
ら
せ
る
こ
と
は
弘
し
と
雖
も
、実
体
に
於
い
て
皆
法
華
に
属
す
る
に
足
ら
ず
。

固も
と

よ
り
其
れ
宜む
べ

な
る
か
な
。

と
い
う
よ
う
に
、『
小
品
経
序
』
と
同
様
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
般
若
経
』
は
真
実
の
深
部
を
網
羅
し
て
い
る
が
、
こ

と
形
而
下
の
方
便
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
『
法
華
経
』
に
一
歩
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
僧
叡
が
『
般
若
経
』
と
比

較
し
た
場
合
の
『
法
華
経
』
の
優
位
点
を
主
に
形
而
下
に
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

②
竺
道
生

　

竺
道
生
は
中
国
出
身
の
沙
門
で
あ
り
、
そ
の
教
養
の
基
礎
が
玄
学
に
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
竺
道
生
が
僧
肇
の
『
般
若
無

知
論
』
を
高
く
評
価
し
た
こ
と
や
、
竺
道
生
も
羅
什
や
僧
肇
と
と
も
に
『
維
摩
経
』
に
注
を
つ
け
た
こ
と
か
ら
、
般
若
思
想
に
対
す
る

関
心
の
高
さ
と
造
詣
の
深
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
僧
肇
に
『
法
華
経
』
に
対
す
る
言
及
が
ほ
ぼ
残
っ
て
い
な
い
の
と
は
対
照
的
に
、
竺

道
生
撰
『
妙
法
蓮
花
経
疏
』（
以
下
『
蓮
花
経
疏
』）
が
現
存
し
て
お
り
、
今
日
で
も
竺
道
生
の
法
華
思
想
を
知
る
て
が
か
り
は
し
っ
か

り
残
さ
れ
て
い
る
。『
蓮
花
経
疏
』
で
「
妙
法
」
に
つ
い
て14

、

妙
法
は
夫
れ
至
像
に
し
て
無
形
、
至
音
に
し
て
無
声
な
り
。
希
微
に
し
て
朕
思
の
境
を
絶
す
。
豈
形
言
な
る
者
有
ら
ん
や
。

と
い
う
よ
う
に
無
形
や
無
声
な
ど
の
概
念
を
用
い
て
玄
学
の
発
想
で
説
明
し
て
い
る
。

　

般
若
思
想
は
い
わ
ば
玄
学
の
発
展
形
態
と
し
て
期
待
さ
れ
て
中
国
で
受
容
さ
れ
、
羅
什
以
前
に
仏
教
を
奉
じ
て
い
た
中
国
の
士
大
夫

の
間
で
は
般
若
思
想
が
思
想
の
最
高
形
態
と
見
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
羅
什
門
下
の
学
僧
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
仏
教
思

想
を
深
化
し
、
竺
道
生
も
般
若
思
想
を
唯
一
の
最
高
形
態
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。『
蓮
花
経
疏
』
に15

、
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往
昔
に
説
法
し
て
既
に
久
し
は
第
二
番
な
り
。
往
日
に
仏
説
の
波
若
諸
経
を
聞
く
。
之
れ
を
聞
き
て
疲
懈
し
、
唯た
だ

空
無
相
を
念

ず
る
の
み
。
永
く
仏
国
土
を
浄
め
衆
生
を
化
す
る
の
心
無
き
な
り
。

と
記
し
、『
法
華
経
』
信
解
品
の
「
往
昔
に
説
法
し
て
既
に
久
し
」
以
下
で
仏
の
教
え
を
聴
聞
し
て
い
た
須
菩
提
ら
が
空
や
無
相
な
ど

を
明
ら
か
に
知
っ
て
も
、
仏
国
土
や
衆
生
に
対
す
る
働
き
か
け
が
な
く
、
自
分
た
ち
の
心
も
喜
楽
し
な
か
っ
た
と
い
う
場
面
に
つ
い
て

取
り
上
げ
て
い
る
。『
蓮
花
経
疏
』
を
読
む
と
、
須
菩
提
ら
が
自
ら
の
至
ら
な
さ
を
感
じ
た
原
因
に
つ
い
て
、『
般
若
経
』
が
現
象
面
に

お
い
て
発
揮
す
る
力
量
の
弱
さ
に
あ
る
と
竺
道
生
は
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
竺
道
生
は
『
般
若
経
』
と
『
法
華
経
』
の
関
係
性
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
竺
道
生
は
『
蓮

花
経
疏
』
で
『
妙
法
蓮
華
経
』
の
「
妙
」
字
を
取
り
上
げ
、『
法
華
経
』
と
他
の
経
典
の
違
い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る16

。

妙
な
る
者
は
、
若
し
如
来
が
言
を
吐
き
教
え
を
陳の

ぶ
る
を
論
ず
れ
ば
、
何
れ
の
経
か
妙
に
非
ず
や
。
此
の
経
の
偏ひ
と
えに
妙
な
る
者

と
言
う
所ゆ
え
ん以

は
、
昔
の
権
三
の
説
の
実
に
非
ざ
る
を
以
て
、
今
、
無
三
と
云
う
。
斯こ

れ
則
ち
言
は
当
た
り
理
は
愜か
な

え
り
。
昔
の

虚
偽
無
く
、
之
れ
を
妙
と
謂
う
の
み
。

と
説
く
。『
法
華
経
』
が
他
の
経
典
に
抜
き
ん
出
て
、「
妙
」
と
称
す
る
の
は
三
乗
の
虚
偽
が
無
く
、
純
粋
に
本
体
の
真
実
を
説
い
て
い

る
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。

　

竺
道
生
が
、
一
乗
を
説
く
『
法
華
経
』
に
限
っ
て
は
「
言
は
当
た
り
理
は
愜
え
り
」
と
論
じ
て
み
て
も
、
言
語
は
真
実
を
説
き
つ
く

せ
な
い
と
い
う
宿
命
的
な
限
界
性
を
有
す
る
ゆ
え
に
、『
法
華
経
』
も
他
の
経
典
と
同
様
の
制
限
を
背
負
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
な
に
ゆ
え
に
竺
道
生
は
『
法
華
経
』
に
説
か
れ
る
理
を
絶
対
の
も
の
と
言
い
切
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
論
理
の
妥
当

性
に
立
脚
し
た
話
で
は
な
く
、
信
じ
る
か
否
か
と
い
う
信
仰
の
次
元
の
話
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
項
で
は
竺
道
生
の

論
の
是
非
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
竺
道
生
の
『
法
華
経
』
理
解
を
解
釈
す
る
こ
と
に
集
中
し
た
い
。
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竺
道
生
の
理
解
に
よ
れ
ば
、『
法
華
経
』
か
ら
釈
尊
の
形
而
下
に
即
し
た
多
様
で
具
体
的
な
説
法
が
読
み
取
れ
る
と
い
う
点
で
他
経

を
凌
駕
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
形
而
上
に
属
す
る
真
実
の
開
示
と
矛
盾
し
な
い
完
全
無
欠
の
説
法
を
開
示
し
た
経
典
だ
と
解
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。『
般
若
経
』
に
不
足
し
て
い
た
形
而
下
に
お
け
る
作
用
に
対
す
る
説
明
も
、『
法
華
経
』
は
ク
リ
ア
ー
し
て
い
る
こ
と

に
な
り
、
竺
道
生
は
こ
の
優
位
性
を
特
に
重
視
し
た
結
果
、『
般
若
経
』
を
超
え
る
高
評
価
を
『
法
華
経
』
に
与
え
た
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、竺
道
生
に
玄
学
の
『
易
経
』
ベ
ク
ト
ル
の
発
想
が
基
礎
に
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
と
、

形
而
上
ベ
ク
ト
ル
が
『
般
若
経
』
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
た
一
方
で
、
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
は
『
般
若
経
』
で
は
十
分
に
掘
り
下
げ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
竺
道
生
ら
に
よ
っ
て
『
法
華
経
』
の
受
容
が
促
進
さ
れ
た
背
景
に
は
、
形
而
下
ベ
ク
ト
ル

探
究
と
い
う
求
道
的
欲
求
が
あ
り
、
こ
れ
を
あ
る
程
度
の
成
果
を
上
げ
て
い
た
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
と
合
成
さ
せ
る
こ
と
で
、
真
理
の
十

全
な
理
解
を
求
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四　
『
涅
槃
経
』
と
新
釈
の
創
始
│『
法
華
経
』
を
経
由
し
た
更
な
る
一
歩
│

　

僧
叡
、
竺
道
生
ら
羅
什
門
下
の
学
僧
は
、
羅
什
の
死
後
に
『
涅
槃
経
』
を
受
容
し
て
い
る
。『
涅
槃
経
』
は
羅
什
が
目
に
し
て
い
な

い
も
の
で
あ
る
た
め
、
羅
什
が
こ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
評
価
を
下
す
か
は
確
定
で
き
な
い
。
し
か
し
僧
叡
や
竺
道
生
ら
は
『
涅
槃

経
』
は
羅
什
の
教
え
に
か
な
う
も
の
だ
と
確
信
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
涅
槃
経
』
の
重
要
な
特
徴
は
、
仏
法
の
受
け
手
で
あ
る
衆

生
の
特
質
を
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
し
て
、す
べ
て
の
衆
生
に
仏
性
を
認
め
成
仏
の
可
能
性
が
あ
る
と
定
義
し
た
点
に
あ
る
。『
涅

槃
経
』
が
衆
生
に
与
え
た
確
言
は
『
法
華
経
』
か
ら
更
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
内
容
で
あ
る
し
、『
涅
槃
経
』
の
訳
本
が
完
成
す
る
前
に

流
行
し
た
般
若
思
想
と
の
関
係
性
を
考
慮
す
る
と
、
成
仏
す
る
と
い
う
確
言
を
与
え
て
い
る
だ
け
に
空
観
と
の
整
合
性
を
あ
ら
た
め
て
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説
明
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。

　

竺
道
生
に
い
た
っ
て
は
『
大
般
泥
洹
経
』
に
基
づ
い
て
一
闡
提
成
仏
説
と
い
う
新
解
釈
を
創
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
般
若
思

想
の
流
行
か
ら
こ
こ
に
至
る
道
程
に
お
い
て
も
、
そ
の
背
景
に
『
易
経
』
ベ
ク
ト
ル
が
作
用
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
い
う
の
は

『
易
経
』
ベ
ク
ト
ル
は
万
物
を
説
明
す
る
原
理
で
あ
り
、
一
闡
提
の
よ
う
な
例
外
の
規
定
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。『
易
経
』
の
発
想
に
慣

れ
た
者
か
ら
す
れ
ば
、
一
闡
提
を
除
外
す
る
と
い
う
発
想
は
む
し
ろ
奇
異
に
感
じ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
中
国
に
お
け
る
『
涅
槃
経
』
の
翻
訳
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。
羅
什
の
死
後
、
東
晋
安
帝
の
義
煕
一
四

年
（
四
一
八
）
に
法
顕
が
『
大
般
泥
洹
経
』
を
訳
し
、
こ
れ
が
中
国
の
思
想
界
に
お
い
て
新
た
な
展
開
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

『
大
般
泥
洹
経
』
は
後
に
南
朝
宋
の
智
厳
・
慧
観
・
謝
霊
運
ら
に
よ
っ
て
整
理
潤
色
さ
れ
て
、『
大
般
涅
槃
経
』
と
題
さ
れ
た
経
典
の
基

礎
テ
キ
ス
ト
に
も
な
っ
て
い
る
。『
大
般
涅
槃
経
』
は
南
朝
宋
の
時
代
に
完
成
し
た
も
の
な
の
で
南
本
『
涅
槃
経
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

な
お
、
曇
無
讖
訳
『
涅
槃
経
』
は
北
本
『
涅
槃
経
』
と
称
さ
れ
て
い
る
。

　

法
顕
訳
『
大
般
泥
洹
経
』
は
、
羅
什
門
下
の
僧
叡
や
竺
道
生
に
も
重
ん
じ
ら
れ
た
。『
大
般
泥
洹
経
』
で
は
羅
什
が
言
及
し
て
い
な

い
思
想
を
説
い
て
お
り
、
従
来
の
般
若
思
想
と
の
融
合
が
容
易
で
は
な
い
要
素
を
内
包
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
羅
什
門
下
の
学

僧
た
ち
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
竺
道
生
は
『
大
般
泥
洹
経
』
に
基
づ
い
て
、
一
闡
提
成
仏
説
と
い
う
新
解
釈

ま
で
創
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

前
節
で
は
、『
法
華
経
』
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
た
背
景
に
は
、
中
国
人
の
思
考
に
潜
む
『
易
経
』
の
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
が
作
用

し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
卑
見
に
よ
れ
ば
、『
涅
槃
経
』
の
受
容
も
『
法
華
経
』
受
容
の
時
と
同
様
に
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
の
作
用
に

よ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、『
易
経
』
ベ
ク
ト
ル
で
例
外
な
く
万
物
を
説
明
で
き
る
と
い
う
中
国
人
の
確
信
が
『
涅
槃
経
』
解

釈
に
大
き
い
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
節
で
は
僧
叡
と
竺
道
生
を
取
り
上
げ
て
羅
什
門
下
の
学
僧
が
い
か
に
仏
教
を
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咀
嚼
し
自
己
の
も
の
と
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
一
つ
の
見
方
を
提
示
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　

①
僧
叡

　

第
二
節
で
僧
叡
が
『
法
華
経
』
を
受
容
し
た
の
は
、『
法
華
経
』
が
『
般
若
経
』
に
比
し
て
現
象
面
で
の
力
量
が
優
れ
て
い
る
点
を

評
価
し
た
か
ら
で
、
い
わ
ば
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
に
導
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
論
じ
た
。
本
項
で
は
さ
ら
に
『
涅
槃
経
』
に
つ
い
て
の
考

察
も
加
え
、
僧
叡
が
『
般
若
経
』・『
法
華
経
』・『
涅
槃
経
』
を
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

僧
叡
は
『
喩
疑
』
の
中
で
、『
般
若
経
』・『
法
華
経
』・『
涅
槃
経
』
の
三
つ
の
経
典
に
つ
い
て
ま
と
め
て
言
及
し
て
い
る17

。

般
若
は
其
の
虚
妄
を
除
き
、法
華
は
一
究
竟
を
開
き
、泥
洹
は
其
の
実
化
を
闡あ
か

す
。
此
の
三
津
は
照
を
開
き
、照
ら
し
て
遺の
こ

す
無
し
。

　
『
喩
疑
』
の
な
か
で
僧
叡
が
『
般
若
経
』・『
法
華
経
』・『
涅
槃
経
』
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
三
経
が
当
時
の
仏
教
を

代
表
す
る
経
典
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
僧
叡
は
三
経
の
特
徴
に
つ
い
て
、『
般
若
経
』
は
空
に
よ
っ
て

虚
妄
を
一
切
排
し
た
こ
と
、『
法
華
経
』
は
究
極
の
一
乗
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
、『
涅
槃
経
』
は
「
実
化
」
す
な
わ
ち
実
際
に
涅
槃
へ

導
き
教
化
す
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
「
実
化
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
、『
涅
槃
経
』
が
特
に
高
く
評
価
さ

れ
た
の
は
形
而
上
と
い
う
よ
り
も
、
釈
尊
が
教
え
を
説
い
た
形
而
下
の
領
域
の
内
容
に
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
『
喩
疑
』

に
あ
る
次
の
文
章
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
考
え
を
さ
ら
に
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る18

。

此
の
経
に
云
う
。
泥
洹
不
滅
な
り
。
仏
に
真
我
有
り
。
一
切
衆
生
に
皆
仏
性
有
り
。
皆
仏
性
有
れ
ば
、学
ん
で
成
仏
を
得
る
な
り
。

…
（
中
略
）
…
此
れ
正
に
是
れ
法
華
の
開
仏
智
見
な
り
。

　

こ
こ
に
い
う
「
此
の
経
」・「
此
れ
」
と
は
『
涅
槃
経
』
の
こ
と
で
あ
り
、
僧
叡
に
お
い
て
は
『
法
華
経
』
の
「
開
仏
智
見
」
と
関
連

さ
せ
て
『
涅
槃
経
』
を
理
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
『
涅
槃
経
』
も
仏
の
智
見
を
具
体
的
に
明
か
す
と
い
う
形
而
下
に
お
け
る
作
用
が
評

価
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、『
法
華
経
』
と
同
様
に
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
の
働
き
に
よ
っ
て
『
涅
槃
経
』
が
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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『
涅
槃
経
』
が
『
般
若
経
』
と
最
も
異
な
る
の
は
、
仏
の
法
身
に
つ
い
て
空
観
を
主
軸
に
置
い
た
解
釈
を
せ
ず
、「
常
楽
我
浄
」
と
明

快
に
規
定
し
て
い
る
点
に
あ
る
。『
涅
槃
経
』
の
所
説
が
従
来
の
般
若
思
想
と
大
き
く
乖
離
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
た
め
、
中
国
に

伝
来
し
た
当
初
は
疑
経
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
僧
叡
は
『
喩
疑
』
の
中
で
『
涅
槃
経
』
を
高
く
評
価
し
、

羅
什
の
教
え
と
の
整
合
性
も
問
題
な
い
と
し
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る19

。

什
公
の
時
は
未
だ
大
般
泥
洹
の
文
有
ら
ず
と
雖
も
、
已
に
法
身
経
有
り
て
仏
法
身
を
明
か
す
。
即
ち
是
れ
泥
洹
な
り
。
今
出
だ

す
所
と
符
契
を
合
わ
せ
る
が
若ご
と

し
。
此
れ
公
若も

し
此
の
「
仏
に
真
我
有
り
、
一
切
衆
生
に
皆
仏
性
有
り
」
を
聞
く
を
得
れ
ば
、

便
ち
当
に
応
に
白
日
が
其
の
胸
襟
を
朗あ

か
し
、
甘
露
が
其
の
四
体
を
潤
す
が
如
く
な
る
べ
し
。
疑
う
所
無
き
な
り
。

　

こ
こ
で
は
、羅
什
の
時
代
に
は
『
涅
槃
経
』
は
な
か
っ
た
が
、『
涅
槃
経
』
は
『
法
身
経
』
に
説
か
れ
る
内
容
と
合
致
し
、羅
什
も
『
涅

槃
経
』
を
受
容
す
る
こ
と
に
疑
念
の
余
地
な
し
と
し
て
い
る
。
法
身
が
「
常
楽
我
浄
」
で
規
定
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
起
点
と
し
て
形

而
下
に
様
々
な
展
開
が
な
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
り
、
般
若
思
想
を
基
礎
に
す
え
た
場
合
に
比
し
て
世
界
観
や
修
行
論
の
面
で
展
開
し

て
い
く
余
地
が
大
き
く
開
か
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　

さ
て
、『
涅
槃
経
』
が
『
法
華
経
』
と
同
様
に
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
に
導
か
れ
て
受
容
さ
れ
た
こ
と
に
続
い
て
、
両
経
の
関
係
性
に
つ

い
て
考
察
し
て
み
た
い
。『
喩
疑
』
に
よ
れ
ば20

、

但た
だ

此
れ
法
華
の
明
か
す
所
は
、
其
れ
唯た
だ

仏
乗
有あ

っ
て
無
二
無
三
な
る
を
明
か
す
の
み
に
し
て
、
一
切
衆
生
皆み
な

当
に
仏
と
作な

る
べ

き
を
明
か
さ
ず
。

と
い
う
よ
う
に
、『
法
華
経
』
は
一
乗
を
明
ら
か
に
は
し
た
が
、
一
切
衆
生
が
皆
成
仏
す
る
と
い
う
こ
と
ま
で
は
明
ら
か
に
し
て
い
な

い
と
説
明
し
て
お
り
、『
涅
槃
経
』
の
一
歩
踏
み
込
ん
だ
見
解
を
『
法
華
経
』
の
発
展
形
態
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
た
だ
単
に
「
空
」

と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
形
而
下
に
生
き
る
一
切
衆
生
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
、
し
か
も
一
切
衆
生
が
成
仏
す
る
こ
と
を
説
く
『
涅
槃
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経
』
は
、
僧
叡
に
お
い
て
は
『
法
華
経
』
の
上
を
行
く
教
え
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

②
竺
道
生

　

竺
道
生
が
『
法
華
経
』
を
受
容
し
た
背
景
に
、『
易
経
』
の
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
が
作
用
し
て
い
た
こ
と
は
前
節
の
中
で
論
じ
た
。
本

項
で
は
こ
れ
を
足
が
か
り
に
し
て
、
僧
叡
の
『
涅
槃
経
』
受
容
に
お
い
て
も
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
が
作
用
し
て
い
た
こ
と
を
念
頭
に
置
き

つ
つ
、
竺
道
生
の
『
涅
槃
経
』
受
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
竺
道
生
の
『
涅
槃
経
』
に
対
す
る
見
解
は
、『
涅
槃
経
』

に
関
す
る
諸
師
の
注
釈
を
集
め
た
『
大
般
涅
槃
経
集
解
』
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
竺
道
生
が
僧
叡
の
よ
う
に
「
一
切

衆
生
皆
成
仏
」
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

竺
道
生
は
法
顕
訳
『
大
般
泥
洹
経
』
に
基
づ
い
て
『
涅
槃
経
』
を
解
釈
し
た
の
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
竺
道
生
の
解
釈
は
南
本
に
基

づ
く
『
大
般
涅
槃
経
集
解
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、
竺
道
生
の
見
解
を
確
認
す
る
に
際
し
て
は
最
初
に
南
本
を
提
示
し
、
次
い
で

竺
道
生
の
解
釈
を
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。
南
本
で
は
、
師
子
吼
菩
薩
が
釈
尊
に
対
し
て
、

若
し
一
切
衆
生
に
仏
性
な
る
者
有
ら
ば
、
何
故
に
一
切
衆
生
所
有
の
仏
性
を
見
ざ
る
。

と
い
う
質
問
を
投
げ
か
け
て
い
る21

。
こ
の
質
問
に
対
す
る
解
釈
と
し
て
、『
大
般
涅
槃
経
集
解
』
に
竺
道
生
の
見
解
が
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る22

。

案
ず
る
に
、
道
生
曰
く
、
若
し
仏
性
が
断
ず
る
を
得
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
便
ち
已
に
力
用
有
り
。
而
し
て
親み
ず
から

人
体
に
在
り
。
理

と
し
て
応
に
見
る
べ
し
。
何
故
に
見
ざ
る
や
。

　

竺
道
生
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
仏
性
は
断
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
、
作
用
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
が
人
体
に
宿
っ
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
理
と
し
て
見
え
な
い
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
、
と
論
じ
て
い
る
。
竺
道
生
は
「
一
切
衆
生
皆
成
仏
」
の
問
題
に
つ
い

て
は
「
理
」
の
次
元
で
考
え
て
お
り
、解
釈
が
難
し
い
箇
所
に
出
会
っ
た
ら
現
象
に
と
ら
わ
れ
た
考
え
に
立
脚
す
る
の
で
は
な
く
、「
理
」
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に
従
っ
て
解
釈
す
れ
ば
正
し
い
仏
説
を
引
き
出
せ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
発
想
は
竺
道
生
が
一
闡
提
成
仏
説
を
唱
え
た
根
源
的

な
原
動
力
に
な
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
こ
こ
で
は
、
仏
性
と
い
う
形
而
上
の
概
念
が
形
而
下
に
現
象

と
な
っ
て
顕
現
す
る
と
い
う
竺
道
生
の
思
想
を
示
し
、
思
想
を
深
化
し
た
結
果
と
し
て
、
形
而
下
に
対
す
る
探
究
が
進
め
ら
れ
た
こ
と

を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
一
切
衆
生
に
仏
性
が
あ
る
と
い
う
点
で
竺
道
生
と
僧
叡
の
思
想
が
共
通
し
、『
涅
槃
経
』
を
受
容
し
た
動
機
も
形
而
下
ベ
ク

ト
ル
に
導
か
れ
た
探
究
心
に
あ
る
こ
と
も
看
取
さ
れ
た
が
、
両
者
に
は
同
質
性
と
と
も
に
、
重
大
な
異
質
性
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
一
闡
提
成
仏
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
僧
叡
は
『
喩
疑
』
で23

、

経
に
闡
提
を
言
う
は
真
に
虚
な
ら
ざ
る
な
り
。

と
述
べ
、一
切
衆
生
に
仏
性
が
あ
る
と
い
い
な
が
ら
も
一
闡
提
（
断
善
根
な
ど
の
意
が
あ
る
）
の
成
仏
は
認
め
て
い
な
い
。
法
顕
訳
『
大

般
泥
洹
経
』
で
は
一
闡
提
を
排
除
す
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
の
で
、
仏
説
に
基
づ
い
た
説
だ
と
す
る
解
釈
は
不
当
だ
と
は
言
い
切

れ
な
い24

。
し
か
し
な
が
ら
、
一
切
衆
生
皆
成
仏
を
標
榜
し
つ
つ
、
十
分
な
補
足
説
明
を
し
な
い
ま
ま
一
闡
提
成
仏
を
認
め
な
い
と
い
う

の
は
、
論
理
的
な
飛
躍
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
当
時
の
状
況
と
し
て
は
、『
大
般
泥
洹
経
』
を
奉
じ
る
人
々
の
間
で
も
矛

盾
を
感
じ
る
人
は
多
く
い
た
と
想
定
で
き
る
が
、
こ
の
矛
盾
を
解
明
で
き
る
高
僧
が
現
れ
ず
、
仏
説
と
し
て
文
字
通
り
に
解
釈
し
て
不

可
知
の
真
実
と
し
て
棚
上
げ
に
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
竺
道
生
が
ひ
と
た
び
一
闡
提
成
仏
説
を
提
唱
す
る
と
竺
道
生

の
追
放
を
目
論
む
強
力
な
反
対
勢
力
が
存
在
し
、
一
方
で
廬
山
の
よ
う
に
矛
盾
を
解
明
し
た
と
評
価
し
て
竺
道
生
を
保
護
す
る
勢
力
も

存
在
し
て
い
た
の
だ
と
推
察
さ
れ
る
。

　
『
大
般
泥
洹
経
』
に
一
闡
提
成
仏
を
否
定
す
る
言
葉
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
竺
道
生
が
一
闡
提
成
仏
説
を
提
唱
し
た
理
由

と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
疑
問
の
余
地
が
な
い
ほ
ど
明
解
に
説
明
し
き
っ
た
論
文
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
こ
の
問
題
に
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関
す
る
竺
道
生
自
身
の
言
葉
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
今
後
も
唯
一
の
定
論
は
現
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
試
論
を
構

築
し
て
、
で
き
る
だ
け
真
実
に
近
い
と
思
わ
れ
る
論
を
模
索
す
る
こ
と
が
現
代
的
課
題
で
あ
り
、
筆
者
は
こ
の
立
場
に
た
っ
て
問
題
に

取
り
組
む
こ
と
と
す
る
。
考
察
を
進
め
る
た
め
の
鍵
と
な
る
の
は
、
上
述
し
た
竺
道
生
の
発
想
、
す
な
わ
ち
「
理
」
を
根
拠
と
す
る
解

釈
法
で
あ
る
。

　
『
易
経
』
説
卦
伝
に
窮
理
尽
性
が
説
か
れ
る
よ
う
に
、『
易
経
』
に
親
し
ん
だ
者
で
あ
れ
ば
現
象
に
は
理
が
常
に
底
流
と
し
て
流
れ
て

い
る
と
い
う
発
想
を
す
る
。
そ
し
て
『
易
経
』
に
お
け
る
理
は
例
外
な
く
万
物
に
及
ぼ
す
こ
と
が
可
能
な
原
理
で
あ
る
。

僧
叡
も
『
易
経
』
に
親
し
ん
で
い
た
と
想
定
さ
れ
る
が
、
僧
叡
と
竺
道
生
の
違
い
と
は
、
竺
道
生
は
『
易
経
』
の
理
に
一
層
忠
実
で
、

経
典
の
語
句
に
引
っ
張
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。仏
説
に
解
釈
を
加
え
る
こ
と
に
慎
重
を
期
す
べ
き
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

竺
道
生
に
と
っ
て
は
、
理
を
根
拠
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
、
そ
し
て
仏
典
が
中
国
伝
統
思
想
の
発
展
形
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て

『
易
経
』
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
考
え
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
説
明
を
要
し
な
い
ほ
ど
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
『
易
経
』
の
理
と
一
闡
提
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、『
易
経
』
に
よ
れ
ば
万
物
は
等
し
く
気
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
原
理

的
に
考
え
た
場
合
に
一
闡
提
の
よ
う
に
救
済
さ
れ
な
い
と
い
う
例
外
的
事
例
は
存
在
し
な
い
。
仏
教
に
よ
っ
て
一
闡
提
を
成
仏
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
普
遍
性
と
い
う
点
で
中
国
伝
統
思
想
に
見
劣
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
中
国
の
士
大
夫
は
仏
典
が
中
国
伝
統
思

想
の
発
展
形
で
あ
る
と
期
待
し
て
仏
教
を
奉
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
、
仮
に
一
闡
提
の
不
成
仏
を
承
認
し
た
場
合
、
思
想
的
な
普
遍

性
に
お
い
て
後
退
し
た
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　

中
国
で
は
『
孟
子
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
革
命
思
想
が
一
般
化
し
、
天
下
を
統
治
す
る
に
し
て
も
、
問
わ
れ
る
の
は
生
ま
れ
た
種
族

で
は
な
く
天
命
の
有
無
で
あ
る
。
天
命
を
受
け
た
と
天
下
の
人
々
に
承
認
さ
せ
さ
え
す
れ
ば
、
異
民
族
出
身
者
で
も
低
い
身
分
の
出
身

者
で
も
皇
帝
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
中
国
に
は
恒
久
的
に
身
分
差
別
を
す
る
カ
ー
ス
ト
文
化
は
な
い
た
め
、
永
遠
に
救
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わ
れ
な
い
存
在
と
さ
れ
た
一
闡
提
と
い
う
立
場
を
理
解
し
に
く
か
っ
た
と
も
想
定
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
仏
教
思
想
が
中
国
に
本
格
的
に
浸
透
し
始
め
た
の
は
空
観
思
想
に
起
源
す
る
こ
と
に
も
思
い
を
致
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
竺
道

生
の
仏
教
思
想
の
ベ
ー
ス
は
、
羅
什
に
よ
っ
て
鼓
吹
さ
れ
た
般
若
思
想
が
あ
る
こ
と
は
論
を
待
た
ず
、
般
若
思
想
に
忠
実
に
依
拠
し
て

考
え
れ
ば
、
法
顕
訳
『
大
般
泥
洹
経
』
に
記
載
さ
れ
る
「
一
闡
提
」
を
文
字
通
り
受
け
取
る
こ
と
の
ほ
う
こ
そ
誤
謬
に
見
え
る
。
竺
道

生
は
法
顕
訳
『
大
般
泥
洹
経
』
か
ら
仏
の
本
意
を
読
み
取
る
こ
と
を
目
指
し
、
上
述
し
た
発
想
か
ら
新
解
釈
を
考
え
出
し
、
一
闡
提
成

仏
説
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
ま
と
め
て
み
る
と
、
竺
道
生
の
新
釈
創
始
に
は
仏
教
受
容
の
基
盤
と
な
っ
た
玄
学
、
と
り
わ
け
『
易
経
』
の
発
想
の
作
用
が

大
き
い
よ
う
で
あ
る
。
中
国
人
の
世
界
観
に
は
堅
牢
な
『
易
経
』
の
枠
組
み
が
あ
り
、
竺
道
生
の
新
釈
に
対
す
る
同
調
の
輪
も
漸
次
広

が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
竺
道
生
に
よ
る
新
釈
創
始
の
ケ
ー
ス
と
は
、
基
本
型
で
あ
る
『
易
経
』
の
世
界
観
が
形
而
上
の
理
に
齟

齬
を
き
た
す
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
形
而
下
に
つ
い
て
伝
統
的
な
解
釈
を
守
り
つ
つ
、
発
展
形
た
る
仏
教
に
妥
当
な
解
釈
を
施
し
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

羅
什
門
下
の
弟
子
の
中
か
ら
僧
肇
・
僧
叡
・
竺
道
生
の
三
名
を
取
り
上
げ
、
彼
ら
の
『
般
若
経
』・『
法
華
経
』・『
涅
槃
経
』
解
釈
に

基
づ
く
思
想
の
展
開
を
概
観
し
て
き
た
。
そ
し
て
彼
ら
の
思
想
の
動
き
に
重
要
な
指
針
を
与
え
て
い
る
の
が
『
易
経
』
の
形
而
上
ベ
ク

ト
ル
と
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
で
あ
る
と
論
じ
た
。

　

最
初
に
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
に
突
き
動
か
さ
れ
て
『
般
若
経
』
が
流
行
し
、
次
い
で
そ
れ
だ
け
で
は
物
足
り
な
さ
を
覚
え
た
中
国
人
僧
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侶
は
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
の
作
用
に
よ
っ
て
『
法
華
経
』
と
『
涅
槃
経
』
に
も
心
ひ
か
れ
、
新
た
な
思
想
展
開
が
発
生
し
た
様
子
が
見
ら

れ
た
。
羅
什
門
下
の
思
想
に
お
い
て
は
、『
法
華
経
』
と
『
涅
槃
経
』
は
と
も
に
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、『
涅
槃

経
』
が
『
法
華
経
』
を
深
化
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
『
易
経
』
に
お
け
る
理
は
例
外
な
く
万
物
の
理
を
説
明
し
う
る
原
理
と
し
て
中
国
人
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
形
而
下
ベ
ク
ト
ル

に
従
っ
て
思
索
し
た
竺
道
生
の
発
想
と
は
、『
易
経
』
の
理
に
従
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
基
礎
と
な
っ
て
一
闡
提
成
仏
説
を
提
唱

し
た
と
み
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
と
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
、
ま
た
こ
れ
ら
を
総
称
す
る
『
易
経
』
ベ
ク
ト
ル
と
い
う
術
語
を
用
い
て
羅
什
門

下
の
思
想
展
開
を
説
明
し
よ
う
と
試
み
た
。
詳
細
に
論
じ
て
い
け
ば
、『
易
経
』
自
体
に
含
ま
れ
る
そ
の
他
の
思
想
的
要
素
、そ
し
て
『
易

経
』
以
外
に
も
『
老
子
』
や
『
荘
子
』
の
思
想
的
影
響
も
働
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
は
『
易

経
』
の
重
要
性
を
指
摘
し
つ
つ
も
、思
想
の
動
き
の
す
べ
て
の
要
因
を
『
易
経
』
に
還
元
し
よ
う
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。『
易
経
』

以
外
の
要
素
が
ど
の
よ
う
に
ど
の
程
度
の
影
響
力
を
発
揮
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
も
解
明
す
べ
き
点
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

　

註
1 

高
田
真
治
、
後
藤
基
巳
訳
『
易
経
』
下
（
岩
波
文
庫
、
一
九
六
九
年
）
二
四
八
頁
の
訳
文
を
引
用
。

2 

前
掲
書
『
易
経
』
下
、
二
四
九
〜
二
五
〇
頁
を
引
用
。

3 

楼
宇
烈
校
釈
『
王
弼
集
校
釈
』
下
（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）
五
五
五
頁
。

4 

拙
論
「『
達
性
論
』
論
争
に
つ
い
て
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
一
、二
〇
〇
八
年
）
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5 

拙
論
「
僧
肇
に
お
け
る
仏
教
信
仰
の
特
徴
に
つ
い
て
」（『
智
山
学
報
』
五
六
、二
〇
〇
七
年
）

6 
前
掲
論
文
「
僧
肇
に
お
け
る
仏
教
信
仰
の
特
徴
に
つ
い
て
」
五
三
八
頁
を
参
照
。

7 『
出
三
蔵
記
集
』
巻
八
（
大
正
五
五
、五
二
下
〜
五
三
上
）

8
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
八
（
大
正
五
五
、五
三
上
）

9 

こ
の
よ
う
な
中
国
人
の
思
想
的
営
為
は
、
例
え
ば
有
無
と
い
う
相
対
概
念
の
対
立
を
示
し
た
う
え
で
こ
れ
を
否
定
し
て
絶
対
性
を
説
明
し
て
い
く
と

い
う
『
肇
論
』
の
『
涅
槃
無
名
論
』
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

10 

拙
論
「『
大
乗
大
義
章
』
に
見
え
る
慧
遠
の
問
題
意
識
」（『
智
山
学
報
』
五
四
、二
〇
〇
五
年
）

11
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
八
（
大
正
五
五
、五
四
下
）

12
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
八
（
大
正
五
五
、五
四
下
）

13
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
八
（
大
正
五
五
、五
七
上
）

14
『
蓮
花
経
疏
』
巻
上
（
卍
続
蔵
一
五
〇
、三
九
六
下
）

15
『
蓮
花
経
疏
』
巻
上
（
卍
続
蔵
一
五
〇
、四
〇
三
上
）

16 『
蓮
花
経
疏
』
巻
上
（
卍
続
蔵
一
五
〇
、三
九
七
上
）

17
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
五
（
大
正
五
五
、四
一
中
〜
四
一
下
）

18
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
五
（
大
正
五
五
、四
一
下
）

19
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
五
（
大
正
五
五
、四
二
上
）

20
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
五
（
大
正
五
五
、四
二
上
）

21
『
大
般
涅
槃
経
』
巻
二
五
（
大
正
一
二
、七
六
七
中
）
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22
『
大
般
涅
槃
経
集
解
』
巻
五
四
（
大
正
三
七
、五
四
三
中
）

23
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
五
（
大
正
五
五
、四
一
下
）

24 
任
継
愈
『
定
本
中
国
仏
教
史
』
Ⅲ
、
三
六
九
頁
（
柏
書
房
、
一
九
九
四
年
）

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　
『
般
若
経
』　
『
法
華
経
』　
『
涅
槃
経
』　
『
易
経
』
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ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
運
営

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
今
年
度
よ
り
、
研
究
紀
要
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
電
子
版
の
公

開
を
開
始
し
た
。
こ
の
他
、
研
究
員
そ
れ
ぞ
れ
が
コ
ラ
ム
を
任
意
に
投
稿
し
、
研

究
会
の
案
内
、
報
告
な
ど
を
掲
載
し
て
い
る
。

http://renbutsuken.org/w
p/

現
在
公
開
し
て
い
る
コ
ン
テ
ン
ツ
は
以
下
の
通
り
。

○
コ
ラ
ム

○
レ
ビ
ュ
ー

○
企
画

○
出
版

○
所
内
連
絡

○
研
究
会
報
告

○
論
文

○
資
料

共
同
研
究

共
同
研
究
趣
旨

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
で
は
、
歴
史
的
存
在
と
し
て
不
断
に
変
化
す
る
仏
教
が
、
各

時
代
、
各
地
域
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
社
会
の
諸
要
素
と
関
係
し
あ
い
な
が
ら
、

ア
ジ
ア
の
文
化
・
思
想
を
形
成
し
て
き
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
中
で
ど
の
よ
う

な
変
容
を
遂
げ
て
き
た
の
か
と
い
う
研
究
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
昨
年
度
か

ら
、
研
究
所
の
研
究
課
題
に
即
し
た
中
期
目
標
を
設
定
し
、
こ
れ
を
共
同
研
究
と

し
て
企
画
運
営
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
彙
報

二
〇
〇
九
年
度
人
員
構
成

代　
表

遠
藤　

祐
純

相
談
役

福
田　

亮
成　
　
　

大
塚　

秀
高

山
口　

幸
照　
　
　

苫
米
地
誠
一

研
究
員

山
野　

智
恵　
　

遠
藤
純
一
郎　
　

山＊

本
匠
一
郎

遠
藤　

祐
介　
　

髙
橋　

秀
城　
　

小
林　

崇
仁

＊
山
本
匠
一
郎
研
究
員
は
二
〇
〇
九
年
十
二
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
退
所

二
〇
〇
九
年
度
事
業
報
告

出
版
事
業

『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
第
二
号
を
全
国
の
研
究
所
、
大
学
図
書
館
等
、
約

二
〇
〇
機
関
に
寄
贈
し
た
。
今
年
度
発
行
の
第
三
号
は
、
各
研
究
員
に
よ
る
個
人

研
究
、
共
同
研
究
の
論
文
を
掲
載
し
た
。
版
下
作
成
は
、
遠
藤
純
一
郎
研
究
員
が

担
当
し
た
。
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○
共
同
研
究　

研
究
発
表

高
橋
秀
城

題
目
：
社
寺
参
詣
の
記
録

概
要
：
成
田
山
仏
教
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
『
成
田
紀
行
』（
蛙
歩
）
は
「
寿
閑
子
」

な
る
人
物
が
、諸
所
の
霊
場
を
巡
拝
し
な
が
ら
、成
田
山
に
参
詣
し
た
こ
と
を
綴
る
、

二
泊
三
日
の
紀
行
文
で
あ
る
。
江
戸
時
代
後
期
に
は
多
く
の
成
田
山
参
詣
記
録
が

著
さ
れ
る
が
、
本
書
は
そ
の
先
駆
的
な
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ
ら
の

紀
行
文
は
当
時
の
寺
社
を
と
り
ま
く
信
仰
と
経
済
の
様
相
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料

で
あ
る
。
今
後
、
調
査
を
進
め
、
寺
社
を
と
り
ま
く
経
済
活
動
を
分
析
し
て
い
き

た
い
。

高
橋
秀
城

題
目
：
僧
侶
と
財

概
要
：
『
実
語
教
』『
童
子
教
』『
聖
財
集
』『
沙
石
集
』
な
ど
の
資
料
を
も
と
に
、

中
世
日
本
に
お
け
る
僧
侶
の
「
財
」
の
観
念
を
分
析
し
た
。
中
世
の
僧
侶
た
ち
が

語
る
「
財
」
は
、
通
常
、
仏
教
思
想
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
語
ら
れ
、
特
に
布

施
と
の
関
連
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
「
財
施
」

の
実
際
の
運
用
面
を
伺
う
こ
と
は
難
し
い
が
、『
平
安
遺
文
』『
鎌
倉
遺
文
』
な
ど

の
古
記
録
に
よ
っ
て
、こ
う
し
た
方
面
の
資
料
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
『
沙

石
集
』
に
は
、
中
世
の
僧
侶
が
「
法
施
」
に
よ
っ
て
信
者
の
布
施
を
受
け
て
い
た

有
り
様
が
滑
稽
に
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
記
述
も
、
中
世
の
僧
侶
の
経
済
活

動
を
知
る
上
で
、
興
味
深
い
資
料
と
な
る
。

○
個
人
研
究　

研
究
発
表

遠
藤
純
一
郎

題
目
：
華
厳
と
密
教
ー
空
海
入
唐
以
前
の
在
唐
密
教
祖
師
の
動
向
か
ら

概
要
：
中
国
に
お
け
る
華
厳
と
密
教
の
関
係
を
め
ぐ
る
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お

研
究
テ
ー
マ
と
目
的
「
仏
教
と
経
済
」

近
年
、
行
き
過
ぎ
た
資
本
主
義
経
済
に
対
し
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
警
鐘
が
鳴
ら

さ
れ
て
い
る
。
仏
教
の
側
か
ら
も
こ
れ
ま
で
、
現
代
の
経
済
秩
序
に
対
し
、
な
に

が
し
か
の
提
言
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
十
分

な
学
術
的
分
析
を
欠
い
た
ま
ま
、
一
般
的
な
道
徳
を
提
示
し
て
終
わ
る
も
の
が
多

く
、
ま
た
社
会
的
な
波
及
力
も
無
か
っ
た
。
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
で
は
、
こ
の
問

題
を
宗
教
と
経
済
と
い
う
人
間
の
活
動
の
根
本
か
ら
見
据
え
、
ま
た
社
会
に
お
け

る
宗
教
の
役
割
を
学
問
的
に
分
析
す
る
こ
と
を
目
指
し
、「
仏
教
と
経
済
」
と
い
う

テ
ー
マ
を
掲
げ
た
。
こ
の
テ
ー
マ
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
仏

教
が
、
各
時
代
・
各
地
域
の
中
で
、
如
何
に
社
会
関
係
の
連
鎖
の
上
に
定
位
さ
れ
、

ま
た
如
何
に
社
会
の
諸
要
素
と
関
係
し
あ
い
な
が
ら
展
開
し
た
の
か
、
と
い
う
研

究
所
の
研
究
課
題
に
も
併
せ
て
取
り
組
ん
で
行
く
。

二
〇
〇
九
年
度
共
同
研
究
活
動
報
告

本
年
度
は
前
年
度
に
引
き
続
き
、
各
研
究
員
の
専
門
分
野
か
ら
の
テ
ー
マ
研
究
を

行
っ
た
。
計
七
回
の
共
同
研
究
研
究
会
を
開
催
し
、
研
究
成
果
を
今
年
度
の
研
究

紀
要
に
掲
載
し
た
。

定
例
研
究
会
活
動
報
告

第
三
十
回
研
究
会

日　

時
：
二
〇
〇
九
年
二
月
二
十
八
日
（
水
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場　

所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
遠
藤
祐
介
、
小
林
崇
仁
、

　
　
　
　

高
橋
秀
城
、
山
野
智
恵
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無
す
る
思
想
で
あ
る
が
、
中
国
人
に
と
っ
て
、
こ
の
思
想
は
、
易
の
思
想
を
経
由

し
な
け
れ
ば
理
解
し
が
た
い
も
の
が
あ
り
、
般
若
思
想
の
流
行
の
背
景
に
は
、
形

而
上
の
問
題
を
よ
り
深
く
理
解
し
た
い
と
い
う
欲
求
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

続
い
て
、形
而
上
の
問
題
と
対
に
な
る
形
而
下
へ
の
関
心
が
開
か
れ
、『
法
華
経
』『
涅

槃
経
』
理
解
へ
と
導
か
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

山
野
智
恵

題
目
：
龍
樹
の
龍
宮
訪
問
ー
大
乗
経
典
の
由
来
を
語
る
伝
承

概
要
：
『
大
智
度
論
』
に
は
、「
仏
は
阿
難
に
般
若
波
羅
蜜
を
附
属
し
た
の
に
、
な

ぜ
三
蔵
の
結
集
の
中
で
は
般
若
波
羅
蜜
が
説
か
れ
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
い

を
め
ぐ
り
、
大
乗
経
典
のauthenticity

を
説
明
す
る
興
味
深
い
問
答
が
展
開
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
『
大
智
度
論
』
が
用
意
し
た
回
答
の
一
つ
は
、
摩
訶
衍
は
仏

が
無
量
の
世
界
に
よ
っ
て
無
量
の
身
に
よ
っ
て
説
い
た
無
量
の
教
え
で
あ
る
た
め
、

人
間
の
能
力
で
は
誦
持
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
天
・
龍
・
阿
修
羅
宮
に
保
存
さ
れ

た
の
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
龍
樹
が
龍
宮
に
保
存
さ
れ
て
い
た
経
典
を
人
間

世
界
に
も
た
ら
し
た
と
す
る
伝
説
は
、
こ
の
伝
承
と
関
係
し
て
い
る
。
龍
樹
の
龍

宮
訪
問
の
伝
説
は
、
後
に
、
華
厳
経
の
大
本
・
中
本
・
下
本
の
伝
説
と
結
び
つ
き
、

華
厳
経
のauthenticity

を
証
明
す
る
物
語
と
な
っ
て
い
っ
た
。
同
様
に
、
法
華

経
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
大
乗
経
典
に
お
い
て
も
大
本
の
伝
説
が
成
立
し
、
こ
れ

を
人
間
世
界
に
も
た
ら
し
た
発
見
者
を
龍
樹
と
す
る
伝
説
が
作
り
出
さ
れ
て
い
っ

た
。

第
三
十
二
回
研
究
会

日
時
：
二
〇
〇
九
年
四
月
二
十
八
日
（
火
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

い
て
、
両
者
の
関
係
を
密
に
し
た
人
物
と
し
て
、
澄
観
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
た
。
澄
観
は
、
華
厳
の
立
場
か
ら
密
教
を
摂
取
し
た
が
、
こ
の
時
代
、
逆

に
、密
教
の
立
場
か
ら
華
厳
を
摂
取
し
よ
う
と
し
た
動
き
は
あ
っ
た
の
か
。今
回
は
、

以
上
の
問
題
意
識
か
ら
、
金
剛
智
、
不
空
の
密
教
と
、
華
厳
の
接
点
を
分
析
し
た
。

結
論
か
ら
い
え
ば
、
金
剛
智
、
不
空
に
は
、
当
時
の
中
国
仏
教
の
中
で
優
勢
で
あ
っ

た
華
厳
に
対
す
る
、
親
和
的
な
態
度
が
認
め
ら
れ
る
。
彼
ら
は
、
華
厳
と
密
教
を

融
和
す
る
土
壌
を
用
意
し
た
と
い
え
よ
う
が
、
華
厳
思
想
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
も

言
う
べ
き
事
事
無
礙
の
理
論
を
取
り
込
ん
だ
痕
跡
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
今
後
、

不
空
以
降
の
密
教
の
流
れ
を
確
認
し
た
い
。

第
三
十
一
回
研
究
会

日
時
：
二
〇
〇
九
年
四
月
一
日
（
水
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
遠
藤
祐
介
、
小
林
崇
仁
、

　
　
　
　

山
本
匠
一
郎
、
山
野
智
恵

○
個
人
研
究　

研
究
発
表

遠
藤
祐
介

題
目
：
鳩
摩
羅
什
門
下
の
思
想
的
展
開
に
つ
い
て
ー
『
易
経
』
の
力
学　

１

概
要
：
中
国
仏
教
に
お
け
る
思
想
的
展
開
の
端
緒
は
般
若
思
想
で
あ
る
。
六
朝
時

代
に
鳩
摩
羅
什
に
よ
っ
て『
般
若
経
』『
維
摩
経
』『
百
論
』『
十
二
門
論
』『
中
論
』『
大

智
度
論
』
等
が
翻
訳
さ
れ
る
と
、
仏
教
の
空
は
、
玄
学
の
無
と
結
び
つ
き
、
般
若

思
想
が
流
行
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
鳩
摩
羅
什
門
下
で
は
、『
般
若
経
』
に
と

ど
ま
ら
ず
、
具
体
的
な
事
象
を
積
極
的
に
解
釈
す
る
『
法
華
経
』『
涅
槃
経
』
の
思

想
研
究
が
盛
ん
に
な
る
。
空
観
思
想
自
体
は
形
而
上
・
形
而
下
と
い
う
概
念
を
撥
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従
来
の
『
涅
槃
経
』
理
解
を
さ
ら
に
先
鋭
化
し
た
も
の
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

第
三
十
三
回
研
究
会

日
時
：
二
〇
〇
九
年
五
月
二
十
七
日
（
水
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
遠
藤
祐
介
、
小
林
崇
仁
、

　
　
　
　

高
橋
秀
城
、
山
本
匠
一
郎
、
山
野
智
恵

○
個
人
研
究　

研
究
発
表

山
本
匠
一
郎

題
目
：gZhon-nu-dpal

研
究
ー
『
大
日
経
』
の
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
流
伝
に
つ

い
て

概
要
：
『
大
日
経
』
が
チ
ベ
ッ
ト
に
伝
わ
っ
た
時
期
は
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
史

の
前
期
流
伝
期
に
属
す
る
。Khri-srong-lde-bstan

王
は
、
イ
ン
ド
か
ら

Buddhaguhya

を
招
聘
し
よ
う
と
し
た
が
果
た
せ
ず
、Buddhaguhya

は
そ
の

か
わ
り
に
諸
経
典
の
注
釈
書
を
王
に
進
呈
し
た
。
そ
の
一
つ
が
『
大
日
経
』
の
注

釈
書
で
あ
る
。『
大
日
経
』
の
相
承
は
、Khri-srong-lde-bstan

王
の
阿
闍
梨
を

務
め
たm

Chim
s

家
に
引
き
継
が
れ
、N

ar-thang

寺
に
伝
わ
っ
た
。gZhon-

nu-dpal

は
、N

ar-thang

寺
に
お
い
てBuddhaguhya

の
『
大
日
経
広
釈
』

を1461

年
に
校
訂
し
た
が
、
今
回
は
彼
の
『
大
日
経
広
釈
』
校
訂
の
立
場
、
態

度
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
彼
の
弟
子Chos-grags-ye 

shes

の
記
し
たgZhon-nu-dpal

伝
を
紹
介
す
る
。

○
会
議

「
今
後
の
研
究
所
の
活
動
に
つ
い
て
」

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
遠
藤
祐
介
、
小
林
崇
仁
、

　
　
　
　

高
橋
秀
城
、
伊
藤
尚
徳

○
個
人
研
究　

研
究
発
表

小
林
崇
仁

題
目
：
諏
訪
上
神
宮
寺
の
縁
起
と
歴
代
住
持

概
要
：
一
連
の
諏
訪
神
宮
寺
研
究
の
一
環
と
し
て
、
今
回
は
、
新
出
資
料
の
紹
介

と
翻
刻
を
行
な
っ
た
。『
諏
訪
上
神
宮
寺
縁
起
』は「
弘
化
三
年（1845

）三
月
吉
日
、

別
当
神
変
山
神
宮
寺
」
の
奥
書
が
あ
り
、
現
在
、
上
社
神
宮
寺
の
執
行
坊
の
子
孫

で
あ
る
高
山
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。『
縁
起
』
は
建
御
名
方
神
の
降
臨
と
諏
訪
へ

の
鎮
座
に
は
じ
ま
り
、
次
い
で
聖
武
天
皇
の
御
代
に
本
地
仏
で
あ
る
普
賢
菩
薩
を

祀
る
神
変
山
神
宮
寺
が
開
山
さ
れ
た
由
来
が
語
ら
れ
る
。
良
弁
・
最
澄
・
空
海
の

三
師
を
祖
師
と
し
、
千
年
以
上
今
に
至
る
ま
で
、
僧
侶
と
神
官
に
よ
っ
て
年
中
行

事
が
行
な
わ
れ
て
き
た
と
い
う
。
ま
た
最
後
に
、
当
時
の
旧
跡
、
什
物
、
寺
領
が

記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
に
関
連
し
、
併
せ
て
、
萬
福
寺
蔵
「
諏
訪
上
神
宮

寺
歴
代
系
図
」
の
紹
介
と
翻
刻
を
行
な
っ
た
。

伊
藤
尚
徳

題
目
：
法
寶
の
五
姓
各
別
批
判
ー
『
大
般
涅
槃
經
疏
』
を
中
心
に

概
要
：
唯
識
の
一
乗
義
は
、
唐
代
に
行
わ
れ
た
教
判
の
中
で
、
権
大
乗
、
あ
る
い

は
未
了
義
な
ど
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
う
し
た
中
、
法
寶
は
、
唯

識
学
派
の
中
で
翻
訳
活
動
に
従
事
し
な
が
ら
も
『
涅
槃
経
』
を
最
了
義
と
し
、「
一

切
有
情
悉
有
仏
性
」
の
立
場
か
ら
「
一
闡
提
」
の
問
題
を
論
じ
た
。『
大
般
涅
槃
經

疏
』
に
お
い
て
、
法
寶
は
「
一
闡
提
」
の
存
在
を
認
め
て
い
る
が
、
仏
は
一
闡
提

に
説
法
を
し
、
そ
れ
が
因
と
な
っ
て
一
闡
提
に
善
根
が
生
じ
る
こ
と
を
主
張
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
仏
性
の
常
住
性
を
根
拠
に
一
闡
提
に
も
仏
性
が
備
わ
っ
て
い
る

と
の
説
を
展
開
し
た
。
唯
識
学
派
の
説
を
経
由
し
た
法
寶
の
「
一
闡
提
」
理
解
は
、
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概
要
：
中
国
の
宗
教
は
経
済
倫
理
と
い
か
に
関
わ
り
え
た
の
か
。
本
発
表
で
は
、

宗
教
と
経
済
の
関
わ
り
が
濃
厚
な
財
神
信
仰
に
着
目
し
、
そ
の
倫
理
性
の
所
在
と

経
緯
を
眺
め
つ
つ
、
経
済
倫
理
に
対
す
る
宗
教
の
言
及
力
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

財
神
信
仰
は
、
宋
代
に
そ
の
濫
觴
を
見
る
が
、
信
仰
の
隆
盛
は
明
代
以
後
の
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
信
仰
の
場
面
に
商
業
倫
理
が
も
ち
こ
ま
れ
る
と
い
う
現

象
を
伴
っ
て
い
た
。
ま
た
そ
の
商
業
倫
理
は
、
実
地
の
経
験
よ
り
導
か
れ
る
処
世

術
的
要
素
を
持
ち
な
が
ら
、
儒
学
的
性
質
を
帯
び
た
内
容
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
財
神
信
仰
の
隆
盛
は「
商
幇
」が
登
場
し
て
後
の
現
象
で
あ
り
、

彼
ら
は
商
業
活
動
に
儒
教
倫
理
を
積
極
的
に
導
入
し
て
き
た
。
商
人
階
級
の
動
向

を
儒
教
の
側
か
ら
も
教
義
的
に
裏
書
し
た
の
は
、
陽
明
学
で
あ
る
。
陽
明
学
は
あ

ら
ゆ
る
社
会
階
層
に
儒
学
の
実
践
の
門
戸
を
開
放
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ

ま
で
軽
視
さ
れ
て
き
た
商
人
階
級
も
、
商
行
為
に
身
を
置
き
な
が
ら
聖
人
に
な
り

う
る
可
能
性
が
保
証
さ
れ
た
。

第
三
十
五
回
研
究
会

日
時
：
二
〇
〇
九
年
七
月
二
十
九
日
（
水
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
遠
藤
祐
介
、
小
林
崇
仁
、

　
　
　
　

高
橋
秀
城
、
山
本
匠
一
郎
、
山
野
智
恵
、

　
　
　
　

伊
藤
尚
徳

○
共
同
研
究　

研
究
発
表

小
林
崇
仁

題
目
：
日
本
古
代
に
お
け
る
仏
教
と
経
済

概
要
：
古
代
に
お
け
る
仏
教
者
の
経
済
的
基
盤
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、
供
料
、

第
三
十
四
回
研
究
会

日
時
：
二
〇
〇
九
年
六
月
二
十
四
日
（
水
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
遠
藤
祐
介
、
高
橋
秀
城
、

　
　
　
　

山
本
匠
一
郎
、
山
野
智
恵
、
伊
藤
尚
徳
、

　
　
　
　

興
津
香
織

○
共
同
研
究　

研
究
発
表

山
野
智
恵

題
目
：
「
仏
教
と
経
済
」
研
究
のperspective

ー
中
村
元
『
宗
教
と
社
会
倫
理
』

批
判
か
ら　

１

概
要
：
『
宗
教
と
社
会
倫
理
』
に
お
い
て
中
村
元
は
、
資
本
主
義
を
最
も
進
化

し
た
社
会
体
制
と
す
る
歴
史
観
に
基
づ
き
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
に
そ
の
根
拠
を
見
出
し
た
と
こ
ろ
の
資
本
主
精
神

を
、
イ
ン
ド
仏
教
の
中
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
中
村
の
研
究
を
一
貫
し
て

方
向
づ
け
て
い
る
の
は
、「
個
別
的
事
象
か
ら
普
遍
性
へ
」
と
い
う
近
代
科
学
の

perspective

で
あ
る
。
思
想
上
の
「
普
遍
的
な
問
題
」
を
扱
う
と
い
う
本
書
の

性
格
上
、「
歴
史
的
事
実
の
考
証
乃
至
社
会
的
背
景
の
検
討
」
が
十
分
に
な
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
が
言
明
さ
れ
て
い
る
が
、本
来
、こ
う
し
た
検
討
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

理
論
の
枠
組
み
が
形
成
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的
事
象
を
歴
史
の
上
に
定

位
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
他
の
事
象
と
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
は
ず

で
あ
る
。
本
書
に
お
け
る
イ
ン
ド
仏
教
解
釈
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
。

遠
藤
純
一
郎

題
目
：
中
国
に
於
て
仏
教
は
独
自
の
商
業
倫
理
を
提
案
で
き
る
の
か
？
ー
仏
教
を

と
り
ま
く
商
業
倫
理
形
成
の
背
景
か
ら
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な
ど
、
財
を
自
在
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
て
い
る
。

第
三
十
六
回
研
究
会

日
時
：
二
〇
〇
九
年
八
月
二
十
六
日
（
水
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
遠
藤
祐
介
、
小
林
崇
仁
、

　
　
　
　

山
本
匠
一
郎
、
山
野
智
恵
、
伊
藤
尚
徳

○
共
同
研
究　

研
究
発
表

遠
藤
祐
介

題
目
：
食
貨
志
に
見
え
る
経
済
思
想
と
罪
福
道
の
思
想

概
要
：
経
済
思
想
の
根
本
に
は
、
人
々
の
衣
食
住
を
ど
の
よ
う
に
充
足
さ
せ
る
か

と
い
う
青
写
真
が
あ
り
、
中
国
人
は
『
詩
経
』『
書
経
』『
易
経
』
な
ど
の
経
典
に

基
づ
い
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
思
索
を
巡
ら
せ
て
き
た
。
そ
の
思
索
の
足
跡
は

『
漢
書
』
を
は
じ
め
と
す
る
正
史
の
「
食
貨
史
」
に
残
さ
れ
て
い
る
。「
食
貨
史
」

か
ら
見
る
経
済
思
想
の
方
向
性
は
、
ま
ず
第
一
に
、
国
の
安
泰
は
民
の
教
化
に
基

づ
き
、
民
の
生
活
向
上
は
そ
の
手
段
と
さ
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
経
済
成
長
が
目

的
と
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
調
和
が
志
向
さ
れ
る
こ
と
、
第
三
に
、「
私
」
よ
り
も

「
公
」
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
「
食
貨
史
」
に
見
ら
れ
る
経

済
思
想
を
、道
宣
撰
『
広
弘
明
集
』
を
資
料
に
、仏
教
の
経
済
思
想
と
比
較
す
る
と
、

両
者
に
は
類
似
点
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
後
者
は
宗
教
的
な
価
値
観
を
第
一
義
と

し
、
大
乗
仏
教
の
根
本
精
神
か
ら
他
者
と
関
わ
り
方
を
論
じ
て
い
る
点
に
特
徴
が

あ
る
。

壇
越
、
乞
食
、
法
会
、
生
業
な
ど
で
あ
る
。
律
令
で
は
正
式
に
は
、
第
一
の
供
料

し
か
認
め
て
い
な
い
が
、
実
際
に
は
そ
の
他
も
渾
然
と
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
当
代
の
歴
史
資
料
、
文
学
資
料
か
ら
、
僧
侶
の
主
な
居
住
場
所
を
分
類
し
て

み
る
と
、
官
寺
、
本
寺
を
離
れ
た
山
寺
、
私
寺
、
各
地
を
遍
歴
、
俗
家
な
ど
様
々

で
あ
る
。
当
代
の
僧
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
手
だ
て
と
し
て
、
彼
ら
の
経
済
的
基

盤
、
居
住
場
所
を
分
類
し
て
お
く
こ
と
は
有
益
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
、

官
寺
に
住
む
僧
が
、
或
る
時
は
山
に
籠
り
、
或
る
時
は
各
地
を
遍
歴
し
て
乞
食
し
、

或
い
は
私
寺
に
招
か
れ
法
会
を
営
む
こ
と
が
、
十
分
に
あ
り
得
た
と
い
う
当
時
の

状
況
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

小
林
崇
仁

題
目
：
『
性
霊
集
』
に
み
る
法
会
と
施
物

概
要
：
『
性
霊
集
』
の
記
述
か
ら
、
当
代
の
法
会
に
お
け
る
宗
教
・
経
済
活
動
の

事
例
の
デ
ー
タ
化
を
進
め
て
い
る
。
今
回
は
、
デ
ー
タno.61

か
らno.88

ま
で

の
概
要
の
報
告
を
行
な
っ
た
。

高
橋
秀
城

題
目
：
兼
好
『
徒
然
草
』、
無
住
『
妻
鏡
』
に
見
る
「
財
」

概
要
：
日
本
中
世
の
僧
侶
は
財
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
を
、『
徒
然
草
』

『
妻
鏡
』
か
ら
読
み
解
い
た
。
兼
好
、
無
住
に
共
通
し
て
伺
え
る
の
は
、
世
間
か
ら

財
を
捉
え
る
立
場
、
出
世
間
か
ら
捉
え
る
立
場
を
峻
別
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

財
は
、
世
間
的
に
は
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
が
、
欲
の
対
象
で

あ
り
、
過
度
の
欲
は
罪
を
生
じ
、
悪
業
の
因
と
な
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
両
者
の

見
解
は
相
違
な
い
が
、
出
世
間
の
立
場
の
財
の
捉
え
方
に
、
両
者
の
相
違
が
現
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
兼
好
は
、
倹
約
・
正
直
に
よ
っ
て
蓄
財
の
徳
を
説
く
よ

う
な
世
俗
の
倫
理
の
価
値
観
を
転
倒
し
、
財
を
全
く
放
棄
し
、
無
欲
と
な
る
こ
と

の
徳
を
説
い
て
い
る
。
一
方
、
無
住
は
、
無
欲
の
心
を
持
て
ば
、
布
施
や
利
他
行
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概
要
：
中
国
仏
教
に
お
け
る
華
厳
と
密
教
の
交
渉
史
に
関
す
る
一
連
の
研
究
の
一

環
と
し
て
、
不
空
の
訳
場
に
参
じ
た
諸
師
が
、
密
教
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た

の
か
、
ま
た
密
教
と
華
厳
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
定
位
し
て
い
た
の
か
を
探
る
。

良
賁
、
飛
錫
、
潛
眞
、
法
崇
の
論
書
か
ら
共
通
し
て
伺
え
る
こ
と
は
、
密
教
と
従

来
の
如
来
蔵
思
想
、
一
乗
思
想
と
の
連
絡
を
積
極
的
に
計
ろ
う
と
す
る
傾
向
で
あ

る
。
華
厳
に
関
し
て
い
え
ば
、不
空
は
す
で
に
『
華
厳
経
』
を
重
視
し
、「
普
賢
行
願
」

を
積
極
的
に
活
用
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
中
国
華
厳
と
い
う
よ
り
も
、
お
そ
ら
く

イ
ン
ド
由
来
の
華
厳
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
彼
の
態
度
が
、
後
の
中

国
密
教
に
お
け
る
華
厳
摂
取
の
先
鞭
を
つ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
上
記
の

諸
師
の
論
書
か
ら
も
伺
え
る
。
彼
ら
は
、
不
空
と
比
較
し
、
中
国
的
な
華
厳
の
動

向
を
踏
ま
え
て
い
る
点
に
一
つ
の
展
開
を
み
る
が
、
し
か
し
未
だ
十
分
に
中
国
華

厳
の
教
学
を
十
分
に
反
映
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
空
海
が
長
安
で
密
教
を
学

ん
だ
時
点
で
は
、
既
に
中
国
密
教
に
お
け
る
華
厳
摂
取
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

想
定
さ
れ
る
た
め
、
い
か
な
る
人
師
が
、
こ
の
摂
取
に
積
極
的
に
関
わ
っ
た
の
か
、

今
後
さ
ら
な
る
調
査
を
進
め
て
い
き
た
い
。

○
共
同
研
究　

研
究
発
表

山
野
智
恵

題
目
：
バ
タ
イ
ユ
の
普
遍
経
済
論

概
要
：
「
仏
教
と
経
済
」
を
考
察
す
る
理
論
の
構
築
の
一
助
と
し
て
、
バ
タ
イ
ユ

の
普
遍
経
済
論
を
と
り
あ
げ
た
。
バ
タ
イ
ユ
の
普
遍
経
済
論
は
、
労
働
、
蓄
積
、

消
費
と
い
う
経
済
行
動
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
運
動
と
と
ら
え
、
そ
こ
か
ら
人
間
社
会

に
お
け
る
「
主
権/

至
高
性
」
の
あ
り
方
を
定
位
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

人
間
が
生
命
の
維
持
に
要
す
る
以
上
の
超
過
分
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
か
に
使
用
す

る
か
に
よ
っ
て
、
社
会
の
構
造
変
化
、
さ
ら
に
は
歴
史
の
変
化
が
生
み
出
さ
れ
る

と
す
る
理
論
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
こ
で
宗
教
と
は
、
こ
の
超
過
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸

収
す
る
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
中
世
の
教
会
、
あ
る
い
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
社

山
本
匠
一
郎

題
目
：
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
『
贈
与
論
』

概
要
：
哲
学
・
現
象
学
に
お
け
る「
生
活
世
界（Lebensw

elt

）」と
い
う
用
語
に
は
、

生
産
・
消
費
の
具
体
相
も
な
け
れ
ば
、
階
級
闘
争
も
な
い
。
仏
教
も
同
様
に
、
現

実
か
ら
遊
離
し
た
高
踏
的
な
哲
学
と
見
な
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
仏
教
に
お
け
る
生

活
世
界
と
は
、
極
め
て
心
理
的
な
瞑
想
の
世
界
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
リ
ア

リ
テ
ィ
ー
を
欠
い
た
生
活
世
界
に
、
よ
り
具
体
的
な
世
界
像
を
与
え
る
た
め
に
は
、

周
辺
学
問
に
お
け
る
世
界
や
社
会
に
関
す
る
認
識
方
法
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。『
贈
与
論
』
に
お
い
て
モ
ー
ス
は
、
古
代
的
な
贈
与
シ
ス
テ
ム
か
ら
、
現
代
に

お
け
る
理
想
的
な
社
会
主
義
的
道
徳
を
導
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
人
類
学
に
は

あ
る
種
の
古
代
幻
想
が
存
在
す
る
が
、
モ
ー
ス
の
人
類
学
に
も
そ
う
し
た
古
代
社

会
に
対
す
る
憧
憬
が
あ
る
。
モ
ー
ス
は
本
書
で
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
の
ク
ラ
、
北
西
ア

メ
リ
カ
の
ポ
ト
ラ
ッ
チ
、イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
祝
祭
と
い
っ
た
事
象
を「
全

体
的
社
会
事
象
」「
一
般
的
社
会
事
象
」
と
し
、
こ
れ
ら
の
現
象
か
ら
現
代
人
を
批

判
的
に
捉
え
る
道
徳
社
会
学
を
提
示
し
た
。
宗
教
に
お
け
る
経
済
現
象
の
洞
察
を

深
め
、
現
代
社
会
へ
の
批
判
力
を
高
め
る
上
で
、
本
書
は
有
益
で
あ
る
と
い
え
る
。

第
三
十
七
回
研
究
会

日
時
：
二
〇
〇
九
年
九
月
三
十
日
（
水
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
遠
藤
祐
介
、
小
林
崇
仁
、

　
　
　
　

高
橋
秀
城
、
山
本
匠
一
郎
、
山
野
智
恵

○
個
人
研
究　

研
究
発
表

遠
藤
純
一
郎

題
目
：
不
空
訳
場
に
参
じ
た
諸
師
の
密
教
観
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方
、
学
問
×
山
林
修
行
と
い
っ
た
二
項
対
立
の
中
で
分
類
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ

た
。
し
か
し
、同
時
代
の
資
料
か
ら
読
み
取
れ
る
「
菩
薩
僧
」
と
は
、持
戒
や
修
学
、

山
林
修
行
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
超
俗
性
、
ま
た
治
病
、
教
化
、
公
共
事
業
な

ど
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
メ
シ
ア
性
（
彼
ら
は
仏
・
菩
薩
の
化
現
と
見
な
さ
れ

た
）、
あ
る
い
は
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
道
俗
の
帰
依
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
カ
リ

ス
マ
性
な
ど
を
特
徴
と
し
、
そ
れ
は
民
衆
教
化
、
社
会
事
業
な
ど
の
利
他
行
の
み

に
還
元
さ
れ
得
る
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
徳
一
に
関
し
て
言
え
ば
、
彼
は

戒
定
慧
に
す
ぐ
れ
た
求
道
者
で
あ
っ
た
。ま
た
、寺
院
建
立
や
写
経
勧
進
を
通
し
て
、

道
俗
知
識
の
仏
教
者
集
団
を
率
い
て
い
た
。
同
時
代
の
空
海
が
、
彼
の
東
行
を
仏

法
東
漸
と
位
置
づ
け
、
仏
・
菩
薩
の
化
現
に
喩
え
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る

と
い
え
る
。

遠
藤
祐
介

題
目
：
鳩
摩
羅
什
門
下
の
思
想
展
開
に
つ
い
て
ー
『
易
経
』
の
力
学　

２

概
要
：
鳩
摩
羅
什
と
そ
の
弟
子
た
ち
が
活
躍
し
た
時
代
に
、
中
国
仏
教
思
想
史
の

流
れ
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
。
鳩
摩
羅
什
の
『
般
若
経
』
翻
訳
に
よ
っ
て
、
前

時
代
か
ら
の
玄
学
の
流
れ
を
汲
む
般
若
思
想
の
研
究
は
さ
ら
に
進
展
し
た
が
、
そ

の
一
方
、
般
若
思
想
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
形
而
上
的
な
主
題
を
扱
う
も
の
と
は
一

線
を
画
す
る
、『
法
華
経
』『
涅
槃
経
』
と
い
っ
た
経
典
の
思
索
探
求
が
着
手
さ
れ

た
。
中
国
人
の
関
心
は
、
形
而
上
的
な
真
理
把
握
へ
の
希
求
に
と
ど
ま
ら
ず
、
形

而
上
と
形
而
下
の
関
係
性
や
、
人
間
世
界
と
そ
れ
以
外
の
世
界
を
包
括
し
た
世
界

観
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
知
的
欲
求
に
応
え
て
き
た
根
本
的
な
経
書
は『
易

経
』
で
あ
っ
た
。
中
国
人
の
『
易
経
』
の
理
解
、
と
く
に
そ
の
形
而
上
・
形
而
下

の
力
学
が
、
中
国
の
仏
教
思
想
史
の
展
開
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
て
き
た
の
か

を
、
僧
肇
、
僧
叡
、
竺
道
生
の
思
想
か
ら
検
証
す
る
。

会
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
聖
堂
、
僧
院
、
無
為
の
僧
侶
に
対
す
る
支
出
は
、
超
過

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
、
宗
教
と
は
過
剰
資
産
の
消
費
に
た

い
し
て
社
会
が
与
え
る
認
可
で
あ
っ
た
と
い
う
。
バ
タ
イ
ユ
の
理
論
は
、
宗
教
と

経
済
の
問
題
を
そ
の
起
源
か
ら
根
本
的
に
見
据
え
る
視
座
を
与
え
て
く
れ
る
上
で

有
益
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
現
実
の
場
で
は
、
そ
こ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
事
例
（
仏

教
寺
院
に
お
け
る
生
産
活
動
、
利
殖
、
あ
る
い
は
過
剰
資
産
の
運
用
に
お
け
る
「
再

分
配
」
の
役
割
な
ど
）
が
生
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
実
際
の
経
済
活
動
の
中
で
、

こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
定
位
し
直
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
考
察
す
る
の
も
面
白

い
か
も
し
れ
な
い
。

第
三
十
八
回
研
究
会

日
時
：
二
〇
〇
九
年
十
月
二
十
一
日
（
水
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
遠
藤
祐
介
、
小
林
崇
仁
、

　
　
　
　

高
橋
秀
城
、
山
本
匠
一
郎
、
山
野
智
恵
、

　
　
　
　

伊
藤
尚
徳

○
個
人
研
究　

研
究
発
表

小
林
崇
仁

題
目
：
菩
薩
僧
と
し
て
の
徳
一

概
要
：
日
本
古
代
の
宗
教
者
の
人
物
研
究
を
通
し
て
、
当
代
の
仏
教
、
宗
教
の
あ

り
方
を
考
察
す
る
一
連
の
研
究
の
一
環
と
し
て
、
今
回
は
徳
一
を
と
り
あ
げ
た
。

と
く
に
徳
一
が
「
菩
薩
」
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
着
目
し
、
当
代
の
「
菩
薩
僧
」

の
あ
り
方
を
探
っ
た
。
従
来
の
研
究
で
は
、「
菩
薩
僧
」
と
い
え
ば
、
専
ら
そ
の
民

衆
教
化
、
社
会
事
業
な
ど
の
利
他
行
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
官
×
民
、
中
央
×
地
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第
四
十
回
研
究
会

日
時
：
二
〇
〇
九
年
十
二
月
二
十
一
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
高
橋
秀
城
、
山
本
匠
一
郎
、

　
　
　
　

山
野
智
恵
、
伊
藤
尚
徳

○
個
人
研
究　

研
究
発
表

遠
藤
純
一
郎

題
目
：
華
厳
と
密
教　

不
空
門
下
の
阿
闍
梨
を
中
心
に

概
要
：
中
国
に
お
け
る
華
厳
と
密
教
の
関
係
を
め
ぐ
る
一
連
の
研
究
の
一
環
と
し

て
、
今
回
は
不
空
門
下
の
恵
果
を
と
り
あ
げ
、
密
教
に
お
け
る
華
厳
摂
取
の
動
向

を
考
察
し
た
。
ま
ず
、
不
空
門
下
に
お
け
る
恵
果
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
、
次
い

で
海
雲
、
空
海
の
記
述
と
、
撰
者
不
明
『
大
唐
青
龍
寺
三
朝
供
奉
大
徳
行
状
』
か

ら
、
恵
果
の
思
想
を
探
っ
た
。
不
空
の
訳
場
に
お
い
て
、
密
教
を
一
乘
仏
教
と
連

絡
さ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
す
で
に
確
認
し
た
が
、
こ
の
状
況

を
踏
ま
え
、
不
空
門
下
の
阿
闍
梨
ら
に
よ
る
華
厳
経
学
の
導
入
を
想
定
す
る
な
ら
、

そ
れ
は
恵
果
の
手
に
よ
り
な
さ
れ
た
と
想
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

○
共
同
研
究　

研
究
発
表

山
野
智
恵

題
目
：
「
仏
教
と
経
済
」
研
究
のperspective

ー
中
村
元
『
宗
教
と
社
会
倫
理
』

批
判
か
ら 

2

概
要
：
中
村
元
の
近
代
的
仏
教
解
釈
の
特
徴
を
あ
げ
、
そ
の
方
法
論
上
の
問
題
点

を
、『
宗
教
と
社
会
倫
理
』
を
例
に
あ
げ
て
検
討
し
た
。
最
初
に
、
中
村
の
マ
ッ
ク

ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
理
解
に
見
ら
れ
る
、
戦
後
民
主
主
義
思
想
に
お
け
る
『
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
受
容
の
問
題
を
論
じ
、
次
い
で
、

第
三
十
九
回
研
究
会

日
時
：
二
〇
〇
九
年
十
一
月
二
十
五
日
（
水
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
遠
藤
祐
介
、
小
林
崇
仁
、

　
　
　
　

高
橋
秀
城
、
山
本
匠
一
郎
、
山
野
智
恵

○
個
人
研
究　

研
究
発
表

山
本
匠
一
郎

題
目
：
シ
ョ
ン
ヌ
ペ
ー
の
伝
記

概
要
：
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
『
大
日
経
』
編
纂
史
と
そ
の
受
容
を
理
解
す
る
一
助

と
し
て
、『
明
灯
史
』
シ
ョ
ン
ヌ
ペ
ー
の
伝
記
の
訳
注
を
行
い
、
併
せ
て
本
文
中
に

登
場
す
る
経
論
・
人
物
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
し
た
。

高
橋
秀
城

題
目
：
藥
師
寺
蔵
『
醍
醐
寺
真
俗
雑
談
記
』
に
つ
い
て
の
一
考
察

概
要
：
藥
師
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
『
醍
醐
寺
真
俗
雑
談
記
』
は
、
鎌
倉
時
代
の
醍
醐

寺
僧
、
定
任
（
一
二
六
二
〜
一
三
〇
九
）
が
、
醍
醐
寺
に
関
わ
る
様
々
な
物
語
を
、

伝
授
の
際
に
甥
の
貞
祐
に
語
り
聞
か
せ
た
雑
談
集
で
あ
る
。
今
回
は
、
本
史
料
の

書
誌
情
報
、
作
者
定
任
に
つ
い
て
紹
介
し
、
本
史
料
が
藥
師
寺
に
伝
来
し
た
経
緯

を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
本
書
の
特
徴
に
つ
い
て
論
じ
た
。
本
書
の
物
語
の
い
く

つ
か
は
、
他
の
典
籍
中
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
記
述

が
見
い
出
せ
る
。
こ
こ
で
は
「
義
範
と
範
俊
の
争
論
」
を
は
じ
め
と
す
る
い
く
つ

か
の
物
語
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
相
違
点
を
考
察
し
た
。
醍
醐
寺
で
語
ら
れ
て
い
た

言
談
か
ら
、
仏
教
│
文
学
と
口
決
│
雑
談
の
接
点
を
探
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
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出
家
主
義
が
、
日
本
に
お
い
て
ど
う
受
容
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
古
代
社
会
に
お

い
て
山
林
修
行
者
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
事
に
つ
い
て
、
よ

り
明
確
な
視
座
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
今
回
は
山
林
修
行
者
た
ち
の
経
済
基
盤
に
注

目
し
、『
霊
異
記
』『
六
国
史
』
を
も
と
に
、
古
代
日
本
に
お
け
る
山
林
修
行
の
諸

形
態
に
つ
い
て
分
類
し
た
。
当
時
の
文
献
史
料
を
精
査
す
る
と
、
山
林
修
行
に
お

け
る
経
済
基
盤
に
は
様
々
な
要
素
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
山
林
修
行
者
の
活
動

や
山
寺
の
運
営
は
、「
乞
食
」「
蔬
食
」
の
み
で
は
成
り
立
た
ず
、法
会
に
よ
る
布
施
、

篤
信
者
か
ら
の
寄
進
、
所
有
す
る
田
地
、
さ
ら
に
は
本
寺
の
供
料
な
ど
、
そ
れ
以

外
の
経
済
基
盤
に
よ
っ
て
継
続
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

二
〇
〇
九
年
度　
交
換
雑
誌

禅
研
究
所
紀
要　
　
　
　
　
第
三
十
七
号　

愛
知
学
院
大
学
禅
研
究
所　
　  

二
〇
〇
九
年
三
月

元
興
寺
文
化
財
研
究
所　

研
究
報
告　

二
〇
〇
八

(

財)

元
興
寺
文
化
財
研
究
所
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
民
俗
文
化
保
存
会　

二
〇
〇
九
年
三
月

金
剛
寺
の
版
木　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

財)

元
興
寺
文
化
財
研
究
所　

二
〇
〇
九
年
三
月

史
跡
高
野
山
金
剛
峯
寺
中
門
跡　

第
１
次
〜
第
３
次
調
査　

ー
高
野
山
壇
上
伽
藍

整
備
事
業
（
中
門
再
建
事
業
）
に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
ー　

 

宗
教
法
人
金
剛
峯
寺　

高
野
町
教
育
委
員
会　

財
団
法
人
元
興
寺
文
化
財
研
究
所　

二
〇
〇
九
年
三
月

根
来
寺
文
化
研
究
所
紀
要　
第
四
号　
　
　

根
来
寺
文
化
研
究
所　
　
　
　 

二
〇
〇
七
年
十
月

根
来
寺
の
歴
史
と
文
化
財　
　
　
　
　
　
　

根
来
寺
文
化
研
究
所　
　
　
　 

二
〇
〇
九
年
一
月

研
究
紀
要　
　
　
　
　
　
　
２６　
　
　
　
　

大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所　

  

二
〇
〇
九
年
三
月

論
叢　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
号　
　
　

花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所　  

二
〇
〇
九
年
三
月

日
蓮
仏
教
研
究　
　
　
　
　
第
三
号　
　
　

常
円
寺
日
蓮
仏
教
研
究
所　
　   

二
〇
〇
九
年
三
月

中
華
佛
學
學
報　
　
　
　
　
第
二
十
二
期　

中
華
佛
學
研
究
所　
　
　
　
　  

二
〇
〇
九
年
七
月

カ
ー
ス
ト
否
定
と
平
等
主
義
、
カ
リ
ス
マ
排
除
と
合
理
主
義
、
資
本
主
義
の
精
神
、

布
施
と
社
会
福
祉
、
と
い
う
四
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
か
ら
、
中
村
が
描
い
た
「
普
遍
的

宗
教
」
と
し
て
の
イ
ン
ド
仏
教
の
問
題
点
を
論
じ
た
。

第
四
十
一
回
研
究
会

日
時
：
二
〇
一
〇
年
一
月
二
十
日
（
水
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

　
　
　
　

遠
藤
純
一
郎
、
遠
藤
祐
介
、
小
林
崇
仁
、

　
　
　
　

高
橋
秀
城
、
山
本
匠
一
郎
、
山
野
智
恵

○
個
人
研
究　

研
究
発
表

遠
藤
祐
介

題
目
：
鳩
摩
羅
什
門
下
の
思
想
的
展
開
に
つ
い
て
ー
『
易
経
』
の
力
学　

３

概
要
：
鳩
摩
羅
什
門
下
の
中
か
ら
僧
肇
、
僧
叡
、
竺
道
生
の
三
名
を
採
り
上
げ
、

彼
ら
の
『
般
若
経
』『
法
華
経
』『
涅
槃
経
』
解
釈
に
基
づ
く
思
想
の
展
開
を
考
察

し
た
。
こ
こ
で
は
、
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
、
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
、
ま
た
こ
れ
ら
を
総

称
す
る
『
易
経
』
ベ
ク
ト
ル
と
い
う
術
語
を
用
い
て
羅
什
門
下
の
思
想
展
開
を
説

明
す
る
こ
と
を
試
み
、
鳩
摩
羅
什
門
下
に
お
け
る
『
法
華
経
』『
涅
槃
経
』
へ
の
傾

倒
は
、『
易
経
』
に
見
ら
れ
る
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
の
探
求
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
と
結
論
し
た
。

○
共
同
研
究　

研
究
発
表

小
林
崇
仁

題
目
：
奈
良
平
安
初
期
に
お
け
る
山
林
修
行
の
資
糧

概
要
：
山
林
修
行
の
経
済
基
盤
を
問
う
こ
と
は
、
仏
教
の
根
本
的
な
理
念
で
あ
る
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筑
紫
女
子
学
園
大
学
・
筑
紫
女
学
園
大
学
短
期
大
学
部
紀
要 

第
五
号  

二
〇
一
〇
年
一
月

法
鼓
佛
學
學
報　
　
　
　
　
第
四
期　
　
　

法
鼓
佛
教
學
院　
　
　
　
　
　

   

二
〇
〇
九
年
六
月

法
鼓
佛
學
學
報　
　
　
　
　
第
五
期　
　
　

法
鼓
佛
教
學
院　
　
　
　
　

  

二
〇
〇
九
年
十
二
月

佛
教
學
研
究　
　
　
　
　

      

第
六
十
五
号           

龍
谷
佛
教
學
会　
　
　
　
　                      

二
〇
〇
九
年
三
月

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要　

第
三
号

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
日　

印
刷

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
発
行

編　
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寺
佛
教
研
究
所

製　

作　
　
　

株
式
会
社
ニ
ッ
ケ
イ
印
刷

発
行
者　
　
　

代
表　
　

遠
藤
祐
純

発
行
所　
　
　

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

　

〒
一
四
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丁
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始學功巧業　方便集財物　得彼財物已　當應作四分　一分自食用　二分營生業　

餘一分藏密　以擬於貧乏

＜キーワード＞ Max Weber, 『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』, 『ヒ

ンドゥー教と仏教』, 戦後民主主義 , カースト
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yŁ v͉tti̓ sa paro dharmas tena jŤvŁmi jŁjale//12,262.6

18) Manusm͉ti 10.63

ahi̱sŁ satyam asteya̱ Ɖaucam indriyanigraha̓/

eta̱ sŁmŁsika̱ dharma̱ cŁturvar̵ye 'bravŤn manu̓//10.63 

19) JŁtaka 6.151

eta¶ ca sacca̱ vacana̱ bhaveyya yathŁ ida̱ bhŁsita̱ brŁhma̵ehi/

nŁkhattiyo jŁtu labhetha rajja̱ nŁbrŁhma̵o mantapadŁni sikkhe/

nŁ¶¶atra vessehi kasi̱ kareyya suddo na mu¶ce parapessitŁya//6.151

20) JŁtaka 6.177

can˻Łlaputto pi adhicca vede bhŁseyya mante kusalo mutŤmŁ/

21) ヴェーバーは、資本の増加を自己目的とすることが、個人の嗜好や、処世術、一

種の徳目などではなく、個人の義務として、その内で推進力、あるいは強制力、

規制力を持って作用する、そうした独自のエートスが、中国、インド、バビロン、

あるいは古代、中世に存在した「資本主義」には欠けていた、と述べている。

22) Manusm͉ti 4.4-6

͉tŁm͉tŁbhyŁ̱ jŤvet tu m͉tena pram͉tena vŁ/

satyŁn͉tŁbhyŁm api vŁ na Ɖvav͉ttyŁ kadŁ cana//4.4

͉tam u¶chaƉila̱ j¶eyam am͉ta̱ syŁd ayŁcitam/

m͉ta̱ tu yŁcita̱ bhaik͑a̱ pram͉ta̱ kar͑a̵a̱ sm͉tam//4.5

satyŁn͉ta̱ tu vŁ̵ijya̱ tena caivŁpi jŤvyat/

sevŁ Ɖvav͉ttir ŁkhyŁtŁ tasmŁt tŁ̱ parivarjayet//4.6

23) Manusm͉ti 9.333

dharme̵a ca dravyav͉ddhŁv Łti͑͛hed yatnam uttamam/

dadyŁc ca sarvabhƕtŁnŁm annam eva prayatnata̓//9.333

24) DhŤganikŁya 3 p.188

eva̱ bhoge samŁhantvŁ alamattho kule gihi/

catudhŁ vibhaje bhoge save mittŁni ganthati/

ekena bhoge bhu¶jeyya dvŤni kamma̱ payojaye/

catuttha¶ ca nidhŁpeyya ŁpadŁsu bhavissatŤti/

『雜阿含經』第四十八 2.353a-b
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12) Manusm͉ti 1.88-90

adhyŁpanam adhyayana̱ yajana̱ yŁjana̱ tath /

dŁna̱ pratigraha̱ caiva brŁhma̵ŁnŁm akalpayat//1.88 

prajŁnŁ̱ rak͑a̵a̱ dŁnam ijyŁdhyayanam eva ca/

vi͑aye͑v aprasaktiƉ ca k͑atriyasya samŁsata̓//1.89 

paƉƕnŁ̱ rak͑a̵a̱ dŁnam ijyŁdhyayanam eva c /

va̵ikpatha̱ kusŤda̱ ca vaiƉyasya k͉͑im eva ca//1.90 

13) Manusm͉ti 1.2.9

Ɖrutism͉tyudita̱ dharmam anuti͑͛han hi mŁnava̓/

iha kŤrtim avŁpnoti pretya cŁnuttama̱ sukham//2.9 

14) 中村は、「財をあつめるということも、結局はそれによって人々に福利をわかち与

えることをめざすのである。だから原始仏教においては、与えること（施与 dāna）

の道徳が最も力を入れて強調されている」［中村 1959:92］といい、貧者に対する

施与と、サンガに対する施与を同等に扱っている。公益という観点からは、後者

は除くべきであろう。

15) 中村は註に「MBh 12.261-264」と記しているが、12巻 261章から 264 章までは

合計で、174 偈の長文である。冒頭部より「何等欲望のない者はブラフマンに到達

する」の部分までは、省略部分が有るものの、12巻 262章 5 偈から 15 偈までに

相当する。次の「欲望を捨てる人が真のバラモンである」は、12巻 263章 35 偈

に対応する文章であろうか。最後の「自我が霊場であり、別に霊場を訪う必要は

ない」は、12巻 263章 43偈に対応箇所がみられる。

16) MahŁbhŁrata 12.263.4-5　 章、 偈 頌 番 号 は、Parimal Sanskrit Series 版（Delhi, 

2001）による。

vak͑yŁmi jŁjale v͉tti̱ nŁsmi brŁhma̵a nŁstika̓/

na yaj¶a̱ ca vinindŁmi yaj¶avit tu sudurlabha̓//12,263.4

namo brŁhma̵ayaj¶Łya ye ca yaj¶avido janŁ̓/

17) MahŁbhŁrata 12.262.5-6

vedŁha̱ jŁjale dharma̱ sarahasya̱ sanŁtanam/

sarvabhƕtahita̱ maitra̱ purŁ̵a̱ ya̱ janŁ vidu̓//12,262.5

adrohe̵aiva bhƕtŁnŁm alpadrohe̵a vŁ puna̓/
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6) 中村は「血統カリスマ（Gentilcharisma）」を、呪術的支配力と結びついた権威的

地位に範囲を限って使用しているが、ヴェーバーが『ヒンドゥー教と仏教』の中

で用いているこの概念は、より広範囲である。この語の範囲について、ヴェーバ

ーは次のように述べている。「英雄的・呪術崇拝的諸能力だけではなく、すべての

種類の権威的地位、芸術家的能力だけでなく、手工業者的種類を含めてすべての

特殊能力もまた、呪術的に規定され、呪術的血統カリスマと結合したものと見做

され得た」［ヴェーバー 1983:65］それは、手工業の世襲などにも適用される概念

である。

7) Manusm͉ti 8.142

dvika̱ trika̱ catu͑ka̱ ca pa¶caka̱ ca Ɖata̱ samam/

mŁsasya v͉ddhi̱ g͉h̵ŤyŁd var̵ŁnŁm anupƕrvaƉa̓//8.142

8) 中村は註に「SN1, p.19」と記すが、該当する文章が見当たらない。

9) JŁtaka 4 p.66

ken'esa ya¶¶o vipulo mahagghato samena dinnassa na aggham eti/

katha̱ sahassŁna̱ sahassayŁgina̱ kala̱ pi nŁgghanti tathŁvidhassa te ti//

ある吝嗇な長者の家に、バラモンの姿に扮した、長者の父祖である神々たちが訪れ、

布施の徳を説示する物語の一節である。たとえ貧しい者であっても少ないものか

ら布施を行えば、幾千幾万の供犠もこれに及ぶ価値はないと、バラモンが説くの

に対し、長者がバラモンに問い返した部分に当たる。

10) SuttanipŁta p.81

brŁhma̵o ce tva̱ brƕsi ma¶ ca brƕsi abrŁhma̵a̱ ta̱ ta̱ sŁvitti̱ pucchŁmi tipada̱ 

catuvŤsatakkhara̱/

ki̱nissitŁ isayo manujŁ khattiyŁ brŁhma̵Ł devatŁna̱ ya¶¶am akappayi̱su puthƕ idha 

loke/

yadantagƕ vedagƕ ya¶¶akŁle yassŁhuti̱ labhe tass' ijjhe ti brƕmi/

11) A̳guttaranikŁya 2 pp.81-82

正確な引用ではない。沙門、バラモンに対する布施に関して、１布施しない、２

期待されるものを施さない、３期待されるものを布施する、４期待される以上の

ものを布施する、の四種に対し、１失敗する、２期待通りにならない、３期待通

りになる、４期待以上になる、の四種の結果を説いた箇所を要約している。
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中村元『ゴータマ・ブッダ　釋尊傳』( 法蔵館 , 1957)

───『宗教と社会倫理』（岩波書店 , 1959）

───「比較思想研究の未来性」『比較思想研究』1 (1974)

───「比較思想の道──「比較思想研究」に対する批判に答える──」『比

較思想研究』5 (1978)

───「なぜ奴隷の学問か──わが国における思想研究の反省──」『比較思

想研究』17(1990)

渡辺照宏『新釈尊伝』( ちくま学芸文庫 , 2005）

　　　＊初版は 1966年（大法輪閣）

マックス・ヴェーバー , 大塚久雄訳『プロテスタンティズムの倫理と資本主

義の精神』( 岩波文庫 ,1989)

＊Weber Max, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus  　

(1920) の訳

マックス・ヴェーバー , 深沢宏訳『世界諸宗教の経済倫理Ⅱ ヒンドゥー教と

仏教』(1983)

＊ Weber Max, Hinduismus und Buddhismus:Gesammelte Aufsªtze zur 

Religionssoziologie 2 (1921) の訳

註

1) しかし、その一方、後代に成立した仏伝の中から、古い要素、事実として信頼で

きる記述を取り出すことも可能であるとする。『ゴータマ・ブッダ　釋尊の生涯』（春

秋社 ,1969）では、サンスクリット、漢文、チベット語資料を用いている。

2) 本書の訳者、杉浦宏は中村元の友人。中村の依頼により、翻訳を引き受けた。中

村も自ら補註を寄稿した。

3) 関口尚志「大塚久雄の人と学問」( 福島大学附属図書館大塚久雄文庫開設講演会 , 

2002) http://www.lib.fukushima-u.ac.jp/ootsuka-koen/kouen-index.htm

4) 第三章「普遍的宗教の経済倫理（原始仏教）ー西欧資本主義精神との対比におい

てー」における結論部にあたる。

5) 中村元が参照したのは、梶山力訳『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』
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すべき課題は多いのであるが、ここでは、筆者の関心から、特に仏教と経済

にかかわるトピックのみをとりあげた。

　本書において、中村は「社会理想」という視点から、思想上の「普遍的な問題」

を扱うことを試み、インド仏教を「普遍的宗教」として描いた。近代科学の

目指した「普遍性」とは、一体、何だったのだろうか。ここで取り上げた『宗

教と社会倫理』に限って言うならば、それは人類（＝西欧社会）が到達した

ところの自由、平等、理性、そしてそれらに基づいて形成された社会の倫理

である。しかし、それはいわば、近代精神が作り上げた「普遍性」であり、

時代を貫いて存在してきたものではなく、歴史をレトロスペクティブに構築

するツールであったことを、我々は気が付いている。

　時代精神を追うことの危うさは、研究者が自らの立場を透明に見せかけつ

つ、その研究対象を一定の価値体系の枠にはめ込み、また、そうした価値評

価を他者に共有させることにある。それがプロパガンダとして機能すること

もあり得る。そのため、研究者は、既存のテーゼ、価値観を、それを採用す

るにせよ、否定するにせよ、批判的に見る視座を確保しておかなければなら

ない。

　中村が日本の思想研究の現状に与えた批判は、いまなお有効であるだろう。

「奴隷的思考」は、当時からさほど変わっていないように見える。そこで、中

村は、この膠着状態を打破するため、「普遍的」なるものを追求することを提

唱した。しかしながら、その試みは、既存の思想的枠組みにより抽出された

「思想史的事実」を提示するにとどまっており、オルタナティブな価値観を提

示するには至らなかった。『宗教と社会倫理』を批判的に読むことによって見

えてくるのは、思想研究においては、個別的事象から「思想史的事実」を抽

出することよりも、かえって、それを文化的コンテクストの中に戻し、また、

同時に自らが背負う時代精神を意識しつつ、これと対峙させることが有効な

のではないか、ということである。そこから、現代社会を批判する新たな価

値観を生み出すことも可能になるのではないだろうか。

参考文献



蓮花寺佛教研究所紀要　第三号

168(21)

していない。蓄積された富をただ他人にくれてやるというだけでは、資

本主義の活動は成立すべくもない。［中村1959:12］

と断じている。これに対し、仏教では富の利用法が構造的に示されているとし、

『ディーガ・ニカーヤ (Dhīganikāya)』における四分法を例にあげる 24)。そこ

では、財を四分し、その一分を自らの享受にあて、二分を業務の履行にあて、

最後の一分を蓄積し、窮乏時の備えとするべきことが説かれているとする［中

村 1959:80］。もちろん、それは、バラモン教に対する不当な断罪であるだろう。

『マヌ法典』では、ヴァイシャのダルマとして、金貸し (kusīda) をあげているし、

また中村自身が言及したように、利息についての規定もさだめられている。

　一方の、ジャイナ教においては、商業資本によって蓄積された富が、教団

に寄進され、有効に活用されなかったとし、「経済的視点から見るならば、ジ

ャイナ教徒の場合にあっては、寺院建築とは流通経済における交換手段の退

蔵形式の一種にほかならないのである」［中村 1959:38］と述べている。こう

した状況は、教団組織を備えるに至った後の仏教にも当てはまるだろう。し

かしながら、中村は、仏教教団に対する寄進行為には、「布施」あるいは「分

配」という経済的価値を与えるのである［中村 1959:92-93, 104-195］。また、

これに関連して、仏教教団において、利殖という企業が着手され、あるいは

荘園が成立した過程を説くのであるが、これに対して、「伝統的保守的仏教教

団の独善的性格」との批判的見解を示す一方［中村1959:66］、同時に富の積

極的利用としての評価が与えられている［中村1959:83］。しかしながら、中

村自身は、これらの矛盾をあまり気にしていないように見える。実際のとこ

ろ、中村が本書において目指したのは、「ヴェーバー・テーゼ」に示された資

本主義の諸概念を、インド仏教の中から見つけ出し、それを「思想史的事実」

として、ともかく提示することであったのだろう。

まとめ

　中村がいわゆる「ヴェーバー・テーゼ」を根拠に、どのようにインド仏教

における経済倫理を記述したのかを、個々の事例に即して見てきた。『宗教と

社会倫理』における中村の問題意識は、国家論など、その射程は広く、考察
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て、仏教の「中道」思想により、収入と支出の均衡のとれた、当時の社会常

識によって適当と思われる生活水準の維持を承認していたようである」［中村

1959:77］と評価される。

　その一方で、ジャイナ教徒にはもともと商人が多く、またその戒律による

規制から、商人以外の職業選択が困難であったことから、商業倫理が発達し

たといい［中村 1959:29］、また彼らの多くが資産家階級であったともいう［中

村 1959:28］。ジャイナ教に対する中村の評価は、両義的であるため、差異化

の論理に矛盾が生じている。

　また、仏教とジャイナ教の相違点として、「仏教の説く職業倫理は、生産と

流通との両経済部門にわたって現実化されていたにもかかわらず、ジャイナ

教のそれは主として流通経済の部門にのみ限られている」［中村 1959:17］と

いう。ちなみに、アヒンサー (ahi̱sŁ) の理念から農業に携わらないことが（主

に修行者に）推奨されるのは、インドの宗教に共通する立場であり、東アジ

アの農本主義とは異なる、インド的な特徴であるといえるが、中村は、東ア

ジア的な「生産」することの価値観念を持ち込み、原始仏教を理解しようと

する向きがある［中村 1959:103］。こうした解釈の妥当性も問われるべきで

あろう。

　次に、第三の点「財の合理的使用」に関する差異化の論理を確認しよう。

中村は、バラモン教における、簡素な生活に必要な物資のみを確保すべきで

あり、それ以上を手もとにとどめるべきではないとする思想について言及し、

ここで主張されている思想は、人々は簡素な生活に必要なだけの物資を

確保するのはよいが、それ以上をとどめてはならぬというのである。そ

れは必ずしも耐久生活を強いているのではない。家族を扶養すべき義務

は十分に認めている。扶養すべき人々の不利になっても自分の来世の幸

福を願って事をなす人は、現世来世に悪い果報が生じるという。自分の

享受する富を最小限にとどめて、他の人々にそれを受用させるという精

神は美しいものである。［中村1959:12］

と述べつつ、

しかし、自分には不要だとして受け取らない物資乃至富をいかに組織的

に利用すべきであるか、そのしかたをバラモン教の諸典籍は構造的に示
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おける努力精励」に関して、中村は、バラモン教においては、「ウェーバーが

主張したように、富を重んずる思想が古代インドにおいてなかなか有力であ

ったことは事実である。しかし、それと並んで反対の思想も（特にウパニシ

ャッド以後）同様に有力であった」［中村 1959:11］と述べ、そこに財の蓄積

を妨げる思惟が働いていたことを指摘している。そこで、中村は『マヌ法典』

における規定を引きあいに出し、次のように述べる。

ここでは財の蓄積を妨げる思惟がはたらいているのであるが、それが『マ

ヌ法典』では成文化している。すなわち上層三階級の人が家長として生

活する場合に落穂を拾って、或いは他人から与えられた職によって生活

することはすぐれているが、商業 (va̵ijya) 或いは金貸業 (kusīda) によっ

て生活するのは劣った生活法であり、「真偽混在 (satyŁn͉ta)」とよんでいる。

［中村 1959:11］

中村が言及した『マヌ法典』の箇所を確認すると、しかしながら、この規定は、

上層三階級の人に対して説かれたものではなく、バラモンに対して説かれた

ものであり、また、金貸業 (kusīda) については何ら言及されていないことが

わかる 22)。確かに、商業 (va̵ijya) は、バラモンにとってすぐれた生活法とは

みなされてないが、バラモンの生活法として承認されており、そのため「真

偽混在 (satyŁn͉ta)」とよばれている。落穂拾いは、バラモンにとって奨励さ

れる生活法であっても、他の三姓には適用されない。もちろん、ヴァイシャ

に関するダルマにおいては、財産の増加のために、最大の努力を為すべきこ

とが説かれている 23)。中村は、原始仏教において、出家修行者は経済的行為

から離れることが要請されたが、在俗信者に対しては別の経済倫理を説いた、

と述べている［中村 1959:64-65］。そうした区別は、バラモン教においても適

用されるであろう。

　またこれに関連して、ジャイナ教では、在俗信者が出家修行者同様の厳し

い殺生に関する禁止箇条を課せられたため、生産業に従事できなかったとい

い［中村 1959:22-25］、また無所有の理想を遂行しようとする思想が、現世

否定的となり、世俗的職業生活に意義を否定する方向に向かったという［中

村 1959:34-36］。それに比して、仏教は「全体の基調は、世俗人にとっては

非常に禁欲的であるが、しかし極端な耐久生活を強要しているのではなく
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　そこで、中村が取り上げたのは、精励や信用、節制の徳、富を重んじる思想、

財の投資など、まさに、ヴェーバーが、ベンジャミン・フランクリンの言葉

の中に見いだした「資本主義の精神」を構成する諸要素であった［ヴェーバ

ー 1989:38-45］。中村は、ヴェーバーが東洋の伝統にはこれらの諸概念が説か

れていないと主張しているとの誤読に基づき 21)、この諸要素に相応するもの

を初期仏典から、探し出してきたのである。

　さて、初期仏典の中から精励、信用、節制の徳を抽出することは、バラモ

ン教やジャイナ教からこれを抽出するのと同様、さして困難なことではない

だろう。中村が本書の中で提示している在家者に向かって説かれた道徳の

数々、奢侈享楽（ことに飲酒）の回避、精励勤勉、正直・信用の徳などは、

インドの諸宗教に共通する倫理であるといえる。あるいは富を重んじる思想

にしても、インドでは、他の地域、例えば東アジアと比較して、商業や利殖

を卑しむ思想に乏しいため、富を積極的に評価する、とまではいかないにせよ、

それらの行為が否定的に捉えられていない事例を見いだすことは可能であろ

う。しかし、問題がありそうなのは、中村が、特に原始仏教を「普遍的なも

のとして経済活動に精神的基盤を与えることが可能」［中村 1959:114］な宗

教とし、バラモン教やジャイナ教と差異化をはかっている点である。

　中村は、「資本主義的精神」を、「現世のうちにおける禁欲的な精励努力に

よって当面の目標としての資本の蓄積とそれの生産への回転とをめざすよう

な思想傾向」［中村 1959:112］として定義している。これを分析すると、そ

こには、第一に、財を積極的に評価し、現世内においてそれに向かって努力

精励すること、第二に、消費を抑え、奢侈享楽にふけらず節制すること、第

三に、財を合理的に使用し、生産への回転を可能にすることが必要となるだ

ろう。中村は、この第一と第三の点において、バラモン教やジャイナ教との

差異化をはかるのである。しかしながら、その一方で、中村は、自らの初期

仏典の訳注研究で得られた視座に基づき、これら仏典の中に説かれる、在家

者へと向けられた倫理が、インドの諸宗教と共通の地盤の中で成立している

ことを認識している。そしてその認識に基づいて、ここで計られる差異化の

論理を、自ら否定するような解釈を随所に披露しているのである。

　いくつかの問題点を示しておこう。まず第一の点「財の評価と、現世内に
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『もしも、バラモンが語ったように、このことばが真実であるならば、王

族の生まれ出ない者は王位が得られないことになるだろう。バラモンの

生まれでない者は聖句を学ぶことがないであろう。庶民以外には耕作を

行なう者はないであろう。隷民は他人への奉仕から免れ得ないであろう
19)』

しかしそれは誤っている。それは事実に反している。

『チャンダーラの子であっても、賢明で知能があるならば、ヴェーダを学

習して呪句を知るであろう 20)』［中村 1959:107］

中村は、四姓のダルマについて「仏教はこの区分を容認しない」と述べ、四

姓が生まれ（jāti）によって決定されることを、「それは誤っている。それは

事実に反している」と述べている。しかし、『ジャータカ』において否定され

ているのは「区分」そのものではなく、それが血統に因って規定されること

である。そして、この『ジャータカ』の記述から伺えることは、これが語ら

れた社会では、生まれによる四姓の区分と、それぞれの義務としてのダルマ

の結びつきが有名無実化していたということであって、仏教が階級差別撤廃

の運動を社会の中で展開したということではない。現代を除いて、仏教がそ

のような運動をインド社会の中で展開した事例を、筆者は知らない。

　

③　精励、節制、投資と利殖　──資本主義の精神──

　そもそも、原始仏教に経済倫理とよび得るものが存在するのだろうか。中

村は、自身にこのように問いかけ、「原始仏教から始まっていわゆる小乗仏教

に至って完成する煩瑣な教学の体系は主として出家修行者のためのものであ

ったから、そこには「経済倫理」と称するような項目はなかった」という。

しかし、「少なくとも経典のうちには経済行為に関する倫理的評価あるいは反

省が述べられている」といい、出家修行者の団体を支え、その経済的基盤と

なっていた商人・手工業者・農民等の経済活動について原始仏教がどのよう

な倫理を説いたかという問題を取り上げることは、東洋における「普遍的宗教」

としての仏教が、社会活動に及ぼしてきた影響を考える上でも意義があるだ

ろうと述べている［中村 1959:60］。



「仏教と経済」研究の視座　中村元『宗教と社会倫理』批判から

173 (16)

ダルマ・シャーストラは主としてバラモンたちの日常作法を扱ったもので

あるため、その他の種性のダルマについて多くを語らない。『マハーバーラ

タ』で説かれるトゥラーダーラの主張は、ダルマ・シャーストラが扱わなか

った問題を、社会の要請に合わせて採り上げたもののように見える。供犠や

巡礼に対して主知主義的な態度をとっていることにしても、中村が指摘して

いるように、ウパニシャッド以来の真理観を受け継いだものであろう［中村

1959:8,52］。

　さて、この商人トゥラーダーラの主張から、ともあれ、中村は二つの商業

倫理を導き出した。その第一は、等価交換の原則であり、その第二は、友愛 

(maitra) の精神である。第一の倫理から、人は経済外の強制の排除に進んで

いく。そこで、血統カリスマは否定され、バラモンの執行する祭祀の意義が

否認されるに至る。その結果、宗教は「純精神的」なものに高まったという。

第二の倫理から、人はアヒンサーの実践に導かれる。アヒンサーの実践から、

奴隷の存在が否定され、また農耕や牧畜といった職業を回避する思想が生ま

れたという。そして、次のように結論する。

経済倫理に関する右の二つの結論のうち、前者は特に仏教が、後者は特

にジャイナ教が強調したところのものである。バラモン教の商人の道

徳は、バラモン教の権威を認めつつも、その実質内容においては、お

のずからバラモン教のわくを否定せざるを得なかったのである［中村

1959:9］

中村は、上記の『マハーバーラタ』からの曖昧な引用によって、仏教、ジャ

イナ教の主張を代弁させているのであるが、これらの主張が「バラモン教の

わく」を否定したものではなかったことは、先に確認したとおりである。「仏

教はカースト打破の方向に徹底して行った」とする主張を裏付ける事実は、

そこには何ら示されていないのである。

　しかし、他の箇所で中村は、『ジャータカ』からの一節を典拠として、次の

ように述べている。

バラモン教の設定する社会制度にもとづく職業の区別がすでにおこなわ

れていたことは、物語のうちに言及されている。( 中略 ) しかし仏教はこ

の区分を容認しない。
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霊場を訪う必要はない。───と。」［中村 1959:9］

 　この傍線部に囲まれたトゥラーダーラの言葉は、正確な引用ではなく、三

章にわたる対話の中から抽出されたものである 15)。対応する文章はほぼ特定

できるのであるが、「多くの人の行う供犠は真の供犠ではない」とある文章の

みは、その対応箇所が不明瞭である。この三章中の一章では、供犠に関する

議論が展開されているので、その中の文章から意訳したものであろうが、あ

まりに恣意的な抽出であるといわざるをえない。ちなみに、その供犠をめぐ

る議論の冒頭において、トゥラーダーラは次のように述べている。

さて、私は生活態度 (v͉tti) について語りましょう。バラモンよ、私は異

端論者 (nāstika) ではありません。私は供犠を非難しません。しかし、供

犠を真に知る人は非常にまれであります。私はバラモンの供犠に敬礼し

ます。供犠を知るものに敬礼します。16)

トゥラーダーラの主張は、「バラモン教のわく」自体を否定したものではなく、

商人の社会的な地位の上昇とともに、「バラモン教のわく」の内部で発生した、

ヴァイシャの倫理の宗教的裏付けの要請であったように見える。

　なお、上記の傍線部の引用に説かれる「わたくしは一切を慈しみ、危害を

加えない。これは最高の法（ダルマ）である」とある文章も、なにかしら、

バラモン教のダルマを凌駕するようなダルマが主張されているように受け取

れるのであるが、実際には次のように説かれている。

ジャージャリよ、私は、秘密ある、永遠のダルマを知っている。それは、

全ての生類のための、慈しみであり、古来の (purŁ̵a)、人々が知ってき

たダルマである。生類を害する心がないこと、害を少なくすることによ

って、生活する態度、それは、最高のダルマである。私はそのようにし

て生きている。ジャージャリよ。17)

「最高のダルマ」が「古来の、人々が知ってきた」ものであるとの説明は、こ

の主張が「バラモン教のわく」を否定するものではないことを示している。

なお、『マヌ法典』には、四姓それぞれのダルマの他に、四姓共通のダルマが

次のように説かれている。

不殺生、真実、不偸盗、清浄、及び感覚器官の抑制を、マヌは四階級の

ダルマの要点であると述べた。18)
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カースト否定の立場を徹底せしめるならば、バラモン教そのものを捨て

去らねばならない。そこでインドの商業資本は、ついにバラモン教をす

てて、仏教またはジャイナ教に依拠するに至った。そうしてまた商業資

本の支援を受けて発展したこの二大宗教、特に仏教はカースト打破の方

向に徹底して行ったのである。［中村 1959:10］

　ここで、中村は「インドの商業資本は、ついにバラモン教をすて」「仏教は

カースト打破の方向に徹底して行った」と述べているが、それはいかなる事

態を指しているのであろうか。この主張を導き出した、典拠を確認しておこう。

中村は、カースト否定論の淵源を古ウパニシャッドに認めている。それはヴ

ェーダーンタ、サーンキャにも継承されたというが、「これは、絶対の真理を

観想すればこの世の階級的区別は無に等しいということを強調するだけであ

って、それは社会的な階級差別撤廃の運動としては発展しなかった。全然発

展しなかったとは言えないが非常に弱かったのである」［中村 1959:8］と述べ

ている。しかし、そこに「現実に階級的差別を撤廃しようという主張」が現

れたといい、その事例をあげるのだが、それは仏典ではなく、『マハーバーラ

タ (Mahābhārata) 』からの引用である。中村は、『マハーバーラタ』中の挿入話、

商人トゥラーダーラ (Tulādhāra) と苦行者ジャージャリ (Jājali) の対話を引用

しつつ、次のように述べている。

ところが現実に階級的差別を撤廃しようという主張は、バラモン教的な

雰囲気の中では、民衆の間の吟遊詩人の作である叙事詩『マハーバーラタ』

のうちにすがたを現している。（中略）かれは、ベナレス市で香料や薬草

などの商をしているヴァイシャであったが、苦行者ジャージャリ (Jājali) 

に向かって次のように語っている。───わたくしは一切を慈しみ、危

害を加えない。これは最高の法（ダルマ）である。わたくしは他人の手

から種々の物品を購入し、他人を瞞着することなく、これを売っているが、

酒だけは商っていない。また人と争わない。人を怨まない。人に諂わない。

一切のものに対し平等の秤をもっている。わたくしには黄金も尊からず、

土塊も賎しくない。恐れることなく、恐れられることもなく、何等欲望

のない者はブラフマンに到達する。欲望を捨てる人が真のバラモンであ

る。多くの人の行う供犠は真の供犠ではない。自我が霊場であり、別に
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村 1959:5-6］と言い換えてもいいだろう。

　しかし、『マヌ法典』においても「布施」を行うことは、再生族（バラモン、

クシャトリヤ、ヴァイシャ）のダルマとされている。また「布施」を受ける

ことは、ヴェーダの教授と学習、自己と他人のための祭祀の執行と同列にお

かれる、バラモンのダルマである 12)。これらのダルマの履行によって得られ

るものは、現世・来世の幸福であるとされる 13)。中村は他の箇所で、原始仏

教において、出家者に対する布施が福徳をもたらすと考えられ、布施によっ

て得られる果報が様々に説かれていると述べており［中村 1959:92-93］、ある

いは上記の引用箇所でも布施に「神聖な宗教的意義」があることを認めてい

るが、そうであるなら、そこには『マヌ法典』の世界と同様、主体をその行

為へと促す心理的作用、「カリスマ的権威」が働いていると考えなければいけ

ない。布施は「合理的」な対価交換ではないし、また、単なる公益事業でも

ない 14)。「魔術性」を抜きに、布施の経済活動は成立しないのである。

②　カースト批判と平等主義

　以上のように、中村は、インド社会において資本主義の成立を阻害した第

一の原因として、バラモン教のカースト制度をあげた。そして、こうしたバ

ラモンのカリスマ支配に対抗する宗教として、仏教・ジャイナ教を位置づけた。

そこで、次に中村が提示するのが、「バラモン教：氏族制農村社会の倫理×仏教・

ジャイナ教：資本主義的な倫理」という構図である。

バラモン教の倫理は、大ざっぱに言えば、氏族制農村社会のそれであって、

家族倫理に関しては家父長的な立場に立っていた。これに対して仏教並

びにジャイナ教の倫理は、インド古代社会におけるいわば資本主義的な

倫理であるということができる。原始仏教においては、家長たるものは、

勤勉に生業に従事して、かかる禁欲的精励によってやがて財を集積する

ことを勧めている。［中村 1959:80］

　カースト制が支配する氏族制農村社会では、資本主義的な倫理は発達しえ

ない。資本主義的な倫理は、商業資本と結びついた仏教・ジャイナ教にこそ、

見い出すことができるという。
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一節である。ある時、スンダリカー川の河畔で火祀を行っていたバラモン、

スンダリカ・バーラドヴァージャ（Sundarikabhāradvāja）が、供物の残りを

施そうと、樹下に座していた世尊に近づいた。バラモンは、そこで、世尊が

頭を剃っていることに気付き、引き返そうとする。しかし、剃髪の者の中に

もバラモンがいるかもしれないと思い直し、世尊に生まれ (jāti) を問う。その

問いに、世尊は「私はバラモンでも、王家の者でも、ヴァイシャーでも、何

者でもない」と答え、対話がはじまる。

「もし、あなたはバラモンであるといい、私をバラモンではないというな

ら、私はあなたに三句二十四字からなるサーヴィトリ讃歌を問いましょ

う。」

「何のために、リシ、マヌジャ、クシャトリア、バラモンなどは、この世

界において、諸天に多くの供犠を行うのでしょうか。」

「供犠に際し、その極みに達し、知（veda）に達した者が供物を受ければ、

それはよい結果をもたらすと私は言いましょう。」10)

　ここには、供犠に対する否定の思想は見られないばかりか、バラモン教の

世界の枠組みの中で、仏教の主張がなされているがわかる。初期の仏典にお

いて、バラモン教の概念が多く採用されていることに関しては、中村自身も「原

始仏教にはバラモン教の所説を名目的にはいちおう承認して」、実質的にその

内容を改革する態度がある、と評している。［中村 1959:50］

　ともあれ、中村は原始仏教に「バラモン教の魔術性からの解放」という位

置づけを与えたのだが、「教団の発展とともに新たな魔術性が芽を出してきた」

とし、その事例として『アングッタラ・ニカーヤ (A̳guttaranikŁya)』の次の一

節を引用するのである。

商人のうちに成功する者と失敗する者とがあるのは、宗教者 (sama̵a) や

バラモンにかれらの欲するものを与えるか否かによる。11)

　ここで、中村が「魔術性」と呼んでいるものは、おそらく、「布施をすれば

成功する」あるいは「布施をしなければ失敗する」という観念を布施する主

体に生じさせ、その主体の内で推進力、あるいは強制、規制力として働く心

理作用、あるいは布施する主体にこの心理作用を引き起こさせる当体である

と思われる。それは中村がいう「カリスマ的権威 (charismatishe Autorität)」［中
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ている。ジャイナ教徒は、アヒンサー (ahi̱sŁ) の立場からバラモン教の供犠

を非難したことが知られている。中村はこの事例をとりあげ、「ジャイナ教徒

は、少なくとも当時としては、合理的思索に徹底し、普遍的な人間の理法を

把握しようとしたのである」［中村 1959:19］と述べ、同様に、仏教徒が、バ

ラモン教の魔術性を退けた事例を、『スッタ・ニパータ (Suttanipāta)』『ジャ

ータカ (Jātaka)』の記述の中に見い出している。これらの文献では、供犠や祭

祀を行うよりも、布施を行う方が大きい功徳があると説いており、そこから

中村は、「従前のバラモン教においては専ら呪術的な祭祀を重視してそこに宗

教の中心的意義を認めたのであったが、仏教では「与える」という行為に神

聖な宗教的意義を認めて、それをバラモン教の祭祀にかわるべきものだと考

えた」［中村 1959:96］という結論を導いている。

　しかしながら、「今日ではジャイナ教徒は実践的には一部のヒンドゥー教徒、

特にヴィシヌ教徒と区別しがたいものになってしまった」［中村 1959:39］と

いい、また仏教も「教団の発展とともに新たな魔術性が芽を出してきた。( 中

略 ) この魔術性は後代の大乗教、殊に密教では大規模に発展するに至るので

ある」［中村 1959:97］という。結局のところ、バラモン教の非合理性を否定

して成立したこの両宗教も、歴史の流れとともにヒンドゥー教の影響を受け、

非合理性を取り入れたという訳である。中村の仏教理解には、より古い時代

のものこそに本来の姿があるとする、多分にロマン主義的な傾向が見られる。

中村は、その「本来の姿」の中に、反魔術性、合理性の精神を見い出そうと

したのである。

　さて、中村が、仏教徒がバラモン教の魔術性を退けたことの事例としてあ

げた『スッタ・ニパータ』『ジャータカ』の記述を、ここで確認しておこう。

豊かな大供犠も施与されたものには及ばない。8)

この莫大な、費えの多い祭祀がかの正しい人の施与に比し得る価値が無

いのは何故であるか？幾千という祭祀を行っても、このような施与の

十六分の一にも値しないのは何故であるか？ 9)

　中村は、これらの言説から、原始仏教は呪術的な祭祀を否定したと主張し

ているのだが、『スッタ・ニパータ』の別の箇所からは、その主張を反証する

言説が見い出せる。下記の引用は、火祀を行うバラモンとブッダとの対話の
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の観念と結びつくことによって、救済論に基づく職業義務観念を被支配者階

級に与えたことを論じている［ヴェーバー 1983:157-159］。こうした心理的規

制は、支配者階級が、商人集団、職人集団、客員部族、賎民民族といった個々

の職業グループを、宗教的・社会的に自らの勢力の下に組み込み、秩序化す

ることを可能にした。血統カリスマによる技術の世襲化、民族間分業は、手

工業技術、市場における公益団体、市民的権利などへの個人参加を発展させ

ず［ヴェーバー 1983:165-169］、また、カースト間の伴食の禁止などの儀礼的

制限は、商人集団、職人集団の横の組織化を抑制した［ヴェーバー 1983:46-

47］。これらインド固有の諸事情が、インド社会において西洋型の商業都市を

発展させる道を閉ざしたという。

　中村は、「インド社会に根強く存続しているカーストの制度が資本主義の成

立を阻害している事実は、かつてマックス・ウェーバーの指摘したとおりで

ある」と述べつつも［中村 1959:5］、その立論においては独自の説を展開し

ている。中村は、ヴェーバーの説く「血統カリスマ (Gentilcharisma)」の概念
6)に着目し、バラモンによるカリスマ的支配が、自由経済の発達を阻止した

のだとする。そこで引き合いに出されるのが、ダルマシャーストラに見られ

る利息の規定である。『マヌ法典 (Manusm͉ti)』において定められている利息

の率は、カーストごとに異なっている 7)。バラモンの借用に対する利率を最

も低く設定し、シュードラの借用に対する利率を最も高く設定しているのは、

カリスマ的支配の規制によるものであり、純粋に経済的視点から割り出され

たものではない。そこから中村は「貸付利率に関するこのようなカリスマ的

支配は、当時の経済事情が自由競争以前の段階にあったことを物語る一つの

事実であると解してよいであろう」［中村 1959:7］と結論する。中村にとって

の「血統カリスマ」とは、近代から見た後進性、非合理性であったといえる。

　中村は、「西洋においてはユダヤ教及びキリスト教の反魔術 (Magie-

feindschaft) の精神が資本主義の成立に大いに力があったと考えられている」

［中村 1959:97］と述べ、近代資本主義が成立するためには、呪術などの非合

理的な要素を排除する必要があると考えた。そして、まさにジャイナ教、仏

教は、こうしたバラモン教の非合理性を否定し、バラモンの呪術的支配から

の解放 (Entzauberung) をめざすところに成立した宗教であるとの見解を示し
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他ならない。そして、中村は次のような結論を提出するのである 4)。

以上の検討によってわれわれは原始仏教において経済倫理或いは経済行

為に関する倫理的反省が述べられていることを知り得た。そうしてそれ

が、その立論のしかたにおいて、ウェーバーなどの指摘した資本主義の

精神と多分に類似点を有することは、否定できない。（中略）しからば、

ここに見出された経済倫理は近代西洋における禁欲的プロテスタンティ

ズムのそれと、どういう点で相違があるのであろうか。ウェーバーは近

代西洋にあらわれた資本主義の精神の倫理性を指摘したあとで『「資本主

義」はシナ・インド・バビロンにも、古代にも中世にも存在していた。

しかしこれらの資本主義は、右に述べた特殊の倫理的性格を欠如してい

たのである』という。しかしわれわれが以上に指摘したように、原始仏

教における経済行為の反省も充分の宗教倫理的性格をそなえていたと見

なければならぬ。［中村 1959:111-112］

　中村は、梶山によって「倫理的性格」と訳されたところの「Ethos」の意味

合いを十分に把握できなかったのかもしれない 5)。しかし、ここでは中村の

誤読の問題には深く立ち入らず、中村が「思想史的事実に即して」、禁欲的プ

ロテスタンティズムと同様の「倫理的性格」をインド仏教の中に見い出した

という事実を確認するにとどめたい。

　では、中村は、具体的に、その「思想史的事実」から、どのように原始仏

教における「倫理的性格」を導き出しているのか。以下に、個々の事例に即

して、検証していくことにしたい。

近代的普遍宗教として描かれた仏教

①　カリスマ排除と合理主義

　インド社会はなぜ近代資本主義を成立させなかったのか。この問いを中村

は本書の冒頭に掲げ、ヴェーバーの説を引用しつつ、カースト制度の問題を

論じている。

　『ヒンドゥー教と仏教』において、ヴェーバーは、カースト秩序が、「業」
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ない」［ヴェーバー 1989:39］と述べ、「われわれが企図するところは、ただ

ただ、歴史における無数の個別的要因から生まれ出て、独自の「世俗的」な

傾向をおびる近代文化の発展が織りなす網の目のなかに、宗教的要因が加え

た横糸をばある程度明らかにする、ということだけだからだ」［ヴェーバー

1989:135］と、注意深く言及している。こうしたヴェーバーの方法論は、し

かしながら、戦後民主主義思想の中ではあまり重視されなかった。「資本主義

の精神」は、「ヴェーバー・テーゼ」と呼ばれる一つの与えられた教条めいた

ものとなり、そこでは、抽象的な類概念が先立って、それらが近代資本主義

社会に欠くべからざるものとして受け取られたのである。

　中村の受容したヴェーバーが、大塚と同じ色彩を帯びていることは否めな

い。それが日本の戦後民主主義思想の中で再解釈されたものであったことは、

本書を通して読み取れる。中村は、西欧社会における近代資本主義を、アジ

ア社会よりも進化した経済体制とする歴史観に基づきつつ、ヴェーバーがプ

ロテスタンティズムの倫理にその精神的系譜の一つを見出したところの「資

本主義の精神」を、インド仏教の中に求めようとしている。そこには、中村

の合理的人間による民主主義社会への全幅の信頼と、それと裏腹になった非

合理なものへの蔑視が反映されており、同時に、アジア主義とアジア蔑視の

アンビバレントな感情とも重なり合っている。

　さて、今一度、先の引用に戻って、「思想史的事実に即して理論を構成する」

という中村の方法論を検討してみよう。ここで、中村は、理論から事実を解

釈するのではなく、事実から理論を導き出すという、帰納的な方法を採用し

たことを言明しているように見える。しかし、問題となるのが、中村が「思

想史的事実」と述べている所のものである。「歴史的事実の考証乃至社会的背

景の検討」を十分に行なわなかったことを言明しているのであれば、それは、

それぞれの歴史的、社会的コンテクストの中に置かれた個別的事象に則した

事実ではないだろう。それは、そこから個別性を排除して抽出された、事象

の深層に横たわる（と想定された）「事実」として解釈されるのである。これ

らの「事実」は、一定の理論的枠組、具体的には「ヴェーバー・テーゼ」に

したがって抽出されており、そうした「思想史的事実」から理論を導き出す

ということは、あらかじめ答えを与えられているものから答えを導くことに
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ている 2)。こうしたヴェーバー・ブームの中、1964 年には「ヴェーバー生誕

一〇〇年記念シンポジウム」が東京大学で開かれた。この年は、先にも述べ

たように、中村が文学部長に就任した年であった。

　さて、当時、ヴェーバー研究の牽引役となっていた大塚久雄は、戦後日本

は何を拠り所とするべきかという問題意識のもとに、『プロテスタンティズム

の倫理と資本主義の精神』を理解したという。大塚がそこに読み取ったのは、

資本主義の担い手となる中産的生産者の倫理と、それによって形成される市

民社会の理想である。それは「当時の日本の「現在」的な問題状況との緊張

関係を背景にして、日本人の目でヨーロッパ史を凝視することによって、逆

に「現代」日本の社会や文化を比較史的に理解しようという学術上の試み」

であったと、彼の弟子、関口尚志が述べている 3)。

　そもそも、ヴェーバーが『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』

の中で描こうとしたものは、資本主義の担い手となる中産的生産者に相応し

い倫理や、それによって形成される市民社会の理想などではない。ヴェーバ

ーの生きた時代、不気味な力を持って立ち現れてきた資本主義の精神 (Gaist) 

が、西欧社会の中でいかなる精神背景のもとで形成されたのか、『プロテスタ

ンティズムの倫理と資本主義の精神』は、その一事例として、カルヴァン派、

敬虔派、メソジスト派、洗礼派と諸信団の中で形成された禁欲的精神と、天

職思想の展開に着目し、「恩恵による選び」という神学的な問題に立ち入りな

がら、その精神的系譜を分析したものである。

　ヴェーバーが「資本主義の精神」を明らかにするためにとった手法は、「歴

史的現実のなかから得られる個々の構成要素を用いて漸次に組み立てていく」

というものであり、そのため「その確定的な概念把握は研究に先立って明ら

かにしうるものではなくて、むしろ、研究の結末において得られるべきもの」

［ヴェーバー 1989:38-39］であると言明している。つまり、抽象的な類概念

に現実の事象を当てはめていくのではなく、あくまで、現実の事象から出発

しようという態度である。となれば、その研究によって明らかにしうる範囲

は自ずと限定されるはずである。そのため「われわれが今とろうとしている

観点（それについては後段でもっと説明せねばなるまい）が、ここで問題と

している歴史的現象を分析するために唯一可能な観点だというのでも決して
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検討するということはいちおうの意義があると思われる。殊にここに紹

介したような諸思想は、それを吟味することによって、かえって既成の

社会理論に対する反省の機会を与えることも可能ではないかと考える。

筆者はどこまでも思想史的事実に即して理論を構成するという立場をと

りたい。［中村 1959: ⅰ］

ここで中村が「特定の社会理論」として言及し、具体的に意識したのは、中

村がしばしば嫌悪感を示したところのマルクス主義を一方の極とし、戦後民

主主義をもう一方の極とする、冷戦時代の社会理論であっただろう。中村は、

「殊にここに紹介したような諸思想は、それを吟味することによって、かえっ

て既成の社会理論に対する反省の機会を与えることも可能ではないかと考え

る」と述べており、何かしら「既成の社会理論」とは異なる、オルタナティ

ブな価値観を提示することを目論んだようにみえる。

　しかし、「特定の社会理論を以て解釈することを避けた」としながらも、本

書の依って立つところのものは、戦後民主主義のそれであり、またその理論

的枠組をマックス・ヴェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義

の精神』に負っていることは明らかである。『宗教と社会倫理』が出版され

たのは 1959 年、中村元 48 歳、第二次世界大戦が終結した 14 年後にあたる。

それは、丸山真男 (1914-1996) や、大塚久雄 (1907-1996) 等によって、戦後民

主主義思想が議論されていた時期と重なっている。ちなみに中村は丸山真男、

大塚久雄と同年代であり、同時期に東京大学で教鞭をとっていた。『宗教と社

会倫理』よりも約 40年前、1920年に改訂出版された『プロテスタンティズ

ムの倫理と資本主義の精神』が、なぜ、本書の理論的前提になったのか。こ

の問題を考えるにあたり、戦後日本の中で「マックス・ヴェーバー」が如何

に受容されたのかという問題を併せて考えなければいけない。

　日本における『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の最初の

翻訳は、第二次世界大戦前の 1938 年、梶山力によるものであるが、戦後、こ

の翻訳は大塚久雄によって改訂され、二名の共訳として岩波文庫より公刊さ

れた（上巻 1955 年 /下巻 1962年）。1950年代から 1960年代にかけて、日

本ではヴェーバーの著作の新訳本や改訳版が盛んに出版されたが、中村もこ

の時期、自ら『世界宗教の経済倫理Ⅱ ヒンヅー教と仏教』の翻訳に関わっ
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なしかたではなくて、インドにおける問題を、同時に人類の思想史にお

ける問題として取り上げ評価することを可能ならしめるしかたで論述し

ようとめざした。すなわち個別的な宗教・王朝・古典などを通して普遍

的な問題を読み取ろうとするのである。［中村 1959: ⅰ］

　本書における中村の研究を方向づけているのは、「個別的事象から普遍性

へ」という近代科学の目指した視点である。中村は、思想上の「普遍的な問題」

を扱うという本書の性格上、ここでは「歴史的事実の考証乃至社会的背景の

検討」を十分に行なわなかったことを以下のように言明している。

すなわち思想の紹介・検討を旨とするので、歴史的事実の考証乃至社会

的背景の検討の問題には深く入らなかった。それは決して歴史的事実の

考証や社会的背景を軽んずるわけではない。思想の研究が必ずや歴史的

社会的現実との対応関係を顧慮して行われねばならぬということは、筆

者もかねがね主張して来たところである。しかしここで社会的現実の検

討を深く行わなかったのは、思想面における一つのまとまった研究とし

ての一貫性が欲しかったからである。（中略）そうして専ら「社会理想」

という視点から問題を追求することにした。［中村 1959: ⅱ］

ところで、原始仏典の訳注研究に見られるように、歴史的、社会的コンテク

ストの中で文献を解釈する、こうした手法こそが、中村の研究を確実な、質

の高いものにしている当の所のものである。そうした個別的事象の成立背景

の考究を犠牲にし、中村がここで目指したものとは、「思想面における一つの

まとまった研究としての一貫性」であり、「社会理想」という視点から問題を

追及することであったという。

　その方法として、中村は「何らかの特定の社会理論を以て解釈することを

避けた」とし、「筆者はどこまでも思想史的事実に即して理論を構成する立場」

を取ったと述べている。

思想を紹介叙述するに当たっては、何らかの特定の社会理論を以て解釈

することを避けた。それは筆者の能力を超えたことだからである。何ら

かの社会理論をかかげないで研究することが果たして可能であるかどう

か、また理論的立場をはっきりと打ち出さない企てが学問的とよばれ得

るかどうかが問題となるであろう。しかし学問的常識にしたがって叙述
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としての釋尊像である。これを明らかにする手法として、中村が提唱してい

るのは、まず第一に、文献批判の方法にのっとり、より古い文献、より古い

記述を確定し、これを資料として用いることであり 1)、第二に、そこから神

話的要素を取り除き、考古学資料などの確実な歴史資料によって文献の不確

実な要素を補うことである。また、こうした手続きを経て確定された仏典の

最古層の記述は、えてしてジャイナ典籍や叙事詩の最古層、あるいは古ウパ

ニシャッドの記述と非常に類似しているから、第三に、それらの中から相違

点を見いだし、「人間としての釋尊の有する歴史的意義」を導き出すことであ

る［中村 1957:15-16］。

　現代の我々の目から見ると、こうした文献操作の手法にはいくつかの問題

点があり、また、そのあまりに合理主義的な釋尊像は、同時代の学者から

も批判を受けている。渡辺照宏が指摘したように［渡辺 2005:237-238, 383, 

442-444］、神話的要素を取り除くことに関しては、かなり強引な解釈を行な

っていると言わざるを得ない。しかし、このように描き出された「歴史的人物」

としての釋尊像は、当時の時代精神をよく反映したものであったであろうし、

それ故、直接的、間接的に、多くの人に影響を及ぼしたことも確かであろう。

　近代的な普遍主義、合理主義を志向してきた近代仏教学の視座は、しかし

ながら、現在、方向転換を迫られている。中村の『宗教と社会倫理』や『ゴ

ータマ・ブッダ　釋尊傳』が記されて、約 50年が経過した。中村が前提とし

た思想の枠組み自体が、既に大きく変化している。今、中村の近代的仏教解

釈を検証し、その意味を問う時期がきているといえるのではないだろうか。

中村元とマックス・ヴェーバー　
──『宗教と社会倫理』の方法論をめぐって──

　『宗教と社会倫理』の本論を検討する前に、まず、本書の方法論を分析して

おきたい。中村は「序」において、次のように述べている。

従来インド思想史の研究は固有名詞を中心として叙述するしかたで多く

なされてきた。しかし固有名詞を中心とする限り、人類の思想史に普遍

的な問題として把握することは困難である。よってこの書ではこのよう
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らしめる深層的な基本構造」を解明することが可能になると主張する［中村

1978:5］。

　実は、こうした思想研究の現状に対する批判と、比較思想の構想も、中村

自身が後に回顧しているように、中島文雄、手塚富雄の後を受けて中村が東

京大学の文学部長に就任した当時 (1964) の改革運動の一環として位置づける

ことができ［中村 1990:10-11］、どこまで中村自身の内発的な思想的要請とし

て捉えられるのかは、不明な部分も多い。しかし、中村の「思想研究」を「個

別的事象から普遍性へ」という視座が一貫して方向づけていることは、それ

以前の中村の著作からも伺うことができる。以下に考察するように『宗教と

社会倫理』はその一例となるだろう。

　ただし注意が必要であるのは、先にも述べたように、中村は「文献研究」

においては、あくまでそうした思想性は排除し、個別的事象の中にとどまる

べきであると考えたことである。中村自身の研究の中において「思想研究」

と「文献研究」がどのように定位されているのかは、以下に『宗教と社会倫理』

の内容を分析する中で、論じることにしたい。

　さて、近代日本の仏教学において、仏教が合理的な宗教として記述されて

きたことは、注目に値する。仏教は神を説かず、理知的、人間主義的な宗教

であるとの一般的な理解の形成に、中村が果たした役割は大きい。1957 年に

出版された『ゴータマ・ブッダ　釋尊傳』は、中村の合理的仏教解釈を理解

する上で、格好の材料となるだろう。その「はしがき」の冒頭を見てみよう。

過去二千數百年にわたつてひろく人類の師としてひとびとを導き、佛教

の開祖として仰がれるゴータマ・ブッダ（釋尊）が實際にどのような生

涯を送つたか、そのあとを能う限り明らかにしようとするのが、この書

の目的である。だからこの書は佛傳でもなければ、佛傳の研究でもない。

いわゆる佛傳のうちには神話的な要素が多いし、また釋尊が説いたとさ

れている教えのうちにも、後世の附加假託になるものが非常に多い。こ

ういう後代の要素をあたう限り排除して、歴史的人物としての釋尊の生

涯を可能な範囲において事実に近いすがたで示そうとつとめた。［中村

1957:3］

　中村がそこで描こうとしたのは、神話的要素を取り除いた「歴史的人物」
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によって）インド仏教を見ていることは、多かれ少なかれ認められる事実で

あろう。その中村の仏教理解の特徴とは何か。

　中村のインド学研究は厳密な文献学 (philology) に基づいている。文献批判

においては、マテリアルとしての文献間の差異から、「元来」の、あるいは「真

性」な読みを確定、あるいは再構築することが求められる。文献に関する研

究はその文献自身にもとづいて判断がなされるべきであり、思想を持ち込ん

で結論を導き出してはいけない、と中村が述べているように［中村 1978:2］、

そこでは客観的事実としての実証性が求められる。近代以降、日本の仏教学

が目指したものは、理性によって客観的に把握される仏教の記述であり、こ

れを人文科学の一分野として確立することであった。しかし、そもそも人文「科

学」なるものがあり得るのか、という根本的な問いがある。文献学において、

読み手の解釈を抜きに、客観的事実としての「元来」の「真性」な読みを実

証することは可能であるのだろうか、そもそもその「元来」の「真性」な読

みとはどこに存在しているのだろうか。こうした問いは依然として存してい

るのであるが、日本の仏教学は、ともかく「客観的事実としての実証性」を

求めて、文献学的研究を確立してきたのである。

　ところで中村は「仏教文献研究」の重要性を認めつつ、それを「仏教に関

連した研究」と位置づけ、それとは別の次元の「仏教思想研究」が必要であ

ることを主張している［中村 1978:2］。比較思想という方法を提唱した中村

は、当時の日本の思想研究における分野の細分化を「セクショナリズム」と

して批判し、「日本の哲学的な諸学問の大きな欠陥は、人間の生きること、人

間の思考・感情の諸様相の生きた体系を、そのものとしてとらえようとせ

ず、細分化してしまって人間そのものを見失っている」と述べている［中村

1978:4］。そして、このような思想研究の細分化の最大の原因として、日本

の知識人における権威（具体的には諸外国の学問）に対する盲目的な服従と

いうことをあげ［中村 1974:3-5］、これを「奴隷的思考」とまで評している

［中村 1990:5］。中村は「哲学的な問題というものは、普遍的で、人類に共通

のものであるから、一部の地域に限ってみるということは、すでに本質を見

失っている」と述べ［中村 1974:3］、その膠着状態を打破するものが比較思

想という方法であるとした。そして、この比較思想によって「比較を可能な
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はじめに

　蓮花寺佛教研究所における「仏教と経済」という共同研究テーマは、文化

コンテクストに配慮した「仏教」の読み直しを行おうという、仏教研究にお

ける方法論上の関心から出発した。同時に、このテーマを設定した、2007 年

には、すでにサブプライムローンの焦げ付きによる株式市場の混乱が起って

おり、「経済」という事象を、我々の研究分野からも分析し、理解をしておく

必要があるだろうとの思いもあった。また、経済効率を価値観の中心に置く

現代社会のあり方、それは現実に人文科学のあり方をも変容させてきている

が、こうした動向に危機感を抱いた所からの問題設定でもあった。仏教研究

における方法論の問題と、現代社会における経済秩序の問題は、全くを次元

を異にしているように見えるが、これらの問題の根はともに、近代社会が作

り上げてきた世界観、価値観の中にあるように思える。その世界観、価値観

とは何であったのか。ここでは、中村元の『宗教と社会倫理』(1959) を一例

として、この問題について考察していきたい。

中村元と近代精神
──実証主義、普遍主義、合理主義──

　現代日本の仏教学において、中村元 (1912-1999) が果たした役割は計り知

れない。中村が仏教学者たちに与えた影響は絶大である。現代の学者の多く

が中村の仏教理解というフィルターを通して（あるいはその同時代の精神性

「仏教と経済」研究の視座
──中村元『宗教と社会倫理』批判から──

山 野 智 恵


